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宗
像
大
宮
司
時
代
と
伝
え
る
「
海
灘
境
目
之
事
」
に
つ
い
て

大
高
　
広
和

は
じ
め
に

古
代
の
沖
ノ
島
祭
祀
を
考
え
る
上
で
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
と
も
に
そ
の
祭
祀
に
関
与
し

た
と
考
え
ら
れ
る
古
代
豪
族
宗
像
氏
と
海
と
の
関
わ
り
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
の
一

つ
で
あ
る
。
四
世
紀
後
半
か
ら
ヤ
マ
ト
王
権
が
沖
ノ
島
で
祭
祀
を
行
い
、
そ
れ
と
軌
を

一
に
し
て
宗
像
氏
と
の
関
係
を
深
め
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
ヤ
マ
ト
か

ら
朝
鮮
半
島
へ
と
向
か
う
上
で
、
宗
像
氏
が
「
支
配
」
す
る
海
域
に
お
け
る
船
の
航
行

の
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
海
域
の
「
支
配
」
に

つ
い
て
具
体
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
は
、
史
料
の
制
約
上
難
し
い
。

古
代
宗
像
氏
と
海
と
の
関
係
は
、
勝
浦
潟
の
旧
入
り
海
に
面
し
玄
界
灘
を
望
む
「
海

の
古
墳
」
で
あ
る
津
屋
崎
古
墳
群
（
新
原
・
奴
山
古
墳
群
を
含
む
）
の
存
在
や
、
そ
れ

ら
を
含
む
宗
像
地
域
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
様
々
な
考
古
学
的
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
、
文
字
史
料
に
お
い
て
は
次
に
掲
げ
る
『
万
葉
集
』
巻
十
六
が
あ
る
ほ
か
は
、

宗
像
郡
に
「
海
部
郷
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
る
『
和
名
類
聚
抄
』
郡
郷
部
、
胸
形

君
徳
善
の
娘
の
尼
子
娘
（
あ・

ま・

こ
の
い
ら
つ
め
）
が
天
武
天
皇
（
大
海・

人・

皇
子
）
と
の

間
に
高
市
皇
子
を
儲
け
（『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
）、
そ
の
子
で
あ
る
長
屋
王
に

対
し
て
宗
像
郡
の
大
領
（
＝
宗
像
氏
の
首
長
）
か
ら
送
ら
れ
た
「
鯛
醤
」
に
付
さ
れ
て

い
た
長
屋
王
家
出
土
木
簡
（
1
）
が
、
直
接
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
程
度
で
は
な

か
ろ
う
か
。

『
万
葉
集
』
巻
十
六
所
収
の
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
歌
」
十
首
に
よ
れ
ば
、
宗
像
郡

の
宗
形
部
津
麻
呂
と
志
賀
島
の
海
人
で
あ
る
「
滓
屋
郡
志
賀
村
」
の
白
水
郎
荒
雄
と
は

「
わ
れ
郡
を
異
に
す
と
雖
も
、
船
を
同
じ
く
す
る
こ
と
日
久
し
。」
と
い
う
関
係
で
あ
っ

た
。
古
代
宗
像
郡
の
範
囲
（
陸
域
）
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
西
南
側
は
相
島
を
含
む
現

在
の
糟
屋
郡
新
宮
町
域
ま
で
と
推
定
し
て
い
て
（
２
）
、
こ
れ
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

の
官
宣
旨
（
後
掲
）
に
お
け
る
、
古
来
沿
岸
へ
の
寄
物
（
漂
着
物
）
を
宗
像
社
の
末
社

修
造
料
と
で
き
た
範
囲
―
蘆
屋
津
（
遠
賀
郡
芦
屋
町
）
か
ら
新
宮
浜
ま
で
―
も
一
つ
の

根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
沖
合
は
、
現
在
は
宗
像
市
の
鐘
ノ
岬
・
地
島
・
大
島
を
境
に

東
の
響
灘
と
西
の
玄
界
灘
、
と
一
応
呼
び
分
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
宗
像
か
ら
見

れ
ば
宗
像
を
中
心
と
し
た
一
つ
の
海
域
で
あ
る
。
こ
の
海
域
に
対
し
て
宗
像
氏
（
中
世

は
宗
像
大
宮
司
家
）
が
勢
力
、
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
範
囲
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、

そ
の
外
側
の
他
勢
力
と
の
関
係
と
と
も
に
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

右
の
『
万
葉
集
』
か
ら
は
、奈
良
時
代
に
は
糟
屋
郡
に
属
す
る
志
賀
島
の
海
人
と
は
、

1



協
調
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
一
定
の
線
引
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
筆

者
は
別
稿
に
お
い
て
、『
日
本
書
紀
』
神
功
摂
政
前
紀
・
仲
哀
天
皇
九
年
九
月
の
記
事

で
磯し

か
の
あ
ま

鹿
海
人
名
草
に
対
比
さ
れ
て
現
れ
る
吾あ

え
の
あ
ま

瓮
海
人
烏
摩
呂
を
、
宗
像
氏
と
近
い
関
係

に
あ
る
相
島
の
海
人
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
（
３
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
像
氏
に
よ

る
海
の
「
支
配
」、
勢
力
範
囲
の
実
態
に
つ
い
て
、
古
代
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い

く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
よ
う
な
中
、近
世
の
沖
ノ
島
や
宗
像
大
社
に
関
す
る
史
料
の
探
索
・
調
査
を
行
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
中
世
末
期
の
年
紀
を
も

つ
文
書
が
、
右
の
よ
う
な
課
題
に
対
す
る
重
要
な
情
報
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
に
気
づ

い
た
。
門
外
漢
な
が
ら
以
下
に
紹
介
・
検
討
し
、
史
料
的
な
位
置
づ
け
を
論
じ
た
い
。

一
　
二
つ
の
「
海
灘
境
目
之
事
」

今
回
紹
介
・
検
討
す
る
文
書
は
、「
宗
像
殿
時
代
」
も
し
く
は
「
宗
像
御
代
」、
す
な

わ
ち
宗
像
大
宮
司
家
が
健
在
で
あ
っ
た
時
代
に
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、
周
辺
地
域
の

海
灘
の
境
界
や
漁
場
・
漁
業
権
の
帰
属
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
、
沖
ノ
島
に
つ
い
て

の
記
述
も
あ
る
。
文
書
の
写
し
が
別
の
二
つ
の
浦
に
伝
来
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
写
し
が
作
ら
れ
た
の
は
近
世
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

一
つ
は
、
宗
像
市
に
隣
接
す
る
遠
賀
郡
岡
垣
町
波
津
の
浦
庄
屋
に
伝
来
し
た
刀
根
家

文
書
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
近
世
筑
前
の
海
事
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
故
・
高

田
茂
廣
氏
が
、
執
筆
を
担
当
し
た
宗
像
地
域
の
自
治
体
史
な
ど
で
内
容
を
紹
介
し
て
い

る
（
後
述
）。
も
う
一
つ
は
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
集
資
料

と
し
て
所
蔵
す
る
奈
多
浦
漁
協
文
書
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
同
文
書
の
収
集
に
も
高
田

氏
が
関
与
し
て
い
る
。
奈
多
浦
は
海
の
中
道
の
砂
州
の
付
け
根
付
近
に
位
置
し
、
北
は

玄
界
灘
、
南
は
博
多
湾
（
香
椎
潟
）
の
二
つ
の
海
に
挟
ま
れ
た
浦
で
あ
る
。
近
世
に
は

裏
粕
屋
郡
、
現
在
は
福
岡
市
東
区
に
属
し
、
北
東
の
旧
三
苫
村
の
範
囲
を
挟
ん
で
新
宮

町
に
隣
接
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
文
書
の
写
し
は
、
古
代
の
宗
像
郡
域
を
挟
む
よ
う
に

伝
来
し
て
い
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
両
文
書
の
構
成
と
内
容
は
、
写
し
を
作
成
・
伝
来
す
る
過
程
で
改
変
を
蒙
っ

て
お
り
、
想
定
さ
れ
る
原
文
書
と
の
関
係
は
少
々
複
雑
で
あ
る
。

波
津
の
刀
根
家
文
書
（
4
）
は
、
№
一
四
三
文
書
（
5
）
（
赤
み
を
帯
び
た
横
長
の
紙
で
三

紙
分
）
が
「
宗
像
御
代
浦
々
江
出
ル
御
書
付
」
の
題
を
も
ち
、
原
文
書
に
は
最
後
の
宗

像
大
宮
司
家
当
主
と
さ
れ
る
宗
像
氏
貞
（
一
五
四
五
～
一
五
八
六
年
）
の
袖
判
が
あ
っ

た
と
記
さ
れ
、
そ
し
て
「
一
海
灘
の
境
目
之
事
」
以
下
、
浦
々
の
海
岸
の
境
界
や
漁

場
の
帰
属
（
漁
業
権
）
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
途
中
ま
で
は
奈
多
浦
漁
協
文
書

の
文
書
と
ほ
ぼ
同
内
容
だ
が
、
途
中
か
ら
本
文
に
続
く
形
で
、
後
述
す
る
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
十
一
月
十
日
文
書
の
写
し
に
内
容
が
切
り
替
わ
る
（
以
後
、
両
文
書
中

の
海
灘
の
境
界
や
漁
場
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
を
「
海
灘
境
目
之
事
」
と
呼
ぶ
）。

な
お
、
刀
根
家
文
書
に
は
〔
書
附
諸
指
出
控
帳
〕
と
さ
れ
る
№
四
五
Ａ
文
書
帳
が
あ

り
、
こ
れ
に
も
冒
頭
に
「
永
禄
三
年
庚
申
十
一
月
十
日
御
達
宗
像
御
代
氏
貞
公
御
袖
判

附
有
之
」
と
あ
る
ほ
か
は
、№
一
四
三
文
書
と
ほ
ぼ
同
文
の
写
し
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

同
帳
に
は
こ
れ
に
続
け
て
近
世
初
頭
か
ら
幕
末
に
至
る
様
々
な
文
書
が
収
載
さ
れ
て
お

り
（
6
）
、
冒
頭
部
分
も
№
一
四
三
文
書
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、

2



詳
細
に
比
較
し
て
み
る
と
微
妙
に
異
な
る
部
分
も
あ
り
、
断
定
は
控
え
た
い
（
以
下
、

特
に
断
ら
な
い
限
り
№
一
四
三
文
書
の
こ
と
を
「
刀
根
家
文
書
」
と
呼
ぶ
）。

次
に
奈
多
浦
漁
協
文
書
で
あ
る
が
、そ
の
一
号
文
書「（
仮
）宗
像
殿
時
代
証
拠
文（
写
）

〈
津
屋
崎
、
勝
浦
の
浦
堺
、
上
浦
の
浦
堺
の
件
〉」
の
一
～
三
紙
目
が
永
禄
三
年
十
一
月

十
日
文
書
の
写
し
（
冒
頭
に
「
宗
像
殿
時
代
証
拠
文
写
」
と
記
す
）
で
、
続
く
四
・
五

紙
目
が
「
宗
像
殿
時
代
灘
極
証
文
写
」
と
し
て
、「
海
灘
境
目
之
事
」
を
記
し
て
い
る

（
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
一
号
文
書
を
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
と
呼
ぶ
）。
そ
う
し

た
構
成
の
た
め
、「
刀
根
家
文
書
」
の
よ
う
に
「
海
灘
境
目
之
事
」
の
途
中
で
永
禄
三

年
文
書
に
切
り
替
わ
る
こ
と
は
な
く
、
よ
り
原
文
書
に
近
い
内
容
を
伝
え
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。

な
お
、
永
禄
三
年
十
一
月
十
日
の
文
書
（
宗
像
氏
重
臣
連
署
奉
書
）
に
つ
い
て
は
、

①
松
崎
文
書
館
所
蔵「
今
林
文
書
」（

7
）
、②
福
岡
県
立
図
書
館
寄
託「
竹
田
文
書
」、③「
占

部
文
書
」
内
「
新
撰
宗
像
記
考
証
」
（
8
）
、
④
福
岡
市
立
博
物
館
所
蔵
「
青
柳
種
信
関

係
資
料
」
（
9
）
に
写
し
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
10
）
、
①
～
④
に
「
海
灘
境
目

之
事
」
に
関
す
る
記
述
・
文
書
は
伴
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
（
11
）
。

永
禄
三
年
文
書
は
宗
像
郡
の
今
古
賀
・
勝
浦
浜
と
津
屋
崎
浦
と
の
間
の
漁
場
相
論
に

関
す
る
も
の
で
、
桑
田
和
明
氏
に
よ
れ
ば
、
袖
に
氏
貞
の
花
押
を
据
え
た
氏
貞
発
給
文

書
は
こ
の
文
書
に
限
ら
れ
、
ま
た
連
署
人
の
花
押
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
も
こ
の

文
書
の
み
で
、
や
や
特
異
な
存
在
だ
が
、
偽
文
書
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ

れ
る
。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
以
前
に
成
立
し
た
③
（
12
）
は
同
文
書
が
勝
浦
浜
に
あ

る
と
記
し
、
ま
た
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
没
し
た
青
柳
種
信
の
撰
に
な
る
『
筑
前

国
続
風
土
記
拾
遺
』（
以
下
、『
拾
遺
』
と
す
る
）
の
「
勝
浦
浜
」
の
項
に
は
「
昔
よ
り

此
浦
と
津
屋
崎
浦
と
の
網
場
は
、渡
山
の
北
面
白
石
と
い
ふ
地
を
以
て
境
と
せ
り
。（
中

略
）
宗
像
家
の
時
弘
治
二
年
十
二
月
に
此
争
ひ
有
て
津
屋
崎
を
非
分
と
し
て
、
沙
汰
を

今
古
賀
・
勝
浦
浜
に
付
ら
れ
し
が
、
い
く
程
な
く
永
禄
三
年
十（

マ
マ
）二

月
に
も
ま
た
争
へ
り
。

此
時
の
氏
貞
よ
り
の
裁
許
状
、
老
臣
七
人
の
連
署
今
に
此
浦
に
在
。」
（
13
）
と
あ
る
。
そ

の
種
信
が
集
め
た
④
に
は
、
永
禄
三
年
文
書
の
写
し
の
断
簡
二
点
に
加
え
、
津
屋
崎
浦

と
「
今
具
賀
勝
浦
浜
」
と
の
漁
場
相
論
に
つ
い
て
記
す
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
十
二

月
朔
日
の
文
書
の
写
し
二
通
が
含
ま
れ
て
い
る
（
14
）
。
永
禄
三
年
文
書
（
の
お
そ
ら
く

原
文
書
）
は
弘
治
二
年
文
書
と
と
も
に
、
一
九
世
紀
ま
で
は
勝
浦
浜
で
所
有
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
（
現
在
は
所
在
不
明
）。

先
述
の
よ
う
に
「
刀
根
家
文
書
」
は
、「
海
灘
境
目
之
事
」
の
今
古
賀
・
勝
浦
浜
の

漁
業
権
に
関
す
る
部
分
か
ら
永
禄
三
年
文
書
に
内
容
が
切
り
替
わ
る
。
そ
の
構
成
は
単

純
な
錯
簡
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、結
果
的
に
全
て
が
永
禄
三
年
段
階
で
（
氏
貞
に
よ
っ
て
）

出
さ
れ
た
一
つ
の
文
書
の
よ
う
に
見
え
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

「
海
灘
境
目
之
事
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
管
見
の
限
り
先
述
の
高
田

茂
廣
氏
に
よ
る
概
説
・
解
説
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。「
刀
根
家
文
書
」
中
の
「
海
灘
境

目
之
事
」
に
つ
い
て
は
、『
津
屋
崎
町
史
』
に
お
い
て
、「
津
屋
崎
浦
・
勝
浦
浜
間
の
漁

場
の
境
界
に
つ
い
て
、
勝
浦
浜
側
が
争
い
の
度
に
証
拠
と
し
て
い
た
も
の
に
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
に
宗
像
氏
貞
が
発
給
し
た
と
さ
れ
る
文
書
（
刀
根
家
文
書
）
が
あ
る
。

た
だ
し
、
現
存
す
る
文
書
は
写
し
で
あ
り
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
。」
と
し
な

が
ら
、「
海
灘
境
目
之
事
」
部
分
も
含
め
て
翻
刻
・
紹
介
し
て
い
る
（
15
）
。
し
か
し
、
叙

述
の
中
心
は
寛
永
年
間
の
津
屋
崎
・
勝
浦
浜
間
の
漁
場
争
い
に
あ
り
、
そ
の
他
の
境
界
・

3



漁
場
名
等
に
つ
い
て
は
深
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ま
だ
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の

存
在
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
翻
刻
も
修
正
の
余
地
が
あ
る
。

ま
た
、
同
氏
は
『
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
も
近
世
の
浦
に
つ
い
て
執
筆
し
て
お
り
（
16
）
、

「
刀
根
家
文
書
」
に
基
づ
い
て
作
図
さ
れ
た
「
近
世
初
頭
の
浦
境
図
（「
海
灘
境
目
の
事
」

刀
根
文
書
）」
を
掲
載
し
て
い
る
が
（
後
掲
図
一
）、
本
文
中
で
は
特
に
文
書
お
よ
び
図

の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
ほ
か
、
い
く
つ
か
誤
り
が
あ
る
（
17
）
。
一
方
で
、「
宗

像
郡
を
は
じ
め
と
す
る
玄
界
灘
一
帯
の
漁
場
は
地
先
権
は
勿
論
の
こ
と
入
合
い
権
も
含

め
て
中
世
の
末
期
に
は
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
漁
場
の
権
利
は
各
浦
の
漁

業
権
と
し
て
現
代
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
持
続
さ
れ
て
き
た
。」
と

重
要
な
記
述
を
残
し
て
い
る
（
18
）
。

一
方
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
目
録
に
高
田
氏
に
よ
る
解
説

文
が
付
さ
れ
て
お
り
（
19
）
、「
と
く
に
「
宗
像
殿
時
代
証
拠
文
」（
№
一
）
は
、
永
禄
三

（
一
五
六
〇
）
年
に
芦
屋
か
ら
志
賀
島
ま
で
の
漁
区
の
境
が
書
か
れ
た
文
書
の
写
し
で

あ
り
、
宗
像
郡
内
に
も
同
文
の
写
し
が
現
存
す
る
。
原
本
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
偽
文
書
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
い
が
、
近
世
に
お
い
て
は
こ
の
文
書
を
正
当
な

も
の
と
し
て
浦
境
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
書
に

歴
史
的
価
値
を
見
出
す
姿
勢
は
継
承
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
本
稿
で
言
う
「
海
灘
境
目

之
事
」の
部
分
ま
で
永
禄
三
年
段
階
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
は
問
題
が
あ
る
。

ま
た
、そ
の
写
し
と
は
「
刀
根
家
文
書
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、宗
像
郡
内
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、「
海
灘
境
目
之
事
」
に
つ
い
て
最
も
深
い
知
見
を
有
し
て
い
た
の

は
高
田
氏
で
あ
っ
た
が
、「
刀
根
家
文
書
」
と
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
と
の
比
較
や
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
「
刀
根
家
文
書
」
の
形
態
・
内
容
に
よ
る
先
入
観
か
ら
、「
海

灘
境
目
之
事
」
の
年
代
観
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
。
両
文
書
を
詳
細
に
比
較
し
、
全
面

的
に
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
。

な
お
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
に
つ
い
て
は
、『
新
修
福
岡
市
史
』
資
料
編
中
世
一
（
二

○
一
○
年
）
に
お
い
て
、
永
禄
三
年
文
書
が
「
一
―
一
宗
像
氏
家
臣
連
署
奉
書
写
」
と

し
て
、「
海
灘
境
目
之
事
」
が
「
一
―
二
筑
前
国
海
灘
境
目
注
文
写
」
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
翻
刻
さ
れ
た
（
20
）
。
両
者
が
「
継
紙
に
一
筆
で
書
写
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
点

は
重
要
だ
が
、
次
節
で
示
す
よ
う
に
翻
刻
に
は
な
お
若
干
の
問
題
が
あ
る
。

二
　
両
文
書
の
紹
介
と
校
訂
・
語
釈

前
節
に
記
し
た
通
り
、
両
文
書
は
構
成
が
異
な
っ
て
い
て
そ
の
ま
ま
上
下
に
並
べ
て

も
比
較
が
難
し
い
た
め
、
便
宜
上
、
永
禄
三
年
文
書
部
分
と
「
海
灘
境
目
之
事
」
と
に

切
り
分
け
て
、
校
訂
註
と
簡
単
な
語
釈
を
付
し
て
紹
介
し
、
次
節
以
降
に
お
い
て
詳
細

な
検
討
を
加
え
た
い
（
内
容
を
上
下
で
比
較
し
や
す
い
よ
う
表
示
さ
せ
た
た
め
、
行
間

に
つ
い
て
は
文
書
の
原
状
と
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
。
改
行
位
置
に
つ
い
て
は
基
本
的

に
文
書
の
通
り
。
…
は
紙
継
ぎ
目
）。

永
禄
三
年
文
書
部
分
に
つ
い
て
は
先
述
の
①
～
④
と
の
主
な
異
同
（
21
）
を
示
し
、「
刀

根
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
№
一
四
三
文
書
と
№
四
五
Ａ
文
書
と
の
違
い
も
校
訂
註
に
示

し
た
（
改
行
位
置
の
違
い
に
つ
い
て
は
割
愛
）。
原
則
と
し
て
旧
字
は
新
字
に
、
変
体

仮
名
は
現
用
字
体
に
改
め
た
。
両
文
書
の
対
応
部
分
で
文
字
が
異
な
る
箇
所
に
つ
い
て

は
傍
線
を
付
し
、
片
方
に
欠
落
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
波
線
を
付
し
た
。
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奈
多
浦
漁
協
文
書
（
永
禄
三
年
文
書
部
分
）

刀
根
家
文
書
（
№
一
四
三
文
書
）（
永
禄
三
年
文
書
部
分
）

　

 
宗
像
殿
時
代
証
拠
文
写

　

御
判　
　
　

 
御
下
御
証
文

　

今
久
賀
勝
浦
浜
と
津
屋
崎
申
詰
白
石

　

網
庭
之
事
。　

先
御
代
以
来
事
、

…
御
沙
汰
之
事
泊（旧
之
）り候
処
、
津
屋
崎
…

　

依
令
違
犯 

去
弘
治
弐

八
月
晦
　
　
　
　
　

両
方
申
分
対
面
之
中
、
被
成
御
尋
、

両
浦
申
処
有
、
其
理
之
通
落
着

之
処
、
猶
以
津
屋
崎
浦
人
恣
令

漁
猟
之
条
、
両
浦　

公
役
難
相
勤

之
由
歎
訴
、
遂
披
露
之
処
、
重
而

以
検
者
相
論
従
被
相
極
之
。
両
浦

申
処
明
白
之
上
御
〔
者
〕沙
汰
を
両
浦
ニ

被
附
畢
。　

守
此
旨
永
代
無
他

妨
、
白
石
網
場
如
先
規
令
進
止
、

公
役
等
可
相
勤
之
由
所
被
仰
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

也
。

（
下
段
へ
続
く
）

永
禄
三
年
庚申
十
一
月
十
日

　
　
　
　
于
時
政
所
吉
田
秀
時

　
　
　
　
　
　
　

和
泉
守 

奉

　
　
　
　
御
厩
別
当
石
田
秀
兼

　
　
　
　
　
　
　

加
賀
守 

奉

　
　
　
　
吉
田
良
嘉

　
　
　
　
　
　
　

沙　

弥 

奉

…
…
…
…
… 

吉
田
兼
秀
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　

備
後
守 

承

　
　
　
　
吉
田
重
致

　
　
　
　
　
　
　

伯
耆
守 

承

　
　
　
　
占
部
賢
安

　
　
　
　
　
　
　

越
後
守 

承

　
　
　
　
深
田
氏
俊

　
　
　
　
　
　
　

美
作
守 

承

　
　
　
　
　
今
久
賀

勝
浦
浜

沙
汰
所

　
　

此
証
文
継
目
ニ

　
　

氏
俊
公
御
直
判
有
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・（「
海
灘
境
目
之
事
」よ
り
続
く
）

・
・
・
・
。　

今
古
賀

勝
浦
浜
と
津
屋
崎
申
詰

白
石
網
庭
之
事
。

先
御
代
以
来
御
沙
汰
事
旧

之
処
、
津
屋
崎
浦
仁
依
令
違
犯

者
弘
八
月

治
二
晦

両
方
申
分
対
面
之

中
、
被
成　

御
尋
両
浦
申
所

有
、
其
理
之
通
落
着
之
処
、

猶
以
津
屋
崎
浦
仁
盗
令

漁
猟
之
条
、
両
浦
公
役
難

相
勤
之
由
被
相
究
之
。
両
浦

申
所
明
白
之
上
、
御
〔
者
〕　

沙
汰
両

浦
に
被
付
畢
、
守
此
旨
永
代

無
他
妨
白
石
網
場
如
先
規

令
着
（
進
止
）、

公
役
等
可
相
勤
之
可
（
由
所
）被

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

仰
下
也
。

（
下
段
へ
続
く
） 　

　
于
時
政
所
吉
田
秀
時

　
　
　
　
　

和
泉
守
奉

永
禄
三
年
庚申
十
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
○
加
賀
守
の
裏
ニ
氏
俊
の

　
　
御
厩
別
当
石
田
秀
兼

　
　
　
　
　

加
賀
守

　
　
　
吉
田
良
㐂

　
　
　
　
　

沙　

弥

　
　
　
同　

尚
秀

　
　
　
　
　

備
後
守

　
　
　
同　

重
致

　
　
　
　
　

伯
耆
守

　
　
　
占
部
賢
安

　
　
　
　
　

越
後
守

　
　
　
深
田
氏
俊

　
　
　
　
　

美
作
守

　
　
　
今
古
賀

か
つ
ら
浜
沙
汰

＊
1

＊
2

＊
3

＊
5

＊
4

＊
6

＊
7

＊
8

＊
9

＊
10

＊
11

＊
12

＊
13

＊
14

＊
15

＊
１

＊
２

＊
9

＊
10

書
判
有
り
。

＊
11

＊
12

＊
３

＊
４

＊
５

＊
６

＊
７

＊
8

浦
仁

〔
喜
〕
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奈
多
浦
漁
協
文
書
（「
海
灘
境
目
之
事
」
部
分
）

刀
根
家
文
書
（
№
一
四
三
文
書
）「
海
灘
境
目
之
事
」
部
分

　

宗
像
殿
時
代
灘
極
証
文
写

海
な
だ
の
境
目
之
事
。
麻
生
と
宗
像
と
の

堺
く
ろ
さ
き
と
芦
屋
と
波
津
乃
境
や
は
き
。

波
津
と
お
津
ひ
の
境
く
ろ
さ
き
。
お
つ
ひ
と

ミ
な
と
の
境
江
口
。
神
湊
と
今
久
賀
勝
浦
浜

と
津
屋
崎
の
境
白
石
。
津
屋
崎
と
福
間
の
境

い
ま
川
。
福
間
と
花
靏
の
境
か
る
め
河
。
花

靏
と
新
宮
の
境
福
手
山
。
新
宮
と
奈
多
の

境
わ
ら
や
。
奈
多
と
志
賀
の
境
志
お
や
。

一
宗
像
と
粕
屋
の
境
花
見
苅
和
布
川
。

一
お
き
の
お
ん
か
う
・
お
路
の
島
・
相
の
島
の
は
な
つ
ら

　

と
（
を
）か
ぎ
り
宗
像
の
内
な
り
。

一
網
庭
之
事
、
中
瀬
・
志
お
辻
・
と
う
な
か
乃

　

あ
ミ
は
ハ
お
つ
ひ
・
神
湊
・
今
久
賀
勝
浦
浜

　

く
じ
取
こ
き
可
申
候
。

一
ま
か
り
か
ミ
ハ
神
湊
の
内
。

（
下
段
へ
続
く
）

一
た
し
の
か
ミ
ハ
今
久
賀
勝
浦
浜
の
内
。

一
ひ
ら
瀬
ハ
今
久
賀
か
つ
ら
浜
の
内
也
。

一
こ
ん
そ
祢
ハ
地
島
白
浜
の
内
也
。

一
の
ろ
瀬
ハ
福
間
の
内
也
。

右
之
通
、
御
書
附
有
り
。
前
書
年
代
記

壬
寅 

善
記
元
ヨ
リ
慶（
一
五
九
六
）

長
元
迄
ゑ
と
委

代
々
之 

御
代
書
付
有
之
也
。

　
（
文
書
の
冒
頭
）

　

宗
像
御
代
浦
々
江
出
ル
御
書
付

○
此
所
ニ
氏
貞
公
御
袖
判
有
り

一
海
灘
の
境
目
之
事

麻
生
と
宗
像
と
の
境
黒
崎
。

若（
芦
）屋
と
波
津
の
境
ハ
や
は
き
。

波
津
と
お
つ
ひ
と
の
境
く
ろ
さ
き

お
つ
い
と
ミ
な
と
の
境
江
口
。

神
湊
と
今
古
賀
勝
浦
浜
の

境
白
石
ま
な
板
瀬
。
今
古
賀

勝
浦
浜
と
津
屋
崎
の
境
白
石
。

津
屋
崎
と
福
間
の
境
い
ま
川
。

福
間
と
花
靏
の
境
か
る
め

川
。
花
靏
と
新
宮
の
境
福
…
…
…

手
山
。
新
宮
と
奈
多
の
境
わ
ら

や
。
奈
多
と
志
賀
の
境
志
を
や
。

一
宗
像
と
糟
屋
の
境
花
見

苅
和
布
川
。

（
下
段
へ
続
く
）

一
お
き
の
お
ん
か
う
・
お
ろ
の
島
・

相
島
の
は
な
つ
ら
を
限
り

宗
像
の
内
な
り
。
勝
島
ハ
今

古
賀
勝
浦
浜
の
内
也
。

一
網
場
之
事
、
中
瀬
・
志
を
辻
・

と
う
な
か
の
網
場
ハ
お
つ
い
・

神
湊
・
今
古
賀
勝
浦
浜

く
し
取
候
て
こ
き
申
候
。
今
古
賀

勝
浦
浜
と
津
屋
崎
申
詰

白
石
網
庭
之
事
。

（
以
下
改
行
し
て
、
永
禄
三
年
文
書
部
分
へ
続
く
）

（

也）

＊
２

＊
３

＊
20

＊
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＊
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＊
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＊
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＊
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＊
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＊
５
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６

＊
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＊
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＊
９

＊
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＊
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＊
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＊
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＊
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＊
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＊
16

＊
21

＊
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＊
23＊
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＊
４

＊
５

＊
６

＊
７

＊
８

＊
９

＊
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＊
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＊
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＊
13

＊
14

＊
15

＊
16

＊
17

＊
18

＊
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＊
１
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図一　高田茂廣氏作成「近世初頭の浦境図」（『宗像市史』通史編第二巻より）

校
訂
註
・
語
釈

「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」　

永
禄
三
年
文
書
部
分

＊
１　

御
判
～
御
証
文
…
①
の
袖
部
分
に
は
「
茲
ニ
御
判
」、
そ
の
下
端
に
「
御
下
御
証
文
」
と

あ
り
、
②
の
袖
部
分
に
は
宗
像
氏
貞
の
花
押
影
の
み
が
あ
る
。
③
に
こ
の
文
言
は
な

く
、
④
は
該
当
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
。

＊
２　

今
久
賀
勝
浦
浜
…
勝
浦
浜
は
現
在
の
福
津
市
勝
浦
。
今
久
賀
は
今
古
賀
な
ど
と
も
記
し
、

勝
浦
浜
に
隣
接
す
る
沿
岸
集
落
。

＊
３　

白
石
…
現
在
の
福
津
市
渡
。
渡
半
島
の
北
側
に
あ
る
白
石
浜
の
こ
と
。

＊
４　

庭
…
『
新
修
福
岡
市
史
』
お
よ
び
③
、
そ
し
て
『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
中
世
Ⅱ

は
「
底
」
と
読
む
が
、「
網
庭
」
は
「
網
場
」
と
同
様
に
網
漁
業
の
漁
場
を
意
味
す

る
か
ら
（『
国
史
大
辞
典
』「
網
場
」
の
項
〔
網
野
善
彦
氏
執
筆
〕）、「
庭
」
で
よ
い
。

＊
５　

事
…
他
文
書
に
は
な
し
。
衍
字
か
。

＊
６　

之
…
他
文
書
に
は
な
し
。
衍
字
か
。

＊
７　

泊
り
候
…
①
～
③
の
「
旧
之
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

＊
８　

人
…
①
～
③
と
も
に
「
仁
」
と
作
る
。

＊
９　

従
…
①
・
②
も
「
従
」
で
、③
は
「
掟
」
と
す
る
。『
新
修
福
岡
市
史
』
は
「
従
〔
聢
カ
〕」

と
し
て
い
る
（「
聢
」
は
「
し
か
と
」
と
読
む
国
字
）。

＊
10　

極
…
「
刀
根
家
文
書
」
も
含
め
各
文
書
と
も
「
究
」
に
作
る
。

＊
11　

御
…
①
は
「
御
」
だ
が
、
②
・
③
は
「
者
」
と
作
る
。「
刀
根
家
文
書
」
は
「
ハ
」
と

も
読
め
る
崩
し
の
「
御
」
で
（
特
に
№
四
五
Ａ
文
書
で
顕
著
）、「
者
」
が
正
し
い
か
。

＊
12　

場
…
①
～
③
は
「
庭
（
底
）」
と
作
る
。
＊
４
参
照
。

＊
13　

也
…
①
・
②
・
④
は
「
也
」
を
通
常
の
字
配
り
で
書
き
、「
也
矣
」
と
作
る
。

＊
14　

奉
…
②
・
④
は「
加
賀
守
」以
降
す
べ
て「
同
」と
作
る（
②
は「
美
作
守
」の
部
分
は
欠
）。

①
と
本
文
書
の
み
、「
備
後
守
」
以
降
を
「
承
」
と
し
て
い
る
。

＊
15　

此
証
文
～
直
判
有
…
①
に
は
「
此
御
証
文
継
目
ニ
／
氏
俊
公
御
直
判
有
リ
」
と
あ
る
。

「
刀
根
家
文
書
」　

永
禄
三
年
文
書
部
分
（「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
と
同
じ
も
の
は
割
愛
）

＊
１　

詰
…
『
津
屋
崎
町
史
』
は
「
談
」
と
す
る
。
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＊
２　

事
。
…
№
四
五
Ａ
文
書
で
は
こ
こ
が
改
頁
の
位
置
に
も
な
っ
て
い
る
。

＊
３　

屋
…
「
や
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
４　

脱
文
あ
り
（
奈
多
浦
漁
協
文
書
の
波
線
部
の
十
五
文
字
）。

＊
５　

者
…
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の
＊
11
参
照
。

＊
６　

に
…
№
一
四
三
文
書
は
変
体
仮
名
の
「
に
」、
№
四
五
Ａ
文
書
は
「
ニ
」
に
近
い
。

＊
７　

畢
…
「
事
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
８　

仰
…
『
津
屋
崎
町
史
』
は
「
治
」
と
読
む
。
同
書
が
底
本
と
し
た
と
み
ら
れ
る
№
四
五

Ａ
文
書
で
は
、
確
か
に
偏
が
「
氵
」
と
な
っ
て
い
る
。

＊
９　

庚
申
…
割
書
に
せ
ず
（
№
四
五
Ａ
文
書
。
た
だ
し
や
や
小
ぶ
り
の
文
字
）。

＊
10　

○
…
ナ
シ（
№
四
五
Ａ
文
書
。
ま
た「
書
判
有
り
」ま
で
の
部
分
を
一
行
で
記
し
て
い
る
。）

＊
11　

守
…
○
で
囲
み
、「
裏
判
」
と
注
す
（
№
四
五
Ａ
文
書
）。

＊
12　

か
つ
ら
…
「
勝
浦
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）。

「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」　
「
海
灘
境
目
之
事
」
部
分

＊
１　

く
ろ
さ
き
…
黒
崎
鼻
。
現
在
の
遠
賀
郡
岡
垣
町
波
津
と
宗
像
市
鐘
崎
の
間
。

＊
２　

と
…
「
也
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

＊
３　

や
は
き
…
矢
矧
川
。
現
遠
賀
郡
岡
垣
町
を
流
れ
る
。

＊
４　

お
津
ひ
…
小
開
（
お
つ
び
）
の
浦
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
鐘
崎
浦
は
近

世
初
頭
に
こ
の
地
か
ら
移
転
し
た
と
さ
れ
る
。
現
在
の
宗
像
市
上
八
付
近
。

＊
５　

ミ
な
と
…
神
湊
。
現
在
の
宗
像
市
神
湊
。

＊
６　

神
湊
と
…
文
意
か
ら
、「
刀
根
家
文
書
」
に
み
え
る
「
今
古
賀
勝
浦
浜
の
境
ま
な
板
瀬
」

に
あ
た
る
情
報
が
脱
落
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

＊
７　

花
靏
…
花
鶴
浜
。
現
在
の
古
賀
市
の
沿
岸
部
、
大
根
川
（
花
鶴
川
）
河
口
周
辺
。

＊
８　

か
る
め
河
…
苅
和
布
川
（
苅
目
川
、
苅
免
川
）。
福
津
市
の
西
郷
川
の
南
、
古
賀
市
と

の
堺
付
近
を
流
れ
る
川
。

＊
９　

福
手
山
…『
新
修
福
岡
市
史
』は「
福
千
山
」と
す
る
。「
福
年
山
」の
可
能
性
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
未
詳
。

＊
10　

わ
ら
や
…
『
新
修
福
岡
市
史
』
は
「
わ
う
や
」
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
未
詳
。

＊
11　

志
お
や
…
海
の
中
道
（
福
岡
市
東
区
）
の
西
戸
崎
の
北
岸
に
シ
オ
ヤ
鼻
・
シ
オ
ヤ
瀬
、

あ
る
い
は
塩
屋
崎
の
地
名
が
あ
る
。

＊
12　

花
見
…
現
在
の
福
津
市
と
古
賀
市
に
ま
た
が
る
沿
岸
部
の
地
域
の
地
名
。

＊
13　

お
き
の
お
ん
か
う
…
沖
の
御
号
。
沖
ノ
島
の
こ
と
。
沖
ノ
島
を
「
御
号
島
」
と
称
し
た
。

『
新
修
福
岡
市
史
』
は
「
お
人
か
う
」
と
す
る
が
、
誤
り
。

＊
14　

お
路
の
島
…
小
呂
島
。
現
在
は
福
岡
市
西
区
に
属
す
る
が
、
中
世
に
は
宗
像
大
社
の
社

領
で
あ
っ
た
。

＊
15　

相
の
島
の
は
な
つ
ら
…
相
島
の
東
端
に
位
置
す
る
鼻
面
半
島
。
海
中
の
天
然
橋
で
あ
る

「
鼻
栗
瀬
」
と
と
も
に
県
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

＊
16　

網
庭
…
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
永
禄
三
年
文
書
部
分
の
＊
４
参
照
。

＊
17　

中
瀬
…
勝
島
の
北
の
海
域
、
タ
ツ
ノ
カ
ミ
瀬
（「
た
し
の
か
ミ
」）
と
一
ノ
瀬
と
の
間
に

位
置
す
る
瀬
。

＊
18　

志
お
辻
・
と
う
な
か
…
い
ず
れ
も
未
詳
。
大
島
・
地
島
に
囲
ま
れ
た
海
域
の
漁
場
名
で

あ
ろ
う
。「
と
う
な
か
」
は
「
海
の
真
ん
中
」
を
意
味
す
る
「
と
な
か
」
の
可
能
性
も

あ
る
が
、「
座
中
」
と
い
う
海
域
の
名
称
に
該
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

＊
19　

ま
か
り
か
ミ
…
大
島
の
南
東
の
瀬
「
マ
ガ
リ
カ
ネ
瀬
」
の
こ
と
か
。
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＊
20　

た
し
の
か
ミ
…
勝
島
の
北
の
海
域
に
あ
る
瀬
。
現
在
は
タ
ツ
ノ
カ
ミ
と
さ
れ
る
。

＊
21　

ひ
ら
瀬
…
平
瀬
。
福
津
市
の
渡
半
島
沿
岸
に
あ
る
鼓
島
と
大
島
と
の
間
の
瀬
。

＊
22　

こ
ん
そ
祢
…
未
詳
。

＊
23　

の
ろ
瀬
…
福
津
市
の
福
間
沖
（
西
郷
川
の
河
口
沖
合
い
）
の
瀬
。

＊
24　

善
記
…
中
世
史
料
に
見
ら
れ
る
大
化
以
前
の
偽
年
号
の
一
つ
で
、
元
年
は
継
体
天
皇
十
六

年
（
壬
寅
）
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。『
新
修
福
岡
市
史
』
は
〔
元
亀
カ
〕
と
傍
注
す
る
が
、

誤
り
。

「
刀
根
家
文
書
」　
「
海
灘
境
目
之
事
」
部
分

＊
１　

宗
像
御
～
御
書
付
…
№
四
五
Ａ
文
書
で
は
、「
永
禄
三
年
庚
申
十
一
月
十
日
御
達
宗
像

御
代
氏
貞
公
御
袖
判
附
有
之
」
と
記
す
。

＊
２　

○
此
所
～
判
有
り
…
№
四
五
Ａ
文
書
で
は
、「
此
処
ニ
御
袖
判
有
〈
但
御
書
判
也
〉」
と

記
す
。

＊
３　

若
…
「
芦
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
４　

と
…
ナ
シ
（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
５　

く
ろ
さ
き
…
「
黒
崎
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
６　

ミ
な
と
…
「
湊
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
７　
と
今
…「
今
」の
右
に「
と
」と
傍
書（
№
四
五
Ａ
文
書
。
ど
ち
ら
の
字
も
ほ
ぼ
同
じ
字
形
）。

＊
８　

白
石
…
ナ
シ
（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
９　

ま
な
板
瀬
…
未
詳
。
宗
像
市
神
湊
の
北
、
草
崎
半
島
の
北
西
端
か
。

＊
10　

今
古
…
№
四
五
Ａ
文
書
は
「
古
」
の
右
上
に
「
今
」
を
傍
書
し
、№
一
四
三
文
書
は
「
今
」

の
下
に
は
左
側
に
墨
痕
が
あ
る
だ
け
で
文
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
半
文
字
分
く

ら
い
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。

＊
11　

白
石
…
『
津
屋
崎
町
史
』
は
「
白
浜
」
と
す
る
が
、
誤
り
。

＊
12　

い
ま
川
…
行
末
の
左
の
行
間
に
記
す
（
№
四
五
Ａ
文
書
）。

＊
13　

福
間
と
…
行
頭
の
右
の
行
間
に
記
す
（
№
四
五
Ａ
文
書
）。

＊
14　

の
…
ナ
シ
（
№
四
五
Ａ
文
書
）。

＊
15　

わ
ら
や
…
№
四
五
Ａ
文
書
で
は
「
わ
よ
や
」（
変
体
仮
名
で
は
「
王
与
屋
」）
と
も
読
め
る
。

＊
16　

糟
…
「
粕
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
17　

お
き
…
「
沖
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
18　

勝
島
…
宗
像
市
神
湊
の
草
崎
半
島
の
北
、
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
沖
に
位
置
す
る
無
人
島
。

＊
19　

候
て
…
「
り
て
」（
№
四
五
Ａ
文
書
）。『
津
屋
崎
町
史
』
は
「
り
候
て
」
と
す
る
。

＊
20　

き
…
「
ぎ
（「
紀
」
に
濁
点
）」（
№
四
五
Ａ
文
書
）

＊
21　

今
古
賀
～
庭
之
事
…
こ
の
部
分
は
永
禄
三
年
文
書
の
冒
頭
、
事
書
き
の
部
分
だ
が
、「
刀

根
家
文
書
」
の
構
成
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
重
複
し
て
掲
載
し
た
。

三
　
両
文
書
の
相
互
の
関
係
と
史
料
的
性
格
に
つ
い
て

両
文
書
の
相
互
の
関
係
に
注
意
し
つ
つ
、
そ
の
史
料
的
性
格
（
主
に
伝
写
と
成
立
年

代
の
問
題
）
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

（
一
）
永
禄
三
年
文
書
部
分

こ
の
部
分
は
先
述
の
①
～
④
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
刀
根
家
文
書
」
に

あ
る
十
五
字
の
文
章
の
脱
落
は
、②
竹
田
文
書
に
お
い
て
は
ち
ょ
う
ど
一
行
分（
七
行
目
）
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に
当
た
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
②
が
原
文
書
の
形
態
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
い
う

確
証
は
な
い
が
（
22
）
、
原
文
書
か
写
し
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
字
配
り
の
文
書
を

写
し
損
ね
た
結
果
、
脱
落
が
生
じ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
た
だ
こ
の
脱
落
が
あ
っ
て
も
辛

う
じ
て
文
意
は
通
じ
る
た
め
、
写
し
た
文
書
に
既
に
脱
落
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の
「
泊（
旧
之
処
）

り
候
処
」、「
刀
根
家
文
書
」
の
「
着
（
進
止
）」「

可
（
由
所
）」

な
ど
は
誤
写
と
断
じ
て
よ
く
、特
に
「
刀
根
家
文
書
」
の
「〈
者（
去
弘
治
二
八
月
晦
）

弘
八
月
／
治
二
晦
〉」
は
、

写
し
た
元
の
文
書
で
「
去
弘
治
二
－
八
月
晦

」
と
改
行
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
た
も
の
を
縦
に
つ

な
げ
て
書
写
し
て
し
ま
っ
た
か
、
既
に
「
去
弘
八
月
－
治
二
晦

」
と
改
行
を
挟
ん
で
誤
っ
て
書
写

さ
れ
て
い
た
も
の
を
同
一
行
内
の
割
書
に
直
し
て
書
写
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
誤
り
と

推
定
さ
れ
る
。
後
者
の
蓋
然
性
が
や
や
高
い
と
思
う
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
原
文
書

か
ら
複
数
回
の
書
写
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
23
）
。
波
津
浦
に
お
い
て
勝
浦
浜
と
津

屋
崎
浦
に
よ
る
白
石
浜
の
漁
場
相
論
に
内
容
を
特
化
さ
せ
た
文
書
を
編
集
す
る
積
極
的

な
意
図
も
思
い
つ
か
な
い
の
で
、「
海
灘
境
目
之
事
」
と
永
禄
三
年
文
書
と
を
合
体
さ

せ
た
「
刀
根
家
文
書
」
の
構
成
は
、
波
津
浦
以
外
で
成
立
し
、
そ
れ
を
刀
根
家
が
入
手
・

書
写
し
た
も
の
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

な
お
、
和
泉
守
（
吉
田
秀
時
）
の
署
名
の
位
置
に
つ
い
て
、
②
竹
田
文
書
お
よ
び
④

青
柳
種
信
関
係
資
料
で
は
、
日
付
の
下
に
「
和
泉
守
奉
」、
そ
の
右
上
に
細
字
で
「
于

時
政
所
吉
田
秀
時
」
と
記
さ
れ
る
。
紙
の
縦
の
長
さ
の
制
約
か
ら
、
そ
れ
を
「
奈
多
浦

漁
協
文
書
」
は
日
付
の
左
に
、「
刀
根
家
文
書
」
は
右
に
移
し
て
い
る
が
、
後
者
は
、

細
字
の
位
置
に
引
き
ず
ら
れ
て
や
や
異
例
の
形
式
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

続
い
て
宗
像
氏
貞
に
よ
る
判
（
花
押
）
に
つ
い
て
だ
が
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
は
冒

頭
の
題
の
次
行
に
「
御
判　

御
下
御
証
文
」
と
記
し
て
い
る
。
①
今
林
文
書
で
は
袖
部

分
に
「
茲
ニ
御
判
」
と
あ
り
、
②
に
は
宗
像
氏
貞
の
花
押
を
模
し
た
花
押
影
が
あ
る
（
24
）
。

そ
れ
ぞ
れ
表
現
は
異
な
る
が
、
原
文
書
に
は
宗
像
氏
貞
の
花
押
が
添
え
ら
れ
て
い
た
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
、「
刀
根
家
文
書
」
で
は
冒
頭
の
題
の
次
行
、
す
な
わ
ち
本

稿
で
言
う
「
海
灘
境
目
之
事
」
の
直
前
に
「
○
此
所
ニ
氏
貞
公
御
袖
判
有
り
」
と
記
し

て
い
る
。「
海
灘
境
目
之
事
」
に
つ
い
て
は
次
項
に
譲
る
が
、
こ
れ
は
合
体
さ
れ
た
永

禄
三
年
文
書
に
あ
っ
た
花
押
の
こ
と
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の
末
尾
で
は
深
田
氏
俊
の
書
判
に
つ
い
て
「
此
証
文
継

目
ニ
氏
俊
公
御
直
判
有
。」
と
記
す
が
、
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
①
に
存
在
し
て
い
る
（
②

で
は
後
欠
で
確
認
不
能
）。
こ
れ
は
原
文
書
の
紙
継
ぎ
目
の
こ
と
と
み
ら
れ
、
三
紙
か

ら
な
る
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の
紙
継
ぎ
目
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
既
に
原
文
書
の
継

ぎ
目
の
位
置
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
文
書
を
写
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
先
述

の「
刀
根
家
文
書
」と
同
様
に
、複
数
回
の
書
写
を
経
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

一
方
で
、「
刀
根
家
文
書
」で
は
継
ぎ
目
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、氏
俊
の
書
判
が「
加
賀
守
」

（
石
田
秀
兼
）
の
裏
側
に
あ
る
こ
と
を
（
№
一
四
三
・
四
五
Ａ
文
書
と
も
に
）
注
記
し
て

い
る
。
④
の
断
簡
（
四
〇
六
号
）
で
は
、
表
面
か
ら
見
て
「
加
賀
守
」
の
や
や
左
の
裏

側
に
氏
俊
の
書
判
を
確
認
で
き
る
か
ら
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
と
「
刀
根
家
文
書
」
は
、

こ
の
氏
俊
の
書
判
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
形
で
原
文
書
の
形
態
を
伝
え
て
い
る
も
の

と
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
永
禄
三
年
文
書
の
原
文
書
に
お
い
て
は
「
加
賀
守
」
の
位
置
か
そ
の
直
後

に
紙
継
ぎ
目
が
あ
り
（
お
そ
ら
く
文
書
は
二
紙
継
ぎ
）、
そ
の
裏
に
深
田
氏
俊
の
判
が

あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
従
来
の
①
～
④
の
み
か
ら
で
は
知

り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
永
禄
三
年
文
書
に
か
か
る
情
報
に
限
っ
て
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も
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
と
「
刀
根
家
文
書
」
と
は
異
な
る
伝
写
の
過
程
を
経
て
お
り
、

か
つ
と
も
に
複
数
回
の
書
写
を
経
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
二
）「
海
灘
境
目
之
事
」
部
分

こ
の
部
分
は
、
現
段
階
で
は
永
禄
三
年
文
書
の
よ
う
に
ほ
か
に
写
し
の
存
在
は
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
両
文
書
を
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
誤
写
な
ど
に
よ
り
意
味

が
取
り
づ
ら
か
っ
た
部
分
な
ど
を
正
し
、
先
行
研
究
よ
り
正
確
に
文
意
を
把
握
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
両
文
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
脱
文
（
神
湊
と
今
久
賀
勝
浦
浜
と
の
境

の
ま
な
板
瀬
の
部
分
）
を
除
い
て
、
先
述
の
よ
う
に
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
が
原
文
書

の
原
型
を
伝
え
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。「
刀
根
家
文
書
」
は
途
中
で
永
禄
三
年
文
書

の
書
写
に
切
り
替
わ
っ
た
た
め
に
以
後
を
記
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、「
奈
多
浦
漁
協

文
書
」
の
み
に
見
え
る
部
分
の
内
容
が
特
に
奈
多
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら

も
、
奈
多
浦
で
改
変
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
（
25
）
。

反
対
に
、
永
禄
三
年
文
書
と
「
海
灘
境
目
之
事
」
を
合
体
さ
せ
「
刀
根
家
文
書
」
の

現
在
の
構
成
を
作
り
出
し
た
主
体
に
つ
い
て
は
、
時
期
・
場
所
と
も
に
特
定
す
る
手
が

か
り
を
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
て
い
な
い
。
特
に
波
津
浦
や
そ
の
浦
庄
屋
で
あ
っ
た
刀
根

家
と
す
る
積
極
的
な
理
由
も
な
く
、
既
に
他
の
浦
で
所
有
さ
れ
て
い
た
文
書
を
写
し
た

可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
構
成
は
今
古
賀
・
勝
浦
浜
の
漁
場
へ
の
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、「
勝
島
ハ
今
古
賀
勝
浦
浜
の
内
也
。」
と
い
う
記
述
が
「
刀
根
家
文
書
」

に
の
み
見
え
る
こ
と
も
、
同
じ
背
景
で
理
解
し
た
い
。
た
だ
、
先
掲
の
『
拾
遺
』
か
ら

は
一
九
世
紀
に
勝
浦
浜
は
永
禄
三
年
文
書
と
弘
治
二
年
文
書
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
が
、「
海
灘
境
目
之
事
」
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
26
）
。

「
刀
根
家
文
書
」
が
「
宗
像
御
代
浦
々
江
出
ル
御
書
付
」
と
す
る
よ
う
に
、
永
禄
三
年

文
書
と
「
海
灘
境
目
之
事
」
の
内
容
は
、
玄
界
灘
東
部
周
辺
の
浦
々
で
広
く
共
有
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
は
同
筆
で
書
か

れ
た
両
文
書
が
継
ぎ
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
刀
根
家
文
書
」
は
そ
も
そ
も
二
つ
の

文
書
内
容
が
一
つ
の
文
書
で
あ
る
か
の
よ
う
に
合
体
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
浦
々
に

お
い
て
重
要
な
記
憶
を
共
有
・
継
承
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
営
為
と
言
え
よ
う
。
そ
の

重
要
な
記
憶
と
は
、
宗
像
大
宮
司
家
に
よ
っ
て
差
配
・
保
証
さ
れ
て
い
た
浦
々
の
境
目

や
漁
業
権
に
つ
い
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
弘
治
二
年
お
よ
び
永
禄
三
年
文
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
白
石
浜
に
お
け

る
漁
業
権
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
海
灘
境
目
之
事
」
が
本
当
に
宗
像
大
宮
司
家
に
よ
っ

て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。「
刀
根
家
文
書
」
の
年
紀
は

そ
の
体
裁
上
、
永
禄
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
で
明
ら
か
な
通

り
、
こ
の
年
紀
は
「
海
灘
境
目
之
事
」
の
部
分
に
は
適
用
で
き
な
い
。
ま
た
「
刀
根
家

文
書
」
の
「
氏
貞
公
御
袖
判
有
り
」
の
記
載
は
、
先
述
の
よ
う
に
永
禄
三
年
文
書
の
袖

判
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

浦
々
や
漁
場
の
地
名
な
ど
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
次
節
で
行
う
が
、
ま
ず

注
目
す
べ
き
は
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の
末
尾
に
あ
る
「
右
之
通
、
御
書
附
有
り
。

前
書
年
代
記
壬
寅
善
記
元
ヨ
リ
慶
長
元
迄
ゑ
と
委
代
々
之
御
代
書
付
有
之
也
。」
と
い

う
記
載
で
あ
る
。「
壬
寅
善
記
元
」
と
は
、
中
世
史
料
に
見
ら
れ
る
大
化
以
前
の
偽
年

号
の
一
つ
で
あ
る
「
善
記
」
の
元
年
の
こ
と
で
、
中
世
に
は
「
善
記
」
が
日
本
最
古
の

年
号
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
27
）
。
善
記
元
年
は
継
体
天
皇
十
六
年
と
さ
れ
、同
年
は
『
日
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本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
西
暦
五
二
二
年
（
壬
寅
）
で
あ
る
。
史
実
で
あ
る
可
能
性
は
皆
無

だ
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
は
有、

史、

以、

来、

と
同
義
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
末
尾
の
部
分
全
体
と
し
て
は
、「
海
灘
境
目
之
事
」
を
右
の
通
り
記
す

（
宗
像
殿
に
よ
る
）
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
年
代
記
」
に
よ
っ
て
有、

史、

以、

来、

慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
ま
で
、
干
支
と
と
も
に
詳
し
く
代
々
の
記
録
が
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
世
末
期
も
し
く
は
近
世
初
頭
の
浦
々
に
お
い
て

観
念
さ
れ
て
い
た
〝
歴
史
〟
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
述
の
高
田
氏
の
指
摘

の
通
り
、「
近
世
に
お
い
て
は
こ
の
文
書
を
正
当
な
も
の
と
し
て
浦
境
が
定
め
ら
れ
て
い

た
」、
あ
る
い
は
、
こ
の
文
書
が
有、

史、

以、

来、

定
め
ら
れ
て
き
た
浦
境
の
根
拠
史
料
と
し
て

伝
来
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。「
年
代
記
」
の
内
容
は
全
く
不
明
で
推
測
を
重
ね

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
善
記
元
年
」
以
降
の
〝
歴
史
〟
は
、
今
日
で
言
う
古
墳
時

代
以
来
宗
像
地
域
の
支
配
者
で
あ
り
続
け
た
古
代
豪
族
宗
像
氏
か
ら
中
世
の
宗
像
大
宮

司
家
に
至
る
、「
宗
像
殿
」
に
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
28
）
。

そ
し
て
こ
の
末
尾
で
は
、
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
ま
で
の
代
々
の
書
付
が
あ
る
、

と
言
っ
て
い
る
。
慶
長
元
年
（
文
禄
五
年
十
月
二
十
七
日
改
元
）
と
は
、
天
正
十
四
年

（
一
五
八
六
）
に
宗
像
氏
貞
が
没
し
た
後
、
筑
前
国
を
領
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
小
早

川
隆
景
が
、
養
子
の
秀
俊
（
秀
秋
）
に
家
督
を
譲
っ
て
備
後
国
三
原
に
隠
退
し
た
文
禄

四
年
（
一
五
九
五
）
十
一
月
の
翌
年
、
そ
し
て
隆
景
が
没
す
る
慶
長
二
年
の
前
年
に
当

た
る
（
29
）
。
ま
た
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
益
田
家
か
ら
宗
像
大
宮
司
家
に
養
子
と

し
て
来
て
い
た
宗
像
才
鶴
（
益
田
景
祥
）
が
、兄
の
広
兼
の
死
去
に
伴
っ
て
益
田
へ
帰
っ

て
し
ま
っ
た
の
も
文
禄
四
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
（
30
）
。
つ
ま
り
「
海
灘
境
目
之
事
」
の

最
終
的
な
成
立
は
、
既
に
「
宗
像
殿
」
が
不
在
と
な
っ
た
後
の
慶
長
元
年
以
降
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

ま
た
、
文
禄
四
年
か
ら
五
年
（
＝
慶
長
元
年
）
に
か
け
て
は
、
鞍
手
郡
や
御
牧
（
遠

賀
）郡
の
一
部
と
と
も
に
隆
景
の
隠
居
領
と
さ
れ
た
宗
像
郡
を
含
む
小
早
川
領
全
域
で
、

太
閤
検
地
の
原
則
に
則
っ
た
検
地
が
実
施
さ
れ
た
（
31
）
。
当
時
の
浦
に
対
す
る
支
配
に

つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、
小
早
川
秀
俊
支
配
下
で
、
検
地
と
軌
を
一
に
し
て
浦
の
支
配
・

権
利
に
つ
い
て
も
確
認
・
保
証
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
際
に
旧
来

の
浦
の
境
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
る
と
も
考
え
が
た
く
、結
局
は
宗
像
大
宮
司
家
（
氏
貞
）

が
保
証
し
て
い
た
浦
々
の
境
界
や
漁
業
権
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
が
追
認
さ
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
海
灘
境
目
之
事
」（
と
同
様
の
も
の
）
を
大
宮
司
家
が
発

給
し
て
い
た
可
能
性
は
残
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、「
刀
根
家
文
書
」は「
宗
像
御
代
」、

「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
は
「
宗
像
殿
時
代
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
、「
刀
根
家
文
書
」
の

袖
判
に
つ
い
て
の
記
述
を
却
け
て
し
ま
え
ば
、
氏
貞
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
根

拠
も
な
い
。
氏
貞
の
時
代
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
実
な
の
は
、
今
久
賀
・
勝
浦
浜
と
津

屋
崎
浦
と
の
白
石
浜
を
め
ぐ
る
漁
場
相
論
に
つ
い
て
裁
定
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
永
禄

三
年
文
書
に
は
「
先
御
代
以
来
御
沙
汰
事
」
と
の
文
言
が
見
え
て
お
り
、
弘
治
二
年
文

書
で
も
同
様
に
「
先
御
代
以
来
之
儀
」
と
あ
る
。
桑
田
和
明
氏
は
こ
の
「
先
御
代
」
が

氏
貞
の
父
宗
像
正
氏
（
黒
川
隆
尚
）
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
32
）
、
い
ず

れ
に
せ
よ
白
石
浜
を
め
ぐ
っ
て
は
以
前
か
ら
漁
場
争
い
が
あ
り
、
時
の
宗
像
大
宮
司
に

よ
っ
て
裁
定
が
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
が
い
つ
ま
で
遡
る
の
か
を
確
か
め
る
術
は
な
い
が
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）

正
月
九
日
付
の
「
宗
像
氏
盛
事
書
案
」（
事
書
条
々
）
の
第
十
条
（
33
）
か
ら
は
、
当
時
既
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に
宗
像
大
宮
司
家
が
浦
・
島
に
沙
汰
人
を
置
い
て
支
配
し
、
海
産
物
を
徴
収
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
（
34
）
。
海
産
物
の
徴
収
の
代
わ
り
に
漁
業
権
が
保
障
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
こ
の
頃
か
ら
既
に
、
大
宮
司
家
は
支
配
し
て
い
た
浦
や
島
と
そ
の
漁
場
の

範
囲
を
決
定
・
保
証
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
五
日
の
官
宣
旨
（
35
）
で
は
、
蘆
屋
津
か
ら
新

宮
浜
ま
で
の
海
岸
に
漂
着
し
た
寄
物
を
宗
像
社
の
末
社
修
理
料
と
し
て
き
た
こ
と
が
、

「
数
百
歲
之
星
霜
」
を
経
た
権
利
と
し
て
謳
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
は
今
回
の
「
海

灘
境
目
之
事
」
が
対
象
と
し
て
い
る
範
囲
に
か
な
り
近
い
（「
海
灘
境
目
之
事
」
の
方

が
奈
多
浦
の
範
囲
の
分
、
広
い
（
36
）
）。
決
定
的
な
根
拠
と
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
官
宣

旨
も
「
海
灘
境
目
之
事
」
の
歴
史
性
を
考
え
る
上
で
重
要
な
材
料
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
の
「
海
灘
境
目
之
事
」
に
は
宛
所
も
な
く
、
発
給
者
も
不
明

で
あ
る
。
何
か
元
に
な
る
文
書
が
あ
っ
て
、
海
灘
の
境
目
を
定
め
た
部
分
を
抜
粋
し
、

前
後
に
題
と
説
明
を
加
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。元
に
な
る
文
書
は
慶
長
元
年
以
前
、

お
そ
ら
く
は
宗
像
氏
貞
が
没
す
る
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
よ
り
も
前
に
遡
る
蓋
然

性
は
高
い
（
37
）
。

ほ
か
に
「
海
灘
境
目
之
事
」
の
年
代
を
推
測
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
冒
頭
の
「
麻
生

と
宗
像
と
の
境
黒
崎
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
宗
像
郡
の
東
隣
の
遠
賀
郡
（
中
世
に
は

御
牧
郡
）
の
大
半
を
戦
国
時
代
に
領
有
し
て
い
た
の
は
麻
生
氏
で
あ
っ
た
。
当
該
期
の

麻
生
・
宗
像
両
氏
に
関
す
る
桑
田
氏
の
専
論
に
よ
れ
ば
（
38
）
、
元
々
遠
賀
郡
に
は
宗
像

社
の
末
社
・
社
領
や
宗
像
氏
の
所
領
が
少
々
存
在
し
て
い
た
が
、明
応
九
年（
一
五
〇
〇
）

頃
に
は
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
天
正
六
年
の
宗
像
第
一
宮

御
宝
殿
置
札
に
「
古
本
領
被
斬
返
在
所
之
事
、
遠
賀
庄
限
蘆
屋
津
・
広
渡
両
村
」
と
あ

る
よ
う
に
（
39
）
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
九
月
に
大
友
氏
の
侵
攻
に
よ
っ
て
麻
生
氏

が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
後
、
大
島
に
逃
れ
て
大
友
氏
の
攻
勢
を
何
と
か
凌
い
だ
宗
像

氏
貞
は
、
麻
生
氏
の
旧
領
を
獲
得
す
る
形
で
遠
賀
郡
西
部
（
遠
賀
川
以
西
）
を
支
配
下

に
収
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、「
麻
生
と
宗
像
と
の
境
黒
崎
」
と
い
う
記
述
は

麻
生
氏
の
没
落
＝
氏
貞
の
遠
賀
郡
進
出
以
前
の
表
現
、
と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
あ
る
。

し
か
し
、
永
禄
二
年
の
麻
生
隆
守
の
自
害
後
、
庶
流
か
ら
入
っ
た
麻
生
隆
実
は
、
同

十
年
に
大
友
方
に
付
い
た
麻
生
鎮
里
を
氏
貞
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
上
津
役
（
北
九
州

市
八
幡
西
区
）
に
攻
め
て
い
る
。
隆
実
は
遠
賀
郡
東
部
に
勢
力
を
確
保
し
た
よ
う
で
（
40
）
、

特
に
天
正
十
四
年
三
月
四
日
の
氏
貞
没
後
、
遠
賀
郡
西
部
に
麻
生
氏
が
再
進
出
し
た
可

能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
際
、そ
の
頃
の
文
書
に
は
「
麻
生
」
と
「
宗
像
」

が
並
称
さ
れ
て
い
る
事
例
も
見
ら
れ
る
（
41
）
。
と
こ
ろ
が
、
天
正
十
五
年
六
月
に
は
小

早
川
隆
景
の
与
力
と
し
て
宗
像
才
鶴
が
三
百
町
、
麻
生
隆
実
が
二
百
町
の
領
地
を
筑
後

国
に
与
え
ら
れ
（
42
）
、
宗
像
氏
も
麻
生
氏
も
宗
像
郡
や
遠
賀
郡
の
本
領
を
失
っ
て
し
ま

う
。
文
禄
四
年
の
小
早
川
隆
景
隠
居
領
に
つ
い
て
の
知
行
方
目
録
帳
（
43
）
は
「
鞍
手
郡

／
宗
像
郡
／
御
牧
郡
」
と
記
し
て
お
り
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
遠
賀
郡
（
御
牧
郡
）
の
領

域
が
「
麻
生
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
無
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
麻
生

と
宗
像
と
の
境
黒
崎
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
不
思
議
で
な
い
の
は
、
氏
貞
の
遠
賀
郡

進
出
以
前
か
、
氏
貞
没
後
・
麻
生
氏
転
封
前
の
天
正
十
四
～
十
五
年
頃
と
言
え
る
。

た
だ
こ
の
記
述
は
、
後
ろ
に
続
く
浦
境
に
つ
い
て
の
記
述
が
東
の
芦
屋
か
ら
西
へ

順
々
に
記
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
、
唐
突
に
冒
頭
に
現
れ
て
い
る
。
文
中
、
波
津
と
鐘

崎
（
お
つ
ひ
）
の
境
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
黒
崎
」
の
箇
所
に
記
せ
ば
よ
い
内
容
で
あ
る
。

ま
た
、
浦
境
に
つ
い
て
の
記
述
に
続
く
一
つ
書
き
の
冒
頭
に
は
「
宗
像
と
粕
屋
の
境
花
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見
苅
和
布
川
」
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
氏
貞
の
没
前
後
の
記
述
と
し
て

不
自
然
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
文
中
の
「
苅
和
布
川
」
に
記
す
こ
と
の
で
き
る
内
容
で

あ
る
。〝
郡
境
〟
に
つ
い
て
と
も
言
う
べ
き
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
浦
境
に
つ
い
て
の
記

述
を
挟
む
よ
う
に
配
さ
れ
て
お
り
、
相
対
的
に
後
か
ら
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
浦
境
に
つ
い
て
の
記
述
は
こ
れ
ら
よ
り
も
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ

ら
を
宗
像
氏
が
保
証
し
て
い
た
と
い
う
理
解
は
十
分
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

以
上
、
紙
幅
を
費
や
し
て
き
た
が
、「
海
灘
境
目
之
事
」
の
記
述
内
容
は
基
本
的
に

慶
長
元
年
が
成
立
の
下
限
で
あ
る
も
の
の
、
中
核
と
な
る
浦
境
等
に
関
す
る
内
容
は
、

遅
く
と
も
宗
像
氏
貞
が
没
す
る
天
正
十
四
年
頃
よ
り
も
前
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え

た
い
。
そ
れ
以
降
の
情
勢
に
よ
っ
て
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
材
料
は
特
に

見
当
た
ら
ず
、
有
史
以
来
か
は
と
も
か
く
、
宗
像
大
宮
司
家
が
健
在
で
あ
っ
た
時
代
に
、

浦
々
に
対
す
る
支
配
の
前
提
と
し
て
定
め
、
保
証
し
て
い
た
浦
境
や
漁
場
の
帰
属
に
つ

い
て
の
取
り
決
め
が
存
在
し
、
小
早
川
家
支
配
下
の
慶
長
元
年
に
も
そ
れ
が
確
認
さ
れ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
史
料
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　
個
別
の
記
載
内
容
に
対
す
る
検
討

最
後
に
、「
海
灘
境
目
之
事
」
に
登
場
す
る
浦
や
境
、
漁
場
に
つ
い
て
、
近
代
の
漁

場
図
や
現
代
の
海
図
な
ど
も
含
め
、
他
の
諸
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
検
証
し
て
い
き
た

い
。
本
文
書
に
は
、
他
の
中
世
史
料
に
見
え
な
い
地
名
が
多
い
。
こ
れ
は
本
文
書
以
外

に
浦
境
や
漁
場
の
名
称
等
を
詳
細
に
記
し
た
中
世
以
前
の
史
料
が
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
文
書
中
の
地
名
や
記
載
内
容
が
近
世
初
頭
以
前
の
も
の

と
し
て
適
当
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
で
、
前
節
で
推
測
し
た
よ
う
な
史
料
の
性
格
と

矛
盾
が
な
い
か
確
認
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
文
書
に
現
れ
る
浦
々
と
浦
境
、
そ
し
て
漁
場
に
関
し
て
は
、
近
世
の
絵
図
や
地
誌
、

古
文
書
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
十
二
月
に
福
岡
県
知
事
に
認
可
さ

れ
た
筑
豊
沿
海
漁
業
組
合
漁
場
区
域
の
査
定
書
（
以
下
、「
明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域

査
定
書
」
と
す
る
）
と
そ
の
付
属
図
面
（
以
下
、「
明
治
二
四
年
の
漁
場
図
」
と
す
る
）

が
重
要
な
参
考
資
料
で
あ
る
（
44
）
。
近
世
福
岡
藩
の
漁
場
制
度
で
は
、
基
本
的
に
各
浦

の
地
先
漁
場
区
域
は
区
画
し
て
そ
の
領
分
を
定
め
、
概
ね
沖
合
三
里
以
内
（
島
で
は
周

辺
一
里
以
内
）
を
各
浦
の
漁
場
と
し
、
そ
の
沖
合
は
共
同
漁
場
と
さ
れ
、
明
治
に
入
っ

て
も
そ
の
慣
行
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
た
。
明
治
八
年
に
海
面
の
官
有
化
が
行
わ
れ
る

が
、
同
十
七
年
に
は
沿
海
漁
業
組
合
設
置
準
則
、
同
十
九
年
に
は
漁
業
組
合
準
則
が
定

め
ら
れ
、
漁
場
区
域
の
調
整
・
画
定
が
進
め
ら
れ
た
（
45
）
。
こ
れ
が
明
治
二
四
年
に
画

定
さ
れ
た
漁
場
区
域
査
定
で
、
基
本
的
に
海
岸
か
ら
の
地
先
六
〇
〇
間
（
約
一
〇
八
六

ｍ
）
は
各
浦
の
専
有
漁
場
と
さ
れ
、
そ
の
沖
合
に
は
他
の
浦
も
含
ん
だ
入
会
漁
場
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
漁
具
・
漁
法
に
よ
っ
て
具
体
的
に
内
容
が
定
め
ら
れ
た
、
免
許
漁
業

権
と
専
用
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ま
で
の
争
論
・
紛
争
の
経
緯
も

含
む
、
従
来
の
慣
行
を
踏
襲
し
た
上
で
調
整
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
以
前
の

漁
場
範
囲
を
考
察
す
る
上
で
は
無
視
で
き
な
い
資
料
と
言
え
る
。

以
下
、「
海
灘
境
目
之
事
」
に
お
け
る
記
載
順
（
浦
々
は
東
→
西
）
に
検
討
し
て
い

き
た
い
（
46
）
。

（
一
）
浦
々
と
浦
境
に
つ
い
て
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芦
屋
と
波
津
の
境
「
や
は
ぎ
（
矢
矧
）」

芦
屋
津
（
蘆
屋
津
）
は
先
述
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
の
官
宣
旨
や
天
正
六
年

（
一
五
七
八
）の
第
一
宮
御
宝
殿
御
棟
上
置
札
に
見
え
、波
津
浦
も
後
者
に
見
え
て
い
る
。

「
や
は
ぎ
」
は
そ
の
間
に
位
置
す
る
矢
矧
川
（
遠
賀
郡
岡
垣
町
）
で
、
浦
境
と
し
て

は
そ
の
河
口
の
こ
と
で
あ
る
。
刀
根
家
文
書
中
の
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
の
「
中
之

浜
芦
屋
波
津
出
入
証
文
」
に
よ
れ
ば
、
波
津
浦
の
漁
場
の
東
半
に
あ
た
る
「
矢
剝
（
矧
）川

ヨ
リ
西
、
汐
入
川
ヨ
リ
東
」
の
中
之
浜
で
は
四
分
の
一
を
取
っ
て
芦
屋
の
船
の
入
漁
が

認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
両
浦
の
船
が
出
会
っ
た
場
合
は
波
津
浦
の
船
が
先
に
網
を
下
ろ

す
権
利
を
有
し
て
い
た
（
47
）
。
や
や
変
化
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
矢
矧
川
が
浦
境
の
基

準
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
明
治
九
年
に
太
政
官
に
進
達
さ
れ
た
『
福
岡

県
地
理
全
誌
』（
以
下
、『
地
理
全
誌
』
と
す
る
）
で
も
、
波
津
浦
と
蘆
屋
浦
と
の
漁
場

の
境
は
矢
矧
川
と
し
て
お
り
（
48
）
、
明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域
査
定
書
で
は
「
矢
矧
川

中
央
ヨ
リ
亥
ノ
拾
五
度
見
渡
シ
」
が
波
津
浦
の
東
の
境
と
さ
れ
て
い
る
。

波
津
と
お
つ
ひ
の
境
「
く
ろ
さ
き
（
黒
崎
）」

黒
崎
（
黒
崎
鼻
）
は
い
く
つ
か
の
近
世
絵
図
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
（
49
）
、

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
「
今
般
続
風
土
記
附
録
御
再
調
子
ニ
付
書
上
」（
織
幡
宮

文
書
）
に
、
鐘
崎
浦
の
漁
場
に
つ
い
て
「
波
津
浦
堺
黒
崎
」
と
あ
る
（
50
）
。
明
治
二
四

年
に
も
「
黒
崎
鼻
ヨ
リ
正
北
」
を
見
渡
し
た
ラ
イ
ン
が
境
界
と
さ
れ
て
い
る
。
遠
賀
・

宗
像
両
郡
の
郡
界
で
も
あ
り
、
古
く
か
ら
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
冒
頭
の
「
麻
生
と
宗
像
と
の
境
黒
崎
」
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
「
お
つ
ひ
」
で
あ
る
。
史
料
で
確
認
で
き
る
地
名
と
し
て

は
鐘
崎
（『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
八
月
辛
巳
条
の
「
金
埼
船
瀬
」）

の
ほ
う
が
古
い
が
、
中
世
後
期
に
こ
の
地
に
あ
っ
た
浦
の
名
称
は
小
開
浦
（
お
つ
ひ
の

う
ら
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
応
安
八
年
（
一
三
七
五
）
に
成
立
し
た
『
応
安
神
事
次
第
』

（
甲
本
）
の
中
で
、
正
月
十
六
日
の
織
幡
宮
踏
歌
事
に
お
い
て
ク
レ
（
榑
）
を
作
る
役

が
「
小
開
浦
」
に
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
（
51
）
、
ま
た
同
じ
く
四
月
一
日
に
は
「
同
日
、

湊
木
皮
社
者
、
禰
宜
作
ル
、（
中
略
）
庁
座
事
、
政
所
大
飯
、
御
酒
一
瓶
、
貝
・
蚫
ハ

湊
浦
ノ
役
、魚
ハ
小
開
浦
役
、富
葛
ハ
小
勝
浦
ノ
役
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
。

以
下
同
じ
）。
宗
像
市
鐘
崎
に
鎮
座
す
る
織
幡
神
社
や
漁
業
と
の
結
び
つ
き
が
知
ら
れ
、

小
開
浦
が
鐘
崎
浦
と
近
い
関
係
に
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
以
下
、『
続
風
土
記
』
と
す
る
）（「
鐘
御
崎
〈
鐘
崎
町
〉」
の

項
）
に
よ
れ
ば
、「
鐘
崎
の
町
は
む
か
し
は
な
し
。
津
日
の
浦
と
て
、
上
八
村
の
西
に

民
家
あ
り
。
長
政
公
入
国
し
玉
ひ
て
後
、
津
日
の
浦
の
人
家
を
今
の
鐘
崎
に
移
さ
る
。」

と
あ
り
（
52
）
、『
拾
遺
』（「
鐘
崎
浦
」
の
項
）
で
は
「
こ
れ
い
に
し
へ
鐘
崎
と
い
ひ
し
ハ

今
の
上
八
村
を
い
へ
る
に
や
。」
と
し
て
い
る
（
53
）
。
現
在
の
鐘
崎
の
集
落
か
ら
南
の
上

八
の
方
面
に
「
お
つ
ひ
」
の
浦
の
中
心
が
あ
っ
た
ら
し
く
（
54
）
、
鐘
崎
も
こ
れ
に
含
ま

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
（
55
）
。
先
述
の
小
早
川
時
代
の
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）

知
行
方
目
録
帳
に
は
「
か
ね
崎
村
」
の
み
が
見
え
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
七
月

十
五
日
に
は
兵
粮
等
の
積
出
港
と
し
て
「
箱
崎
・
津
屋
崎
・
江
口
・
鐘
崎
・
山
鹿
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
（
56
）
、
鐘
崎
浦
が
主
に
な
っ
た
の
は
『
続
風
土
記
』
が
述
べ
る

黒
田
氏
入
国
よ
り
は
遡
り
そ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
お
つ
ひ
」
は
近
世
ま
で
に
姿
を
消
す
地
名
で
あ
り
（
57
）
、「
海
灘

境
目
之
事
」
が
そ
れ
以
前
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
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お
つ
ひ
と
ミ
な
と
の
境
「
江
口
」

ま
ず
「
ミ
な
と
」（
湊
＝
神
湊
）
に
つ
い
て
は
前
掲
の
『
応
安
神
事
次
第
』
な
ど
に
も

見
え
る
よ
う
に
、
中
世
に
は
「
湊
」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
文

禄
四
年
の
知
行
方
目
録
帳
に
は
「
か
う
の
ミ
な
と
村
」、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
黒

田
長
政
が
浦
々
に
出
し
た
掟
書
（
58
）
で
も
「
神
湊
」
と
見
え
る
よ
う
に
、「
神
湊
」
の
呼

称
が
一
般
化
し
て
い
く
。「
海
灘
境
目
之
事
」
で
も
続
く
記
載
に
は
「
神
湊
と
今
久
賀
勝

浦
浜
の
境
」
と
あ
っ
て
、
両
者
が
混
在
し
て
い
る
。
過
渡
的
な
様
相
と
み
る
か
、
後
者

の
「
神
湊
」
は
転
写
の
過
程
で
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
と
み
る
か
は
判
断
し
が
た
い
。

「
江
口
」
は
釣
川
の
旧
河
口
部
に
位
置
す
る
旧
江
口
村
（
宗
像
市
江
口
）、
浦
境
と
し

て
は
河
口
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
よ
う
。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
二
月
二
十
七
日
付

の
定
書
（
金
内
家
文
書
（
59
）
）
に
は
、神
湊
浦
の
網
場
に
つ
い
て
「
東
は
江
口
村
之
川
切
」

と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
拾
遺
』（「
江
口
村
」
の
項
）
に
よ
れ
ば
、「
興（
黒
田
長
政
）

雲
公
入
国
し
給
ひ
し
初

迄
は
用
船
を
爰
に
集
め
、
水
手
を
も
村
内
に
置
給
ふ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
釣
川
河
口

部
は
近
世
初
め
ま
で
は
港
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
文
禄
四
年
の
知
行
方
目

録
帳
や
慶
長
三
年
文
書
、
そ
し
て
慶
長
十
年
の
黒
田
長
政
掟
書
に
「
江
口
（
ゑ
く
ち
）」

が
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
は
村
や
浦
と
し
て
は
史
料
に
現
れ
ず
、
そ
う
し
た

事
情
は
「
海
灘
境
目
之
事
」
で
江
口
が
境
目
と
し
て
現
れ
、
浦
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

と
合
致
す
る
。

な
お
、そ
の
後
釣
川
の
堆
積
作
用
に
よ
っ
て
河
口
部
へ
の
船
の
係
留
が
困
難
と
な
り
、

江
口
は
港
と
し
て
は
機
能
し
な
く
な
っ
た
ら
し
い
。
永
享
二
年
（
一
七
四
五
）
か
ら
宝

暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
釣
川
下
流
部
の
付
け
替
え
工
事
が
行
わ
れ
た
が
、
先
述
の

文
政
三
年
の
「
今
般
続
風
土
記
附
録
御
再
調
子
ニ
付
書
上
」（
織
幡
宮
文
書
）
に
は
「
江

口
浦
堺
古
川
」
と
あ
り
、
付
け
替
え
後
も
旧
河
口
が
浦
境
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
（
60
）
。旧
江
口
村
と
神
湊
村
と
の
村
境
も
釣
川
の
旧
流
路
で
あ
る
。明
治
二
四
年
に
は
、

字
古
川
尻
と
字
向
浜
と
の
間
一
二
五
間
の
地
先
を
「
江
口
海
」
と
称
し
、
神
湊
・
鐘
崎

両
浦
の
入
会
漁
場
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
「
江
口
」
が
両
浦
の
境
で
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

神
湊
と
今
久
（
古
）賀

勝
浦
浜
の
境
「
ま
な
板
瀬
」

ま
ず
「
今
久
賀
勝
浦
浜
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
漁
場
相
論
に
関
す
る

弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
文
書
に
「
今
具
賀
勝
浦
浜
」、
永
禄
三
年
文
書
に
「
今
久
賀

勝
浦
浜
」
と
あ
る
ほ
か
、『
応
安
神
事
次
第
』（
乙
本
）
の
四
月
一
日
の
年
毛
社
の
祭
礼

の
部
分
の
頭
書
に
、懸
魚
の
役
を
務
め
る
浦
と
し
て
「
湊
浦
、今
久
家
、勝
浦
（
浜
）、渡
、

津
屋
崎
、
同
久
家
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（
61
）
、
天
正
六
年
の
第
一
宮
御
宝
殿
御
棟
上

置
札
に
も
浦
と
し
て
「
今
空
閑
・
勝
浦
浜
」
が
見
え
る
。
近
世
に
は
「
今
古
賀
」
の
表

記
が
一
般
化
し
て
い
く
の
で
（
62
）
、
中
世
の
古
い
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
今
古
賀
」
と
記
す
「
刀
根
家
文
書
」
は
転
写
時
の
認
識
に
よ
り
書
き
換
え
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
。

『
拾
遺
』
で
は
、「
勝
浦
浜
」
の
項
で
「
民
居
ハ
浜
・
今
古
賀
に
在
。
漁
家
多
し
。」

と
す
る
一
方
、「
神
湊
」
の
項
で
も
民
居
の
あ
る
所
と
し
て
今
古
賀
を
挙
げ
て
い
る
。

金
内
家
文
書
中
の
「
宗
像
郡
勝
浦
図
」
（
63
）
で
は
、「
神
湊
浦
漁
場
堺
」（
草
崎
半
島
の

西
南
端
。
後
述
）
と
「
神
湊
陸
堺
」
と
の
間
の
沿
岸
に
「
今
古
賀
」
の
人
家
が
描
か
れ
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て
い
る
。
現
在
、
牟
田
池
の
西
側
に
広
が
る
勝
浦
浜
の
集
落
（
福
津
市
勝
浦
）
の
北
側

は
宗
像
市
神
湊
で
あ
る
が
、
海
岸
線
の
み
は
福
津
市
域
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
ぼ
北

端
に
波
戸
が
築
か
れ
、
こ
れ
が
現
在
の
勝
浦
漁
港
で
あ
る
。
波
戸
は
同
図
に
も
描
か
れ

て
お
り
、
こ
の
波
戸
（
勝
浦
漁
港
）
と
勝
浦
浜
の
集
落
と
の
間
の
沿
岸
集
落
が
今
古
賀

で
、
ほ
ぼ
勝
浦
浜
と
一
体
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
図
二
）
（
64
）
。

さ
て
、
神
湊
と
今
久
賀
勝
浦
浜
の
境
に
つ
い
て
は
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
に
は
脱

文
が
あ
り
、「
刀
根
家
文
書
」
に
従
っ
て
「
ま
な
板
瀬
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
福
津
市

の
渡
半
島
沖
の
鼓
島
か
ら
渡
半
島
の
京
泊
の
方
向
の
瀬
を
「
ま
な
い
た
せ
」
と
言
う
と

の
こ
と
で
（
65
）
、
確
か
に
い
く
つ
か
の
近
世
絵
図
に
は
渡
半
島
の
東
側
近
く
に
同
名
の

瀬
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
66
）
。
し
か
し
、
そ
の
位
置
は
勝
浦
浜
と
津
屋
崎
と
の
境
と
さ

れ
た
白
石
浜
よ
り
も
む
し
ろ
や
や
西
に
当
た
り
、
神
湊
と
今
久
賀
勝
浦
浜
と
の
境
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
れ
と
は
別
に
「
ま
な
板
瀬
」
が
あ
っ
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
形
状
に
基
づ
く
瀬
の
名
称
な
の
で
、
同
一
の
名
称
の
瀬
が
他
の
浦
に
あ
っ
て
も
不

自
然
で
は
な
い
。

そ
こ
で
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
の
勝
浦
浜
の
網
場
堺
目
に
つ
い
て
の
定
書
（
67
）

を
見
る
と
「
神
之
湊
之
堺
草
崎
出
鼻
限
」
と
あ
り
、
先
述
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

の
金
内
家
文
書
で
は
、神
湊
浦
の
網
場
が
「
一
草
崎
山
立
神
之
出
鼻
を
切
り
／
一
勝
島
」

と
さ
れ
て
い
る
。
時
代
が
下
っ
て
今
林
家
文
書
中
の
明
治
五
～
六
年
の
福
間
・
津
屋
崎
・

勝
浦
に
つ
い
て
の
明
細
書
き
上
げ
（
68
）
で
は
、
勝
浦
の
神
湊
浦
と
の
境
は
「
立
神
山
鼻
」

ま
で
で
、「
立
神
山
出
鼻
」
か
ら
「
草
崎
山
出
鼻
」
ま
で
は
入
会
漁
場
で
あ
る
と
言
う
。

そ
し
て
こ
れ
を
元
に
し
た
『
地
理
全
誌
』
で
は
、
勝
浦
浜
の
漁
場
の
北
の
境
は
「
神
湊

境
立
神
山
マ
デ
。（
中
略
）
又
同
所
ヨ
リ
北
神
湊
浦
抱
草
崎
山
地
曽
根
マ
デ
四
町
三
十

間
神
湊
浦
入
会
。
沖
ハ
勝
島
西
ノ
山
花
限
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
（
69
）
。
金
内
家
文
書
中

の
「
神
湊
浜
絵
図
」（
一
八
世
紀
末
頃
）
（
70
）
や
明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域
査
定
書
お
よ

び
漁
場
図
（「
草
崎
地
曽
根
」
お
よ
び
「
立
神
瀬
」
と
す
る
）
も
参
考
に
す
る
と
、「
草

崎
山
地
曽
根
」
は
草
崎
半
島
の
北
西
端
、
そ
し
て
「
立
神
山
出
鼻
」
は
同
半
島
の
南
西

端
の
や
や
磯
が
突
き
出
た
辺
り
に
求
め
ら
れ
る
（
図
二
）。
後
者
の
地
点
は
現
在
の
宗

像
市
と
福
津
市
と
の
沿
岸
部
の
境
で
も
あ
り
、
現
地
に
は
ま
な
板
の
よ
う
に
平
ら
な
形

状
の
磯
場
が
広
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
も
古
い
寛
永
十
七
年
の
定
書
で
は
「
草
崎
出
鼻
」
が
堺
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
航
空
写
真
や
地
形
図
を
見
る
と
、
草
崎
半
島
の
北
西
端
に
も
同
じ
よ
う
な

平
ら
な
磯
場
が
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
次
の
明
暦
三
年
の
文
書
で
は
神
湊
浦
の
網

場
に
草
崎
半
島
沖
の
勝
島
が
含
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
勝
島
に
つ
い
て
は
、「
刀
根
家図二 　神湊～勝浦浜の地名と境界
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文
書
」
の
み
に
見
ら
れ
る
記
載
だ
が
、「
海
灘
境
目
之
事
」
の
後
段
で
今
古
賀
勝
浦
浜

に
属
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
十
七
年
の
「
草
崎
出
鼻
」
が
明
暦
三
年
に
は
「
草

崎
山
立
神
之
出
鼻
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
勝
島
が
神
湊
に
属
す
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
、
神
湊
側
の
漁
場
（
勝
島
島
民
の
漁
場
か
）
が
草
崎
半
島
西
南
部
の

「
立
神
山
出
鼻
」
ま
で
拡
張
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
草

崎
山
出
鼻
」
と
「
立
神
山
出
鼻
」
と
の
間
が
両
浦
の
入
会
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
右
の
よ

う
な
経
緯
を
想
定
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

勝
島
に
つ
い
て
は
『
拾
遺
』
に
、「
寛
永
の
比
迄
は
勝
浦
の
内
也
し
か
、
其
後
神
湊

の
内
と
な
れ
り
。（
中
略
）
其
後
久
し
く
人
家
も
な
か
り
し
か
、
正
徳
・
享
保
の
比
南

京
姦
商
の
仲
買
の
こ
と
を
禁
給
ひ
て
、
此
島
に
番
の
士
を
遣
し
て
大
船
に
加
子
を
添
て

お
か
れ
し
か
、
其
後
彼
舟
打
払
ひ
給
ひ
し
か
ば
、
其
警
備
も
や
み
た
り
。
番
士
有
し
時

こ
こ
に
加
子
屋
敷
有
。
近
辺
を
菜
園
に
開
き
て
始
め
て
壱
町
余
の
畠
出
来
た
り
。
こ
れ

を
神
湊
の
持
分
と
せ
ら
れ
し
よ
り
、
此
島
神
湊
の
処
分
と
な
れ
り
。」
と
、
寛
永
年
間

（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
以
後
、
特
に
正
徳
・
享
保
年
間
（
一
七
一
一
～
一
七
三
六
）

頃
に
神
湊
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
成
立

し
た
『
続
風
土
記
』（
宝
永
六
年
〔
一
七
〇
九
〕
完
成
）
や
『
筑
陽
記
』（
宝
永
二
年
頃

成
立
（
71
）
）
に
お
い
て
は
、既
に
勝
島
は
神
湊
の
項
目
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
拾

遺
』
の
編
者
で
あ
る
青
柳
種
信
が
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
撰
し
た
、
勝
浦
の
年
毛

神
社
に
伝
わ
る
縁
起
（
72
）
に
は
、「
勝
浦
浜
・
今
久
我
の
二
所
は
漁
家
の
ミ
に
し
て
戸
数

凡
百
二
十
五
軒
有
。
こ
れ
を
浦
分
と
い
ふ
。
む
か
し
は
此
浦
人
の
す
な
と
り
す
る
網
代

広
か
り
。
東
北
は
勝
島
を
限
り
西
南
は
渡
山
の
内
白
石
と
い
ふ
所
を
も
て
津
屋
崎
と

こ
の
浦
と
の
漁
の
境
と
ハ
し
け
る
。（
中
略
）
ま
た
勝
島
も
寛
永
の
こ
ろ
よ
り
神
湊
浦

に
隷
け
り
。」
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
実
際
は
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～

一
六
四
四
）
以
降
の
早
い
段
階
で
、
勝
島
の
所
属
が
勝
浦
か
ら
神
湊
に
変
わ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
（
73
）
。

右
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、「
ま
な
板
瀬
」
は
寛
永
十
七
年
の
定
書
が
「
草
崎
出
鼻
」

と
す
る
（
74
）
草
崎
半
島
の
北
端
の
瀬
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
ま
た
、
勝
島
を
今
古
賀

勝
浦
浜
の
内
と
す
る
「
刀
根
家
文
書
」
の
記
述
内
容
は
、
勝
島
が
神
湊
に
属
す
る
よ
う

に
な
っ
た
寛
永
年
間
頃
よ
り
前
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
久
賀
勝
浦
浜
と
津
屋
崎
の
境
「
白
石
」

こ
れ
は
両
浦
が
漁
場
争
い
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
今
も
渡
半
島
へ
続
く

浜
の
名
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
白
石
浜
の
こ
と
で
間
違
い
な
い
。
弘
治
二
年
お
よ

び
永
禄
三
年
文
書
に
見
ら
れ
る
漁
場
争
い
は
そ
の
後
も
続
き
、
結
局
、
寛
永
十
七
年

（
一
六
四
〇
）
に
津
屋
崎
浦
の
者
六
名
が
白
石
か
ら
巨
石
を
担
い
で
運
び
、
そ
の
移
動

で
き
た
先
ま
で
浦
境
が
変
更
さ
れ
た
と
い
う
（
75
）
。
同
年
九
月
二
十
八
日
の
定
書
（
佐

治
家
文
書
）
に
は
、
津
屋
崎
浦
に
つ
い
て
「
勝
浦
浜
境
割
塚
限
」
と
あ
り
（
76
）
、
浦
境

が
北
（
勝
浦
浜
側
）
に
約
一
㎞
移
動
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
以
後
の
史
料
で
は
当
然
こ

れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
六
名
は
斬
罪
と
な
っ
た
た
め
同
地
に
義
民
と
し

て
祀
ら
れ
て
お
り
、
割
塚
は
六
人
塚
と
も
呼
ぶ
。「
海
灘
境
目
之
事
」
で
は
、
こ
の
寛

永
十
七
年
以
前
の
浦
境
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

津
屋
崎
と
福
間
の
境
「
い
ま
川
」

福
津
市
の
宮
地
嶽
神
社
の
南
を
西
流
し
て
宮
司
浜
付
近
を
流
れ
、
弥
生
時
代
の
今
川
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遺
跡
（
福
津
市
宮
司
浜
二
丁
目
）
で
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
、（
手
光
）
今
川
の
河

口
部
の
こ
と
だ
ろ
う
。
今
川
の
下
流
部
は
、
概
ね
旧
宮
司
村
（
旧
津
屋
崎
町
）
と
旧
福

間
村
（
旧
福
間
町
）
と
の
境
を
成
し
て
い
る
。

た
だ
し
先
述
の
寛
永
十
七
年
の
佐
治
家
文
書
で
は
「
福
間
浦
堺
大
額
限
」
と
あ
り
、

今
林
家
文
書
中
の
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
の
風
土
記
再
調
査
に
対
す
る
書
上
げ
（
77
）

や
先
述
の
明
治
五
～
六
年
の
明
細
書
き
上
げ
で
も
、
福
間
浦
の
北
の
津
屋
崎
浦
と
の
堺

は
「
大
額
（
山
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
小
字
を
確
認
し
て
み
る
と
、
今
川
の
河
口
部
周

辺
は
「
大
ヒ
タ
イ
」
と
さ
れ
て
お
り
（
78
）
、「
大
額
」
の
こ
と
だ
ろ
う
。
裏
づ
け
は
取
れ

な
か
っ
た
が
、今
川
河
口
周
辺
に
大
額
山
と
い
う
小
山
が
存
在
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

山
を
境
と
す
る
の
は
、
実
際
の
漁
の
際
に
は
山
ア
テ
の
目
印
と
で
き
る
山
の
方
が
都
合

が
よ
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

明
治
二
四
年
に
は
浦
境
は
再
び
「
今
川
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
な
浦
境
の
変

更
は
な
か
っ
た
と
い
う
右
の
推
定
で
間
違
い
あ
る
ま
い
。

福
間
と
花
靏
の
境
「
か
る
め
河
（
苅
和
布
川
）」

小
規
模
な
が
ら
、
今
も
同
名
の
川
（
苅
目
川
・
苅
免
川
）
が
福
津
市
の
南
部
を
流
れ

て
い
る
（
79
）
（
以
下
、
川
の
名
称
は
現
代
も
含
め
て
苅
和
布
川
と
表
記
す
る
）。
明
暦
四

年
（
一
六
五
八
）
三
月
二
十
六
日
付
の
文
書
（
80
）
に
よ
れ
ば
、
古
賀
村
の
花
鶴
浜
は
隣

接
す
る
福
間
・
新
宮
の
両
浦
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
花
鶴
浜
之
境
、
苅
和
布

川
よ
り
西
拾
町
弐
反
」
が
福
間
浦
に
、「
花
鶴
浜
之
境
、
薄
原
山
よ
り
東
弐
拾
町
四
反
」

が
新
宮
浦
に
加
え
ら
れ
た
（
81
）
。そ
れ
ま
で
の
花
鶴
浜
と
福
間
浦
と
の
境
が「
苅
和
布
川
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
「
新
宮
浦
浜
絵
図
」（
金
内

家
文
書
（
82
）
）
で
は
、
川
筋
に
し
て
一
本
南
の
「
千
鳥
池
流
」（
古
賀
市
の
千
鳥
池
か
ら

流
れ
る
川
）
の
す
ぐ
南
の
地
点
を
新
宮
と
福
間
と
の
浦
境
と
し
て
お
り
、
花
鶴
浜
分
割

後
の
措
置
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
83
）
。

な
お
、「
海
難
境
目
之
事
」
の
後
段
の
一
つ
書
き
の
部
分
の
冒
頭
に
、「
宗
像
と
糟
屋

の
境
」
が
「
花
見
苅
和
布
川
」
で
あ
る
と
い
う
記
載
が
あ
る
。『
続
風
土
記
』（
糟
屋
郡

裏
）
に
よ
れ
ば
、
席
内
村
の
海
辺
に
「
花
見
山
」
と
称
す
る
砂
丘
が
あ
り
、
そ
の
四
辺

に
あ
る
方
九
町
ば
か
り
の
松
林
を
「
花
見
松
原
」
と
号
し
、ま
た
そ
の
西
に
花
津
留
（
花

鶴
）
村
（
古
賀
村
内
）
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
旧
宗
像
郡
下
西
郷
村
と
南
に
隣
接
す
る

旧
糟
屋
郡
久
保
村
と
の
双
方
に
「
花
見
（
華
見
）」
の
小
字
が
あ
り
、
国
立
公
文
書
館

内
閣
文
庫
所
蔵
の
「
訂
正
宗
像
郡
図
」（
明
治
八
年
）
で
は
「
カ
ル
メ
川
」
の
南
に
「
下

西
郷
内
花
見
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
84
）
、「
花
見
」
は
広
く
近
世
の
糟
屋
・
宗
像

両
郡
に
ま
た
が
る
地
名
で
あ
り
、「
花
見
苅
和
布
川
」
は
花
見
に
あ
る
苅
和
布
川
の
意

と
し
て
よ
い
。

現
在
、
苅
和
布
川
の
川
筋
は
、
最
後
に
南
側
に
湾
曲
し
て
玄
界
灘
に
注
い
で
い
る
が
、

そ
の
河
口
部
が
ほ
ぼ
福
津
市
と
古
賀
市
と
の
境
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
南
は
近
世
に
は

裏
糟
屋
郡
久
保
村
（
古
賀
市
久
保
・
花
見
東
・
花
見
南
周
辺
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し

一
五
～
一
六
世
紀
の
大
内
氏
や
大
友
氏
側
の
史
料
で
は
福
満
（
万
）
庄
は
隣
接
す
る
西

郷
（
85
）
と
と
も
に
糟
屋
郡
と
さ
れ
（
86
）
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
宗
像
第
一
宮
御
宝

殿
置
札
に
よ
れ
ば
、
西
郷
は
氏
貞
が
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
取
り
返
し
た
「
古
本

領
」に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、永
禄
十
二
年
に
は
大
友
氏
に
再
び
割
譲
さ
れ
た
（
87
）
。『
宗

像
記
追
考
』
に
よ
れ
ば
、
西
郷
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
宗
像
氏
貞
の
妹
が
立
花

城
の
戸
次
道
雪
（
鑑
連
）
に
輿
入
れ
し
た
際
の
御
化
粧
料
と
さ
れ
て
お
り
（
88
）
、
第
一
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宮
御
宝
殿
御
棟
上
置
札
に
記
さ
れ
る
、
造
営
に
動
員
さ
れ
た
村
・
浦
の
中
に
西
郷
・
福

間
は
見
え
な
い
（
津
屋
崎
や
宮
地
ま
で
は
見
え
る
）。
し
か
し
そ
の
後
、
戸
次
（
立
花
）

氏
が
筑
後
へ
移
っ
た
直
後
の
天
正
十
五
年
六
月
二
十
八
日
に
作
成
さ
れ
た
安
楽
寺
（
太

宰
府
天
満
宮
）
の
宮
領
坪
付
（
89
）
の
な
か
に
は
、「
宗
像
西
郷
内
」
の
所
領
が
見
え
、
や

は
り
西
郷
を
宗
像
と
す
る
意
識
が
窺
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
当
時
の
宗
像
郡
・
糟
屋
郡
の
概
念
お
よ
び
境
界
は
曖
昧
か
つ
複
雑
だ

が
、
福
間
浦
の
南
の
苅
和
布
川
を
両
郡
の
境
と
す
る
こ
と
は
、
氏
貞
の
晩
年
か
ら
没
す

る
天
正
十
四
年
前
後
の
記
述
と
し
て
は
不
自
然
で
な
い
と
言
え
る
。

花
靏
と
新
宮
の
境
「
福
手
山
（
福
年
山
、
福
千
山
？
）」

二
文
字
目
の
読
み
も
含
め
て
定
か
で
は
な
い
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
明
暦
四
年

（
一
六
五
八
）
に
「
薄
原
山
よ
り
東
弐
拾
町
四
反
」
が
花
鶴
浜
か
ら
新
宮
浦
に
加
え
ら

れ
て
お
り
、こ
の
「
薄
原
山
」
は
「
福
手
？
山
」
と
ほ
ぼ
同
所
で
あ
る
公
算
が
大
き
い
。

先
述
の
寛
政
八
年
「
新
宮
浦
浜
絵
図
」
で
は
、
花
鶴
川
の
や
や
南
に
「
す
す
き
原
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
地
形
図
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
古
賀
市
と
新
宮
町
と
の
沿
岸
部
の
境
界

付
近
に
、
ち
ょ
う
ど
高
ま
り
が
確
認
で
き
る
。
ゴ
ル
フ
場
に
開
発
さ
れ
て
い
る
た
め
現

状
で
の
確
認
は
難
し
い
が
、こ
の
小
山
が
「
福
手
？
山
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

花
鶴
浜
の
分
割
後
、「
福
手
？
山
」
は
浦
境
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
く
な
る
は

ず
だ
が
、
先
述
の
今
林
家
文
書
中
の
明
治
五
～
六
年
の
明
細
書
き
上
げ
や
明
治
六
年
の

福
岡
県
地
理
誌
掛
へ
の
報
告
書
（
90
）
で
は
、浦
境
を
「
す
ヽ
き
原
（
薄
原
）」
と
し
て
お
り
、

新
宮
浦
に
移
管
さ
れ
た
「
薄
原
山
よ
り
東
弐
拾
町
四
反
」
は
そ
の
後
福
間
浦
に
移
っ
た

よ
う
で
、
結
局
「
薄
原
山
」
は
境
界
と
し
て
利
用
さ
れ
た
ら
し
い
（
91
）
。
な
お
不
明
な

点
は
多
い
が
、「
福
手
？
山
」
は
「
薄
原
山
」
の
古
い
呼
び
名
か
そ
の
近
隣
の
地
点
の

名
称
な
の
だ
ろ
う
。「
海
灘
境
目
之
事
」
は
そ
う
し
た
独
自
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
と

考
え
て
お
く
。

新
宮
と
奈
多
の
境
「
わ
ら
や
」

こ
れ
も
関
連
史
料
・
現
存
地
名
に
対
応
す
る
も
の
を
見
出
せ
な
い
。『
拾
遺
』（
裏
糟

屋
郡
「
新
宮
浦
」
の
項
）
に
よ
れ
ば
、
新
宮
浦
の
漁
場
は
福
間
浦
堺
か
ら
「
奈
多
浦
堺

滑ヌ
メ
リ

石
」（『
地
理
全
誌
』で
は「
ヌ
メ
リ
岩
」）ま
で
一
里
三
〇
町
五
八
間
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
地
理
全
誌
』
に
は
、
奈
多
浦
の
漁
場
が
「
東
新
宮
浦
界
龍
王
崎
ヨ
リ
」
二
里
と

も
記
さ
れ
、
奈
多
浦
漁
協
文
書
に
含
ま
れ
る
明
治
初
期
の
絵
図
で
も
「
龍
王
崎
」
も
し

く
は
「
龍
王
ハ
ナ
」
が
新
宮
浦
と
の
境
と
さ
れ
て
い
る
（
92
）
。
龍
王
崎
は
、龍
王
社
（『
拾

遺
』
同
「
三
苫
村
」
の
項
。
現
在
は
綿
津
見
神
社
）
が
あ
る
岬
の
こ
と
で
疑
い
な
い
が
、

明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域
査
定
書
で
は
三
苫
字
黒
山
墓
地
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
龍
王
崎
よ
り
や
や
西
南
の
地
点
の
よ
う
だ
が
、
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
。

た
だ
し
、先
述
の
寛
政
八
年「
新
宮
浦
浜
絵
図
」（
金
内
家
文
書
）で
は
、「
八
大
龍
王
宮
」

よ
り
も
や
や
北
東
に
、
新
宮
と
奈
多
と
の
浦
境
と
し
て
、「
ナ
メ
リ
岩
」
と
読
め
そ
う

な
記
述
が
あ
る
。
現
在
の
新
宮
町
と
福
岡
市
と
の
沿
岸
の
境
は
、
礒
崎
鼻
（
北
）
と
龍

王
崎
（
南
）
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
付
近
に
あ
り
、
そ
の
地
点
が
「
滑
石
」
で
、
近
世
の

浦
境
だ
っ
た
と
考
え
た
い
。「
わ
ら
や
」
も
そ
の
辺
り
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
絵
図
類

に
も
該
当
す
る
地
名
は
見
出
せ
ず
、
現
段
階
で
は
こ
れ
以
上
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

奈
多
と
志
賀
の
境
「
志
お
や
」
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現
在
も
海
の
中
道
の
北
側
、
福
岡
市
東
区
西
戸
崎
の
玄
界
灘
に
や
や
突
き
出
た
沿
岸

部
に
シ
オ
ヤ
鼻
・
塩
屋
崎
な
ど
の
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
こ
こ
を
指
す
の
だ
ろ
う
（
93
）
。

『
続
風
土
記
』（「
奈
多
浜
」
の
項
）
に
よ
れ
ば
、奈
多
と
志
賀
（
志
賀
島
）
の
境
は
「
吹

上
の
崎
」
で
、
同
地
か
ら
西
一
里
に
塩
屋
が
あ
っ
た
。
志
賀
島
は
近
世
に
は
那
珂
郡
に

属
し
て
お
り
（
明
治
に
な
っ
て
糟
屋
郡
に
編
入
）、
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
筑
前

分
間
図
（
写
）」
（
94
）
を
見
る
と
、
や
は
り
「
塩
屋
」
の
東
に
位
置
す
る
「
吹
上
」
（
95
）

が
糟
屋
・
那
珂
郡
界
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
地
理
全
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奈
多
浦

の
漁
場
は
「
西
那
珂
郡
志
賀
島
ヽ
内
塩
屋
鼻
」
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
先
に
見
た
神
湊

と
勝
浦
浜
と
の
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
陸
の
境
と
漁
場
の
境
と
の
間
に
違
い
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。

奈
多
浦
漁
協
文
書
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
明
治
に
な
っ
て
か
ら
志
賀

島
浦
と
の
間
で
争
論
と
な
り
、
塩
屋
崎
か
ら
「
吹
上
」
ま
で
の
範
囲
と
思
し
き
海
域
は

志
賀
島
浦
と
奈
多
浦
と
の
入
会
と
な
っ
た
（
96
）
。「
海
灘
境
目
之
事
」
が
そ
れ
以
前
の
境

界
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

（
二
）
漁
場
名
等
に
つ
い
て

花
見
苅
和
布
川
→
宗
像
と
糟
屋
の
境

冒
頭
に
「
花
見
苅
和
布
川
」
を
宗
像
と
糟
屋
の
境
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
前
節
お
よ
び
本
節
（
一
）
の
「
か
る
め
河
」
の
項
で
先
述
し
た
。

お
き
の
お
ん
か
う
・
お
路
の
島
・
相
の
島
の
は
な
つ
ら
→
宗
像
の
内

沖
ノ
島
・
小
呂
島
・
相
島
の
東
端
ま
で
を
「
宗
像
の
内
」、
す
な
わ
ち
宗
像
の
海
の

領
域
と
で
も
言
う
べ
き
範
囲
を
記
す
、
極
め
て
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
高
田
氏
の
図
で
は
沖
ノ
島
だ
け
が
宗
像
の
内
で
あ
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、

小
呂
島
・
相
島
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
か
っ
た
。

「
お
き
の
お
ん
か
う
」
と
は
、
沖
の
御
号
、
す
な
わ
ち
沖
ノ
島
の
こ
と
と
み
て
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
沖
ノ
島
を
「
御
号
島
」
と
称
す
る
こ
と
は
、『
拾
遺
』（「
沖
津
島
」

の
項
）
に
「
又
隣
国
海
辺
の
者
オ
ン
ガ
ウ
島
、
或
ハ
沖
の
オ
ン
ガ
ウ
等
い
へ
り
。
オ
ン

ガ
ウ
と
は
御
神
の
義
な
る
べ
し
。」
と
見
え
て
い
る
ほ
か
（
97
）
、文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

脱
稿
の
『
筑
前
名
所
図
会
』
に
も
「
俗
に
澳
御
号
と
唱
奉
る
」
と
見
え
る
。

こ
れ
ら
だ
け
だ
と
時
代
が
下
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
絵
図
類
に
目
を
転
ず
る
と
、

早
く
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
幕
府
に
調
進
さ
れ
た
国
絵
図
の
控
え
と
さ
れ
る
「
慶

長
筑
前
国
絵
図
」（
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
（
98
）
）
に
「
御
号
島
」
と
見
え
、
正
保
の
国
絵

図
（
一
六
四
七
年
頃
作
成
）
（
99
）
お
よ
び
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
国
絵
図
（
100
）
で
も
同

様
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
近
世
前
期
に
筑
前
国
で
用
い
ら
れ
て
い
た
名
称
と
言
え
る
（
101
）
。

『
拾
遺
』
が
言
う
よ
う
に
「
御
神
」
が
原
義
か
は
疑
問
で
、
不
言
島
（
お
い
わ
ず
さ
ま
）

と
さ
れ
る
沖
ノ
島
の
名
称
を
、
直
接
口
に
出
す
こ
と
を
憚
っ
た
結
果
生
ま
れ
た
名
称
で

は
な
か
ろ
う
か
。

「
御
号
島
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
中
世
史
料
に
は
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
慶
長
十
年
の
国
絵
図
は
ほ
ぼ
同
時
代
史
料
で
あ
る
。
文
書
の
年
代
を
明
確

に
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
、
書
写
の
過
程
で
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
が
、「
海
灘
境
目
之
事
」
は
「
御
号
島
」
の
初
見
史
料
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、

そ
の
点
で
も
本
文
書
は
貴
重
で
あ
る
。

次
の
「
お
路
の
島
」、
す
な
わ
ち
小
呂
島
に
つ
い
て
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
明
ら
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か
に
で
き
な
い
が
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
か
ら
五
年
に
か
け
て
、
綱
首
の
謝
国
明

お
よ
び
そ
の
後
家
と
遺
領
に
つ
い
て
争
っ
た
三
原
種
延
と
、
宗
像
社
（
宗
像
大
宮
司
）

と
の
間
で
行
わ
れ
た
争
論
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
102
）
、
中
世
に
は
宗
像
社
領

で
あ
っ
た
。「
宗
像
社
家
文
書
惣
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
三
月

廿
日
付
の
決
断
所
牒
で
も
「
息
御
島
・
大
島
・
小
呂
島
・
小
島
」
が
所
領
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
（
103
）
。

た
だ
そ
の
後
は
史
料
が
な
く
、
近
世
に
は
異
国
船
に
対
す
る
島
守
が
置
か
れ
、
志

摩
郡
の
西
浦
の
所
属
と
な
っ
て
い
る
。『
続
風
土
記
』（
志
摩
郡
「
大
虵
島
」
の
項
（
104
）
）

に
は
「
此
島
に
宗
像
大
神
の
社
有
。」
と
あ
る
程
度
だ
が
、『
附
録
』（
志
摩
郡
「
小
呂

島
」
の
項
）
に
は
「
む
か
し
此
島
に
宗
像
郡
東
郷
村
よ
り
本
間
孫
四
郎
と
い
ふ
者
、
は

じ
め
て
来
り
住
し
が
、
水
土
に
服
せ
ず
つ
い
に
死
せ
り
。
孫
四
郎
ハ
宗
像
大
宮
司
よ
り

遣
し
た
る
者
な
る
に
や
。」
と
あ
り
、
そ
の
後
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
西
浦
よ
り

漁
夫
が
渡
っ
て
き
て
土
着
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
拾
遺
』
も
ほ
ぼ
同
様
）。
小
呂

島
の
神
社
の
棟
札
に
「
筑
前
国
宗
像
郡
東
郷
村
建
立
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
記
録

も
あ
る
そ
う
で
（
105
）
、時
期
は
明
確
で
な
い
が
、宗
像
大
宮
司
家
が
健
在
だ
っ
た
時
代
に
、

宗
像
氏
が
小
呂
島
を
拠
点
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
ら
し
い
。
宗
像
氏
は
室
町
期
に
は

壱
岐
守
護
職
を
掌
握
し
て
お
り
、
小
呂
島
は
壱
岐
と
宗
像
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
上
の
生
命
線

と
し
て
重
視
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
（
106
）
。

な
お
、「
お
路
の
島
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、『
附
録
』
は
「
大
蛇
・
於
呂
・
遠
呂
と

も
か
け
り
。」
と
し
て
お
り
、
先
述
の
建
長
年
間
の
古
文
書
で
は
「
小
呂
島
」
と
あ
る

が
、
よ
り
年
代
の
近
い
朝
鮮
王
朝
の
成
宗
二
年
（
一
四
七
一
）
の
成
立
で
、
宗
像
氏
か

ら
朝
鮮
国
王
へ
の
遣
使
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る『
海
東
諸
国
紀
』（
海
東
諸
国
総
図
・

日
本
国
西
海
道
九
州
之
図
）
（
107
）
に
「
於
路
島
」
と
見
え
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
同
図

は
沖
ノ
島
を
載
せ
る
現
存
最
古
の
地
図
で
あ
り
、
本
州
島
と
九
州
島
・
壱
岐
島
で
囲
ま

れ
る
海
域
に
は
「
短
島
・
於
島
・
小
崎
於
島
・
藍
島
・
於
路
島
」
の
み
が
描
か
れ
て
い

る
。
短
島
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
（
108
）
、
以
下
順
に
大
島
・
沖
ノ
島
・
相
島
・
小
呂
島

に
比
定
で
き
、
宗
像
氏
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
島
々
と
言
え
、
ま
た
「
お
路
」
は
こ
れ

と
実
質
的
に
同
じ
表
記
で
あ
る
。

右
の
『
海
東
諸
国
紀
』
の
地
図
は
、
琉
球
国
の
使
者
と
し
て
朝
鮮
と
の
間
を
往
来
し

て
い
た
博
多
商
人
の
道
安
が
、
一
四
五
三
年
に
も
た
ら
し
た
日
本
・
琉
球
両
国
の
地
図

や
、
大
内
義
弘
の
重
臣
平
井
祥
助
所
有
の
日
本
図
の
写
し
（
十
四
世
紀
末
）
が
原
資
料

と
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
109
）
。
こ
れ
ら
の
図
に
右
の
島
々
が
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
存
す
る
中
世
の
日
本
図
に
そ
れ
ら
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る

例
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
朝
鮮
に
頻
繁
に
遣
使
を
行
っ
た
宗
像
氏
（
110
）
か
ら
の
情

報
が
『
海
東
諸
国
紀
』
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

最
後
の
「
相
の
島
の
は
な
つ
ら
」
は
、
相
島
の
東
端
の
鼻
面
半
島
の
こ
と
で
あ
る
。

相
島
の
表
記
も
多
様
だ
が
、
先
述
の
慶
長
十
年
の
黒
田
長
政
掟
書
に
は
「
相
島
」
と
あ

り
、
特
に
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
（
111
）
。

明
治
二
四
年
の
漁
場
図
で
は
、
島
の
周
囲
の
海
岸
か
ら
六
〇
〇
間
の
範
囲
（
鼻
面
半

島
の
先
の
鼻
栗
瀬
の
方
は
そ
こ
か
ら
一
〇
〇
間
）
が
相
島
の
専
有
漁
場
と
さ
れ
て
い
る

が
、「
海
灘
境
目
之
事
」
は
こ
こ
で
は
漁
場
の
特
定
の
浦
へ
の
帰
属
を
述
べ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、「
宗
像
の
内
」
と
は
宗
像
氏
の
支
配
が
及
ぶ
、
も
し

く
は
宗
像
氏
と
そ
の
民
が
権
利
を
有
し
て
い
る
海
域
と
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

筆
者
は
古
代
に
は
相
島
が
宗
像
郡
に
属
し
た
と
考
え
て
い
る
が
確
証
は
な
く
、
近
世
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に
は
裏
糟
屋
郡
に
所
属
し
た
。
相
島
の
東
端
ま
で
が
宗
像
と
い
う
こ
と
は
、
相
島
自
体

や
そ
の
向
こ
う
の
海
は
宗
像
で
は
な
い
と
も
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
相
島
を
糟
屋
郡
と
明

記
す
る
中
世
史
料
も
な
い
よ
う
で
あ
り
、年
次
不
詳
の
「
豊
臣
秀
吉
上
洛
諸
泊
次
第
写
」

（
小
早
川
家
文
書
）
に
は
、「
む
な
か
た
あ
い
の
ま
」（
宗
像
相
島
）
と
見
え
る
（
112
）
。
こ

れ
は
必
ず
し
も
地
元
の
地
理
認
識
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
中
世
末

期
の
段
階
で
も
宗
像
氏
と
相
島
と
の
間
に
は
つ
な
が
り
が
あ
り
、「
海
灘
境
目
之
事
」

の
記
述
が
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
「
宗
像
の
内
」
と
黒
崎
鼻
（
宗
像
と
麻
生
の
境
）
お
よ

び
苅
和
布
川
（
宗
像
と
糟
屋
の
境
）
と
を
結
ん
で
み
る
と
、
図
三
の
よ
う
に
な
る
。

波
津
や
芦
屋
、
新
宮
や
奈
多
と
い
っ
た
範
囲
外
の
浦
々
の
扱
い
が
難
し
い
が
、
こ
の

範
囲
が
宗
像
氏
に
よ
る
支
配
が
強
く
及
ん
だ
第
一
領
域
、
あ
る
い
は
根
本
所
領
と
で
も

言
う
べ
き
海
域
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
相
島
の
東
端
と
い
う
の
が
苅
和

布
川
を
境
と
す
る
当
時
の
情
勢
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
か
つ
て
の
「
宗
像
の

内
」
は
よ
り
広
域
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域
査
定
書
お
よ
び
漁
場
図
に
よ
れ
ば
、
沖
ノ
島

か
ら
北
に
五
里
（
一
〇
八
〇
〇
間
・
約
二
〇
㎞
）
の
地
点
を
北
端
と
し
て
、
肥
前
（
佐

賀
県
）・
長
門
（
山
口
県
）
の
海
域
に
接
す
る
南
東
と
西
南
に
引
か
れ
た
ラ
イ
ン
の
内

側
が
、「
古
来
ノ
慣
行
ニ
ヨ
リ
」
筑
前
沿
海
漁
業
組
合
に
属
す
る
四
五
浦
の
共
同
漁
場

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
（
図
三
）。
こ
の
広
大
な
海
域
は
当
然
沖
ノ
島
も
小
呂
島
も

含
ん
で
お
り
、
逆
に
こ
れ
ら
の
島
の
帰
属
を
根
拠
に
設
定
さ
れ
た
範
囲
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
海
域
が
「
宗
像
の
内
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

宗
像
本
土
か
ら
相
島
、
小
呂
島
、
そ
し
て
沖
ノ
島
に
及
ぶ
広
大
な
海
域
が
宗
像
氏
に

図三　「海灘境目之事」が「宗像の内」とする海域

属
す
る
と
い
う
記
述
は
、
歴
史
的
に
見
て
不
自
然
で
は
な
く
、
具
体
的
な
内
容
は
不
明

と
は
言
え
、
そ
の
活
動
範
囲
・
勢
力
範
囲
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、
極
め
て
貴
重
な

も
の
と
言
え
よ
う
。
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勝
島
→
今
古
賀
勝
浦
浜
の
内

こ
れ
以
降
は
、
主
に
沖
合
い
の
漁
場
が
ど
の
浦
に
属
す
る
か
、
漁
業
権
が
あ
る
の
か

を
主
に
記
し
て
い
る
。

勝
島
が
神
湊
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
、
今
古
賀
勝
浦
浜
に
属
し
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、（
一
）
の
「
ま
な
板
瀬
」
の
項
で
詳
述
し
た
の
で
、
繰
り
返
さ
な
い
。

こ
の
記
述
が
「
刀
根
家
文
書
」
に
の
み
見
え
る
こ
と
は
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～

一
六
四
四
）
以
降
ま
も
な
く
勝
島
が
神
湊
に
属
し
た
と
す
る
と
、「
刀
根
家
文
書
」
の

成
立
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
も
書
写
の

過
程
で
こ
の
記
述
を
脱
し
た
だ
け
と
い
う
可
能
性
も
残
る
。

中
瀬
・
志
お
辻
・
と
う
な
か
→
お
つ
ひ
・
神
湊
・
今
久
賀
勝
浦
浜
の
く
じ
引
き

こ
こ
に
見
え
る
漁
場
に
つ
い
て
は
、「
中
瀬
」
が
『
九
州
沿
岸
水
路
誌
』（
海
上
保
安

庁
水
路
部
）
で
勝
島
の
北
の
沖
合
か
ら
北
に
伸
び
る
「
タ
ツ
ノ
カ
ミ
」
と
「
一
ノ
瀬
」

と
の
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
二
四
年
の
漁
業
区
域
査
定
書
に
よ
れ
ば
、
中

瀬
は
神
湊
浦
の
専
有
漁
場
に
含
ま
れ
、
た
だ
し
「
中
瀬
近
傍
ニ
於
テ
勝
浦
浜
ハ
イ
ッ
サ

キ
釣
・
𩹉ア
コ

流
相
営
ム
ノ
慣
行
ア
リ
。
後
年
尚
之
ヲ
履
行
ス
ル
者
ト
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。

中
瀬
に
近
い
勝
島
の
帰
属
が
勝
浦
か
ら
神
湊
へ
移
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
な
お
、

中
瀬
に
対
す
る
勝
浦
浜
の
権
利
の
残
滓
が
認
め
ら
れ
る
。

次
の
「
志
お
辻
」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
、
そ
の
名
称
か
ら
は
潮
の
通
り
道
と
な
っ
て

い
る
海
域
か
と
思
わ
れ
る
。
大
島
・
地
島
と
本
土
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
に
存
在

し
た
漁
場
名
な
の
だ
ろ
う
。

「
と
う
な
か
」
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の
名
称
で
は
な
く
、「
中
瀬
」
お
よ
び
「
志
お
辻
」

が
「
と
な
か
」（
戸
中
・
途
中
・
門
中
）、
す
な
わ
ち
海
の
真
ん
中
（
113
）
に
あ
る
と
述
べ

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
明
治
二
四
年
の
漁
場
図
に
、
大
島
と
地
島
、
勝
島
、
鐘
崎

に
囲
ま
れ
た
中
間
の
海
域
を
区
画
し
て
「
字
座
中
」「
字
地
ノ
座
中
」
と
海
域
名
が
付

さ
れ
た
漁
場
範
囲
が
示
さ
れ
て
い
る
。
海
域
名
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
同
図
の
中
で
も

異
例
で
、
読
み
方
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
と
う
な
か
」
に
対
応
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
座
中
」
は
大
島
・
神
湊
・
地
島
・
鐘
崎
の
入
会
漁
場
と
さ
れ
、
勝
浦
浜
も
「
カ
ナ

ギ
漁
ニ
限
リ
網
数
拾
五
艘
以
内
ヲ
以
漁
事
相
営
ム
ノ
慣
行
ア
リ
。
依
テ
後
年
之
ヲ
履
行

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」（
漁
場
区
域
査
定
書
）と
さ
れ
て
い
て
、「
地
ノ
座
中
」も
同
様
に
鐘
崎
・

神
湊
・
地
島
の
入
会
で
、
勝
浦
浜
は
鰕
網
使
用
の
慣
行
が
あ
り
漁
を
許
さ
れ
て
い
た
。

「
海
難
境
目
之
事
」
に
は
「
こ
ん
そ
ね
」
が
地
島
白
浜
の
漁
場
で
あ
る
こ
と
以
外
は

大
島
・
地
島
に
関
す
る
記
述
が
な
く
（
114
）
、
勝
島
の
帰
属
変
更
の
影
響
も
考
慮
に
入
れ

る
と
、
こ
れ
ら
は
「
お
つ
ひ
・
神
湊
・
今
久
賀
勝
浦
浜
」
が
ク
ジ
を
引
い
て
漁
を
行
う

と
い
う
記
述
内
容
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。「
と
う
な
か
」
は
「
座
中
」

の
こ
と
で
、「
海
灘
境
目
之
事
」
に
見
え
る
漁
業
権
に
関
す
る
慣
行
が
そ
の
後
も
生
き

続
け
た
蓋
然
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

参
考
に
、
こ
の
周
辺
の
海
底
地
形
図
（
115
）
に
「
海
灘
境
目
之
事
」
に
登
場
す
る
漁
場

等
を
記
入
し
た
図
を
示
し
て
お
く
（
図
四
）。
神
奈
川
県
横
須
賀
市
佐
島
に
お
け
る
民

俗
調
査
事
例
に
よ
れ
ば
、
海
底
の
視
認
性
な
ど
の
問
題
か
ら
、
お
よ
そ
一
五
尋
（
二
〇

～
二
三
ｍ
）
の
水
深
が
、
モ
グ
リ
（
潜
水
）
や
ミ
ズ
キ
（
覗
突
）
な
ど
の
磯
漁
が
可
能

な
キ
ワ
と
オ
キ
と
の
境
界
と
さ
れ
る
が
（
116
）
、
こ
の
宗
像
の
島
々
に
囲
ま
れ
た
海
域
の

瀬
の
利
用
の
さ
れ
方
も
、
こ
れ
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
の
漁
場
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
不
明
な
点
こ
そ
あ
れ
ど
不
自
然
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図四　大島、地島、勝島で囲まれる範囲の海底地形と「海灘境目之事」等にみえる漁場（地形との対応は筆者による推
　　　定。黒木貴一氏が『新修宗像市史　うみ・やま・かわ―地理・自然―』のために作成した図に加筆）

な
内
容
で
は
な
く
、
貴
重
な
歴
史
的
情
報
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
か
り
か
ミ
→
神
湊

明
治
四
二
年
の
大
島
浦
漁
業
組
合
に
お
け
る
専
用
漁
業
漁
場
図
で
、
大
島
の
南
東
の

漁
場
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
地
点
（
九
）
が
「
マ
ガ
リ
カ
ネ
瀬
」
（
117
）
で
、
こ
れ
の
こ

と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
ほ
ぼ
同
じ
漁
場
範
囲
を
示
す
明
治
二
四
年
の
漁
場
図
で
は
、「
座

中
」
に
隣
接
す
る
大
島
の
漁
場
の
東
南
隅
に
「
マ
ガ
リ
カ
子
セ
」
の
範
囲
を
記
し
て
お

り
、
大
島
の
専
有
漁
場
に
含
ま
れ
て
い
る
。
先
の
中
瀬
よ
り
も
北
（
大
島
寄
り
）
に
位

置
す
る
瀬
で
あ
る
。「
海
灘
境
目
之
事
」
に
は
大
島
の
こ
と
が
現
れ
ず
、
そ
の
こ
と
を

ど
う
解
釈
す
べ
き
か
は
問
題
と
し
て
残
る
が
、
位
置
関
係
か
ら
は
神
湊
の
漁
場
と
し
て

も
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
の
後
大
島
の
漁
場
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
し
の
か
ミ
・
ひ
ら
瀬
→
今
久
賀
勝
浦
浜

「
た
し
の
か
ミ
」
は
勝
島
沖
の
瀬
の
名
称
で
、現
代
の
『
九
州
沿
岸
水
路
誌
』
で
は
「
タ

ツ
ノ
カ
ミ
」と
さ
れ
て
い
る
が
、正
保
年
間
と
さ
れ
る
筑
前
国
図
や
天
和
二
年
の
国
絵
図
、

福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
「
筑
前
国
中
の
絵
図
」
（
118
）
等
で
は
「
た
し
の
か
ミ
瀬
（
タ
シ
ノ

カ
ミ
セ
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
位
置
関
係
か
ら
両
者
は
同
一
の
も
の
と
み
て
間
違

い
な
く
、『
地
理
全
誌
』（
神
湊
村
）
で
は
勝
島
の
北
八
町
の
海
底
に
「
田タ
シ
ロ
ノ
カ
ミ
ゼ

代
上
瀬
」
が

あ
る
と
さ
れ
、「
田
代
神
」
と
す
る
絵
図
も
見
受
け
ら
れ
る
（
119
）
。
近
代
に
「
シ
」
が
「
ツ
」

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
先
述
し
た
草
崎
半
島
西
南
部
の
勝
浦
浜
と
神
湊
の
浦

境
（
立
神
鼻
）
が
、
明
治
二
四
年
に
は
「
立
神
瀬
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
混
同

し
た
も
の
だ
ろ
う
か
（
120
）
。
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先
述
の
通
り
中
瀬
よ
り
も
勝
島
寄
り
に
位
置
す
る
瀬
で
あ
り
、
勝
島
が
今
久
賀
勝
浦

浜
に
属
し
て
い
た
時
代
で
あ
れ
ば
、
同
浦
に
漁
業
権
が
あ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
勝

島
が
神
湊
に
移
っ
た
後
の
明
治
二
四
年
段
階
で
は
、
中
瀬
と
と
も
に
神
湊
の
専
有
漁
場

（
勝
浦
浜
も
部
分
的
に
漁
業
権
）
に
含
ま
れ
て
い
る
。

「
ひ
ら
瀬
」
は
、
漁
業
関
係
者
に
よ
れ
ば
渡
半
島
沿
岸
に
あ
る
鼓
島
と
大
島
間
の
瀬

を
言
う
と
の
こ
と
で
（
121
）
、
明
治
二
四
年
の
漁
場
図
に
も
ほ
ぼ
そ
の
通
り
に
、
白
石
浜

の
沖
合
、
渡
半
島
と
大
島
も
し
く
は
草
崎
半
島
と
の
間
の
海
域
に
「
平
セ
」
が
記
さ
れ

て
い
る
（
以
下
、
平
瀬
と
す
る
）。
同
図
に
よ
れ
ば
平
瀬
が
属
す
る
漁
場
は
津
屋
崎
浦

の
専
有
漁
場
の
沖
合
い
で
、
津
屋
崎
浦
に
諸
漁
一
切
の
権
利
が
あ
る
ほ
か
、
詳
細
は
割

愛
す
る
が
勝
浦
浜
・
神
湊
・
相
島
・
奈
多
・
新
宮
の
各
浦
が
漁
法
を
限
定
さ
れ
た
形
で

権
利
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
勝
浦
浜
に
つ
い
て
は
「
底
網
カ
ナ
ギ
網
ハ
鼓
島
ヨ
リ

ツ
ヽ
ラ
セ
ヲ
見
切
下
海
ヘ
ハ
出
漁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
特
記
さ
れ
、
津
屋
崎
浦
と
争

論
が
あ
っ
た
勝
浦
浜
は
概
ね
鼓
島
以
南
へ
は
入
れ
な
か
っ
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
勝
浦
浜
の
権
利
に
つ
い
て
の
諸
規
定
の
中
に
「
長
縄
（
平
瀬
・
淀
ガ

瀬
鯛
網
入
会
）」
と
あ
り
、
平
瀬
の
鯛
網
が
津
屋
崎
と
勝
浦
浜
両
浦
の
入
会
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
漁
場
図
に
よ
る
限
り
、白
石
浜
の
漁
業
権
を
保
有
し
て
い
た
時
期
に
は
、

勝
浦
浜
が
平
瀬
の
漁
業
権
を
有
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
な
位
置
関
係
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
た
し
の
か
ミ
」
お
よ
び
「
ひ
ら
瀬
」
は
、
勝
島
の
帰
属
の
変
更

も
し
く
は
白
石
浜
の
漁
場
争
論
に
よ
っ
て
、
勝
浦
浜
の
権
利
が
後
退
し
た
と
考
え
ら
れ

る
位
置
に
存
在
す
る
。
今
林
家
文
書
中
の
明
治
五
～
六
年
の
明
細
書
き
上
げ
で
は
勝
浦

の
瀬
と
し
て
「
今
瀬
」「
網
切
瀬
」「
御
崎
瀬
」「
鎮
瀬
」「
淀
ヶ
瀬
」
だ
け
が
挙
げ
ら

れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
瀬
の
名
前
は
な
い
が
、
そ
れ
は
右
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
で
あ

る
（
122
）
。
し
た
が
っ
て
、「
海
灘
境
目
之
事
」
の
記
述
は
中
世
末
期
～
近
世
初
頭
の
も
の

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
。

こ
ん
そ
祢
→
地
島
白
浜

現
存
す
る
漁
業
図
な
ど
に
は
記
載
が
無
く
、
今
の
と
こ
ろ
関
係
史
料
を
見
出
せ
て
い

な
い
。
鐘
崎
の
沖
合
い
に
浮
か
ぶ
地
島
は
、
先
述
の
「
宗
像
社
家
文
書
惣
目
録
」
の
建

武
元
年
決
断
所
牒
に
「
小
島
」
と
あ
る
宗
像
社
領
で
、
西
側
中
部
の
白
浜
（
豊
岡
）
と

南
部
の
泊
の
二
つ
の
集
落
か
ら
な
り
、「
両
島
」
と
も
記
さ
れ
た
。
天
正
六
年
の
第
一

宮
御
宝
殿
御
棟
上
置
札
で
は
大
島
・
泊
・
白
浜
が
人
夫
を
出
す
一
手
に
編
成
さ
れ
て
お

り
、「
両
島
天
正
拾
年
検
麦
注
進
状
」
（
123
）
で
は
「
泊
島
」
と
白
浜
か
ら
二
石
六
斗
四
升

が
倉
納
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
早
川
時
代
の
指
出
前
之
帳
で
は
地
島
、
文
禄
三
年

の
知
行
方
目
録
で
は
「
と
ま
り
村
」
の
み
が
見
え
、
さ
ら
に
慶
長
十
年
の
黒
田
長
政
掟

書
で
も
「
地
島
」
と
の
み
見
え
、
小
早
川
時
代
以
降
浦
と
し
て
は
地
島
浦
と
し
て
把
握

さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
明
治
二
四
年
に
も
、
地
島
の
周
囲
は
地
島
浦
の
専
有
漁
場
、
鐘

崎
と
の
間
は
鐘
崎
浦
と
地
島
浦
と
の
入
会
漁
場
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
島
の
う
ち
白
浜
の
み
の
漁
業
権
を
認
め
る
本
文
書
の
記
載
は
、
宗

像
大
宮
司
時
代
の
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
印
象
を
受
け
る
。
な
お
、
い
く
つ
か
の
絵
図
に

見
え
る
、
地
島
の
南
の
海
に
伸
び
る
「
高
曽
根
」
（
124
）
が
「
こ
ん
そ
祢
」
の
こ
と
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
が
、
高
曽
根
は
明
ら
か
に
泊
の
眼
前
の
瀬
で
あ
り
、
白
浜
の
漁
場
と

さ
れ
る
の
は
不
審
で
あ
る
。

の
ろ
瀬
→
福
間
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先
述
の
今
林
家
文
書
中
の
明
治
五
～
六
年
の
明
細
書
き
上
げ
に
よ
れ
ば
、
福
間
浦

に
「
の
ろ
瀬
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
明
治
二
四
年
の
漁
場
図
や
地
元
漁
業
者
に

対
す
る
聞
き
取
り
記
録
（
125
）
で
も
、
西
郷
川
河
口
の
沖
合
に
「
ノ
ロ
セ
（
能
呂
瀬
）」
が

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
漁
場
図
に
よ
れ
ば
ノ
ロ
セ
は
福
間
浦
の
専
有
漁
場
と
沖
合

い
の
入
会
漁
場
と
の
双
方
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
特
に
津
屋
崎
浦
と
の
関
係
か
ら
福
間

浦
に
属
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
上
は
特
に
問
題
と
す
べ

き
点
は
な
い
。

以
上
、「
海
灘
境
目
之
事
」
に
見
え
る
地
名
と
記
載
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て

き
た
。
検
討
の
結
果
を
図
に
ま
と
め
て
示
し
て
お
く
（
図
五
）。
不
明
な
点
や
推
論
を

交
え
た
部
分
も
あ
る
が
、
総
体
と
し
て
、
こ
こ
に
見
え
る
地
名
と
記
載
内
容
は
近
世
初

頭
以
前
の
も
の
と
み
て
不
自
然
な
も
の
は
な
く
、
そ
の
後
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
状
況
を
正
し
く
記
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
表

記
方
法
の
面
な
ど
で
宗
像
大
宮
司
時
代
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
事
例
も
少

な
く
な
く
、「
海
灘
境
目
之
事
」
が
宗
像
大
宮
司
時
代
か
ら
の
内
容
を
伝
え
て
い
る
蓋

然
性
が
高
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
検
討
に
よ
り
、「
海
灘
境
目
之
事
」
は
、
宗
像
氏
貞
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の

宗
像
大
宮
司
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
浦
々
の
境
、
漁
場
の
漁
業
権
な
ど
に
つ
い
て
、
慶

長
元
年
以
降
に
改
め
て
書
き
上
げ
た
書
類
と
言
え
る
。
浦
々
の
範
囲
は
遠
賀
川
河
口
の

図五　「海灘境目之事」にみえる浦境・漁場等と関連地名
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芦
屋
津
か
ら
志
賀
島
に
接
す
る
奈
多
浦
に
及
び
、
ま
た
海
域
と
し
て
は
沖
ノ
島
か
ら
小

呂
島
を
含
む
広
大
な
海
域
が
宗
像
に
属
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
既
に
知
ら
れ

て
い
る
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
宗
像
氏
の
海
上
活
動
や
勢
力
範
囲
と
も
概
ね
重

な
っ
て
お
り
、
陸
上
（
内
陸
部
）
は
支
配
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
範
囲
も
含
ま
れ
る

も
の
の
、
戦
国
期
の
宗
像
氏
が
こ
れ
ら
の
海
域
と
浦
々
に
支
配
力
・
影
響
力
を
も
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
写
し
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
内
容
が
段
階
的
・

重
層
的
に
成
立
・
変
化
し
て
い
る
部
分
は
あ
り
、
江
戸
時
代
に
創
出
も
し
く
は
改
変
さ

れ
た
部
分
が
あ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
、
古
代
か
ら
続
い
た
宗
像
大
宮
司
家

に
よ
る
支
配
が
終
焉
を
迎
え
た
後
の
江
戸
時
代
に
お
い
て
な
お
、「
宗
像
殿
時
代
」
の

取
り
決
め
が
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
れ
も
ま
た

中
世
宗
像
大
宮
司
家
の
浦
々
へ
の
影
響
力
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

「
海
灘
境
目
之
事
」
は
、
こ
の
海
域
の
漁
場
範
囲
、
漁
業
権
に
つ
い
て
総
合
的
に
示

す
、
現
在
知
ら
れ
る
最
古
の
史
料
と
し
て
、
非
常
に
高
い
価
値
が
あ
る
も
の
と
評
価
で

き
る
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
古
代
の
宗
像
氏
に
よ
る
海
の
「
支
配
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

か
は
、
な
お
慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
一
史
料
と
な
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
「
宗
像
の
内
」
と
さ
れ
た
向
こ
う
側
の
海
域
に

つ
い
て
の
史
料
の
検
討
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
神
功
皇
后
崩
御
か
ら
宝
暦
十
年

（
一
七
六
〇
）
ま
で
の
記
録
で
あ
る
『
香
椎
宮
編
年
記
』
（
126
）
に
は
、
香
椎
宮
の
創
建
当

時
の
「
神
境
」
が
「
東
ハ
鴨
山
、
西
ハ
壱
岐
、
南
ハ
住
吉
、
北
ハ
尾
呂
」
を
四
限
と
し

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
香
椎
宮
の
近
隣
の
香
椎
Ｂ
遺
跡
（
福
岡
市
東
区
）
か
ら
は
「
壱
岐
島
雑
掌
」
の

存
在
を
示
す
十
二
世
紀
頃
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
な
ど
、
中
世
初
期
に
は
日
宋
貿
易

を
背
景
と
す
る
香
椎
宮
と
壱
岐
と
の
関
係
は
確
か
め
ら
れ
る
（
127
）
。「
尾
呂
」
は
小
呂
島

の
こ
と
と
み
ら
れ
（
128
）
、
香
椎
宮
の
神
境
と
い
う
海
域
は
「
海
灘
境
目
之
事
」
で
「
宗

像
の
内
」
と
さ
れ
た
海
域
と
ほ
ぼ
接
す
る
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
奈
多
浦
は
内
海

で
あ
る
博
多
湾
を
介
し
て
は
香
椎
宮
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
宗、

像、

の、

外、

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
像
氏
の
実
情
も
よ
り
よ
く
見
え
て

く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て
は
、
関
連
資
料
の
発
掘
（
捜
索
）・
調
査
で
あ
る
。
波
津

浦
の
刀
根
家
と
奈
多
浦
の
漁
業
組
合
に
残
さ
れ
て
い
た
永
禄
三
年
文
書
お
よ
び
「
海
灘

境
目
之
事
」
は
、
他
の
周
辺
の
浦
々
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
勝

浦
浜
に
残
さ
れ
て
い
た
永
禄
三
年
文
書
の
原
文
書
は
既
に
失
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
特
に
波
津
浦
や
奈
多
浦
に
直
接
深
く
関
係
が
あ
る
内
容
で
は
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
や
関
連
史
料
が
、
玄
界
灘
を
中
心
と
す
る
他
の
浦
々
の
旧
家

や
漁
協
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
・
保
存
は
玄
界
灘
の

歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
の
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
（
129
）
。

さ
ら
に
は
、
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
自
治
体
史
や
民
俗
調
査
の
成
果
に
も
浴

し
つ
つ
、
現
段
階
で
筆
者
が
可
能
な
限
り
の
関
連
古
文
書
や
古
地
図
等
を
参
照
し
、
ま

た
関
係
者
の
協
力
に
よ
り
地
元
で
の
聞
き
取
り
の
成
果
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
そ
れ
で
も
な
お
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
地
名
類
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
今
後
も
関
連
資
料
を
探
し
求
め
て
い
く
つ
も
り
だ
が
、
知
見
を
お
持
ち
の

方
々
に
は
是
非
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

最
後
に
、
刀
根
家
文
書
所
蔵
者
で
、
快
く
実
見
を
許
可
い
た
だ
い
た
刀
根
博
愛
氏
、
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関
連
文
書
に
つ
い
て
諸
々
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
桑
田
和
明
氏
の
ほ
か
、
地
名
に
つ

い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
関
係
者
等
の
方
々
に
、
心
か
ら
の
謝
意
を
示
し
た
い
。

（
九
州
国
立
博
物
館
）

註（
1
）『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
三
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
。

（
2
）
大
高
広
和
「
古
代
宗
像
郡
郷
名
駅
名
考
証
（
三
）」（『
沖
ノ
島
研
究
』
三
、二
〇
一
七
年
）。

（
3
）
大
高
広
和
「
沖
ノ
島
祭
祀
と
宗
像
大
社
」（
吉
村
武
彦
・
川
尻
秋
生
・
松
木
武
彦
編
『
筑

紫
と
南
島
』
地
域
の
古
代
日
本
、
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
二
二
年
）。

（
4
）
筆
者
も
二
〇
二
一
年
十
一
月
十
七
日
に
所
有
者
で
あ
る
刀
根
博
愛
氏
の
岡
垣
町
内
の
御

自
宅
で
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
閲
覧
に
は
岡
崇
氏
・
鎌
田
隆
徳
氏
（
海
の
道
む
な
か

た
館
）、
桑
田
和
明
氏
（
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
中
世
部
会
長
）
に
同
行
い
た
だ
い

た
が
、
特
記
す
る
も
の
以
外
の
本
稿
で
示
す
見
解
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
筆
者
の
見
解
で

あ
る
。

（
5
）
刀
根
家
文
書
の
文
書
番
号
お
よ
び
文
書
名
は
、
岡
垣
町
町
史
編
さ
ん
室
作
成
の
目
録
（
福

岡
県
立
図
書
館
所
蔵
）
に
よ
る
。

（
6
）
年
紀
の
分
か
る
も
の
と
し
て
順
に
元
和
七
年
、
貞
享
五
年
、
元
禄
十
年
、
正
徳
六
年
、

宝
永
元
年
、
同
三
年
、
同
五
年
、
文
政
六
年
、
嘉
永
二
年
、
文
久
二
年
、
慶
応
二
年
、
文

政
七
年
の
文
書
が
あ
り
、
年
次
不
明
の
も
の
も
あ
る
。
内
容
は
酒
造
免
許
に
関
す
る
も
の

が
多
い
よ
う
だ
が
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
と
五
年
の
文
書
は
、
後
述
の
波
津
浦
と
芦

屋
浦
と
の
間
の
中
之
浜
の
漁
業
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
7
）『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
中
世
Ⅱ
（
一
九
九
六
年
）、桑
田
和
明
「
宗
像
氏
と
漁
場
相
論
」

（『
中
世
筑
前
国
宗
像
氏
と
宗
像
社
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
七
年
。
以

下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
①
を
松
崎

文
書
館
所
蔵
の
「
嶺
文
書
（
嶺
家
文
書
）」
と
す
る
が
（『
新
修
福
岡
市
史
』
資
料
編
中
世

一
（
二
〇
一
〇
年
）
も
同
様
）、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
（
海
の
道
む
な
か
た
館
内
）

に
保
管
さ
れ
て
い
る
市
史
編
纂
史
料
（
目
録
と
紙
焼
き
）
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
は
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
撮
影
さ
れ
た
同
文
書
館
所
蔵
中
世
文
書
の
う
ち
「（
福

間
）
今
林
文
書
」（
文
書
番
号
・
中
世
一
）
と
さ
れ
て
い
た
。
時
間
の
都
合
で
現
物
の
調

査
は
で
き
て
い
な
い
が
、
今
林
家
は
福
間
浦
の
浦
庄
屋
を
務
め
た
家
で
同
文
書
の
所
蔵
者

と
し
て
も
相
応
し
く
、
今
林
文
書
と
し
て
お
く
。

（
8
）
伊
東
尾
四
郎
編
『
宗
像
郡
誌
』
中
編
、
一
九
三
一
年
。

（
9
）
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
編
『
青
柳
種
信
関
係
資
料
目
録
』（
一
九
八
六
年
）、
四
〇
四
・

四
〇
六
号
。

（
10
）
註
（
7
）
前
掲
『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
中
世
Ⅱ
、桑
田
和
明
「
宗
像
氏
と
漁
場
相
論
」。

（
11
）
桑
田
和
明
氏
の
教
示
に
よ
る
。

（
12
）『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
中
世
Ⅱ
の
解
説
を
参
照
。

（
13
）『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』は
宗
像
郡
に
つ
い
て
は
中
村
正
夫
編
校
訂『
宗
像
郡
地
誌
綜
覧
』

（
文
献
出
版
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
は
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
編
校
訂
『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』（
中
巻
・
下
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
っ
た
。

（
14
）
註
（
7
）
前
掲
桑
田
和
明
「
宗
像
氏
と
漁
場
相
論
」。

（
15
）『
津
屋
崎
町
史
』
通
史
編
（
第
六
編
第
四
章
第
三
節
）、
一
九
九
九
年
。
た
だ
し
、
高
田

氏
は
№
四
五
Ａ
文
書
の
み
を
参
照
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。『
津
屋
崎
町
史
』
の
編
纂
史

料
が
現
在
収
蔵
さ
れ
て
い
る
福
津
市
歴
史
資
料
室
（
カ
メ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ
内
）
に
も
、
同
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文
書
の
コ
ピ
ー
の
み
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）
高
田
茂
廣
「
近
世
宗
像
郡
の
浦
」（『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
古
代
・
中
世
・
近
世
、

近
世
第
三
章
第
二
節
、
一
九
九
九
年
）。

（
17
）
ほ
ぼ
同
じ
図
は
『
筑
前
鐘
崎
漁
業
誌
』（
鐘
崎
漁
業
協
同
組
合
、
一
九
九
二
年
）
の
巻
頭

図
版
に
も
「
永
禄
三
年
〔
西
暦
一
五
六
〇
〕
庚
申
十
一
月
十
日
宗
像
氏
貞
が
示
達
し
た
海

灘
境
目
の
事
波
津
刀
根
文
書
ヨ
リ
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
中
で
は
鐘
崎
の

元
村
と
し
て
の
「
お
つ
ひ
」
に
つ
い
て
「
刀
根
家
文
書
」
に
触
れ
て
い
る
程
度
で
、
内
容

や
図
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
述
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
同
図
に
お
け
る
「
沖
之

島
の
う
ら
宗
像
の
内
な
り
と
あ
る
」
と
い
う
記
述
は
後
述
の
よ
う
に
正
し
く
な
い
ほ
か
、

花
鶴
と
新
宮
と
の
境
「
福
年
山
」
が
新
宮
と
奈
多
と
の
境
（
わ
ら
や
？
）
と
す
べ
き
位
置

に
誤
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
こ
の
ほ
か
、『
岡
垣
町
史
』
第
四
編
第
三
章
第
三
節
（
能
美
安
男
氏
執
筆
、
一
九
八
八
年
）

で
も
「
刀
根
家
文
書
」
が
宗
像
氏
貞
時
代
の
永
禄
三
年
の
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、そ
の
範
囲
は
冒
頭
か
ら「
ま
な
板
瀬
」の
部
分
ま
で
に
限
ら
れ
、ま
た「
お
つ
ひ
」を「
な

つ
い
」を
誤
読
し
て
い
る
。
た
だ
し
、近
代
の
漁
業
区
域
確
定
図（
後
述
）と
の
対
比
も
行
っ

て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

（
19
）
福
岡
市
総
合
図
書
館
文
書
資
料
課
編
・
発
行
『
平
成
一
〇
年
度
古
文
書
資
料
目
録
四
』

一
九
九
九
年
。
な
お
、奈
多
浦
漁
協
文
書
は
二
四
〇
件
、五
六
一
点
に
及
ぶ
史
料
群
で
あ
り
、

数
点
の
近
世
文
書
を
含
む
ほ
か
は
近
代
史
料
で
あ
る
。「
現
在
福
岡
県
内
の
漁
業
組
合
が

所
有
す
る
資
料
と
し
て
は
最
大
の
も
の
」
と
さ
れ
、
明
治
期
の
漁
場
範
囲
・
漁
業
権
に
関

す
る
文
書
・
絵
図
な
ど
貴
重
な
史
料
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

（
20
）
史
料
解
題
（
西
谷
正
浩
氏
執
筆
）
で
は
刀
根
家
文
書
に
同
内
容
の
文
書
が
あ
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
③
は
近
代
に
編
纂
さ
れ
た
活
字
本
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
③
の
み
の
異
同
は
基
本
的
に

省
略
し
た
。
原
本
の
調
査
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
22
）
④
青
柳
種
信
資
料
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
永
禄
三
年
文
書
の
本
文
最
後
の
三
行
と
連
署

部
分
の
み
の
断
簡
（
四
○
六
号
）
だ
が
、
こ
の
本
文
最
後
の
三
行
の
字
配
り
は
、
上
部
の

数
文
字
を
欠
損
す
る
も
の
の
②
竹
田
文
書
の
も
の
と
同
一
と
み
て
よ
い
。

（
23
）
②
で
は
こ
の
割
書
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
行
末
に
あ
り
、
こ
れ
が
原
文
書
の
ま
ま
と

す
れ
ば
、
前
者
の
場
合
で
も
複
数
回
の
書
写
を
経
て
い
る
と
言
え
る
。

（
24
）
註
（
7
）
前
掲
桑
田
和
明
「
宗
像
氏
と
漁
場
相
論
」。

（
25
）
註
（
19
）
で
触
れ
た
奈
多
浦
漁
協
文
書
全
体
を
見
回
し
て
み
て
も
、
漁
場
・
漁
業
権
に

関
す
る
資
料
は
隣
接
す
る
志
賀
島
や
香
椎
潟
、
相
島
辺
り
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ

て
い
る
。

（
26
）
④
青
柳
種
信
資
料
に
含
ま
れ
る
断
簡
は
永
禄
三
年
文
書
の
末
尾
の
部
分
の
み
で
あ
る
か

ら
、
細
か
い
文
字
の
異
同
に
目
を
つ
ぶ
れ
ば
、「
刀
根
家
文
書
」
の
末
尾
部
分
の
断
簡
で

あ
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
一
八
世
紀
以
前
の
成
立
の
③
「
新
撰
宗
像
記

考
証
」
が
永
禄
三
年
文
書
を
勝
浦
浜
に
存
在
す
る
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
後
勝
浦
浜
に

青
柳
種
信
が
調
査
に
訪
れ
る
ま
で
の
間
に
原
文
書
が
失
わ
れ
、「
刀
根
家
文
書
」
の
構
成

を
も
つ
文
書
だ
け
が
「
永
禄
三
年
の
文
書
」
と
し
て
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
想
定

を
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
す
が
に
無
理
が
あ
る
。

（
27
）
久
保
常
晴
『
日
本
私
年
号
の
研
究　

新
装
版
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
（
旧
版
は

一
九
六
七
年
）。
そ
の
成
立
は
鎌
倉
～
南
北
朝
時
代
と
考
え
ら
れ
、江
戸
時
代
に
は
「
善
記
」

以
前
の
偽
年
号
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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（
28
）
た
だ
し
、
系
図
類
で
は
宗
像
大
宮
司
家
の
初
代
は
宇
多
天
皇
の
皇
子
の
清
氏
に
架
上
さ

れ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
中
世
独
自
の
伝
承
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。

（
29
）
本
多
博
之
「
豊
臣
政
権
と
宗
像
」（『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
古
代
・
中
世
・
近
世
、

近
世
第
一
章
、
一
九
九
九
年
）。

（
30
）
藤
野
正
人
「
益
田
景
祥
と
宗
像
才
鶴
」（『
七
隈
史
学
』
二
二
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
31
）
註
（
29
）
前
掲
本
多
博
之
「
豊
臣
政
権
と
宗
像
」。
宗
像
郡
を
含
む
隆
景
隠
居
領
に
つ
い

て
は
文
禄
四
年
十
二
月
朔
日
付
で
秀
吉
朱
印
に
よ
る
知
行
宛
行
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
は
検
地
成
果
を
踏
ま
え
た
文
禄
五
年
以
降
に
発
給
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

（
32
）
あ
る
い
は
正
氏
の
次
の
大
宮
司
で
あ
る
氏
男
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
氏
貞
は
氏
男
と
大

宮
司
職
を
争
っ
た
関
係
か
ら
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
33
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
九
九
年
）
宗
像
家
文
書
二
。

　
　

一
、
浦
・
島
事

右
、
自
方
々
離
沙
汰
人
、
直
遣
使
者
、
責
取
肴
以
下
御
菜
等
事
、
太
以
不
穏
便
、
固

可
令
停
止
。
若
尚
於
不
叙
用
之
輩
者
、
向
惣
官
松
法
師
、
可
存
異
儀
歟
。
於
昵
親
彼

仁
之
族
者
、
更
不
可
打
解
心
者
也
焉
。

（
34
）
桑
田
和
明
「
中
世
の
宗
像
社
と
浦
・
島
」（
註
（
7
）
前
掲
書
、
初
出
一
九
八
八
年
）、

正
木
喜
三
郎
「
宗
像
の
海
と
大
宮
司
」（『
古
代
・
中
世
宗
像
の
歴
史
と
伝
承
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）。

（
35
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
九
二
年
）、
八
巻
文
書
九
。

（
36
）
奈
多
浦
は
玄
界
灘
と
博
多
湾
（
香
椎
潟
）
と
に
面
し
、
双
方
に
漁
場
を
有
す
る
特
異
な

浦
で
、博
多
湾
側
の
漁
場
に
つ
い
て
は
、三
苫
文
書
中
の
年
未
詳
三
月
二
十
八
日
付
の
「
香

椎
一
社
中
連
署
書
状
」（
堀
本
一
繁
「
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
「
三
苫
文
書
」」『
香
椎
Ｂ
遺
跡
』

福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
第
六
二
一
集
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
六
号
文
書
）
に
、

「
三
苫
三
ヵ
村
」
に
つ
い
て
「
殊
、
海
上
之
事
、
従
往
古
社
領
無
紛
候
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

香
椎
宮
が
保
証
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
新
宮
に
隣
接
す
る
玄
界
灘
側

の
海
域
に
つ
い
て
は
、
宗
像
大
宮
司
家
が
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
さ
ほ

ど
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
奈
多
浦
の
産
土
神
は
平
戸
の
志
々
伎
神
社
を
本
社

と
す
る
志
式
神
社
で
、
松
浦
党
と
の
関
わ
り
も
想
定
さ
れ
る
（
註
（
19
）
前
掲
目
録
の
高

田
氏
の
解
説
文
）。

（
37
）
氏
貞
没
後
、
宗
像
才
鶴
が
文
禄
四
年
ま
で
は
宗
像
大
宮
司
家
の
当
主
も
し
く
は
そ
の
跡

継
ぎ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
間
の
大
宮
司
家
の
動
勢
は
「
海
灘
境
目
之

事
」
の
理
解
に
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
現
在
研
究
が
進
展

し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
状
況
を
見
守
り
た
い
。
本
誌
掲
載
の
花
岡
興

史
氏
の
論
考
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）
桑
田
和
明
「
宗
像
氏
貞
の
遠
賀
郡
進
出
と
支
配
」（
註
（
7
）
前
掲
書
、初
出
一
九
九
九
年
）。

有
川
宜
博「
戦
国
期
の
動
乱
と
岡
垣
地
方
」（『
岡
垣
町
史
』第
三
編
第
四
章
、一
九
八
八
年
）、

同
「
い
わ
ゆ
る
「
麻
生
氏
の
族
滅
」
に
つ
い
て
」（『
金
台
寺
過
去
帳
』
芦
屋
町
文
化
財
調

査
報
告
書
第
一
〇
集
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
参
照
。

（
39
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
四
巻
、
宗
像
大
社
社
務
所
、
二
〇
一
五
年
。
第
一
宮
御
宝
殿
御
棟

上
置
札
に
は
、
棟
上
げ
に
関
わ
っ
た
（
動
員
さ
れ
た
）
関
係
者
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
は
蘆
屋
津
を
含
む
「
遠
賀
庄
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
40
）
註
（
38
）
前
掲
有
川
宜
博
「
戦
国
期
の
動
乱
と
岡
垣
地
方
」・「
い
わ
ゆ
る
「
麻
生
氏
の
族
滅
」

に
つ
い
て
」。
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（
41
）
天
正
十
四
年
四
月
十
日
に
豊
臣
秀
吉
が
毛
利
輝
元
に
発
給
し
た
朱
印
状
（
毛
利
家
文
書
。

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
八
ノ
三
、九
四
九
号
）
で
は
、「
一
門
司
・
麻
生
・
宗
像
・
山
鹿
城
々

へ
人
数
・
兵
粮
可
差
籠
事
」
と
あ
り
、
ま
た
同
年
十
月
十
六
日
の
豊
臣
秀
吉
判
物
（「
黒

田
家
譜
」
所
収
文
書
。『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
三
巻
近
世
、
一
九
九
五
年
、
四
号
文
書
）

で
も
「
麻
生
・
宗
像
両
所
之
者
共
」
と
あ
る
。

（
42
）
天
正
十
五
年
六
月
廿
八
日
付
の
小
早
川
隆
景
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
毛
利
家
文
書
、『
大

日
本
古
文
書
』
家
わ
け
八
ノ
三
、
九
八
三
号
）。
註
（
29
）
前
掲
本
多
博
之
「
豊
臣
政
権

と
宗
像
」
を
参
照
。
宗
像
社
領
と
し
て
は
、
天
正
十
五
年
以
降
、
河
西
郷
・
曲
村
・
河
東

郷
の
二
百
町
が
与
え
ら
れ
た
が
、
文
禄
四
年
に
秀
秋
が
家
督
を
継
い
で
か
ら
は
社
領
を
受

け
ら
れ
ず
、
宗
像
・
鞍
手
両
郡
を
隠
居
領
と
し
た
隆
景
か
ら
河
西
村
の
物
成
百
石
を
受
け

る
の
み
と
な
っ
た
。

（
43
）『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
三
巻
近
世
、
九
号
文
書
（
小
早
川
家
文
書
）。

（
44
）
査
定
書
は
「
漁
場
区
域
査
定
書
」、
図
面
は
［
筑
豊
沿
海
漁
業
組
合
各
浦
島
漁
場
区
域
画

定
図
］
の
名
称
で
い
ず
れ
も
福
岡
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
井
田
恒

博
『
近
代
福
岡
県
漁
業
史
』（
海
鳥
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
は
付
図
お
よ
び
付
表
と
し
て

明
治
二
四
年
（
お
よ
び
大
正
八
年
、
昭
和
八
年
）
の
漁
業
権
範
囲
が
見
や
す
く
ま
と
め
ら

れ
て
お
り
、
一
部
誤
字
な
ど
も
あ
る
が
便
利
で
あ
る
。

（
45
）
註
（
44
）
前
掲
三
井
田
恒
博
『
近
代
福
岡
県
漁
業
史
』。

（
46
）
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
註
に
示
す
も
の
の
ほ
か
、『
福
岡
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大

系
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
註
（
34
）
前
掲
桑
田
和
明
「
中
世
の
宗
像
社
と
浦
・
島
」

を
参
考
に
し
た
。

（
47
）註（
18
）前
掲『
岡
垣
町
史
』第
四
編
第
三
章
第
三
節
。
汐
入
川
以
西
へ
も
、三
分
一
を
取
っ

て
芦
屋
浦
船
の
入
漁
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
宝
永
五
年
の
文
書
に
よ
れ
ば
（
註
（
6
）

参
照
）、
中
之
浜
は
芦
屋
浦
と
波
津
浦
と
の
五
十
年
来
の
入
会
漁
場
だ
っ
た
。

（
48
）『
福
岡
県
地
理
全
誌
』（
糟
屋
郡
・
宗
像
郡
・
遠
賀
郡
）
に
つ
い
て
は
、『
福
岡
県
史
』
近

代
史
料
編
、
福
岡
県
地
理
全
誌
（
一
・
二
）（
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
。

（
49
）
作
成
年
代
は
未
詳
な
が
ら
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
所
蔵
（
そ
の
他
購
入
資
料
中
の
斎
藤

文
書
。
福
岡
市
総
合
図
書
館『
平
成
一
四
年
度
古
文
書
資
料
目
録
八
』二
〇
〇
三
年
）の「
宗

像
郡
図
」
や
、
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
遠
賀
郡
図
」（
河
崎
（
五
）
家
文
書
）
に
「
黒

崎
ノ
ハ
ナ
」
と
見
え
る
。
ま
た
、
伊
能
大
図
に
も
「
黒
崎
」
と
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
触

れ
る
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
の
絵
図
は
、
同
館
の
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
（
貴
重
資
料
の

紹
介
）
で
画
像
が
公
開
さ
れ
て
お
り
、
年
代
等
の
説
明
も
同
ペ
ー
ジ
か
ら
の
情
報
に
よ
っ

て
い
る
。

（
50
）
註
（
17
）
前
掲
『
筑
前
鐘
崎
漁
業
誌
』
一
一
〇
頁
。

（
51
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
三
巻
、
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
二
〇
〇
九
年
。
同
書
中
に
「
お

つ
ひ
の
う
ら
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
。
正
月
十
七
日
の
許
斐
踏
歌
事
で
は
「
陪
従
歌
、
御

神
楽
次
第
、
金
崎
ニ
同
」
と
記
さ
れ
、
織
幡
宮
の
所
在
地
と
し
て
「
金
崎
」
の
地
名
が
き

ち
ん
と
残
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。

（
52
）『
筑
前
国
続
風
土
記
』
は
、
伊
東
尾
四
郎
校
訂
『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
文
献
出
版
、
一

九
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
53
）「
津
日
の
浦
」
を
延
喜
兵
部
式
に
載
る
「
津
日
」
駅
に
宛
て
る
説
は
採
ら
な
い
。「
津
日
」

駅
は
津
丸
駅
の
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
る
（
大
高
広
和
「
古
代
宗
像
郡
郷
名
駅
名
考
証
（
二
）」

『
沖
ノ
島
研
究
』
二
、
二
〇
一
六
年
）。

（
54
）
宗
像
市
上
八
に
辻
元
末
（
つ
じ
も
と
う
ら
）
と
い
う
地
名
が
残
る
が
、
地
形
か
ら
す
る
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と
往
時
は
こ
の
辺
り
ま
で
小
規
模
な
入
り
海
が
入
り
込
ん
で
い
て
、「
お
つ
ひ
」
の
浦
の

中
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
拾
遺
』（「
上
八
村
」
の
項
）
に
は
「
本
末
（
も

と
う
ら
）」
の
地
名
が
見
え
、
ま
た
「
村
の
西
に
辻
と
い
ふ
地
あ
り
。
こ
れ
古
昔
、
津
日

駅
の
名
の
残
り
て
訛
り
伝
ふ
る
な
る
べ
し
。」と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、「
辻
元
末
」

は
「
お
つ
ひ
の
も
と
う
ら
」
が
訛
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
55
）
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
二
月
十
七
日
付
の
宗
像
氏
家
臣
連
署
坪
付
（『
宗
像
大
社

文
書
』
第
三
巻
、
吉
田
公
一
氏
奉
納
文
書
三
号
）
に
「
鐘
崎
村
」「
鐘
崎
浦
屋
敷
」
な
ど

と
見
え
て
お
り
、
同
書
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
同
文
書
中
で
鐘
崎
村
は
上
八
村
の
枝
村
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、天
正
六
年（
一
五
七
八
）の
第
一
宮
御
宝
殿
御
棟
上
置
札
に
も
、

「
小
開
浦
」
の
ほ
か
に
「
鐘
崎
」
が
見
え
る
（『
宗
像
大
社
文
書
』
第
四
巻
）。

（
56
）
山
中
長
俊
置
兵
粮
水
夫
飯
米
渡
状
（『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
三
巻
近
世
、四
八
号
文
書
（
山

中
山
城
守
文
書
））。

（
57
）
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
「
織
幡
宮
御
縁
起
」（
宗
像
大
社
所
蔵
社
務
書
類
）
に
、
織

幡
宮
の
「
右
の
方
塩
井
待
を
京
泊
と
い
ふ
、
お
つ
い
の
浦
に
つ
ら
な
り
」
と
あ
る
と
さ
れ

る
が
（
河
窪
奈
津
子
「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
宗
像
大
宮
司
の
社
領
支
配
」『
神
道
宗
教
』

二
二
二
・
二
二
三
、
二
〇
一
一
年
）、
こ
れ
は
縁
起
と
い
う
史
料
の
性
格
か
ら
古
い
表
現

が
残
っ
て
い
る
も
の
と
解
し
た
い
。

（
58
）「
黒
田
家
譜
」
巻
十
四
（
川
添
昭
二
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
一
巻
、
文
献
出
版
、
一

九
八
三
年
）。
掟
書
の
宛
先
の
浦
々
は
、
糟
屋
郡
が
「
箱
崎
、
な
た
、
湊
、
花
鶴
、
相
島
」、

宗
像
郡
が
「
福
間
、
つ
や
崎
、
わ
た
り
、
勝
浦
、
神
湊
、
大
島
、
江
口
、
鐘
崎
、
地
島
」

で
あ
る
。
御
牧
郡
（
遠
賀
郡
）
は
「
戸
畑
、
若
松
幷
島
郷
中
」
と
あ
る
。

（
59
）『
津
屋
崎
町
史
』
資
料
編
上
巻
（
一
九
九
六
年
）、
近
世
二
七
号
文
書
。

（
60
）「
江
口
浦
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
釣
川
の
付
け
替
え
工
事
に
よ
っ
て
江
口
の
「
浦
人
」

は
本
業
を
廃
し
て
専
ら
農
業
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
至
っ

て
「
鐘
崎
と
神
湊
と
の
間
、
古
川
の
辺
の
海
浜
に
僅
ば
か
り
の
漁
場
を
受
て
此
浦
の
所
有

と
し
、
漁
釣
の
利
を
再
興
す
。
海
上
に
於
て
は
神
湊
・
大
島
・
地
島
・
鐘
崎
等
の
漁
人
と

入
合
に
定
ら
む
。」
と
い
う
事
情
の
た
め
で
あ
る
（『
拾
遺
』）。
た
だ
し
『
地
理
全
誌
』
に

よ
れ
ば
江
口
浦
の
漁
業
は
再
び
廃
さ
れ
、
鐘
崎
村
の
漁
場
が
「
江
口
浦
ヨ
リ
遠
賀
郡
波
津

浦
マ
デ
一
里
十
七
町
二
十
間
」、神
湊
村
の
漁
場
が
「
東
江
口
川
ニ
至
ル
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
61
）『
宗
像
大
社
文
書
』第
三
巻
。
戊
本
で
は「
大
勝
浦
年
毛
社
祭
事
」の
本
文
に
同
文
が
あ
る
が
、

「
勝
浦
浜
」
を
「
勝
浦
」
と
し
て
い
る
。

（
62
）
註
（
7
）
前
掲
桑
田
和
明
「
宗
像
氏
と
漁
場
相
論
」。

（
63
）金
内
家
文
書
二
七
一
号（
一
八
世
紀
末〔
寛
政
年
間
〕頃
。
新
宮
町
歴
史
資
料
館
寄
託
資
料
。

二
〇
一
四
年
七
月
二
二
日
実
見
。
福
岡
県
立
図
書
館
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
以
下
金
内
家
文
書
中
の
絵
図
類
に
つ
い
て
は
同
様
）。
同
図
に
は
「
神
湊
浦
漁

場
堺
ヨ
リ
同
浦
陸
境
迄
八
町
」
と
あ
り
、
概
ね
現
況
に
合
う
。

（
64
）
註
（
34
）
前
掲
桑
田
和
明
「
中
世
の
宗
像
社
と
浦
・
島
」
で
は
、
福
津
市
勝
浦
（
字
古
賀
）

の
空
間
（
空
閑
・
古
賀
）
神
社
の
存
在
か
ら
、
同
地
周
辺
を
今
古
賀
と
比
定
し
て
い
る
が
、

こ
の
「
古
賀
」
に
対
し
て
の
「
今、

古
賀
」
で
あ
り
、
別
の
場
所
と
考
え
ら
れ
る
。

（
65
）
福
津
市
教
育
委
員
会
池
ノ
上
宏
氏
を
介
し
て
、
津
屋
崎
漁
協
の
赤
間
氏
の
教
示
を
得
た
。

（
66
）
福
岡
市
総
合
図
書
館
所
蔵
の
「
宗
像
郡
図
」（
註
（
49
）
参
照
）
に
「
マ
ナ
イ
タ
セ
」、

九
州
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
高
畠
文
書
中
の
宗
像
郡
図
（
一
一
号
、「
宗
像
郡　

拾
五
枚
之

内
」、
一
九
世
紀
）
に
「
マ
ナ
板
」
と
見
え
る
。
主
要
な
絵
図
類
で
は
こ
の
付
近
に
は
鼓

島
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

33



（
67
）『
津
屋
崎
町
史
』
資
料
編
上
巻
、
近
世
一
六
号
文
書
（「
年
毛
宮
社
記
」
年
毛
神
社
文
書
）。

（
68
）『
福
間
町
史
』
資
料
編
三
今
林
家
文
書
（
一
九
九
七
年
）、
一
八
七
号
文
書
。

（
69
）『
地
理
全
誌
』は
神
湊
の
漁
場
に
つ
い
て
は「
西
四
塚
勝
島
ヨ
リ
」と
記
し
、明
確
で
は
な
い
。

「
四
塚
」
と
は
こ
こ
で
は
草
崎
半
島
の
こ
と
。

（
70
）
金
内
家
文
書
二
七
二
号
。
草
崎
半
島
の
形
状
の
正
確
性
を
や
や
欠
い
て
い
る
が
、
北
西

端
よ
り
も
や
や
南
の
瀬
が
あ
る
地
点
に
「
立
神
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、寛
政
六
年
（
一

七
九
四
）
の
「
新
宮
福
間
津
屋
崎
勝
浦
四
ヶ
浦
鰯
干
場
浜
絵
図
」（
同
二
八
六
号
）
に
は
、

位
置
を
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
草
崎
半
島
の
津
屋
崎
側
（
西
側
）
に
「
立
が
み
石
」
と

し
て
直
立
す
る
石
の
よ
う
な
も
の
を
描
い
て
い
る
。

（
71
）
註
（
13
）
前
掲
中
村
正
夫
編
校
訂
『
宗
像
郡
地
誌
綜
覧
』
所
収
。

（
72
）『
津
屋
崎
町
史
』
資
料
編
上
巻
、
近
世
二
一
二
号
文
書
（「
筑
前
国
宗
像
郡
年
毛
神
社
記

（
写
）」）。

（
73
）『
続
風
土
記
』
で
は
「
神
湊
」
の
項
で
「
又
此
北
の
海
中
に
勝
島
と
て
小
島
あ
り
。
民
家

少
あ
り
。」
と
あ
り
、『
筑
陽
記
』
で
も
「
幸
湊
（
神
湊
）」
に
関
す
る
記
述
の
末
尾
に
「
当

所
ヨ
リ
一
町
計
渡
海
ノ
島
ナ
リ
。
廻
リ
一
里
嶼
也
。
民
家
二
竈
ア
リ
。（
後
略
）」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、正
保
年
間
の
国
絵
図
（
一
六
四
七
年
頃
。
註
（
99
）
参
照
）
で
は
「
家

村
な
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
74
）
寛
永
十
七
年
の
定
書
と
明
治
五
～
六
年
の
書
き
上
げ
が
「
草
崎
（
山
）
出
鼻
」
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
、『
地
理
全
誌
』
や
明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域
査
定
書
は
「
草
崎
山
（
地
）

曽
根
」
と
し
て
お
り
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
明
治
二
四
年
の
漁
場
図
に
よ
れ
ば
、
草

崎
半
島
の
北
東
端
よ
り
や
や
西
の
位
置
か
ら
勝
島
の
南
端
に
向
か
っ
て
線
が
引
か
れ
て
い

る
。
地
形
的
に
は
寛
永
十
七
年
の
「
草
崎
出
鼻
」
は
草
崎
半
島
の
北
東
端
の
岬
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
が
、
平
ら
な
磯
場
の
あ
る
北
西
端
を
「
草
崎
出
鼻
」
＝
「
ま
な
板
瀬
」
と
想

定
し
た
い
。

（
75
）
註
（
15
）
前
掲
『
津
屋
崎
町
史
』
通
史
編
（
第
六
編
第
四
章
第
三
節
）。

（
76
）『
津
屋
崎
町
史
』
資
料
編
上
巻
、
近
世
一
五
号
文
書
。

（
77
）『
福
間
町
史
』
資
料
編
三
今
林
家
文
書
、
一
六
九
号
文
書
。

（
78
）『
津
屋
崎
の
民
俗
』第
一
集
、津
屋
崎
町
史
民
俗
調
査
報
告
書
、一
九
九
七
年
。『
拾
遺
』（「
福

間
浦
」
の
項
）
で
は
「
大
頭
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
大
額
」
の
誤
り
だ
ろ
う
。

（
79
）福
津
市
教
育
委
員
会
の
井
浦
一
氏
よ
り
教
示
を
得
た
。
な
お
、旧
下
西
郷
村
の
小
字
に「
苅

免
川
」
が
あ
る
（「
明
治
十
五
年
字
小
名
調
」『
福
岡
県
史
資
料
』
第
六
輯
、
一
九
三
六
年
。

以
下
、
小
字
に
つ
い
て
は
特
記
し
な
い
も
の
は
こ
れ
に
よ
る
）。

（
80
）『
福
間
町
史
』
資
料
編
三
今
林
家
文
書
、
三
号
文
書
（
今
林
賢
次
文
書
）。

（
81
）『
続
風
土
記
』（
糟
屋
郡
裏
「
花
見
松
原
」
の
項
）
に
は
、
花
鶴
村
は
昔
は
漁
人
が
い
て

花
津
留
浦
と
い
っ
た
が
、
今
は
農
民
の
み
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
82
）
金
内
家
文
書
二
五
八
号
。

（
83
）
明
治
十
年
に
は
「
ト
ヲ
テ
ン
川
北
岸
」
か
ら
「
相
島
中
央
」
を
見
通
し
た
ラ
イ
ン
が
両

浦
の
境
と
確
認
さ
れ
て
い
る
（『
福
間
町
史
』
資
料
編
三
今
林
家
文
書
、
二
〇
二
号
文
書
）。

旧
久
保
村
（
古
賀
市
）
に
「
東
田
（
ト
ウ
デ
ン
）」
の
小
字
が
あ
り
、
現
在
も
中
川
と
大

根
川
に
挟
ま
れ
た
位
置
に
国
道
三
号
線
「
久
保
石
原
（
東
田
）」
交
差
点
が
あ
る
。「
ト
ヲ

テ
ン
川
（
東
田
川
）」
は
川
筋
に
し
て
「
千
鳥
池
流
」
か
ら
も
う
一
本
南
、
大
根
川
（
花

鶴
川
）
よ
り
一
本
北
の
中
川
の
こ
と
で
、
さ
ら
に
浦
境
が
移
動
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ

の
浦
境
は
明
治
二
四
年
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

（
84
）
註
（
48
）
前
掲
『
福
岡
県
史
』
近
代
史
料
編
、福
岡
県
地
理
全
誌
（
二
）
巻
頭
付
図
。
な
お
、
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現
在
も
苅
和
布
川
の
北
側
は
福
津
市
花
見
が
浜
お
よ
び
花
見
が
丘
、
南
側
は
同
花
見
の
里

と
い
う
地
名
と
な
っ
て
い
る
。

（
85
）「
河
津
伝
記
」
所
引
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
八
月
三
日
大
内
氏
評
定
衆
連
署
奉
書
写
（『
宗

像
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
中
世
Ⅱ
、
二
八
二
号
）
に
よ
れ
ば
、
大
内
氏
の
御
料
所
と
な
っ

て
い
た
。

（
86
）「
正
任
記
」文
明
十
年（
一
四
七
八
）十
月
十
八
日
条（『
宗
像
市
史
』史
料
編
第
二
巻
中
世
Ⅱ
、

一
七
六
・
一
七
七
号
）、「
河
津
伝
記
」
所
引
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
十
一
月
廿
七
日
大

内
義
興
下
文
写
・
同
安
堵
状
写
（
同
二
三
四
号
）、「
薦
野
家
譜
」
所
引
永
禄
三
年
（
一
五

六
〇
）
二
月
廿
四
日
付
大
友
義
鎮
宛
行
状
写
・
年
次
不
明
八
月
廿
六
日
大
友
義
鎮
宛
行
状

写
・
同
書
状
写
（
同
四
〇
七
・
四
〇
八
号
）
な
ど
。

（
87
）「
河
津
伝
記
」
所
引
の
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
か
と
さ
れ
る
十
一
月
六
日
付
宗
像
氏

貞
預
ケ
状
写
（
同
五
二
一
号
）
で
は
、
氏
貞
は
河
津
隆
家
に
宗
像
社
領
の
「
福
万
庄
西
郷

内
隆
家
私
領
分
代
官
職
」
を
預
け
置
い
て
い
る
が
、
永
禄
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
に
大

友
宗
麟
が
氏
貞
に
隆
家
の
殺
害
を
命
じ
た
書
状
（
吉
弘
文
書
、
同
五
三
一
号
）
で
は
西
郷

三
一
〇
町
分
が
大
友
氏
の
料
所
と
さ
れ
て
い
る
。

（
88
）
註
（
８
）
前
掲
『
宗
像
郡
誌
』
中
編
。
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
か
と
さ
れ
る
五
月
十

九
日
の
薦
野
弥
介
宛
の
戸
次
道
雪
書
状
（
薦
野
文
書
、
同
六
一
〇
号
）
に
は
、「
西
郷
五

町
分
」
と
見
え
る
。

（
89
）
太
宰
府
天
満
宮
文
書
（『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
一
七
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
90
）『
福
間
町
史
』
資
料
編
三
今
林
家
文
書
、
一
九
九
号
文
書
。

（
91
）
薄
原
山
に
浦
境
が
移
っ
た
経
緯
は
未
詳
だ
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
明
治
十
年
に
「
ト
ヲ
テ

ン
川
」
が
浦
境
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
註
（
83
）
参
照
）。

（
92
）
奈
多
浦
漁
協
文
書
に
つ
い
て
は
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

参
照
し
た
。
明
治
十
年
七
月
十
三
日
の
「
奈
多
志
賀
漁
場
約
定
」（
十
七
号
）
に
含
ま
れ

る
明
治
七
年
八
月
の
年
紀
を
持
つ
奈
多
浦
漁
場
図
で
は
、
龍
王
崎
か
ら
塩
屋
鼻
ま
で
を
描

い
て
お
り
、「
明
治
七
年
頃
ナ
ラ
ン
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
奈
多
浦
抱
浜
ノ
図
」（
五
〇
号
）

も
「
龍
王
ハ
ナ
」
か
ら
「
塩
屋
」
を
描
い
て
い
る
。

（
93
）
沖
合
い
に
は
シ
オ
ヤ
瀬
が
あ
り
、
海
の
中
道
海
浜
公
園
内
の
岬
に
は
シ
ー
サ
イ
ド
テ
ラ

ス
シ
オ
ヤ
と
い
う
建
物
が
建
っ
て
い
る
。
こ
の
付
近
か
ら
は
沖
ノ
島
が
遠
望
で
き
る
。

（
94
）「
大
田
資
料
」
三
二
七
号
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
写
で
、原
本
は
元
禄
十
四
年
（
一

七
〇
一
）
の
作
製
。
描
か
れ
て
い
る
景
観
は
元
禄
八
年
の
も
の
と
い
う
。

（
95
）こ
の
位
置
関
係
は『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』（
以
下
、『
附
録
』と
す
る
）巻
八（
那
珂
郡
下
）

所
収
の
「
志
賀
大
明
神
社
」
の
絵
図
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
（『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』

上
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
七
七
年
）。

（
96
）
明
治
九
年
六
月
の
「
奈
多
志
賀
漁
場
約
定
」（
一
四
号
）
な
ど
。
厳
密
に
は
漁
法
に
よ
り

細
か
く
規
定
さ
れ
、
明
治
二
四
年
の
漁
場
区
域
査
定
書
で
は
、
塩
屋
崎
か
ら
三
一
一
間
東

（
奈
多
側
）
の
谷
口
松
ま
で
の
間
の
地
先
が
両
浦
の
諸
漁
入
会
、
谷
口
松
か
ら
さ
ら
に
一

五
〇
間
東
の
尾
掛
松
ま
で
の
間
の
地
先
は
奈
多
浦
に
諸
漁
一
切
の
権
利
を
認
め
つ
つ
、
志

賀
島
浦
も
鰕
網
・
建
網
の
権
利
を
持
つ
入
会
漁
場
と
さ
れ
て
い
る
。

（
97
）
こ
の
下
に
割
書
で
「
按
に
安
芸
厳
島
の
縁
起
に
、
筑
前
国
恩
賀
島
よ
り
遷
し
祭
る
よ
し

い
へ
る
。
恩
賀
島
ハ
則
此
オ
ン
ガ
ウ
島
な
る
べ
し
。」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、

「
恩
」
は
元
々
「
息
（
オ
キ
）」
の
誤
り
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
が
、

検
証
は
で
き
て
い
な
い
。

（
98
）
川
村
博
忠
編
『
江
戸
幕
府
撰
慶
長
国
絵
図
集
成　

付
江
戸
初
期
日
本
総
図
』
柏
書
房
、
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二
〇
〇
〇
年
。

（
99
）『
福
岡
県
史
資
料
』
第
六
輯
（
名
著
出
版
、
一
九
七
二
年
、
一
九
三
六
年
初
版
）
付
図
、

お
よ
び
正
保
の
国
絵
図
の
文
化
・
文
政
年
間
頃
の
写
し
と
考
え
ら
れ
て
い
る
福
岡
県
立
図

書
館
所
蔵
の
「
筑
前
国
十
五
郡
三
図
」。
ま
た
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
「
正
保

日
本
総
図
」（
三
好
唯
義
・
小
野
田
一
幸
『
図
説
日
本
古
地
図
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
新
装
版
）、

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
四
年
）
も
「
御
号
島
」
と
す
る
。

（
100
）
九
州
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
「
御
国
絵
図
」。
左
記
で
画
像
の
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。

　
　

http://hdl.handle.net/2324/432428

（
101
）
江
戸
後
期
に
民
間
に
流
布
し
た
精
緻
な
日
本
図
と
し
て
名
高
い
長
久
保
赤
水
の
「
改
正

日
本
輿
地
路
程
全
図
」（
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
初
刊
）
に
も
「
御
号
島
」
と
記
さ
れ

て
い
る
（
小
林
茂
ほ
か
編
『
鎖
国
時
代　

海
を
渡
っ
た
日
本
図
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
九
年
）。
な
お
、
詳
細
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
古
地
図
類
に
は
「
御
弓
島
（
オ

ユ
ミ
シ
マ
）」「
御
宇
島
（
ミ
ウ
シ
マ
）」
な
ど
と
表
記
す
る
事
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
御

号
島
」
の
誤
っ
た
表
記
と
考
え
ら
れ
る
。

（
102
）
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
七
月
十
二
日
関
東
御
教
書
（
鎌
倉
遺
文
七
四
五
八
号
）、
同
五

年
五
月
三
日
六
波
羅
書
下
（『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
、
三
一
号
）。
ど
ち
ら
も
宗
像
社

側
が
勝
訴
し
て
い
る
。
後
者
の
文
書
に
よ
れ
ば
、「
昔
」
か
ら
宗
像
大
宮
司
の
所
領
で
あ
っ

た
。

（
103
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
。

（
104
）『
続
風
土
記
』
巻
二
提
要
下
、
海
島
の
項
で
は
、「
於
呂
島
〈
志
摩
郡
〉」
と
し
て
い
る
。

（
105
）
高
田
茂
廣
『
玄
界
灘
に
生
き
た
人
々
』
海
鳥
社
、
一
九
九
八
年
、
六
〇
頁
。
ま
た
西
浦

の
漁
師
が
小
呂
島
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
宗
像
か
ら
移
住
し
て
き
た
と
い
う
老
婆
が
い
て
、

そ
れ
を
送
り
返
し
た
と
い
う
逸
話
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
典
拠
は
九
州
大
学
図
書
館
所
蔵

の
「
梔
子
文
庫
」（
支
子
文
庫
）
中
の
小
呂
島
常
番
の
記
録
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
成

稿
す
る
ま
で
に
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

（
106
）
服
部
英
雄
「
宗
像
大
宮
司
と
日
宋
貿
易
：
筑
前
国
宗
像
唐
坊
・
小
呂
島
・
高
田
牧
」（
九

州
史
学
研
究
会
編
『
境
界
か
ら
み
た
内
と
外
』
下
巻
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。『
附

録
』
に
は
「
漁
家
の
北
な
る
本
谷
に
出
水
あ
り
。
下
流
を
御
手
水
瀧
と
い
ふ
。
此
水
の
ミ

に
て
島
中
に
井
泉
な
し
。
常
に
雨
露
を
湛
置
て
用
水
と
す
。
炎
暑
天
水
乏
し
き
に
あ
へ
ば
、

順
風
を
ま
ち
て
西
浦
又
ハ
壱
岐
の
勝
本
よ
り
用
水
を
漕
取
る
と
そ
。」
と
あ
る
が
、
通
常

時
で
あ
れ
ば
水
の
補
給
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
107
）
申
叔
舟
著
・
田
中
健
夫
訳
注
『
海
東
諸
国
紀
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
。
地
誌
・
事

典
類
で
は
、『
拾
遺
』
な
ど
が
『
海
東
諸
国
紀
』
に
は
「
於
露
島
」
と
あ
る
と
し
て
そ
れ

が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
古
い
版
本
で
は
「
於
路
島
」
と
な
っ
て
お
り
適
切
で
な
い
。
た

だ
し
、『
附
録
』
の
編
纂
者
で
あ
る
加
藤
一
純
が
奉
納
し
た
と
い
う
太
宰
府
天
満
宮
所
蔵

の
写
本
で
は
「
於
露
島
」
と
な
っ
て
お
り
（
太
宰
府
天
満
宮
文
化
研
究
所
編
『
天
神
絵
巻
』

大
宰
府
天
満
宮
、
一
九
九
一
年
）、
青
柳
種
信
も
同
書
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
か
ら
（
田
中
健
夫
「『
海
東
諸
国
紀
』
の
日
本
・
琉
球
図
」『
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際

認
識
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）、「
於
露
島
」
と
い
う
説
は
こ

の
辺
り
か
ら
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
108
）註（
107
）前
掲
岩
波
文
庫
本
は「
短
島
」を
山
口
県
の
角
島
と
注
解
し
て
い
る
が
、同
書
の「
日

本
国
西
海
道
九
州
之
図
」
に
も
「
短
島
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
位
置
が
於

島
（
大
島
）
の
右
（
東
）、
本
州
よ
り
下
（
南
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
宗
像
の
地

島
か
ら
関
門
海
峡
の
入
口
に
位
置
す
る
彦
島
（
引
島
）
に
か
け
て
の
い
ず
れ
か
の
島
（
ほ
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か
に
白
島
・
藍
島
・
六
連
島
な
ど
）
と
考
え
ら
れ
る
。
音
が
合
う
も
の
は
見
出
せ
な
い
が
、

中
世
に
「
小
島
」
と
言
っ
た
地
島
か
、「
低
い
島
」
が
島
名
の
由
来
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
彦
島
を
「
短
島
」
に
あ
て
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
109
）中
村
栄
孝「『
海
東
諸
国
紀
』の
撰
修
と
印
刷
」（『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』上
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
五
年
）。
註
（
107
）
前
掲
田
中
健
夫
「『
海
東
諸
国
紀
』
の
日
本
・
琉
球
図
」。

（
110
）
佐
伯
弘
次
「
中
世
後
期
の
宗
像
氏
と
朝
鮮
」（
川
添
昭
二
・
網
野
善
彦
編
『
中
世
の
海
人

と
東
ア
ジ
ア
』
海
鳥
社
、
一
九
九
四
年
）。

（
111
）『
海
東
諸
国
紀
』
で
は
地
図
に
「
藍
島
」
と
あ
る
ほ
か
、応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
「
筑

前
州
相
以
島
大
将
軍
源
朝
臣
正
家
」
と
い
う
人
物
が
朝
鮮
に
遣
使
し
て
い
る
が
、
そ
の
実

態
は
未
詳
で
あ
る
。

（
112
）『
宗
像
市
史
』
史
料
編
第
三
巻
近
世
、
一
〇
号
文
書
。

（
113
）
保
立
道
久
「
中
世
前
期
の
漁
業
と
庄
園
制
」（『
歴
史
評
論
』
三
七
六
、
一
九
八
一
年
）。

中
世
前
期
、
一
二
世
紀
以
降
の
用
例
が
あ
る
。

（
114
）
大
島
・
地
島
に
加
え
相
島
の
周
辺
の
漁
場
も
「
海
難
境
目
之
事
」
に
は
現
れ
な
い
。
島
々

の
漁
業
権
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
本
文
書
の
対
象
外
な
の
で
は
と
思
う
が
、
地
島
白
浜
が

登
場
す
る
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。

（
115
）
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
よ
り
、『
新
修
宗
像
市
史
―
う
み
・
や
ま
・
か
わ
―
』
二
〇

一
九
年
（
二
三
六
頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
図
（
モ
ノ
ク
ロ
）
の
原
図
（
カ
ラ
ー
）
の
提
供
を

受
け
た
（
作
成
：
関
西
大
学
黒
木
貴
一
教
授
）。

（
116
）
安
室
知
「
百
姓
漁
師
の
漁
場
認
識
」（『
国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
』
一
、
二
〇
一
三
年
）。

（
117
）
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
中
央
水
産
研
究
所
所
蔵
、Ｃ
二
七
三
九
番
（
秋

道
智
彌
『
明
治
～
昭
和
前
期
漁
業
権
の
研
究
と
資
料
』
下
巻
、臨
川
書
店
、二
〇
二
一
年
）。

こ
の
地
点
は
「
九
、
岬
村
織
機
山
金
掛
松
ト
遠
賀
郡
島
郷
山
ト
見
通
、
津
屋
崎
ノ
鼓
島
ト

薬
師
山
ト
ノ
中
央
ニ
礒
崎
鼻
ヲ
見
出
ス
見
通
線
ノ
交
叉
点
（
マ
ガ
リ
カ
ネ
瀬
）」
と
山
ア

テ
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
て
、
対
景
図
も
付
さ
れ
て
い
る
。

（
118
）「
大
田
資
料
」
三
〇
九
号
。
成
立
年
は
不
明
だ
が
、
絵
図
の
形
状
か
ら
一
七
世
紀
後
半
以

降
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
正
保
年
間
お
よ
び
天
和
二
年
の
国
絵
図
に
つ
い
て
は
、

註
（
99
）（
100
）
参
照
。

（
119
）
九
州
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
高
畠
文
書
中
の
「
筑
前
国
海
上
絵
図
」（
二
号
、
文
久
元
年
写
）

お
よ
び
「
筑
前
国
沿
岸
絵
図
」（
五
号
、
一
九
世
紀
）。

（
120
）註（
44
）前
掲
三
井
田
恒
博『
近
代
福
岡
県
漁
業
史
』の
付
表
で
は「
立
神
瀬
」を「
辰
神
瀬
」

と
表
記
し
て
い
る
が
、こ
れ
は
誤
記
と
み
ら
れ
、こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
勝
島
沖
の
「
タ

ツ
ノ
カ
ミ
セ
」
で
は
な
い
。

（
121
）
福
津
市
教
育
委
員
会
池
ノ
上
宏
氏
を
介
し
て
、津
屋
崎
漁
協
の
赤
間
氏
よ
り
教
示
を
得
た
。

（
122
）
こ
れ
ら
が
「
奈
多
浦
漁
協
文
書
」
に
の
み
記
さ
れ
る
の
は
、先
述
の
よ
う
に
「
刀
根
家
文
書
」

の
構
成
の
都
合
と
理
解
さ
れ
る
が
、
後
者
は
や
は
り
勝
島
が
勝
浦
浜
に
帰
属
す
る
こ
と
を

特
に
補
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
123
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
三
巻
、
嶺
家
文
書
二
五
号
。

（
124
）「
元
禄
十
四
年
筑
前
図
」（『
福
岡
県
史
資
料
』
第
八
輯
、
名
著
出
版
、
一
九
七
二
年
、
一

九
三
七
年
初
版
）
に
「
高
曽
根
瀬
」、ま
た
九
州
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
「
福
岡
藩
関
係
史
料
」

中
の
絵
図
（
B
39
）
に
「
高
曽
根
」
と
あ
る
。
た
だ
し
読
み
方
は
未
詳
。

（
125
）『
昔
語
り　

福
間
あ
の
こ
ろ
』
福
間
町
教
育
委
員
会
（
平
成
四
年
度
版
）、
二
〇
五
～
二

〇
八
頁
。

（
126
）
森
田
隆
明
・
宮
川
洋
・
長
洋
一
・
新
原
正
典
『
古
代
・
中
世
の
香
椎
』
下
巻
（
櫂
歌
書
房
、
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二
〇
一
三
年
）
所
収
。
一
○
世
紀
前
半
頃
の
人
物
で
あ
る
大
中
臣
重
国
が
ま
と
め
た
も
の

を
、
一
五
世
紀
中
頃
の
武
内
氏
信
が
重
編
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
香
椎
宮
代
々
の
神
官
等

に
よ
っ
て
書
き
伝
え
ら
れ
た
も
の
（
同
上
巻
、
二
〇
一
二
年
）。

（
127
）
坂
上
康
俊
「
香
椎
Ｂ
遺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て
」・
佐
伯
弘
次
「
中
世
の
香
椎
と
香
椎
宮
」

（
註
（
36
）
前
掲
『
香
椎
Ｂ
遺
跡
』）

（
128
）東
の
鴨
山
は
宮
若
市（
旧
鞍
手
郡
）の
加
茂
山（
力
丸
ダ
ム
付
近
）と
推
定
さ
れ
て
い
る（
廣

渡
正
利
『
香
椎
宮
史
』
文
献
出
版
、
一
九
九
七
年
）。
南
の
住
吉
は
住
吉
神
社
の
あ
る
福

岡
市
博
多
区
住
吉
（
旧
那
珂
郡
）。

（
129
）
こ
う
し
た
漁
業
関
係
の
史
料
の
収
集
・
調
査
は
、
水
産
庁
の
「
漁
業
制
度
資
料
調
査
保

存
事
業
」
と
し
て
日
本
常
民
文
化
研
究
所
に
よ
っ
て
一
九
四
九
年
か
ら
お
よ
そ
五
年
間
全

国
的
に
行
わ
れ
た
が
、
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
網
野
善
彦
「
戦
後
の

日
本
常
民
文
化
研
究
所
と
文
書
整
理
」『
網
野
善
彦
著
作
集
』
一
八
、
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
九
年
、
初
出
一
九
九
六
年
。
越
智
信
也
「「
漁
業
制
度
資
料
調
査
保
存
事
業
」
と
日
本

常
民
文
化
研
究
所
」『
歴
史
と
民
俗
』
三
○
、
二
○
一
四
年
）。
た
だ
、
そ
の
成
果
と
し
て

の
史
料
の
筆
写
稿
本
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
中
央
水
産
研
究
所

お
よ
び
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
に
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
中
に
、
一
九
五
二
年
採
訪
の
福
岡
県
の
文
書
と
し
て
「
刀
根
正
三
家
文
書
」（
岡
垣
村

波
津
）、「
波
津
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
の
ほ
か
、「
相
島
漁
業
協
同
組
合
文
書
」「
野
北
漁

業
協
同
組
合
文
書
」「
柴
田
信
太
家
文
書
」（
糸
島
郡
北
崎
村
西
ノ
浦
）が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

著
者
は
未
見
で
あ
る
。
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肥
後
宗
像
家
文
書
を
中
心
に
み
る
天
正
十
四
年
以
降
の
宗
像
家
の
去
就

　
　
―
謎
の
人
物
「
宗
像
才
鶴
」
の
研
究
動
向
を
含
め
て
―

花
岡
　
興
史

は
じ
め
に

世
界
遺
産
と
な
っ
た
宗
像
大
社
の
最
後
の
大
宮
司
と
い
わ
れ
て
い
る
宗
像
氏
貞
の
子

孫
が
肥
後
宗
像
家
で
あ
る
（
１
）
。
従
来
、
大
宮
司
家
で
あ
る
宗
像
氏
の
子
孫
は
、
氏
貞

没
後
に
断
絶
し
た
と
研
究
上
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
（
２
）
。
し
か
し
、
同
家
は
、
豊
臣

秀
吉
文
書
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
史
料
を
所
持
し
て
お
り
「
宗
像
」
と
い
う
名
跡
と

氏
貞
の
血
脈
を
今
日
ま
で
繫
い
で
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
確
認
で
き
る
大
宮
司
宗
像
家

の
唯
一
の
子
孫
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
宗
像
大
社
所
蔵
の
文
書
群
が
「
宗
像
大

社
文
書
」「
宗
像
家
文
書
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
峻
別
す
る
た
め
同
家
が
所

持
し
て
い
た
文
書
群
を
「
肥
後
宗
像
家
文
書
」
と
呼
ん
で
い
る
。

従
来
、
宗
像
大
社
関
係
の
文
書
群
は
『
萩
藩
閥
閲
録
』
に
あ
る
よ
う
に
、
氏
貞
の
娘

と
婚
儀
を
も
っ
た
草
苅
重
継
が
受
け
跡
式
を
継
い
だ
と
い
う
の
が
研
究
上
の
「
常
識
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
宗
像
氏
の
系
図
等
で
草
苅
氏
が
跡
を
継
い
だ
記
述
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
宗
像
を
名
乗
ら
な
い
草
苅
氏
が
跡
を
継

い
だ
と
は
と
て
も
理
解
で
き
な
い
。
実
際
、同
氏
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
十
一
月
、

胤
継
の
代
に
宗
像
大
社
関
係
の
什
書
を
返
納
し
て
お
り
（
３
）
、
跡
式
を
継
い
だ
と
は
と

て
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
様
な
意
味
に
お
い
て
も
「
肥
後
宗
像
家
文
書
（
４
）
」
の
存
在
は
相
伝
経
緯
を
含

め
て
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
現
在
考
え
ら
れ
る
正
統
な
宗
像
大
宮
司
宗
像
氏
貞
の
唯
一
の
子
孫
で
あ

る
「
肥
後
宗
像
家
」
所
有
の
文
書
群
が
、
時
間
差
で
熊
本
県
球
磨
郡
多
良
木
町
に
寄
贈

さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
次
々
に
新
し
い
発
見
が
あ
り
、
従
来
の
学
説
や
著
者
に
よ
る
認
識

が
段
階
的
に
変
化
し
て
い
く
過
程
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
の
研
究

は
、
最
前
線
に
お
い
て
史
料
発
見
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
次
々
に
新
事
実
が
明
か
に

さ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
伝
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
る
か
ら
で
あ

る
。こ

の
趣
旨
の
た
め
段
階
ご
と
に
得
ら
れ
た
知
見
を
述
べ
て
い
く
手
法
に
よ
り
著
す
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
こ
と
は
不
明
と
し
、
読
み
進
め
る
に
従
っ

て
新
し
い
事
実
が
判
明
し
て
い
く
様
子
を
本
稿
を
と
お
し
て
感
応
し
て
頂
き
た
い
。
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第
一
章
　
肥
後
宗
像
家
文
書
の
発
見
の
経
緯

（
二
〇
一
九
年
九
月
十
八
日
記
者
発
表
）

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
九
月
十
八
日
に
多
良
木
町
に
て
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
お
こ

な
っ
た
。
こ
の
時
に
豊
臣
秀
吉
文
書
二
点
を
公
開
し
、
熊
本
県
多
良
木
町
に
在
住
し
た

宗
像
家
（
肥
後
宗
像
家
）
が
、
こ
の
文
書
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
は
断
絶
し

て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
た
宗
像
大
宮
司
宗
像
氏
貞
の
子
孫
が
熊
本
県
で
「
宗
像
」
と
い

う
名
跡
と
氏
貞
の
血
脈
を
伝
え
て
い
た
。
つ
ま
り
正
統
な
子
孫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

発
表
し
た
。
た
だ
、
こ
の
時
点
で
宗
像
家
が
所
有
し
て
い
た
文
書
群
の
正
式
な
名
称
は

決
定
し
て
お
ら
ず
、「
熊
本
宗
像
家
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
配
布
し
た
著
者
執
筆
に
よ
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
（
５
）
は
、
こ
の
こ
と

を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
で
、
や
や
長
く
な
る
が
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
掲
載
す
る
。
な

お
、
本
資
料
は
横
書
き
の
公
文
書
で
あ
っ
た
た
め
本
稿
に
掲
載
す
る
た
め
に
便
宜
上

フ
ォ
ン
ト
等
を
変
更
し
た
部
分
も
あ
る
。

資
料
Ａ
（
令
和
元
年
九
月
十
八
日
記
者
発
表
）

熊
本
県
多
良
木
町
で
発
見
さ
れ
た
宗
像
家
文
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
州
大
学　

比
較
社
会
文
化
研
究
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
士
（
比
較
社
会
文
化
）　

花
岡
興
史

　は
じ
め
に

宗
像
氏
は
、
福
岡
県
宗
像
市
に
あ
る
宗
像
大
社
の
大
宮
司
家
で
あ
る
。
宗
像
大

社
は
、
二
〇
一
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
に
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関

連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
と
し
て
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
先
祖
は
、
古
代
の
筑
前
国
の
豪
族
で
あ
る
胸
肩
君
（
む
な
か
た
の
き
み
、

胸
方
・
胸
形
・
宗
形
等
と
も
称
す
る
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
胸
肩

君
は
、
荒
海
の
玄
界
灘
を
渡
る
航
海
術
に
長
け
、
孤
島
沖
ノ
島
を
海
上
の
守
護
神

と
し
て
信
仰
し
て
い
た
。

七
世
紀
に
は
、
宗
形
徳
善
の
娘
、
尼
子
娘
（
あ
ま
こ
の
い
ら
つ
め
）
が
、
天
武

天
皇
に
嫁
ぎ
、
後
に
壬
申
の
乱
で
活
躍
す
る
高
市
皇
子
（
た
け
ち
の
み
こ
）
の
母

と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
大
宮
司
家
で
あ
る
宗
像
氏
は
、
古
代
か
ら
海
の
領
主
と
し
て
、
古
代

末
か
ら
中
世
に
は
最
も
積
極
的
に
海
外
貿
易
を
行
っ
て
お
り
、
九
州
に
お
け
る
貿

易
の
中
心
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
、
御
家
人
と
し
て
武
士
化
し
て
お
り
、
後
の
南
北
朝
時
代
も
室

町
幕
府
側
に
つ
き
合
戦
に
参
加
し
て
い
る
。
室
町
時
代
は
大
内
氏
に
属
し
て
、
宛

行
わ
れ
た
所
領
か
ら
、
黒
川
氏
を
名
乗
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
戦
国
時
代
は
宗
像
大

社
第
七
十
九
代
大
宮
司
の
宗
像
氏
貞
が
一
族
を
ま
と
め
て
い
た
。
し
か
し
、
宗
像
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家
は
氏
貞
の
病
没
後
に
断
絶
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

断
絶
し
た
と
言
わ
れ
て
い
た
宗
像
家
の
子
孫
は
肥
後
国
に
居
住
し
た
。
こ
の
こ

と
は
近
世
の
系
譜
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
肥
後
宗
像
家
の
存
在
は
等
閑
視
さ

れ
無
名
で
あ
っ
た
。
今
回
発
見
さ
れ
た
宗
像
大
宮
司
関
係
史
料
は
こ
の
肥
後
宗
像

家
が
所
持
・
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
宮
司
宗
像
家
と
同
族
で
あ
る
こ
と
が
初

め
て
実
証
さ
れ
た
。
ま
た
複
数
の
史
料
に
重
要
人
物
と
し
て
登
場
す
る
も
系
譜
に

は
一
切
名
前
が
載
ら
な
い
謎
の
人
物
「
宗
像
才
鶴
（
読
み
方
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
む
な
か
た
さ
い
か
く
」
と
す
る
）」
宛
て
の
文
書
が
今
回
初
め
て
発

見
さ
れ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
豊
臣
秀
吉
が
才
鶴
に
武
功
と
知
行
を
認

め
る
判
物
（
史
料
Ａ
）
と
軍
勢
加
勢
へ
の
朱
印
状
（
史
料
Ｂ
）
で
あ
る
。
あ
く
ま

で
仮
説
で
あ
る
が
、
最
新
の
研
究
で
は
才
鶴
を
氏
貞
後
家
＝
女
性
と
し
て
い
る
。

秀
吉
が
女
性
に
所
領
を
安
堵
す
る
判
物
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
感
状
に
は
才
鶴
が
軍
勢
を
動
員
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
も
し
女

性
で
あ
る
な
ら
ば
、
戦
国
期
の
武
家
の
女
性
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
有
効
な
史

料
で
あ
る
。

ま
た
、
才
鶴
は
次
女
の
夫
草
刈
重
継
へ
宗
像
社
大
宮
司
職
に
関
す
る
文
書
を
譲

渡
し
た
。
重
継
が
大
宮
司
跡
職
を
継
承
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
自
身
に
宛
て

た
秀
吉
文
書
は
手
放
さ
ず
宗
像
の
名
跡
を
継
い
だ
三
女
と
そ
の
婿
清
兵
衛
へ
と
遺

し
た
。
こ
の
よ
う
な
戦
国
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
宗
像
家
の
存
続
お
よ
び

文
書
伝
来
の
経
緯
が
今
回
の
史
料
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。

今
回
の
新
発
見
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
断
絶
し
た
と
さ
れ
る
宗
像
大
社
大
宮
司
家

で
あ
っ
た
宗
像
家
が
肥
後
国
で
存
続
し
た
事
実
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
才
鶴

と
い
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
働
き
を
如
実
に
示
す
。
宗
像
家
研
究
の
み
な
ら
ず
、
戦

国
か
ら
江
戸
過
渡
期
に
お
け
る
武
家
の
存
続
・
地
域
に
お
け
る
文
書
の
伝
来
な
ど
、

様
々
な
考
察
を
期
待
で
き
る
好
史
料
群
で
あ
る
。

本
史
料
の
特
徴

今
回
発
見
さ
れ
た
史
料
は
、
豊
臣
秀
吉
関
係
史
料
二
通
（
史
料
Ａ
「（
天
正

十
四
年
）
十
月
十
日
付
宗
像
才
鶴
宛
豊
臣
秀
吉
判
物
」、史
料
Ｂ
「（
天
正
十
五
年
）

三
月
二
十
八
日
付
宗
像
才
鶴
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」、
そ
の
他
で
あ
る
。
本
稿
は

秀
吉
関
係
史
料
二
通
の
み
紹
介
す
る
。

宗
像
氏
は
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
三
月
に
、
秀
吉
の
九
州
征
伐
の
折
に

大
宮
司
で
あ
る
宗
像
氏
貞
（
う
じ
さ
だ
）
が
急
死
し
た
た
め
、
断
絶
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
は
、
氏
貞
死
去
の
時
に
宗
像
家
も
断
絶
し
一
族
は
離
散
し
て
、
宗
像
家

の
相
伝
文
書
は
氏
貞
の
娘
が
嫁
い
だ
小
早
川
隆
景
の
重
臣
草
刈
重
継
の
家
に
全
て

相
伝
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（「
筑
前
宗
像
家
之
跡
職
を
賜
り
兼
領
仕
候
」「
宗

像
家
之
証
文
于
今
悉
所
持
仕
候
」『
萩
藩
閥
閲
録
』）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宗
像
家

の
相
伝
史
料
は
、
草
刈
家
に
伝
え
ら
れ
た
史
料
に
し
か
フ
ォ
ー
カ
ス
が
あ
た
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
像
家
の
相
伝
文
書
の
一
部
は
、
子
孫
の
宗
像
家

に
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

本
史
料
Ａ
・
Ｂ
は
「
宗
像
才
鶴
」
宛
の
秀
吉
の
判
物
や
朱
印
状
で
あ
り
、
氏
貞

の
後
は
才
鶴
が
一
統
を
率
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
才
鶴
宛
て
に
秀
吉
か

ら
判
物
と
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
て
お
り
、
秀
吉
は
「
宗
像
才
鶴
」
を
氏
貞
の
後
継

者
と
し
て
認
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
宗
像
才
鶴
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
「
毛
利
家
文
書
」
に
よ
り
そ
の
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存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
秀
吉
の
九
州
平
定
後
、
筑
前
は
小
早
川
隆
景

（
毛
利
元
就
の
三
男
で
、
毛
利
輝
元
の
叔
父
）
に
与
え
ら
れ
た
。
天
正
十
五
年
六

月
二
十
八
日
、
秀
吉
の
隆
景
宛
の
朱
印
状
に
は
、
原
田
弾
正
少
弼
・
麻
生
次
郎
左

衞
門
尉
と
共
に
「
宗
像
才
鶴
」
の
名
前
が
見
え
る
。
こ
の
時
、
秀
吉
は
隆
景
に
対

し
、
宗
像
才
鶴
に
三
○
○
町
の
領
知
を
筑
後
国
で
与
え
て
、「
与
力
」
と
し
て
召

し
置
く
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（「
毛
利
家
文
書
」）。

こ
の
「
宗
像
才
鶴
」
に
つ
い
て
、『
宗
像
市
史
』（
平
成
十
一
年
）
で
は
、「
こ

の
こ
と
か
ら
、本
領
を
離
れ
、隆
景
に
筑
後
国
で
所
領
を
給
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
人
物
と
し
て
、
原
田
・
麻
生
両
氏
の
ほ
か
に
『
宗
像
才
鶴
』
が
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
名
は
宗
像
大
宮
司
家
関
係
の
系
図
に
は
一
切
登
場
し
な

い
。
し
か
し
ま
っ
た
く
架
空
の
人
物
と
も
言
え
な
い
よ
う
で
、
他
の
史
料
に
お
い

て
も
こ
の
名
は
確
認
で
き
る
」
と
あ
り
、
こ
の
「
宗
像
才
鶴
」
に
つ
い
て
は
全
く

不
明
の
人
物
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
宗
像
市
史
』
で
は
、「
原
文
書
」
を
根
拠
と
し
て
「
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

『
宗
像
才
鶴
』
が
龍
造
寺
氏
ら
と
同
様
に
、
博
多
町
衆
に
諸
役
を
賦
課
す
る
実
力

を
備
え
た
人
物
で
あ
り
、
し
か
も
九
州
平
定
後
の
戦
後
処
理
に
お
い
て
も
、
原
田
・

麻
生
氏
ら
と
同
様
に
取
り
扱
う
人
物
と
し
て
、
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
才
鶴
を
重
要
視
し
て
い
る
。

ま
た
、『
宗
像
市
史
』
は
、
既
に
氏
貞
が
没
し
て
お
り
、
養
子
と
な
っ
た
の
は

益
田
（
七
内
）
元
祥
で
あ
り
、
同
一
人
物
で
は
な
い
の
で
宗
像
才
鶴
に
つ
い
て
は

宗
像
大
宮
司
関
係
の
系
図
に
は
一
切
登
場
し
な
い
「
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

人
物
で
あ
る
と
記
し
、
大
宮
司
氏
貞
亡
き
後
の
宗
像
家
当
主
に
相
当
す
る
人
物
で

あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
今
回
の
発
見
さ
れ
た
豊
臣
秀
吉
文
書
は
、
今
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
宗

像
氏
貞
亡
き
後
の
宗
像
氏
を
実
質
上
牽
引
し
た
宗
像
才
鶴
の
存
在
が
明
確
に
な
る

史
料
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
才
鶴
は
、
氏
貞
後
家
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
宗
像
記
」「
宗

像
記
追
考
」
に
よ
れ
ば
、「
氏
貞
後
家
」
に
秀
吉
が
所
領
を
与
え
た
記
録
が
見
え
、

前
述
の
「
毛
利
家
文
書
」
の
記
述
と
符
合
す
る
部
分
も
多
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
他

の
人
物
が
介
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、「
宗
像
才
鶴
」
＝
「
氏
貞
後
家
」
で
あ
る
と

判
断
で
き
る
と
い
う
。

「
大
宮
司
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、
晩
年
、
氏
貞
の
後
室
（
才
鶴
）
は
二
人
の
幼
い

娘
を
伴
い
長
州
三
隅
に
移
り
、
そ
の
時
に
宗
像
の
家
系
と
什
書
を
残
ら
ず
携
え
て

き
た
と
あ
る
。
ま
た
、
後
室
は
一
時
的
に
備
前
に
移
っ
て
お
り
、
こ
の
時
に
末
の

娘
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
娘
を
備
前
の
住
人
の
市
川
氏
に
嫁
が
せ
市
川
与
七
郎
を

宗
像
清
兵
衛
と
名
乗
ら
せ
た
と
い
う
。
ま
た
、
後
室
は
長
州
三
隅
で
そ
の
生
涯
を

終
え
た
。
了
性
院
に
は
後
家
の
石
塔
が
建
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
、
こ
の
「
大

宮
司
系
譜
」
の
三
女
の
部
分
に
「
子
孫
在
肥
後
熊
本
、
摂
州
大
坂
」
と
あ
り
、
子

孫
が
肥
後
熊
本
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
部
分
が
注
目
さ
れ

る
こ
と
は
一
切
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
像
家
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
後
、
後
を
継
い
だ
宗
像
清
兵
衛
（
実
は
市
川
与
七

郎
）
が
宗
像
家
に
残
る
重
要
文
書
（
豊
臣
秀
吉
文
書
）
を
引
き
継
ぎ
、
小
倉
に
て

細
川
忠
興
に
仕
え
た
後
に
そ
の
ま
ま
宗
像
家
に
残
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
才
鶴
は
草
刈
家
に
大
宮
司
職
に
関
す
る
文
書
を
譲
る
も
、
秀
吉
関
係

の
最
重
要
文
書
は
彼
女
自
身
に
よ
っ
て
三
女
に
養
子
婿
を
迎
え
た
「
新
生
」
宗
像

家
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
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宗
像
家
の
史
料
を
み
れ
ば
、
子
孫
は
、
豊
臣
秀
吉
没
後
に
は
紆
余
曲
折
を
経
て
、

細
川
忠
興
に
仕
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
細
川
家
の
転
封
に
従
い
熊
本
に
移
住
し
幕

末
ま
で
仕
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
史
料
が
熊
本
宗
像
家
に
残
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
秀
吉
の
朱
印
状
と
判
物
は
、
数
奇
な
運
命
を
た
ど
り
、
う
ぶ
な
状
態
を
保

ち
宗
像
、
長
州
三
隅
、
備
前
、
小
倉
、
熊
本
と
い
う
長
い
旅
を
へ
て
、
安
息
の
地

と
し
て
こ
こ
多
良
木
の
町
に
落
ち
着
い
た
と
い
え
る
。

本
史
料
は
、
ま
さ
に
豊
臣
秀
吉
の
九
州
征
討
か
ら
徳
川
幕
府
が
成
立
し
た
時
期

の
不
明
な
点
を
理
解
す
る
上
で
は
出
色
の
史
料
と
い
え
る
。
こ
の
史
料
の
発
見
に

よ
り
、
大
宮
司
家
で
あ
っ
た
宗
像
氏
と
、
肥
後
熊
本
に
移
り
住
ん
だ
宗
像
家
が
初

め
て
確
実
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

今
後
に
詳
細
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

本
史
料
の
寄
贈
者
で
あ
る
宗
像
家
に
つ
い
て

熊
本
宗
像
家
は
「
宗
像
」
と
名
乗
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
像
大
社
と

の
関
係
を
今
ま
で
明
確
に
主
張
せ
ず
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
代
々
家
内
で
語
り
継

が
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

宗
像
家
に
つ
い
て
は
、
氏
貞
の
死
去
後
に
断
絶
し
た
こ
と
を
前
提
に
今
ま
で
考

察
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
像
氏
は
、
毛
利
元
就
家
臣
の
市
川
与
七

郎
を
養
子
に
迎
え
た
。
与
七
郎
は
宗
像
清
兵
衛
と
名
乗
り
、
宗
像
家
の
史
料
を
現

在
ま
で
伝
え
る
家
の
祖
と
な
っ
た
。

細
川
氏
に
仕
え
た
清
兵
衛
を
祖
と
す
る
肥
後
宗
像
氏
は
、
大
宮
司
家
で
あ
っ
た

宗
像
家
の
名
跡
を
現
在
ま
で
伝
え
る
家
で
あ
る
。
細
川
藩
に
残
る
「
先
祖
附
」
の

抜
き
書
き
に
は
、「
清
兵
衛
は
毛
利
家
の
重
臣
で
あ
る
市
川
少
輔
七
郎
の
子
で
、

宗
像
氏
の
養
子
に
な
っ
た
が
、
騒
乱
の
た
め
宗
像
氏
の
相
続
が
困
難
と
な
っ
た
。

こ
の
と
き
筑
前
国
主
の
小
早
川
隆
景
に
従
い
、
隆
景
の
一
字
を
賜
り
景
延
と
称
し

た
。
隆
景
の
隠
居
後
は
秀
秋
に
仕
え
、
関
ヶ
原
の
戦
い
後
は
秀
秋
の
備
前
・
美
作

へ
の
転
封
に
伴
い
従
っ
た
が
、
慶
長
七
年
に
秀
秋
が
没
す
る
と
九
州
に
も
ど
り
、

細
川
忠
興
に
仕
え
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
面
で
は
大
宮
司
宗
像
氏
貞
と

の
関
係
性
は
全
く
不
明
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
ま
で
研
究
者
に
信
ぴ
ょ
う
性
に
乏
し

い
史
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

宗
像
清
兵
衛
は
、
そ
う
と
う
優
秀
な
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
、
忠
興
の
も
と
で
は

田
川
郡
・
宇
佐
郡
の
奉
行
な
ど
を
務
め
、
細
川
忠
利
の
肥
後
転
封
後
の
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
に
は
、
田
中
兵
庫
や
牧
丞
太
夫
ら
と
共
に
「
御
国
之
惣
奉
行
（
今

で
言
え
ば
、
県
の
総
務
部
長
カ
）」
に
命
じ
ら
れ
、
郡
奉
行
・
代
官
以
下
を
支
配
し
、

戸
籍
の
一
種
で
あ
る
「
人
畜
改
帳
」
な
ど
の
作
成
を
担
当
し
た
。
し
か
し
、
清
兵

衛
は
同
十
一
年
十
二
月
に
罷
免
さ
れ
、同
十
三
年
七
月
に
は
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
。

そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

清
兵
衛
の
死
後
に
嫡
子
の
加
兵
衛
が
二
〇
〇
石
で
相
続
し
た
。
加
兵
衛
に
は
吉

大
夫
、少
右
衞
門
、長
五
郎
と
い
う
三
人
の
弟
が
い
た
。
寛
永
十
八
年（
一
六
四
一
）

五
月
に
は
細
川
忠
利
死
去
に
よ
り
、加
兵
衛
と
吉
大
夫
は
殉
死
し
て
い
る
。
ま
た
、

三
男
吉
大
夫
は
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
十
二
月
に
細
川
光
尚
死
去
に
よ
り
殉
死

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
細
川
家
記
の
『
綿
考
輯
録
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

殉
死
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
時
の
藩
内
に
お
け
る
宗
像
家
の
「
格
」
を
示
し

て
い
る
。

本
史
料
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
、『
綿
考
輯
録
』
に
よ
れ
ば
、「
加
兵
衛
（
清
兵
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衛
の
長
子
）
ハ
宗
像
大
宮
司
嫡
流
正
三
位
中
納
言
宗
像
氏
貞
の
子
孫
也
、
宗
像
之

系
図
・
秀
吉
公
之
感
状
・
御
朱
印
等
同
姓
内
蔵
助
家
ニ
伝
来
、
内
蔵
助
少
右
衞
門

が
子
孫
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
清
兵
衛
の
三
男
少
右
衞
門
の
家
系
が
史
料
を

伝
え
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
驚
く
べ
き
事
に
細
川
家
は
、
宗
像
清
兵
衛
が
大
宮
司

宗
像
氏
貞
の
名
跡
を
継
い
だ
人
物
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

秀
吉
の
判
物
や
朱
印
状
は
、
宗
像
家
の
先
祖
付
に
は
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た

の
か
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
今
ま
で
の
宗
像
氏
の
研
究
で
は
、
熊
本
宗

像
家
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
像
家
は
、
幕
末
ま
で
細
川
家
に
仕
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
な
り

政
治
活
動
の
た
め
熊
本
の
地
を
離
れ
、こ
の
多
良
木
の
町
に
移
住
し
て
い
る
。よ
っ

て
、
本
史
料
が
多
良
木
町
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
衆
議
院
議
員
か
ら
、
埼
玉
県
知
事
に
転

じ
、
青
森
、
福
井
、
宮
城
、
高
知
、
広
島
、
熊
本
県
知
事
を
歴
任
し
、
東
京
府
知

事
と
な
っ
た
「
宗
像
政
」
は
こ
の
宗
像
一
族
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〈
史
料
の
概
要
〉

１　

豊
臣
秀
吉
関
係
史
料
二
通

・
史
料
Ａ
：
豊
臣
秀
吉
判
物　

宗
像
才
鶴
宛　

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
十

月
十
日
付

・
史
料
Ｂ
：
豊
臣
秀
吉
朱
印
状　

宗
像
才
鶴
宛　

天
正
十
五
年
三
月
二
十
八
日

付

〈
解
説
〉

○
史
料
Ａ
：
豊
臣
秀
吉
判
物　
（
天
正
十
四
年
）
拾
月
十
日

（
概
要
）

豊
臣
秀
吉
が
、
当
時
の
宗
像
氏
の
当
主
と
思
わ
れ
る
才
鶴
に
宛
て
た
判
物
で
あ

る
。
宗
像
氏
貞
の
後
継
者
で
あ
る
宗
像
才
鶴
の
軍
功
を
賞
し
、
知
行
を
保
証
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

（
詳
細
）

豊
臣
秀
吉
が
、
宗
像
才
鶴
に
対
し
て
島
津
氏
の
九
州
北
上
（「
島
津
背
御
下
知
、

至
筑
前
」）
を
阻
止
し
た
事
を
賞
賛
し
、
さ
ら
に
知
行
を
認
め
た
（「
當
知
不
可
有

相
違
」）
判
物
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
安
国
寺
（
恵
瓊
〈
え
け
い
〉）

と
黒
田
勘
解
由
（
孝
高
〈
よ
し
た
か
〉、
黒
田
官
兵
衛
、
如
水
）
が
申
し
伝
え
る

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
日
付
の
下
に
は
秀
吉
の
花
押
（「
悉
国
平
定
」
の
「
悉
」

の
字
）
が
据
え
て
あ
る
。

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）、
島
津
義
久
が
大
友
・
龍
造
寺
を
下
し
九
州
北
部

ま
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
お
り
、
そ
れ
を
宗
像
才
鶴
が
阻
止
し
て
い
る
。
な
お
、
当

主
の
宗
像
氏
貞
は
同
年
三
月
四
日
に
病
没
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
後
継
者
と
思
わ

れ
る
才
鶴
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
島
津
氏
は
翌
年
四
月
に
秀
吉
軍
に
降
伏
し
て
い
る
。
そ
の
歴
史
的
背
景

か
ら
本
文
書
は
天
正
十
四
年
の
も
の
で
あ
る
と
比
定
で
き
る
。

○
史
料
Ｂ
：
豊
臣
秀
吉
朱
印
状　
（
天
正
十
五
年
）
三
月
廿
八
日
付

（
概
要
）

軍
勢
と
軍
法
に
不
案
内
で
あ
る
宗
像
才
鶴
の
指
南
と
し
て
浅
野
長
政
を
指
定
し

て
い
る
。

（
詳
細
）

豊
臣
秀
吉
が
、
宗
像
才
鶴
に
宛
て
た
朱
印
状
で
、
上
方
の
人
数
（
軍
勢
）
と
軍

法
に
つ
い
て
は
不
案
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
（「
上
方
人
数
・
軍
法
以
下
可
為
無
案

内
候
之
間
」）、浅
野
弾
正
少
弼（
長
政
）に
相
談
し
そ
の
折
り
に
は
諸
事
馳
走（「
諸

事
可
馳
走
旨
」）
せ
よ
と
い
う
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
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ま
と
め
（
新
し
く
分
か
っ
た
こ
と
）

１　

今
ま
で
断
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
宗
像
大
社
の
宗
像
氏
は
、
宗
像
の
名

跡
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
宮
司
宗
像
氏
貞
の
血
筋
は
三
女
が
市
川
与
七
郎

（
の
ち
宗
像
清
兵
衛
）
と
婚
姻
す
る
こ
と
に
よ
り
受
け
継
が
れ
た
。

２　

豊
臣
秀
吉
の
文
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
秀
吉
が
宗
像
氏
貞
の
後
継
者
は
「
才

鶴
」
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。

３　

才
鶴
は
、
研
究
上
の
仮
説
と
し
て
宗
像
氏
貞
の
後
家
と
さ
れ
て
い
る
。
も
し

才
鶴
を
女
性
と
解
す
る
な
ら
ば
、
女
性
に
対
し
て
武
功
を
示
す
豊
臣
秀
吉
に
よ
る

判
物
や
朱
印
状
は
極
め
て
稀
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

今
ま
で
、『
萩
藩
閥
閲
録
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
宗
像
家
の
史
料
は
す

べ
て
草
刈
家
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
草
刈
家
は
、
一
時
、

宗
像
と
名
乗
る
も
の
の
後
に
本
名
の
草
刈
に
帰
し
て
お
り
、
実
際
の
名
跡
は
継
い

で
い
な
い
。
宗
像
家
の
在
り
方
を
示
す
豊
臣
秀
吉
文
書
は
宗
像
の
子
孫
が
受
け
継

い
で
い
る
。
大
宮
司
宗
像
家
の
名
跡
は
断
絶
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
宗
像
氏
の
子
孫
が
熊
本
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
研
究
上
で
は
ま
っ
た
く
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
検
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

５　

新
発
見
の
史
料
は
、
豊
臣
秀
吉
の
九
州
平
定
や
大
宮
司
宗
像
氏
の
研
究
を
更

に
発
展
さ
せ
る
発
見
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
は
、
史
料
の
限
界
に
よ
り
不
明
な
部
分

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
が
令
和
元
年
九
月
十
八
日
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
と
し
て
配
布
し
、
そ
の
後

二
点
の
秀
吉
文
書
の
展
示
会
で
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
、
新
発
見
の
豊
臣
秀
吉
判
物
と
朱
印
状
か
ら
関
連
資
料
を
調
査
し
新
し
く

得
ら
れ
た
知
見
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

①　

従
来
、
断
絶
し
た
と
言
わ
れ
て
い
た
宗
像
大
社
の
大
宮
司
宗
像
氏
貞
の
嫡
流
子

孫
が
細
川
家
の
家
臣
と
な
り
、
熊
本
で
そ
の
名
跡
と
血
脈
を
繫
い
で
い
た
。
そ
れ

が
肥
後
宗
像
家
で
あ
る
。

②　

細
川
家
史
料
の
「
先
祖
附
」
や
『
綿
考
輯
録
』
に
肥
後
宗
像
家
が
宗
像
大
社
大

宮
司
嫡
流
の
子
孫
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
肥
後
宗

像
氏
が
宗
像
大
社
大
宮
司
の
子
孫
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

③　

宗
像
大
社
の
相
伝
文
書
は
全
て
小
早
川
隆
景
の
重
臣
草
苅（
本
文
中
で
は
草
刈
）

氏
が
引
き
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
秀
吉
文
書
な
ど
肥
後
宗
像
家
の
正
統

性
を
示
す
重
要
な
文
書
は
同
家
が
受
け
継
い
で
現
在
ま
で
伝
え
て
い
た
。

以
上
の
内
容
は
、
今
ま
で
の
宗
像
大
社
お
よ
び
宗
像
氏
の
研
究
の
中
で
は
全
く
い
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
メ
デ
ィ
ア
で
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
全
国
的
に
注
目
さ
れ
た
。

た
だ
、
才
鶴
女
性
説
に
対
し
て
は
、
こ
の
時
は
批
判
す
る
知
見
を
持
ち
得
て
お
ら
ず

学
説
と
し
て
紹
介
し
た
の
み
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、新
た
に
判
明
し
た
内
容
に
つ
い
て
著
者
は
、同
年
十
一
月
四
日
付
け
の
『
西

日
本
新
聞
』
に
寄
稿
し
、そ
の
記
事
に
「
熊
本
で
『
名
跡
』
つ
な
い
だ
子
孫
の
存
在
」「
断

絶
さ
れ
た
宗
像
大
宮
司
家　

秀
吉
文
書
か
ら
分
か
る
こ
と
」
と
題
し
て
、
今
ま
で
い
わ

れ
て
こ
な
か
っ
た
肥
後
宗
像
家
が
大
宮
司
家
の
正
統
な
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
着
想
方
法

も
含
め
て
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
を
元
に
著
し
た
。
ま
た
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
令

和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
発
行
の
『
沖
ノ
島
研
究
』
第
六
号
に
「
新
発
見
の
豊
臣
秀

吉
文
書
と
肥
後
宗
像
家
」
と
題
し
た
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
。

こ
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
を
見
た
桑
田
和
明
氏
は
（
６
）
、「
肥
後
宗
像
家
」
に
つ
い

て
令
和
二
年
三
月
発
行
の
『
宗
像
市
史
研
究
』
第
三
号
（
７
）
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
「
研

究
ノ
ー
ト　

新
出
宗
像
才
鶴
宛
豊
臣
秀
吉
文
書
と
宗
像
才
鶴
」
と
い
う
文
章
を
掲
載
し

た
。
こ
の
中
で
、
桑
田
氏
は
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
で
「
本
稿
で
は
、
ま
ず
新
出
の
才

鶴
宛
秀
吉
文
書
の
写
真
と
解
説
文
を
掲
げ
、
内
容
を
考
察
す
る
。
次
に
文
書
を
伝
え
た

肥
後
宗
像
氏
と
宗
像
氏
と
の
関
係
を
考
察
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
桑
田
氏
は
著
者
作

成
の
公
知
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
に
つ
い
て
、
適
切
な
引
用
を
し
て
お
ら
ず
、
本
件

に
関
す
る
学
問
上
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
が
著
者
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
を
借
り
て

明
確
に
し
て
お
き
た
い
（
８
）
。

第
二
章
　
秀
吉
文
書
の
宛
所
に
あ
る
宗
像
才
鶴
に
つ
い
て

一
　
宗
像
才
鶴
研
究
の
端
緒
と
女
性
説
の
出
現

前
述
の
よ
う
に
、
肥
後
宗
像
家
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
像
氏

研
究
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
問
題
と
し
て
残
っ
た
の
が

宗
像
才
鶴
に
関
す
る
諸
問
題
で
あ
る
。

宗
像
才
鶴
に
つ
い
て
は
初
め
て
具
体
的
に
言
及
し
た
の
は
知
見
の
範
囲
で
は
、
本
多

博
之
氏
で
あ
る
。
本
多
氏
は
『
宗
像
市
史
』
（
９
）
（
平
成
十
一
年
）
の
中
で
次
の
様
に

述
べ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
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天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）に
九
州
平
定
を
終
え
た
秀
吉
は
、筑
前
一
国
と
筑
後
二
郡
・

肥
前
一
郡
半
を
小
早
川
隆
景
に
与
え
た
。
宛
所
不
明
で
あ
る
が
、
同
年
六
月
二
十
五
日

付
け
の
秀
吉
朱
印
状
（
10
）
で
は
、そ
の
際
に
筑
前
の
国
人
領
主
の
「
立
花
」「
宗
像
」「
秋

月
」「
原
田
」
の
各
氏
が
支
配
領
域
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、同
年
六
月
二
十
八
日
付
け
の
隆
景
宛
の
秀
吉
朱
印
状
（
11
）
で
は
、原
田
弾
正
少
弼（
信

種
）・
宗
像
才
鶴
・
麻
生
次
郎
左
衞
門
尉
に
そ
れ
ぞ
れ
四
百
石
・
三
百
石
・
二
百
石
の

領
知
を
筑
後
国
内
で
あ
た
え
て
「
与
力
」
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
隆
景
か
ら
所
領
を

給
与
さ
れ
た
中
に
「
宗
像
才
鶴
」
が
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
物
は
、
宗
像
大
宮
司
家

関
係
の
系
図
に
は
一
切
登
場
し
な
い
。

し
か
し
、
ま
っ
た
く
架
空
の
人
物
で
は
な
い
よ
う
で
他
の
史
料
（「
原
家
文
書
」）
で

も
名
を
確
認
で
き
る
（
12
）
。
例
え
ば
四
月
二
十
三
日
に
石
田
三
成
・
大
谷
吉
継
・
安
国

寺
恵
瓊
が
、
連
署
に
よ
り
戦
禍
で
荒
廃
し
た
博
多
に
町
衆
の
還
住
を
促
進
す
る
た
め
に

諸
役
の
免
除
を
龍
造
寺
民
部
大
夫
・
原
田
弾
正
少
弼
・
立
花
左
近
将
監
・
宗
像
才
鶴
に

命
じ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
本
多
氏
は
、「
こ
れ
は
『
宗
像
才
鶴
』
が
龍
造
寺
氏
ら
と
同
様
に
、

博
多
町
衆
に
諸
役
を
賦
課
す
る
実
力
を
備
え
た
人
物
で
あ
り
、
し
か
も
九
州
平
定
後
の

戦
後
処
理
に
お
い
て
も
原
田
・
麻
生
氏
等
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
人
物
と
し
て
、
豊

臣
政
権
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
、
本
多
氏
は
、
大
宮
司
氏
貞
は
こ
の
段
階
で
は
病
死
し
て
お
り
、
養
子
と
な
っ

た
の
は
、
大
宮
司
系
図
に
よ
れ
ば
益
田
（
七
内
）
元
堯
（
13
）
で
あ
り
、
同
一
人
物
で
は

な
い
の
で
「
宗
像
才
鶴
」
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
し
て
い
る
。

ま
た
、『
宗
像
記
』
に
は
筑
前
国
が
隆
景
に
与
え
ら
れ
た
時
、
そ
の
内
の
五
村
が
氏

貞
の
後
家
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
ま
た
『
宗
像
記
追
考
』
に
は
、
筑
前

国
夜
須
郡
の
内
の
二
〇
〇
町
と
筑
後
国
高
野
郡
内
（
竹
野
郡
カ
）
の
二
〇
〇
町
の
都
合

四
〇
〇
町
が
氏
貞
後
家
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
若
干
の
内
容

は
異
な
る
も
の
の
隆
景
の
支
配
下
に
置
い
て
氏
貞
後
家
に
所
領
給
与
が
お
こ
な
わ
れ
た

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

よ
っ
て
、「
大
宮
司
氏
貞
亡
き
後
の
宗
像
家
当
主
に
相
当
す
る
人
物
、
つ
ま
り
『
宗

像
才
鶴
』
を
氏
貞
後
家
に
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

本
多
氏
は
、
宗
像
才
鶴
に
つ
い
て
記
述
の
あ
る
六
月
二
十
八
日
付
け
の
朱
印
状
と
、

四
月
二
十
三
日
付
け
の
龍
造
寺
他
宛
て
石
田
三
成
他
連
署
状
の
二
点
に
注
目
し
、
関
連

資
料
で
あ
る
六
月
二
十
五
日
付
け
の
朱
印
状
と
『
宗
像
記
』・『
宗
像
記
追
考
』
に
よ
り

他
の
関
連
史
料
に
該
当
す
る
人
物
が
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
氏
貞
後
家
で
あ
る
可
能
性

を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
多
氏
は
「
現
段
階
で
は
こ
の
こ
と
を
立
証
す
る
材
料
は
乏
し
く
、
可
能
性

の
存
在
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
」
と
あ
く
ま
で
自
説
に
対
し
て
慎
重
な
表
現
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
本
多
説
は
多
く
の
研
究
者
に
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ば
、

平
成
二
十
七
年
に
発
行
さ
れ
た
『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
（
14
）
に
掲
載
さ
れ
た
天
正
十
五

年
六
月
廿
八
日
付
け
の
小
早
川
隆
景
宛
の
朱
印
状
に
は
、
筑
後
国
内
三
〇
〇
石
を
宗
像

才
鶴
他
に
引
き
渡
す
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宗
像
才
鶴
」
の
か
所
に
括
弧
書

き
で
「
氏
貞
後
家
」
と
説
明
す
る
記
載
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
様
に
才
鶴
女
性
説
は
後
述
す
る
よ
う
に
一
般
的
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

二
　
そ
の
後
の
宗
像
才
鶴
女
性
説
の
追
随
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こ
の
本
多
氏
の
慎
重
な
姿
勢
に
対
し
、
女
性
説
を
さ
ら
に
押
し
進
め
た
の
は
前
述
の

桑
田
和
明
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
、
本
多
氏
が
才
鶴
女
性
説
の
着
想
に
用
い
た
五
点
（
15
）

の
史
料
と
論
理
展
開
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
自
分
の
文
章
と
し
て
、「
宗
像
氏
の
当
主
が

不
在
で
、『
宗
像
記
追
考
』
に
は
氏
貞
後
室
に
秀
吉
か
ら
所
領
が
宛
行
わ
れ
た
と
あ
る

こ
と
と
あ
わ
せ
、
宗
像
才
鶴
は
氏
貞
の
後
室
と
考
え
ら
れ
る
」
と
や
や
断
定
調
の
表
現

に
し
て
い
る
（
16
）
。
つ
ま
り
、
本
多
氏
の
着
想
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
、
か
つ
「
立
証
す

る
材
料
は
乏
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
慎
重
に
示
さ
れ
た
才
鶴
女
性
説
を
、
本
多
氏
が
抽

出
し
た
全
く
同
じ
五
点
の
史
料
に
何
も
付
加
せ
ず
、
従
来
の
内
容
の
み
で
「
後
室
と
考

え
ら
れ
る
」
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
17
）
。

こ
の
様
に
、
才
鶴
女
性
説
は
桑
田
氏
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
大
き
な
進
展
も
見
せ
ず

に
浮
上
し
た
と
も
い
え
る
。

た
だ
、
こ
の
説
は
、
前
述
の
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
九
月
十
八
日
、
著
者
が
多
良

木
町
に
て
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
お
こ
な
っ
た
宗
像
才
鶴
宛
て
の
二
点
の
秀
吉
文
書
が
、

メ
デ
ィ
ア
等
で
興
味
を
引
く
「
秀
吉
が
認
め
た
女
城
主
」
等
の
表
現
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
市
井
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
翌
日
の
西
日
本
新
聞
の
記
事
（
小
川
祥

平
記
者
）
に
は
才
鶴
に
つ
い
て
著
者
が
紹
介
し
た
『
宗
像
市
史
』
の
記
事
を
元
に
不
明

の
人
物
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
と
発
表
内
容
を
掲
載

し
「
秀
吉
が
才
鶴
を
氏
貞
の
後
継
者
で
直
接
の
家
臣
と
み
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
貴
重

な
史
料
」「
大
宮
司
家
は
途
絶
え
た
が
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
一
族
が
宗
像
の
名
を
守
り

熊
本
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
内
容
的
に
は
発
表
の

趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
記
事
の
中
で
桑
田
氏
は
コ
メ
ン
ト
と
し
て

「
才
鶴
が
秀
吉
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
後
室
で
あ
る
可
能
性
が
よ
り

高
ま
っ
た
」
と
女
性
説
を
強
調
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
秀
吉
文
書
二

点
の
発
見
だ
け
で
、
女
性
説
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
全
く

根
拠
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
的
に
は
興
味
を
惹
く
女
性
説
は
浸
透
し
、
出
典
は
省
く
も
の
の

他
社
新
聞
に
は「
宗
像
妻
？
宛
て　

文
書
発
見
」「
秀
吉　

宗
像
氏
貞
の
妻
に
文
書
」「
秀

吉
、
女
性
を
武
家
当
主
と
認
め
た
書
状
」
な
ど
多
く
の
表
現
が
み
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
才
鶴
が
女
性
か
否
か
は
関
連
史
料
が
出
現
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
本
質
的

に
本
多
説
か
ら
全
く
進
展
す
る
こ
と
な
く
市
井
を
賑
わ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

三
　
宗
像
才
鶴
に
つ
い
て
の
新
知
見

新
し
い
史
料
の
発
見
も
な
く
停
滞
す
る
こ
と
と
な
っ
た
才
鶴
女
性
説
に
つ
い
て
、
藤

野
正
人
氏
は
全
く
別
の
発
想
か
ら
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
（
18
）
。

藤
野
氏
は
、
今
回
の
秀
吉
文
書
の
記
者
発
表
を
踏
ま
え
、
前
述
の
本
多
・
桑
田
両
氏

の
論
考
を
再
検
証
し
、
新
た
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
河
窪
奈
津
子

氏
の
見
解
（
19
）
を
含
め
こ
れ
ら
を
総
合
し
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、

今
回
発
見
さ
れ
た
秀
吉
文
書
に
記
さ
れ
た
渦
中
の
人
物
で
あ
る
「
宗
像
才
鶴
」
に
関
す

る
重
要
な
考
察
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
の
概
要
を
記
す
（
20
）
。

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
十
一
月
廿
日
に
宗
像
氏
貞
に
よ
る
宗
像
大
社
第
一
宮
本
殿

の
上
棟
式
の
桟
敷
に
「
権
大
宮
司
塩
寿
殿
様
」
の
出
仕
が
み
え
る
（
21
）
。
こ
の
塩
寿
は
、

「
訂
正
宗
像
大
宮
司
系
譜
」
（
22
）
に
は
夭
逝
し
た
氏
貞
の
嫡
男
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
記

で
益
田
氏
か
ら
養
子
入
り
し
た
景
祥
と
同
一
人
物
と
し
て
い
る
（
23
）
。
塩
寿
が
景
祥
と

同
一
人
物
で
あ
れ
ば
養
子
縁
組
の
時
期
は
上
棟
式
以
前
と
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
藤
野
氏
は
い
く
つ
か
問
題
提
起
を
お
こ
な
い
、

そ
れ
に
対
し
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
、
益
田
景
祥
の
生
年
を
「
永
代
家
老
須
佐
益
田
家
系
図
」
に
「
寛
永
七
年

（
一
六
三
〇
）七
月
十
三
日
山
口
ニ
於
テ
卒
ス
行
年
五
十
六
イ
四
」と
あ
る
の
を
根
拠
に
、

逆
算
し
天
正
三
年
も
し
く
は
五
年
と
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
養
子
に
し
て
は
景
祥
が

あ
ま
り
に
も
幼
少
で
、
当
時
、
宗
像
氏
は
大
友
氏
を
上
級
領
主
と
し
て
い
る
が
、
大
友

氏
と
敵
対
し
て
い
た
毛
利
氏
を
上
級
領
主
と
す
る
益
田
氏
か
ら
養
子
を
入
れ
る
こ
と
が

果
た
し
て
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
当
主
宗
像
氏
貞
も
、
天
正
五
年

の
段
階
で
は
三
十
三
歳
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
養
子
縁
組
を
す
る
必
要
は
考

え
ら
れ
な
い
。

次
に
、
宗
像
氏
貞
が
大
友
氏
と
明
確
に
敵
対
関
係
と
な
る
の
は
、
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）
十
一
月
の
吉
川
庄
合
戦
以
降
で
あ
り
、
大
友
氏
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
天

正
五
年
の
時
点
で
、
宗
像
氏
が
毛
利
氏
傘
下
の
国
衆
で
あ
る
益
田
氏
か
ら
養
子
を
迎
え

る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
氏
貞
の
嗣
子
で
、
権
大
宮
司
で
あ
る
塩
寿
の
「
塩
」
に
注
目
す
る
と
、
氏
貞

と
婚
姻
し
た
臼
杵
氏
の
養
父
で
あ
る
大
友
義
鎮
の
幼
名
は
「
塩
法
師
」
で
あ
り
、
弟
晴

英
の
幼
名
は
「
塩
乙
丸
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
塩
寿
は
「
大
宮
司
系
譜
」
に
あ
る
よ
う

に
氏
貞
の
早
世
し
た
実
子
と
し
て
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。よ
っ
て
、「
大
宮
司
系
譜
」

の
七
内
元
堯
を
訂
正
し
て
景
祥
と
す
れ
ば
、
天
正
十
四
年
に
十
歳
で
宗
像
氏
貞
の
養
子

に
な
り
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
の
兄
広
兼
の
死
去
に
よ
り
十
九
歳
で
縁
組
み
を
解

消
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
に
も
、『
上
井
覚
兼
日
記
』
の
天
正
十
三
年
十
月
十
一

日
の
条
に
よ
れ
ば
、
秋
月
氏
が
島
津
氏
撤
退
後
の
立
花
城
の
対
応
に
つ
い
て
談
合
を
お

こ
な
う
国
衆
の
中
に
宗
像
氏
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
島
津
側
の
陣
営
に
宗
像
氏

を
引
き
込
み
た
い
と
い
う
秋
月
氏
の
意
図
も
読
み
取
れ
、
戦
禍
が
筑
前
に
向
か
い
つ
つ

あ
っ
た
情
勢
の
中
で
、
翌
十
四
年
三
月
四
日
、
氏
貞
は
死
去
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
理
解
し
た
中
で
、
再
び
「
才
鶴
」
に
注
目
す
る
と
、
天
正
六

年
～
十
二
年
推
定
、
吉
川
元
春
の
森
脇
次
郎
四
郎
宛
書
状
（
24
）
に
「
ま
す
た
才
鶴
」
の

名
前
が
み
え
る
。
益
田
元
祥
の
妻
は
元
春
の
女
で
、
文
中
の
「
は
し
か
」
つ
ま
り
発

疹
の
病
名
か
ら
こ
の
「
才
鶴
」
と
は
幼
年
期
の
名
前
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
才
鶴
は
元
春
の
孫
に
あ
た
り
、
元
祥
の
子
息
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と

す
る
。
さ
ら
に
、
益
田
氏
の
系
図
上
に
は
「
才
鶴
」
の
幼
名
か
ら
特
定
で
き
る
人
物

は
な
い
が
、
景
祥
の
兄
弟
や
子
に
お
い
て
「
才
蔵
」「
才
八
」
な
ど
の
「
才
」
の
文
字

を
使
用
す
る
人
物
が
複
数
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
益
田
氏
男
系
の
子
供
で
あ
る
可
能

性
が
高
く
、
元
祥
の
確
認
で
き
る
十
一
人
の
子
供
で
、
幼
名
「
才
鶴
」
の
可
能
性
が

あ
る
の
は
、
長
子
「
広
兼
」、
次
男
「
景
祥
」
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
景

祥
の
こ
と
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
景
祥
が
宗
像
氏
と
養
子
縁
組
し
た
の
は
、
天
正
十
四
年
と
考
え
ら
れ
、「
才

鶴
」
は
益
田
景
祥
が
「
七
内
」
と
若
名
を
名
乗
る
以
前
の
幼
名
で
あ
る
。

以
上
が
藤
野
氏
の
見
解
の
概
略
で
あ
る
。
吉
川
元
春
の
書
状
に
「
ま
す
た
才
鶴
」
と

あ
り
、
そ
れ
を
氏
貞
の
養
子
と
な
っ
た
景
祥
と
同
一
人
物
と
し
、
そ
の
時
期
を
天
正

十
四
年
と
し
た
点
で
は
、
従
来
の
学
説
を
凌
駕
し
た
画
期
的
な
見
解
と
も
い
え
る
。

藤
野
氏
の
見
解
は
、従
来
、根
拠
に
乏
し
い
な
が
ら
も
一
辺
倒
で
あ
っ
た
女
性
説
に
対
し
、

全
く
与
せ
ず
史
料
を
精
読
し
才
鶴
の
正
体
を
益
田
景
祥
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

藤
野
氏
は
、
他
に
も
、
河
窪
氏
が
「
宗
像
家
系
図
」
等
に
あ
る
氏
貞
の
実
子
で
早
世
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し
た
「
塩
寿
丸
」
は
実
は
益
田
元
祥
の
次
男
景
祥
の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
貞

の
実
子
「
塩
寿
丸
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
内
容
（
25
）
や
、桑
田
氏
が
こ
れ
を
受
け
「
氏

貞
の
子
は
女
子
し
か
お
ら
ず
（
26
）
」
と
述
べ
た
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、「
塩
」
の
字
に
注
目
し
「
塩
寿
丸
」
と
臼
杵
氏
と
の
関
係
を
導
き
出
し
そ

の
存
在
を
認
め
、「
七
内
元
堯
」
を
訂
正
し
単
純
に
「
景
祥
」
と
改
め
る
こ
と
で
「
宗

像
家
系
図
」
等
に
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う
。

宗
像
才
鶴
を
益
田
か
ら
養
子
と
し
て
来
た
景
祥
の
幼
名
と
す
る
だ
け
で
、
今
ま
で
の

「
宗
像
家
系
図
」
と
今
回
発
見
さ
れ
た
秀
吉
文
書
二
点
の
宛
所
あ
る
「
才
鶴
」
が
特
定

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
藤
野
氏
の
説
は
、
才
鶴
女
性
説
と
異
な
り
淀
み
な
く
読
め
て

論
理
的
に
矛
盾
を
感
じ
な
か
っ
た
。

た
だ
、
藤
野
説
に
従
え
ば
、
幼
い
才
鶴
に
秀
吉
が
判
物
や
朱
印
状
を
発
給
す
る
か
と

い
う
疑
問
も
残
っ
て
い
た
。
何
故
な
ら
、
天
正
十
四
年
の
時
点
で
、
急
死
し
た
大
宮
司

氏
貞
の
後
を
継
ぎ
、
島
津
軍
の
侵
攻
を
防
い
だ
功
績
が
あ
る
人
物
と
し
て
秀
吉
判
物
が

発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、前
記
し
た
天
正
十
五
年
四
月
二
十
三
日
に
石
田
三
成
他
が
、

連
署
に
よ
り
戦
禍
で
荒
廃
し
た
博
多
に
町
衆
の
還
住
を
促
進
す
る
た
め
に
諸
役
の
免
除

を
宗
像
才
鶴
他
に
命
じ
て
い
る
（「
原
文
書
」）
こ
と
な
ど
、
果
た
し
て
幼
少
の
人
物
に

務
ま
る
か
と
い
う
疑
点
を
こ
の
時
ま
で
は
著
者
は
持
っ
て
い
た
。

四
　
藤
野
説
に
対
す
る
そ
の
後
の
反
応

宗
像
才
鶴
の
正
体
に
つ
い
て
、
前
述
の
本
多
氏
に
端
を
発
し
そ
の
着
想
方
法
を
そ
の

ま
ま
で
桑
田
氏
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
才
鶴
女
性
説
の
み
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
藤

野
氏
に
よ
る
益
田
氏
か
ら
の
養
子
で
あ
る
と
い
う
新
知
見
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
。

例
え
ば
「
朝
日
新
聞
」
の
今
井
邦
彦
記
者
は
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
二
月
二
十

六
日
付
け
で
、「『
宗
像
才
鶴
』
女
性
？
男
性
」
（
27
）
と
い
う
五
段
組
の
特
集
記
事
を
掲

載
し
た
。
多
良
木
町
か
ら
二
点
の
秀
吉
文
書
が
発
見
さ
れ
、そ
の
宛
所
が
い
ず
れ
も「
宗

像
才
鶴
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物
が
存
在
し
た
時
代
背
景
か
ら
始
ま
り
、
女

性
説
と
益
田
景
祥
説
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
各
の
説
を
主
張
す
る
者

の
コ
メ
ン
ト
を
括
弧
書
き
で
掲
載
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
桑
田
氏
は
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
中
世
部
会
長
と
い
う
肩
書
き
で
「
女

性
が
当
主
に
な
っ
た
の
は
先
代
当
主
の
急
死
と
い
う
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
で
、

戦
国
時
代
は
例
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
女
性
説
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、

前
述
の
河
窪
氏
も
宗
像
大
社
文
化
局
学
芸
員
と
し
て
「
宗
像
氏
側
の
史
料
に
は
才
鶴
の

記
述
が
ま
っ
た
く
な
く
、
才
鶴
の
名
前
で
出
さ
れ
た
文
書
も
一
つ
も
な
い
。
今
は
氏
貞

の
妻
と
み
る
の
が
一
番
妥
当
だ
と
思
う
が
、
決
め
手
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
宗
像
関
係
者

は
藤
野
説
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
根
拠
は
無
く
、
従
来
の
女

性
説
に
固
執
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
藤
野
氏
は
「
宗
像
氏
側
の
史
料
で
は
、
養
子
は
氏
貞
生
前
の
一
五
八

〇
年
（
天
正
八
）
に
益
田
家
に
戻
っ
た
と
あ
る
が
、
景
祥
は
一
五
九
五
年
（
文
禄
四
）

の
兄
の
死
ま
で
、
宗
像
に
い
た
可
能
性
が
高
い
（
括
弧
書
き
は
著
者
に
よ
る
）」
と
し
、

景
祥
が
益
田
に
帰
っ
た
後
に
氏
貞
三
女
が
秀
吉
文
書
等
を
受
け
取
り
現
在
ま
で
伝
え
て

い
る
可
能
性
を
高
め
た
。

藤
野
氏
の
見
解
も
あ
る
が
、
著
者
は
そ
も
そ
も
当
初
か
ら
一
貫
し
て
才
鶴
は
女
性
で

あ
る
と
考
え
て
い
な
い
。
一
次
史
料
で
は
な
い
が
、「
大
宮
司
系
譜
」
の
氏
貞
三
女
の
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部
分
に
「
氏
貞
之
後
室
来
長
州
之
後
、
暫
住
備
前
国
、
于
時
具
末
女
、
備
前
住
人
嫁
市

川
氏
、
依
之
市
川
与
七
郎
改
宗
像
清
兵
衛
、
子
孫
在
肥
後
熊
本
、
摂
州
大
坂
、
氏
貞
後

室
後
又
帰
長
州
三
隅
卒
」
と
あ
る
こ
と
に
当
初
か
ら
注
目
し
て
い
た
。
こ
の
才
鶴
が
も

し
後
室
で
あ
る
な
ら
、
当
然
に
本
人
の
活
躍
を
証
明
す
る
秀
吉
文
書
二
点
な
ど
の
所
持

を
根
拠
に
、
大
宮
司
宗
像
家
の
存
続
を
か
け
て
宗
像
を
拠
点
と
し
て
一
族
を
差
配
す
る

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
が
、「
大
宮
司
系
譜
」
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
読
み
取
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、著
者
は
同
記
事
に
「
宗
像
氏
貞
の
妻
が
『
才
鶴
』
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、

こ
の
妻
が
三
女
と
結
婚
し
た
市
川
与
七
郎
に
宗
像
の
名
を
継
が
せ
、
家
柄
を
証
明
す
る

秀
吉
の
文
書
を
託
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
後
室
は
宗

像
家
を
影
で
支
え
、そ
の
名
跡
と
血
脈
を
肥
後
宗
像
家
に
託
し
た
印
象
を
持
っ
て
い
た
。

五
　「
宗
像
才
鶴
」
が
記
載
さ
れ
た
家
系
図

藤
野
説
が
出
さ
れ
た
後
に
も
肥
後
宗
像
家
文
書
の
追
加
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
や
は

り
、
才
鶴
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
一
次
史
料
は
、
今
ま
で
示
し
た
秀
吉
判
物
と
朱
印
状

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
、
調
査
し
た
中
で
二
次
史
料
で
は
あ
る
が
、
才
鶴
の
出

自
を
具
体
的
に
記
し
た
も
の
が
あ
る
。十
分
に
検
証
の
余
地
を
残
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
に
掲
載
し
考
察
を
お
こ
な
う
（
28
）
。

本
史
料
は
、
宗
像
家
に
伝
来
す
る
家
系
図
に
あ
る
記
載
で
信
ぴ
ょ
う
性
は
高
く
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
才
鶴
の
名
が
氏
貞
の
養
子
と
し
て
明
確
に
記
載
さ
れ
て
お
り
興

味
深
い
。
ま
ず
、
氏
貞
の
項
を
み
て
み
る
と
、「
氏
貞
ニ
子
無
キ
ニ
依
テ
秋
月
家
ノ
息

ヲ
養
子
ト
シ
テ
大
宮
司
ヲ
相
続
ス
、
才
鶴
ト
云
」
と
氏
貞
亡
き
後
に
、
秋
月
家
の
子
息

を
養
子
と
し
て
大
宮
司
を
相
続
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
名
を
才
鶴
と
す
る
と
明
記
し
て
あ

（
史
料
一
）
肥
後
宗
像
家
文
書

宗
像
家
系
図
（
抜
粋
）

氏
貞

　
　
　
（
前
略
）
天
正
十
（
十
四
カ
）

五
年
三
月
四
日
病
死
、
法
名
即
心
院
一
以
、
氏
貞
死
後

　
　
　

深
田
中
務
少
輔
氏
益
暫
社
務
ヲ
司
ル
、
氏
貞
ニ
子
無
キ
ニ
依
テ
秋
月
家
ノ

　
　
　

息
ヲ
養
子
ト
シ
テ
大
宮
司
ヲ
相
続
ス
、
才
鶴
ト
云

女
子　
　

草
刈
隼
人
室

某
才
鶴実

ハ
秋
月
ノ
子
也
、
慶
（
天
正
カ
）長十

四
年
ノ
比
肥
後
・
筑
前
・
筑
後
騒
乱
ノ
節
、

度
々
薩
摩
勢
ヲ
追
崩
ス
戦
功
ニ
因
テ
、
秀
吉
公
ヨ
リ
感
状
賜
ル
、
其
後

秋
月
家
ニ
継
子
ナ
キ
ニ
因
テ
才
鶴
秋
月
ニ
帰
ル
ト
云
、
毛
利
家
ノ
臣
市

川
庄
（
少
輔
カ
）七
郎
ノ
子
ヲ
養
テ
大
宮
司
ヲ
継
シ
ム

る
。
た
だ
し
、
才
鶴
が
大
宮
司
を
相
続
し
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

氏
貞
の
系
図
の
次
に
は
「
某
」
と
あ
り
そ
の
下
に
「
才
鶴
」
の
名
を
記
す
。
秋
月
の

子
で
あ
り
、天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
か
ら
の
薩
摩
勢
を
追
い
崩
す
戦
功
に
よ
っ
て
、

秀
吉
よ
り
感
状
を
賜
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
才
鶴
は
秋
月
に
帰
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
毛
利
家
の
家
臣
市
川
庄
（
少
輔
）
七
郎
つ
ま
り
市
川
元
教
（
29
）
の
子
を

養
子
に
し
て
大
宮
司
を
継
が
せ
た
と
あ
る
。

秋
月
氏
は
、
島
津
氏
に
与
し
筑
前
・
豊
前
、
筑
後
な
ど
に
所
領
を
拡
大
し
、
天
正
十
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三
年
の
岩
屋
城
の
戦
い
で
は
、
大
友
家
臣
の
髙
橋
紹
運
を
攻
撃
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

天
正
十
四
年
の
段
階
で
は
一
貫
し
て
、
島
津
氏
側
に
つ
い
て
い
る
の
で
素
直
に
こ
の
内

容
を
信
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
前
記
の
藤
野
氏
も
引
用
し
た
『
上
井
覚
兼

日
記
』の
天
正
十
三
年
十
月
十
一
日
の
条
（
30
）
に
よ
れ
ば「
秋
月
よ
り
橘
（
立
花
）城

未
落
去
候
間
、

彼
城
へ
一
御
行
被
成
、
麻
生
・
宗
像
之
事
、
御
所
勘
（
感
カ
）被

成
候
様
ニ
御
才
覚
候
て
、
其

後
豊
州
へ
被
招
懸
へ
き
事
、
可
為
肝
心
之
由
也
」
と
立
花
城
を
攻
略
し
た
上
で
、
麻
生
・

宗
像
両
氏
を
味
方
に
組
み
入
れ
、
対
大
友
氏
に
備
え
る
事
が
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内

容
か
ら
、秋
月
氏
は
宗
像
氏
と
の
関
係
性
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

天
正
十
四
年
か
ら
翌
年
の
秀
吉
の
九
州
平
定
ま
で
は
、
刻
々
と
激
変
す
る
九
州
の
状
況

は
秋
月
氏
に
と
っ
て
も
気
が
か
り
で
あ
っ
た
。
自
家
の
保
身
を
考
え
る
な
ら
、
氏
貞
亡

き
後
の
宗
像
氏
と
関
係
性
を
有
効
に
保
つ
た
め
に
自
家
か
ら
子
息
を
出
す
こ
と
も
あ
り

得
な
い
話
で
は
な
い
。

た
だ
、
今
ま
で
述
べ
た
内
容
は
、「
宗
像
家
系
図
」
に
基
づ
く
推
測
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
留
め
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
才
鶴
が
秋
月
氏
よ
り
養
子
に
来
た
と
い
う
認
識

は
、
氏
貞
亡
き
後
の
肥
後
宗
像
家
に
と
っ
て
長
年
に
わ
た
り
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

ま
た
、
藤
野
説
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
宗
像
家
系
図
」
の
秋
月
の
部
分
を
益
田

に
読
み
替
え
れ
ば
最
後
の
部
分
の
「
大
宮
司
ヲ
継
シ
ム
」
を
除
き
年
号
等
を
修
正
す
れ

ば
符
合
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
も
こ
の
系
図
の
特
徴
で
あ
る
。

第
三
章
　
宗
像
氏
家
督
に
つ
い
て
の
新
発
見
史
料

（
二
〇
二
一
年
四
月
二
十
日
記
者
発
表
（
31
）

）

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
の
記
者
発
表
の
段
階
で
は
、
宗
像
氏
の
家
督
に
つ
い
て
は

不
明
な
点
も
多
か
っ
た
。
そ
の
後
の
調
査
の
中
で
新
た
に
家
督
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た

史
料
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
検
証
し
た
い
。

（
史
料
二
）
益
田
全
鼎
・
元
祥
連
署
書
状
（
肥
後
宗
像
家
文
書
）

宗
像
方
家
督
之
儀
、
被
申
上
付
而
、
従　

吉
田
様
被
対
御
父
子
へ
御
紙
面
、
拝
見
仕

候
、
当
時
御
引
合
旁
々
多
々
可
有
御
座
之
処
、
御
懇
意
之
段
、
外
聞
実
忝
存
候
、
委
細

者
朝
枝
因（
高
明
）

幡
守
殿
へ
申
入
候
之
条
、
以
其
辻
可
然
之
様
御
請
奉
頼
候
、
此
由
得
御
意
候
、

恐
惶
謹
言

　
　

六
月
十
三
日　
　
　

元
祥
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
鼎
（
花
押
）

元
春

元
長　

参　

貴
報

吉
川
元
春
・
元
長
宛
の
益
田
全
鼎
・
元
祥
連
署
の
書
状
で
あ
る
。
な
お
全
鼎
は
元
祥

の
父
藤
兼
の
戒
名
で
あ
る
。
宗
像
家
の
家
督
に
つ
い
て
元
春
・
元
長
の
意
見
を
知
り
、

そ
の
返
事
を
詳
し
く
は
、
朝
枝
因
幡
守
に
申
し
入
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

益
田
氏
は
、石
見
国
（
現
島
根
県
西
部
）
の
有
力
豪
族
で
あ
る
御み
か
も
と

神
本
氏
の
一
族
で
、

江
戸
時
代
は
長
門
国
萩
藩
の
国
家
老
と
な
る
。
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
兼か
ね

理た
だ

の
と
き

に
大
内
氏
に
従
い
少
弐
氏
と
闘
い
戦
死
し
て
い
る
。
藤
兼
（
全
鼎
）
は
大
内
氏
滅
亡
後

に
吉
川
元
春
の
仲
介
で
毛
利
氏
に
つ
か
え
、そ
の
子
元
祥
は
元
春
の
女
を
室
に
む
か
え
、

毛
利
輝
元
の
も
と
で
石
見
・
出
雲
・
長
門
・
周
防
・
筑
前
の
五
か
国
に
所
領
を
有
し
た
。
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ま
た
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
に
は
宗
像
大
社
が
遷
宮
を
行
っ
た
時
の
木
材
の
一
部

は
益
田
で
調
達
さ
れ
て
い
る
（
32
）
。
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
毛
利
氏
が
長
門
・
周
防
二

国
に
減
封
さ
れ
る
と
、
長
門
国
須
佐
（
現
山
口
県
萩
市
須
佐
）
に
移
っ
た
（
33
）
。

本
文
中
に
あ
る
「
吉
田
様
」
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
（
34
）
、「
朝
枝
因
幡
守
」
と

は
、
お
そ
ら
く
吉
川
氏
の
家
臣
朝
枝
高
明
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
高
明
は
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
二
月
二
十
六
日
、
吉
川
氏
奉
行
人
で
あ
る
児

玉
春
種
の
発
給
に
よ
る
備
中
国
新
見
の
所
領
打
渡
坪
付
に
そ
の
名
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
後
の
、
同
九
年
（
一
五
八
一
）
六
月
十
三
日
、
吉
川
家
奉
公
人
連
署
奉
書
（
35
）

で
は
差
出
人
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
吉
川
氏
の
重
臣
森
脇
春
親
と
連
署
で
書

状
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吉
川
家
の
中
で
は
重
要
な
人
物
と
い
え
る
。

差
出
人
の
一
人
で
あ
る
益
田
元
祥
は
、
毛
利
元
就
を
烏
帽
子
親
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
吉
川
元
春
の
女
を
正
室
と
し
て
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
春
は
岳
父
に
あ
た

る
。
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
宗
像
氏
貞
実
子
の
塩
寿
の
夭
逝
に
と
も
な
い
、
元
祥

の
次
男
元
堯
（
七
内
）
は
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）、
宗
像
氏
の
養
子
と
な
る

が
、
兄
広
兼
が
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
八
月
十
一
日
、
急
死
し
た
こ
と
に
よ
り
益

田
家
に
戻
っ
た
と
さ
れ
る
と
「
大
宮
司
系
譜
」
は
伝
え
る
。
た
だ
、
こ
の
系
譜
は
次

男
を
元
堯
と
す
る
が
、
元
堯
は
元
祥
の
嗣
子
広
兼
の
子
で
あ
り
、
元
祥
の
孫
に
あ
た

る
。
実
際
の
次
男
は
景
祥
な
の
で
、
元
堯
は
景
祥
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
36
）
。
他

に
も
、
景
祥
は
、
一
旦
、
宗
像
家
の
養
子
と
な
る
が
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
に

は
益
田
の
も
と
に
帰
っ
た
と
「
宗
像
記
追
考
」
は
記
す
。
両
史
料
は
記
述
内
容
に
齟

齬
が
あ
る
が
、
宗
像
氏
の
養
子
に
つ
い
て
益
田
氏
が
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て

い
た
と
は
理
解
は
で
き
る
が
、
こ
の
他
は
、
一
次
史
料
が
な
い
た
め
不
詳
で
あ
る
。

（史料二）益田全鼎・元祥連署書状
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し
か
し
、
本
史
料
に
よ
れ
ば
、
宗
像
氏
の
家
督
に
つ
い
て
、
吉
川
父
子
と
益
田
父
子

の
な
か
で
何
ら
か
の
話
し
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
窺
え
る
。
前
述
の
藤
野
氏
の
見
解
に

も
あ
る
よ
う
に
、
宗
像
氏
と
益
田
氏
と
の
関
係
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）、
宗
像

氏
貞
の
と
き
宗
像
社
第
一
宮
本
殿
造
営
に
対
し
て
、
本
材
料
の
調
達
や
寄
進
が
益
田
氏

領
内
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、本
史
料
の
年
次
比
定
は
、天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
と
し
た
い
。

三
月
に
急
死
し
た
宗
像
大
宮
司
氏
貞
の
後
継
者
を
立
て
る
こ
と
が
急
務
と
な
り
、
関
係

者
の
な
か
で
協
議
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宛
所
の
元
春
は
同
年
十
一
月
十

五
日
に
小
倉
で
死
去
し
て
お
り
、
元
長
は
翌
年
六
月
五
日
に
死
去
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
史
料
を
天
正
十
四
年
と
比
定
す
る
な
ら
、
前
記
し
た
藤
野
説
に
よ
る

才
鶴
＝
景
祥
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
高
い
。し
か
し
、本
文
を
注
視
す
る
な
ら
ば
、「
宗

像
方
家
督
之
儀
」
と
あ
る
だ
け
で
、
元
祥
の
次
男
景
祥
の
こ
と
は
一
切
窺
え
な
い
。
厳

密
に
言
え
ば
吉
川
元
春
・
元
長
宛
に
益
田
全
鼎
と
元
春
を
岳
父
に
も
つ
元
祥
が
宗
像
氏

の
家
督
に
つ
い
て
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
吉
川
氏
と
益
田
氏
が
宗
像
氏
の
家
督
に
つ
い

て
協
議
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
が
、
才
鶴
＝
景
祥
と
断
定
で
き
る
史
料
で

は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
史
料
は
、
藤
野
氏
の
説
の
可
能
性
を
高
め
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
が
、
他
に
関
連
す
る
一
次
史
料
が
発
見
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
解
釈
に
慎
重
を
要

す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
元
祥
の
嫡
子
は
広
兼
で
毛
利
輝
元
を
烏
帽
子
親
と
し
た
が
、
文
禄
四
年
（
一

五
九
五
）
八
月
に
父
よ
り
先
に
死
去
し
た
（
二
〇
歳
）。
嫡
子
広
兼
の
死
去
に
よ
り
、

宗
像
家
に
養
子
に
行
っ
て
い
た
次
男
は
実
家
に
戻
り
、
小
早
川
隆
景
に
仕
え
朝
鮮
出
兵

で
軍
功
を
あ
げ
隆
景
の
偏
諱
を
与
え
ら
れ
「
景
祥
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。

第
四
章
　
追
加
寄
贈
さ
れ
た
肥
後
宗
像
家
の
新
史
料
と
宗
像
才
鶴
の

正
体
（
二
〇
二
一
年
十
一
月
二
十
四
日
記
者
発
表
（
37
）

）

前
述
し
た
（
史
料
二
）
の
発
見
に
よ
り
宗
像
氏
の
家
督
に
つ
い
て
毛
利
一
族
で
あ
る

吉
川
氏
と
そ
の
家
臣
で
あ
る
益
田
氏
が
協
議
し
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。し
か
し
、

才
鶴
は
益
田
景
祥
で
あ
る
と
い
う
藤
野
説
に
対
し
て
あ
と
少
し
の
決
め
手
に
欠
く
部
分

が
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
慎
重
な
姿
勢
で
可
能
性
が
高
い
と
し
か
発
表
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
宗
像
才
鶴
が
益
田
才
鶴
で
あ
っ
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
決
定
的
な
史

料
が
肥
後
宗
像
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
。

（
史
料
三
）
小
早
川
隆
景
書
状
（
肥
後
宗
像
家
文
書
）

就
宗
像
家
督
之
儀
、
宿
老
中
被
差
急
段
、
尤
□
（
存
カ
）候
、
於
吉
田
、
輝
元
幷
元
春
・
我

等
相
談
、
慥
ニ
□
（
益
カ
）田
父
子
申
遣
之
条
、
□
（
可
カ
）為
成
就
候
、
此
等
之
趣
、
□
（
可
カ
）被
仰
届
候
、

猶
乃
（
乃
美
宗
勝
）

兵
可
申
候
、
恐
々
謹
言

　

□
（
五
カ
）月

晦
日　
　

隆
景
（
花
押
）

　

□
帯

　
　
　
　

御
返
報

小
早
川
隆
景
の
書
状
で
宛
所
は
不
詳
で
あ
る
。
内
容
は
、
宗
像
の
家
督
に
つ
い
て
宿

老
中
が
後
継
者
の
選
定
に
つ
い
て
急
い
で
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
吉
田
（
安
芸
国
吉

田
郡
山
城
）
に
お
い
て
輝
元
・
元
春
・
隆
景
が
相
談
し
て
、
確
か
に
益
田
父
子
（
全
鼎
・
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元
祥
）
に
申
し
遣
わ
し
、
成
就
と
な
っ
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
乃
美
宗
勝
（
隆
景
重

臣
）
が
伝
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
宛
所
は
不
詳
で
あ
る
が
宗
像
家
の
関
係
者
の
可

能
性
も
あ
る
。

こ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
年
は
、
天
正
十
四
年
三
月
に
大
宮
司
氏
貞
の
急
死
に
伴
い

家
督
を
急
い
で
決
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
最
初
の
記
者
発
表
の
と
き
に
紹
介

し
た
十
月
十
日
付
け
の
秀
吉
判
物
の
宛
所
が
宗
像
才
鶴
と
な
っ
て
お
り
こ
の
間
に
家
督

の
相
続
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
判
物
も
同
年
に
比
定
で
き
る
こ
と
か
ら

天
正
十
四
年
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
の
時
期
に
隆
景
は
吉
田
に
行
き
相

談
し
て
い
る
の
で
月
は
五
月
に
比
定
で
き
る
。

よ
っ
て
、（
史
料
三
）
の
隆
景
書
状
を
受
け
て
、益
田
父
子
が
吉
川
父
子
に
（
史
料
二
）

の
書
状
を
出
し
た
と
い
う
順
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
五
月
の
段
階
で
、
宗
像
の
家
督
に
つ
い
て
吉
田
に
お
い
て
輝
元
・
元
春
・

隆
景
が
相
談
し
益
田
父
子
に
申
し
遣
わ
し
た
（
史
料
三
）。
こ
の
内
容
を
（
史
料
二
）

に
あ
る
よ
う
に
（
吉
田
様
）
輝
元
か
ら
宗
像
の
家
督
に
つ
い
て
吉
川
父
子
に
伝
え
た
書

状
が
あ
り
（「
従　

吉
田
様
被
対
御
父
子
へ
御
紙
面
」）、
そ
こ
に
は
こ
の
書
状
を
益
田

父
子
に
見
せ
る
よ
う
に
と
書
か
れ
て
い
た
。
吉
川
父
子
宛
て
の
隆
景
書
状
の
内
容
を
益

田
父
子
は
拝
見
し
（「
拝
見
仕
候
」）、
宗
像
の
家
督
に
つ
い
て
は
お
請
け
し
た
（「
以
其

辻
、
可
然
之
様
御
請
奉
頼
候
」））
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
輝
元
が
吉
川
父
子
を
通
じ
て
益
田
父
子
に
伝
え
た
の
だ
ろ
う

か
。
次
に
示
す
毛
利
・
益
田
両
氏
関
連
系
図
を
見
れ
ば
理
解
で
き
る
。
前
述
も
し
て
い

る
が
、
益
田
元
祥
は
吉
川
元
春
の
女
と
婚
儀
を
結
ん
だ
こ
と
に
よ
り
元
春
は
岳
父
に
当

た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
才
鶴
と
な
る
景
祥
は
元
春
の
孫
に
も
あ
た
り
、
主
家
の

（史料三）小早川隆景書状
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輝
元
は
叔
父
に
当
た
る
元
春
と
そ
の
子
元
長
に
、
吉
川
一
族
と
な
っ
た
益
田
氏
に
対
し

て
の
打
診
役
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
理
由
か
ら
、
天
正
十
四
年
三
月
四

日
の
大
宮
司
氏
貞
の
急
死
直
後
に
景
祥
の
養
子
縁
組
が
円
滑
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
（
史
料
二
）（
史
料
三
）
か
ら
宗
像
才
鶴
は
益
田
景
祥
で
あ
る
こ
と
が
確
実

と
な
り
、
藤
野
説
を
証
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
才
鶴
女
性
説
は
も
は
や
首

肯
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
（
38
）
。

「訂正宗像大宮司系譜附記」

草苅重継室

権大宮司
早世

七内（実は景祥）
この人物が「宗像才鶴」

女子

　　宗像清兵衛
(婿養子：市川与七郎）

現在の肥後宗像家に
つながる

女子

宗像氏貞
（宗像大社大宮司）

塩寿丸

女子 草苅重継後室

元堯
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第
五
章
　
益
田
景
祥
が
宗
像
家
に
養
子
に
行
っ
た
背
景

こ
の
頃
の
九
州
の
情
勢
は
、島
津
氏
が
龍
造
寺
氏
や
筑
前
国
の
秋
月
氏
を
降
伏
さ
せ
、

肥
後
国
を
平
定
す
る
な
ど
、そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
中
で
豊
臣
秀
吉
は
、

天
正
十
三
年
七
月
十
一
日
に
関
白
宣
下
を
受
け
た
後
、
九
州
侵
攻
に
本
格
的
に
乗
り
出

し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
同
年
十
月
二
日
、
島
津
義
久
に
対
し
勅
命
を
伝
え
る
形

で
判
物
を
発
給
し
て
い
る
（「
停
戦
命
令
」
（
39
）
）。

し
か
し
、
島
津
氏
は
こ
れ
を
無
視
し
北
上
を
続
け
、
大
友
氏
の
本
領
で
あ
る
豊
後
国

に
侵
攻
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
秀
吉
は
九
州
平
定
を
行
う
べ
く
九
州
の
国
人
衆
の
把
握
を
す
す

め
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
天
正
十
四
年
三
月
四
日
の
大
宮
司
宗
像
氏
貞
の
急
死
は
大
き

な
障
害
と
な
っ
た
。

同
年
四
月
十
日
付
け
の
朱
印
が
押
さ
れ
た
毛
利
輝
元
宛
て
十
四
カ
条
の
「
覚
」
に
は

「
一
、
簡
要
城
堅
固
申
付
、
其
外
下
城
事
」「
一
、
蔵
納
申
付
、
九
州
弓
箭
覚
悟
」
な
ど

輝
元
に
九
州
攻
め
の
準
備
と
し
て
指
示
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
毛
利
氏
を
「
九
州
取
次
」

と
す
る
構
想
も
含
め
た
も
の
で
あ
る
（
40
）
。
他
に
も
「
一
、
高
麗
御
渡
海
事
」
な
ど
九

州
平
定
の
後
に
唐
入
り
を
見
据
え
た
記
述
も
あ
る
。
直
前
の
同
月
五
日
に
秀
吉
が
大
友

宗
麟
と
大
坂
で
引
見
し
て
い
る
こ
と
も
「
覚
」
が
出
さ
れ
た
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
覚
」
の
中
で
注
目
で
き
る
点
は
、「
一
、
門
司
・
麻
生
・
宗
像
・
山
鹿
城
々
へ
、

人
数
・
兵
粮
可
差
籠
事
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
九
州
平
定
に
お
け
る
拠
点

と
し
て
門
司
氏
・
麻
生
氏
・
宗
像
氏
・
山
鹿
氏
の
各
城
に
対
し
兵
力
の
支
援
と
兵
粮
の

確
保
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秀
吉
唐
入
り
構
想
の
前
段
階
と
し
て
当
主

亡
き
後
の
宗
像
氏
を
掌
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
構
想
実
現
の
た
め
に
氏
貞
の
後

継
者
を
選
定
す
る
こ
と
は
秀
吉
に
と
っ
て
も
急
務
で
あ
っ
た
。

同
年
五
月
の
暮
れ
に
隆
景
は
、
九
州
の
情
勢
と
方
針
に
つ
い
て
吉
田
に
て
輝
元
と
会

談
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
史
料
で
も
理
解
で
き
る
。

（
史
料
四
）
小
早
川
隆
景
書
状
、
冷
泉
元
満
宛
（
41
）

対
手
（
手
島
景
繁
）

市
御
折
紙
披
見
候
、
今
度
大
友
宗
麟
参
会
之
儀
、
自　

関
白
殿
被
仰
下
之
条
、

与
風
帰
国
候
、
黒
田
官
兵
衛
ハ
至
吉
田
被
罷
下
、
九
州
立
柄
等
被　

仰
出
候
、
吾
等
事

令
同
道
罷
越
候
、
輝
元
被
申
談
明
隙
之
条
、
帰
城
候
、
随
而
何
時
成
共
可
有
御
上
之
通
、

誠
御
懇
之
儀
候
、
猶
重
畳
可
申
承
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衛
門
佐

　
　
　

五
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隆
景
（
花
押
）

　
　

冷
民

　
　
　
　

御
返
報

こ
の
史
料
は
隆
景
が
輝
元
家
臣
の
冷
泉
元
満
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
大
友
宗
麟
が

秀
吉
に
謁
し
て
い
る
様
子
が
書
か
れ
て
お
り
同
年
と
比
定
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

宗
麟
は
秀
吉
と
面
会
後
に
即
刻
帰
国
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
黒
田
孝
高
は
、
輝
元
が

い
る
吉
田
に
行
き
九
州
の
状
況
を
打
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
隆
景
も
同
行
し
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
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こ
の
時
に
、
当
主
不
在
の
宗
像
氏
の
こ
と
も
懸
案
事
項
と
な
り
、
輝
元
・
元
春
・
隆

景
が
相
談
し
、
そ
の
決
定
（
史
料
三
）
が
隆
景
か
ら
宗
像
氏
関
係
者
に
伝
わ
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
宗
像
氏
は
毛
利
氏
や
そ
の
一
族
と
な
っ
た
益
田
氏
と
も
関
係
が
深
く
、

景
祥
を
氏
貞
の
後
継
者
に
す
る
こ
と
に
違
和
感
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
秀
吉
の
高
麗
渡
海
の
構
想
を
実
現
に
向
け
て
進
め
る
上
で
、
荒
海
の
玄
界
灘

を
渡
る
航
海
術
に
長
け
た
伝
統
を
持
つ
宗
像
氏
は
欠
く
事
の
出
来
な
い
存
在
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

令
和
元
年
九
月
十
八
日
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
で
、
秀
吉
文
書
二
点
を
発
表
し
、
初
め

て
宗
像
才
鶴
の
存
在
が
確
実
と
な
っ
た
が
、
そ
の
正
体
は
依
然
不
明
で
あ
っ
た
。
よ
っ

て
、
そ
の
時
点
で
謎
の
人
物
で
あ
っ
た
才
鶴
に
対
し
、
メ
デ
ィ
ア
上
で
秀
吉
が
「
認
め

た
」
人
物
も
し
く
は
、
当
時
の
女
性
説
か
ら
、「
秀
吉
認
め
た
女
城
主
」
な
ど
秀
吉
が

承
認
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
見
出
し
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
自
身
は
一
貫
し

て
女
性
説
は
強
調
し
て
居
ら
ず
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
肥
後
宗
像
家
が
宗
像
大
宮
司
氏

貞
の
確
実
な
子
孫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
続
け
て
い
た
。

た
だ
、
こ
の
時
点
で
著
者
は
、
才
鶴
が
「
秀
吉
が
認
め
た
」
人
物
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
持
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
今
回
の
発
見
（
史
料
二
・
三
）
で
前
記
の
四
月
十
日
の
輝
元
宛
て
の
朱
印

状
な
ど
の
史
料
を
勘
案
す
る
と
、「
宗
像
才
鶴
」
の
誕
生
は
「
秀
吉
が
認
め
た
」
と
い

う
よ
り
も
、
秀
吉
の
九
州
侵
攻
戦
略
の
中
で
、
実
質
的
に
「
九
州
取
次
」
と
さ
れ
た
毛

利
一
族
が
、
秀
吉
に
対
し
て
の
服
属
す
る
過
程
の
一
貫
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
毛
利
一
族
と
な
っ
た
益
田
氏
か
ら
早
急
に
宗
像
氏
に
対
し
て
養
子

を
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
才
鶴
が
「
秀
吉
仕
立
て
の
養
子
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

前
述
し
た
が
、
藤
野
氏
は
才
鶴
（
景
祥
）
の
養
子
の
理
由
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
と
い
う
（
42
）
。
①
秀
吉
政
権
の
中
で
宗
像
領
を
九
州
出
兵
の
橋
頭
堡
と
し
た
い
、

②
豊
臣
政
権
に
と
っ
て
は
、
宗
像
氏
を
自
分
の
陣
営
に
引
き
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ

た
、
③
毛
利
氏
は
、
傘
下
の
国
衆
で
宗
像
氏
と
親
密
な
交
流
が
あ
る
益
田
氏
か
ら
養
子

が
選
ば
れ
た
、
④
こ
の
時
、
才
鶴
（
景
祥
）
は
、
十
歳
の
少
年
で
後
見
す
る
人
材
が
必

要
で
あ
っ
た
。
十
二
月
の
香
春
岳
城
攻
撃
で
、
元
祥
の
指
揮
下
で
宗
像
家
中
の
深
田
氏

が
戦
っ
て
い
る
の
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。

藤
野
氏
の
こ
の
四
点
の
主
張
は
、
今
回
の
（
史
料
二
・
三
）
の
発
見
以
前
か
ら
の
も

の
で
、
そ
の
概
要
は
こ
の
段
階
で
既
に
出
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
主
張
を
詳
細
に
裏

付
け
た
の
が
今
回
の
発
見
で
あ
る
と
言
え
る
。

天
正
十
四
年
に
、
益
田
氏
か
ら
宗
像
氏
に
養
子
に
入
り
才
鶴
と
名
乗
っ
た
人
物
は
、

そ
の
後
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
八
月
十
二
日
、
兄
広
兼
の
死
去
後
に
益
田
に
戻

り
、
そ
の
後
、
小
早
川
隆
景
の
偏
諱
に
よ
り
景
祥
と
な
っ
た
（
43
）
。
才
鶴
が
益
田
に
帰
っ

た
こ
と
に
よ
り
宗
像
の
名
跡
と
血
脈
を
次
ぐ
人
物
が
必
要
と
な
り
、
毛
利
氏
家
臣
の
市

川
少
輔
七
郎
（
44
）
の
子
息
与
七
郎
が
氏
貞
三
女
と
婚
儀
を
結
び
宗
像
清
兵
衛
と
名
乗
り
、

同
じ
く
隆
景
の
偏
諱
に
よ
り
諱
は
景
延
と
な
っ
た
。

現
在
、
才
鶴
と
い
う
当
事
者
が
益
田
に
帰
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
肥
後
宗
像
家
が
現

在
も
秀
吉
文
書
二
点
を
所
有
す
る
理
由
は
、
同
家
が
宗
像
氏
貞
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
才
鶴
と
は
誰
で
あ
る
か
を
証
明
す
る
も

の
と
し
て
、
宛
所
が
肥
後
宗
像
家
の
人
物
で
は
な
い
益
田
父
子
か
ら
吉
川
父
子
に
宛
て

た
書
状
（
史
料
二
）
や
、
隆
景
が
お
そ
ら
く
宗
像
関
係
者
に
宛
て
た
書
状
（
史
料
三
）

を
肥
後
宗
像
家
が
入
手
し
そ
の
正
統
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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第
六
章
　
市
川
与
七
郎
が
宗
像
家
の
養
子
に
入
り
宗
像
清
兵
衛
と
名

乗
る
過
程

令
和
元
年
九
月
十
八
日
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
で
秀
吉
文
書
二
点
が
発
表
さ
れ
、
肥
後

宗
像
家
が
に
わ
か
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
才
鶴
が
益
田
に
戻
っ

た
後
に
、
氏
貞
三
女
が
市
川
与
七
郎
と
結
婚
し
宗
像
清
兵
衛
と
名
乗
ら
せ
、
熊
本
に
子

孫
が
移
り
住
ん
で
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
藤
野
論
文
発
表
の
前
に
は
才

鶴
が
益
田
の
元
へ
戻
っ
て
い
た
と
い
う
知
見
は
全
く
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

た
だ
、
最
初
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
や
拙
論
（
45
）
に
も
示
し
た
が
、「
大
宮
司
系
譜
」

を
見
て
い
く
と
氏
貞
の
三
女
が
市
川
与
七
郎
に
嫁
い
で
い
る
こ
と
が
明
確
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。二
次
資
料
で
あ
る
が
、こ
の
箇
所
の
記
載
は
重
要
な
の
で
再
び
掲
載
検
討
す
る
。

た
だ
そ
の
前
に
、
確
認
事
項
と
し
て
「
大
宮
司
系
譜
」
に
あ
る
氏
貞
の
長
女
・
次
女

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
系
図
に
は
、
氏
貞
の
後
継
者
と
し
て
長
女
・
次
女
と
婚
儀
を
結
ん
で
い
る
の
で
、

草
苅
重
継
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

「
大
宮
司
系
譜
」
に
よ
れ
ば
、
草
苅
重
継
は
、
天
正
十
四
年
に
小
早
川
隆
景
が
筑
前

国
と
筑
後
国
を
領
し
た
と
き
筑
前
宝
満
山
を
預
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
筑
前
国
那
珂
・
三

笠
・
早
良
の
三
郡
を
領
し
た
。
こ
の
頃
に
宗
像
家
に
迎
え
ら
れ
氏
貞
の
長
女
と
結
婚
す

る
。
そ
の
後
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）、
朝
鮮
で
の
働
き
に
よ
り
秀
秋
よ
り
十
二
月

朔
日
に
筑
後
国
三
井
郡
二
か
村
と
同
三
原
郡
五
か
村
の
都
合
二
〇
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ

る
（
46
）
。
そ
の
後
の
行
動
に
つ
い
て
「
大
宮
司
系
譜
」
は
次
の
様
に
伝
え
る
。
慶
長
五

年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
後
に
主
人
で
あ
っ
た
小
早
川
秀
秋
が
筑
前
国
の
領

知
か
ら
岡
山
に
移
る
際
に
、
嫡
男
就
継
等
と
共
に
筑
前
か
ら
離
れ
、
宗
像
所
領
が
没
収

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
毛
利
の
家
臣
に
復
し
た
重
継
は
、
長
州
国
三
隅
を
領
し
居
住

し
た
。
そ
の
時
、
氏
貞
の
後
室
と
幼
い
娘
二
人
も
同
行
し
た
。
こ
の
娘
が
お
そ
ら
く
氏

貞
の
次
女
と
三
女
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
大
宮
司
宗
像
家
の
再
興
が
不
可
能
と
な
り
、

宗
像
家
の
家
系
什
書
等
は
残
ら
ず
重
継
が
譲
り
受
け
た
。
な
お
、
宗
像
社
職
は
家
臣
が

残
留
し
祭
祀
を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

氏
貞
次
女
は
、
当
初
才
鶴
（
七
内
、
の
ち
景
祥
）
（
47
）
と
婚
約
し
て
い
た
が
、
才
鶴

が
益
田
に
帰
っ
た
た
め
、
破
棄
に
な
り
、
長
州
に
移
り
住
ん
だ
。
長
女
が
慶
長
十
年

（
一
六
〇
五
）
に
三
十
三
歳
で
死
去
す
る
と
、
そ
の
子
が
幼
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
養
育

す
る
た
め
に
重
継
と
結
婚
し
元
和
八
年
（
一
六
二
〇
）
に
三
隅
で
死
去
し
た
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
前
提
と
し
て
三
女
の
部
分
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
史
料
五
）「
大
宮
司
系
譜
」

　

市
川
与
七
郎
室

女
子
（
三
女
）

　

母
同
（
臼
杵
越
中
守
鑑
速
女
）

氏
貞
之
後
室
来
長
州
之
後
、
暫
住
備
前
国
、
于
時
具
末
女
、
備
前
住
人
（
48
）
嫁

市
川
氏
、
依
之
市
川
与
七
郎
改
宗
像
清
兵
衛
、
子
孫
在
肥
後
熊
本
、
摂
州
大
坂
、

氏
貞
後
室
又
帰
長
州
三
隅
卒
、
同
所
了
性
院
建
石
塔
（
括
弧
内
の
記
述
と
傍
線

部
は
著
者
に
よ
る
）
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三
女
は
、
宗
像
か
ら
重
継
や
氏
貞
後
室
と
共
に
長
州
三
隅
に
移
り
し
ば
ら
く
住
ん
だ

後
に
備
前
国
の
住
人
で
あ
る
市
川
与
七
郎
に
嫁
い
で
い
る
。
こ
の
与
七
郎
が
名
を
改
め

て
、
宗
像
清
兵
衛
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
後
室
は
、
そ
の
後
三
隅
に
戻
り
そ
こ
で
死

去
し
て
い
る
。

こ
の
三
女
が
草
苅
家
の
所
持
し
て
い
た
宗
像
家
什
書
の
中
の
「
肥
後
宗
像
家
」
関
係

史
料
を
受
け
継
い
で
子
孫
に
伝
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
市
川
与
七
郎
が
宗
像
家
に
養
子
と
な
り
宗
像
清
兵
衛
と
名
乗
る
時
期
に
つ
い

て
は
、
次
の
史
料
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。

（
史
料
六
）
小
早
川
秀
秋
知
行
方
目
録
（
肥
後
宗
像
家
文
書
）

　
　
　
　
　

知
行
方
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
後
国
生
葉
郡

一　

三
拾
壱
石
四
斗
七
升　
　
　
　
　
　
　
　

ミ（
三
牟
田
）

む
た
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

一　

弐
百
拾
八
石
五
斗
壱
升　
　
　
　
　
　
　

お（
大
）ほ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
竹
野
郡

一　

百
五
拾
五
石
八
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
庄
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
生
葉
郡

一　

百
九
拾
四
石
弐
斗
三
升　
　
　
　
　
　
　

下
宮
田
村
之
内

　
　
　

合
六
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右
令
扶
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知
者
也

　
　
　

三
月
三
日　

秀
秋
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
与
七
郎
と
の
へ

こ
の
史
料
は
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
二
月
に
再
び
筑
前
・
筑
後
の
旧
領
を
宛
行

わ
れ
た
小
早
川
秀
秋
が
、
家
臣
の
市
川
与
七
郎
に
筑
後
国
の
生
葉
郡
・
竹
野
郡
内
都
合

六
百
石
を
与
え
た
知
行
目
録
で
あ
る
。
次
に
、
本
史
料
の
年
代
比
定
を
行
う
。
文
禄
三

年
（
一
五
九
四
）、
秀
秋
は
小
早
川
隆
景
の
養
子
と
な
り
秀
俊
と
名
乗
る
。
そ
の
後
、

慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
七
月
に
隆
景
の
死
去
後
に
秀
秋
と
諱
を
改
め
て
お
り
、
そ
の

後
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
秀
秋
が
発
給
し
た
他
の
「
知
行
方
目
録
」
も
確
認
で

き
る
。
同
じ
三
月
三
日
付
け
で
家
臣
で
あ
る
富
松
小
藤
太
宛
て
に
発
給
し
て
い
る
（
49
）
。

花
押
も
本
史
料
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
翌
年
岡
山
城
に
移
封
し
た
後
の
も
の
（
50
）
と

明
ら
か
に
異
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
与
七
郎
は
、
お
そ
ら
く
秀
秋
が
、
慶
長
五
年
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の

功
績
に
よ
り
備
前
・
美
作
五
十
万
石
に
移
封
し
た
と
き
に
、
そ
の
ま
ま
九
州
に
残
り
、

同
時
期
に
豊
前
国
小
倉
に
入
封
し
た
細
川
忠
興
に
仕
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
与
七
郎

は
こ
の
時
に
、
宗
像
家
の
名
跡
を
継
ぎ
宗
像
清
兵
衛
を
名
乗
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
市
川
与
七
郎
宛
の
秀
秋
知
行
方
目
録
の
存
在
は
、
こ
の
史
料
を
肥
後
宗
像
家
が
所

有
し
て
い
る
こ
と
や
関
連
史
料
か
ら
も
、
与
七
郎
が
宗
像
清
兵
衛
と
名
乗
り
同
家
の
名

跡
を
繋
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。

　

宗
像
清
兵
衛
は
、
豊
前
で
細
川
忠
興
・
忠
利
に
仕
え
た
。
そ
の
後
、
寛
永
九
年
（
一

六
三
二
）、
細
川
氏
の
転
封
に
伴
い
熊
本
に
来
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
清
兵
衛
は
、
藩
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（史料六）小早川秀秋知行方目録

主
忠
利
の
側
近
で
「
御
国
之
惣
奉
行
」
と
し
て
郡
奉
行
や
代
官
以
下
を
支
配
し
た
重
要

人
物
で
あ
り
、
近
世
細
川
氏
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
誰
も
が
知
る
人
物
で
あ
っ

た
。た

と
え
ば
、
細
川
氏
の
肥
後
入
国
後
、
忠
興
の
隠
居
領
三
万
七
〇
〇
〇
石
が
益
城
郡

に
決
定
し
た
時
に
「
益
城
郡
之
内
、
我
々
知
行
分
三
萬
七
千
石
之
分
、
宗
像
清
兵
衛
手

前
ゟ
乃
美
主
水
・
貴
田
半
左
衞
門
受
取
、
今
日
廿
二
罷
帰
候
、
宗
像
も
参
候
間
、
則
絵

図
を
も
受
取
申
候
（
51
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
主
忠
利
の
決
定
を
清
兵
衛
が
、
忠
興
家

臣
の
乃
美
・
貴
田
両
名
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
重
要
な
職
責
を
負
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
（
52
）
。

細
川
藩
士
と
な
っ
た
清
兵
衛
は
、
宗
像
氏
貞
の
三
女
と
婚
儀
を
結
ん
で
お
り
四
人
の

男
子
を
も
う
け
た
。
四
人
の
内
、
長
男
（
加
兵
衛
）・
次
男
（
吉
大
夫
）
は
忠
利
死
去

に
伴
い
、
三
男
（
少
右
衛
門
）
は
忠
利
の
次
の
藩
主
光
尚
の
死
去
に
伴
い
そ
れ
ぞ
れ
殉

死
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
殉
死
の
家
と
し
て
細
川
家
の
家
記
『
綿
考
輯
録
』
に
掲

載
さ
れ
る
な
ど
、
細
川
藩
の
藩
士
と
し
て
宗
像
の
名
を
幕
末
ま
で
伝
え
て
い
る
。
四
男

（
長
五
郎
）
は
、
兄
た
ち
の
殉
死
に
よ
り
秀
吉
文
書
等
の
重
要
文
書
を
一
時
的
に
引
き

継
ぎ
、
母
（
氏
貞
三
女
）
と
共
に
京
都
に
隠
棲
し
た
。
長
五
郎
の
三
代
後
の
内
蔵
助
の

時
、
そ
の
家
は
断
絶
し
た
が
、
秀
吉
文
書
を
は
じ
め
と
す
る
宗
像
家
関
係
の
文
書
は
長

男
の
加
兵
衛
の
家
に
戻
り
現
在
に
至
る
（
53
）
。

お
わ
り
に

こ
こ
で
は
本
稿
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
全
体
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
で
「
お
わ
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り
に
」
に
代
え
る
。

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
七
月
上
旬
頃
、
熊
本
県
多
良
木
町
の
職
員
か
ら
史
料
群
が

寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
連
絡
が
あ
っ
た
。
遠
方
に
い
た
著
者
は
、
先
ず
特
徴
の
あ
り
そ
う

な
史
料
二
点
の
画
像
を
デ
ー
タ
で
入
手
し
た
。
そ
れ
が
、
豊
臣
秀
吉
の
判
物
と
朱
印
状

で
あ
っ
た
。
宛
所
は
い
ず
れ
も
「
宗
像
才
鶴
」
と
な
っ
て
い
た
。
所
有
者
と
な
っ
た
多

良
木
町
と
調
査
を
進
め
る
段
階
で
は
、
宗
像
大
宮
司
の
子
孫
は
研
究
上
で
は
断
絶
し
た

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
細
川
家
史
料
の
「
先
祖
附
」
や
『
綿
考
輯
録
』
な
ど
を
調

べ
る
と
、
肥
後
宗
像
家
は
、
宗
像
と
い
う
名
跡
と
最
後
の
大
宮
司
と
さ
れ
る
宗
像
氏
貞

の
血
脈
を
受
け
継
い
で
い
た
と
初
め
て
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、
正
統
な
宗
像
大
宮
司
家

の
子
孫
と
し
て
、
幕
末
ま
で
細
川
家
の
家
臣
と
し
て
熊
本
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
の
内
容
を
、
令
和
元
年
九
月
十
八
日
に
多
良
木
町
と
共
に
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
を
行
っ
た
。
多
く
の
メ
デ
イ
ア
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
反
響
は
大
き
か
っ
た
が
、

多
良
木
町
と
著
者
の
意
図
と
は
異
な
り
宛
所
の
「
宗
像
才
鶴
」
が
注
目
さ
れ
た
。

こ
の
「
才
鶴
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
本
多
氏
に
よ
り
「
大
宮
司
系
譜
」
等
に
登
場

し
な
い
人
物
と
し
て
、
研
究
上
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
（
54
）
。
こ
の
時
点
で
同
氏
は
、

史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
「
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
関
連
史

料
に
氏
貞
後
家
の
記
載
が
あ
り
、
同
時
代
の
も
の
に
他
の
人
物
が
想
定
で
き
な
い
こ
と

か
ら
「
才
鶴
＝
氏
貞
後
家
」
い
う
結
論
を
得
た
が
、「
史
料
は
乏
し
く
、
可
能
性
の
存
在

を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
」
と
あ
く
ま
で
研
究
者
と
し
た
慎
重
な
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。

し
か
し
、
記
者
発
表
後
、「
宗
像
才
鶴
」
と
い
う
部
分
が
女
性
説
と
密
接
に
関
係
を

結
ぶ
中
で
、
メ
デ
ィ
ア
等
や
桑
田
氏
の
喧
伝
（
55
）
も
あ
っ
て
、
根
拠
が
乏
し
い
な
が
ら

も
巷
間
に
女
性
説
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
様
な
中
で
、
藤
野
氏
は
従
来
の
女
性
説
に
全
く
与
せ
ず
に
、
石
見
国
の
益
田
氏

関
係
の
史
料
と
「
大
宮
司
系
譜
」
を
冷
静
に
穿
ち
新
た
な
学
説
を
立
て
た
（
56
）
。
同
氏

に
よ
れ
ば
、
年
次
が
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
か
ら
同
十
二
年
と
推
定
さ
れ
る
吉
川
元

春
書
状
の
文
言
に
、「
ま
す
た
才
鶴
」
の
名
前
を
確
認
し
た
。
こ
の
人
物
は
、
毛
利
氏

重
臣
益
田
元
祥
の
次
男
で
、
元
祥
は
元
春
の
女
と
成
婚
し
た
こ
と
か
ら
、
元
春
の
孫
に

も
当
た
る
。
こ
の
様
な
前
提
か
ら
改
め
て
「
大
宮
司
系
譜
」
を
み
る
と
、
従
来
は
誤
り

と
さ
れ
て
い
た
（
57
）
系
譜
の
「
七
内
・
元
堯
」
の
部
分
を
「
七
内
・
景
祥
」
と
訂
正
す

れ
ば
、景
祥
が
一
時
的
に
宗
像
家
の
養
子
と
な
り
益
田
に
帰
っ
た
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

よ
っ
て
こ
の
景
祥
こ
そ
が
宗
像
才
鶴
で
あ
る
と
い
う
。

藤
野
氏
の
説
は
、
正
統
に
史
料
か
ら
才
鶴
の
正
体
を
導
き
出
し
た
も
の
で
、
乏
し
い

根
拠
の
中
か
ら
市
井
に
浸
透
し
た
才
鶴
女
性
説
に
対
し
、
論
理
構
成
に
違
和
感
を
覚
え

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
だ
、
論
理
的
な
藤
野
説
も
、
新
し
い
史
料
が
発
見
さ
れ
る
ま

で
は
こ
れ
以
上
の
進
展
は
望
め
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
肥
後
宗
像
家
か
ら
段
階
的
に
多
良
木
町
に
史
料
の
寄
贈
が
あ
り
、
そ
の
中

で
天
正
十
四
年
と
比
定
で
き
る
（
史
料
二
）
の
益
田
全
鼎
・
元
祥
父
子
が
、
吉
川
元
春
・

元
長
父
子
に
宛
て
た
書
状
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
書
状
は
、「
宗
像
方
家
督
之
儀
被
申

上
」
と
始
ま
り
、
文
末
に
「
以
其
辻
可
然
之
様
御
請
奉
頼
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
益
田

父
子
が
宗
像
氏
の
家
督
に
つ
い
て
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
藤
野
説
が

に
わ
か
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
冷
静
に
史
料
を
読
む
と
、
益
田
父
子

が
宗
像
氏
の
家
督
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
は
注
目
で
き
る
が
、
明
確
に
益
田
氏
か
ら

宗
像
氏
に
養
子
縁
組
み
が
さ
れ
る
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
令
和
三

年
（
二
〇
二
一
）
四
月
二
十
日
に
多
良
木
町
と
お
こ
な
っ
た
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
で
は
、
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慎
重
を
期
し
藤
野
説
の
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
い
う
表
現
を
行
っ
た
。

こ
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
後
、
再
び
肥
後
宗
像
家
か
ら
史
料
（
史
料
三
）
の
寄
贈
が

あ
っ
た
。
軸
装
し
て
あ
り
、
こ
の
文
書
を
同
家
で
は
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
た
。
こ
の
史
料
の
発
見
に
基
づ
き
同
年
十
一
月
二
十
四
日
に
多
良
木
町
と
共
に
三
度

目
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
行
っ
た
。

新
し
く
寄
贈
さ
れ
た
史
料
は
、
小
早
川
隆
景
書
状
で
あ
っ
た
。「
就
宗
像
家
督
之
儀
」

で
書
き
出
さ
れ
る
本
状
は
、
吉
田
に
て
毛
利
輝
元
・
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景
が
参
集

し
、
相
談
し
て
宗
像
家
の
家
督
を
益
田
親
子
に
確
か
に
申
し
遣
わ
し
た
と
あ
り
、
天
正

十
四
年
三
月
の
氏
貞
急
死
に
伴
い
、
宗
像
家
の
跡
継
ぎ
を
決
定
す
る
こ
と
が
急
務
と
な

り
、
毛
利
一
族
と
そ
の
一
族
と
な
っ
た
益
田
氏
の
中
で
養
子
が
決
定
し
て
い
た
。
こ
の

書
状
の
日
付
を
五
月
晦
日
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
六
月
十
三
日
付
け
の
（
史
料
二
）
と

の
関
係
性
が
明
確
と
な
り
、
益
田
氏
と
宗
像
氏
が
養
子
縁
組
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
、
藤
野
説
が
首
肯
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
両
書
状
の
宛
所
が
、
肥
後
宗
像
家

の
人
物
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
家
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
、
謎
の

人
物
と
さ
れ
た
宗
像
才
鶴
が
益
田
景
祥
で
あ
る
と
初
め
て
一
次
史
料
に
よ
り
比
定
さ
れ

た
。
つ
ま
り
、
両
書
状
は
、
肥
後
宗
像
家
が
正
統
な
大
宮
司
氏
貞
の
子
孫
と
し
て
証
明

す
る
た
め
に
同
家
に
残
さ
れ
た
と
い
え
る
。

以
前
の
才
鶴
女
性
説
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
十
八
日
の
最
初
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
で

発
表
し
た
秀
吉
文
書
二
点
に
よ
っ
て
可
能
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
具
体

的
に
「
才
鶴
＝
氏
貞
後
室
」
と
い
う
史
料
は
存
在
し
な
い
。
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
多
良
木
町
と
の
共
同
の
史
料
調
査
で
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
。よ
っ
て
、

今
回
の
一
連
の
史
料
の
発
見
に
よ
り
、「
才
鶴
女
性
説
」
は
、
こ
れ
ら
の
一
次
史
料
群

を
積
極
的
に
否
定
す
る
一
次
史
料
が
出
現
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
も
は
や
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
今
後
、
一
連
の
史
料
発
表
等
に
よ
り
、
宗
像
氏
研
究
の
歴
史
記
述

が
書
き
換
わ
る
も
の
と
期
待
し
、
正
統
な
研
究
者
に
よ
る
真
摯
な
研
究
の
継
続
を
希
求

す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
謝
辞
〕

・
今
回
の
肥
後
宗
像
家
文
書
と
の
出
会
い
は
、
著
者
に
と
っ
て
新
し
い
史
料
が
次
々

に
発
見
さ
れ
、
学
説
が
次
々
に
書
き
換
え
ら
れ
る
ス
リ
リ
ン
グ
な
体
験
で
あ
っ

た
。
貴
重
な
文
書
群
を
ほ
と
ん
ど
散
逸
も
な
く
現
在
に
伝
え
た
肥
後
宗
像
家
に
敬

意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
そ
の
貴
重
な
文
書
群
の
調
査
を
、
著
者
に
委
託
し
て
い

た
だ
い
た
多
良
木
町
と
同
家
の
ご
子
孫
に
深
甚
の
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。

・
本
稿
の
執
筆
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
村
井
祐
樹
・
畑
山
周
平
・
小

瀬
玄
士
の
各
氏
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
特
に
小
早
川
隆
景
書
状
（
史
料

三
）
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
村
井
・
畑
山
両
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
も
の
が
多
い
、

記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

（
九
州
大
学
比
較
社
会
文
化
研
究
院
）

註（
１
）
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
九
月
十
八
日
に
多
良
木
町
で
お
こ
な
わ
れ
た
プ
レ
ス
リ
リ
ー

ス
と
、
そ
の
時
に
配
布
し
た
著
者
に
よ
る
資
料
に
よ
り
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
２
）
こ
の
こ
と
は
、
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
八
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
大
日
本
史
』（
第
十

一
編
之
二
十
八
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
の
「
筑
前
宗
像
社
大
宮
司
宗
像
氏
貞
卒
ス
」
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と
題
さ
れ
た
割
り
当
て
部
分
に
肥
後
宗
像
家
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
全
く
の
盲
点
と
言
え
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
３
）『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
、
文
書
番
号
一
七
二
・
一
七
三
、
宗
像
大
社
文
書
編
纂
刊
行

委
員
会
、
一
九
九
二
年
。

（
４
）
一
方
、
新
修
宗
像
市
史
編
纂
室
編
集
に
よ
る
『
宗
像
市
史
研
究
』
で
は
、
河
窪
奈
津
子
氏

に
よ
る
「
大
阪
宗
像
家
文
書
」（
河
窪
奈
津
子
「
大
阪
宗
像
家
文
書
の
紹
介
」『
宗
像
市
史

研
究
』
第
四
号
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
、
二
〇
二
一
年
）
と
い
う
造
語
を
掲
載
し
て

い
る
。
河
窪
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
書
は
宗
像
と
名
乗
る
萩
藩
の
御
用
商
人
が
、
天
明
七
年

以
前
に
同
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
二
十
五
点
を
当
時
の
所
有
者
で
あ
っ
た
草
苅
家
か
ら
借
り
て

臨
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
段
階
で
は
、
宗
像
と
偶
然
に
同
姓
を
名
乗
る

家
の
先
祖
が
正
統
な
社
家
文
書
を
書
写
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、研
究
上
で
誤
解
を
招
か
ぬ
よ
う
、こ
の
造
語
は
、例
え
ば
「（
大
阪
）
宗
像
氏
所
蔵
文
書
」

と
収
集
し
た
史
料
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
な
け
れ
ば
研
究
上
の
瑕
疵
に
な
る
。

（
５
）
こ
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
は
、
多
良
木
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
確
認
で
き
る
ほ
か
、

九
州
大
学
図
書
館
の
レ
ポ
ジ
ト
リ
の
著
者
名
で
も
確
認
で
き
る
が
、
本
稿
の
理
解
の
た
め

重
要
な
内
容
な
の
で
こ
こ
に
掲
載
す
る
。

（
６
）
新
修
宗
像
市
史
編
纂
委
員
の
桑
田
氏
と
河
窪
奈
津
子
氏
は
、
十
月
二
十
二
日
に
多
良
木

町
を
訪
れ
て
お
り
、
そ
の
時
に
著
者
と
多
良
木
町
職
員
が
対
応
し
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資

料
と
関
連
史
料
一
切
を
渡
し
、説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、こ
の
時
に
両
氏
は
「
宗

像
氏
の
子
孫
が
熊
本
に
い
る
と
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
。

（
７
）『
宗
像
市
史
研
究
』
第
三
号
、
令
和
二
年
（
二
○
二
○
）
三
月
、
四
十
七
頁
。

（
８
）
な
お
、
現
在
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
『
宗
像
市
史
研
究
』（
桑
田
論
文
）
に
は
、

著
者
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
を
参
照
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
十
一
月
二
十
四

日
付
け
の
「
追
記
」
が
突
然
に
文
末
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
経
緯

か
ら
、
桑
田
論
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
９
）『
宗
像
市
史
』
通
史
編
、
第
二
巻
古
代
・
中
世
・
近
世
、
宗
像
市
史
編
纂
委
員
会
、
一
九

九
九
年
、
六
五
三
～
六
五
六
頁
。

（
10
）「
毛
利
家
文
書
」。「
四
六　

豊
臣
秀
吉
朱
印
領
知
目
録
」『
宗
像
市
史
』
史
料
編　

第
三

巻
近
世
、
宗
像
市
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
九
五
年
（
以
下
『
宗
像
史
料
』
と
す
る
）。

（
11
）「
毛
利
家
文
書
」。「
四
七　

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」『
宗
像
史
料
』。「
二
二
五
七　

小
早
川

左
衛
門
佐
宛
朱
印
状
」『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』（
以
下
『
秀
吉
文
書
』）
三
、
名
古
屋
市
博

物
館
、
二
〇
一
七
年
。

（
12
）「
原
文
書
」。「
二
四　

石
田
三
成
・
大
谷
吉
継
・
安
国
寺
恵
瓊
連
署
書
状
写
」『
宗
像
史
料
』。

（
13
）
こ
れ
に
つ
い
て
河
窪
氏
は
、
大
宮
司
系
譜
等
に
あ
る
「
塩
寿
丸
」
は
「
益
田
元
祥
」
の

次
男
の
景
祥
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
河
窪
奈
津
子
「『
宗
像
記
追
考
』
が
語
る
宗
像
戦

国
時
代
の
虚
実
」『
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
二
十
四
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
14
）『
秀
吉
文
書
』
三
、
一
四
九
頁
、
名
古
屋
市
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
。

（
15
）
桑
田
氏
は
、
前
述
の
六
月
二
十
八
日
付
け
の
隆
景
宛
、
朱
印
状
の
日
付
を
六
月
二
十
五

日
と
違
え
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
北
部
九
州
の
情
勢
は
著
し
く
変
化
し
て
い
た
こ
と
か
ら

日
付
の
修
正
は
必
須
で
あ
る
（
桑
田
和
明
『
戦
国
時
代
の
筑
前
国
宗
像
氏
』（
以
下
『
桑

田
本
』
花
乱
社
）、
二
〇
一
六
年
、
二
一
二
～
二
一
三
頁
）。

（
16
）『
桑
田
本
』
二
一
二
頁
。

（
17
）
さ
ら
に
、
桑
田
氏
は
才
鶴
女
性
説
に
つ
い
て
註
の
中
で
「
宗
像
才
鶴
が
氏
貞
の
後
室
で

あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
既
に
本
多
博
之
氏
も
指
摘
し
て
い
る
（
傍
線
部
は
著
者
に
よ
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る
）」
と
自
分
の
着
想
の
よ
う
な
記
述
を
し
て
お
り
、こ
れ
は
研
究
倫
理
の
「
不
適
切
引
用
」

に
あ
た
る
可
能
性
を
否
定
で
き
ず
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
の
観
点
か
ら
も
憂
慮
す
べ
き
問

題
で
あ
る
。

（
18
）
藤
野
正
人
「
益
田
景
祥
と
宗
像
才
鶴　

筑
前
の
国
衆
、宗
像
大
宮
司
氏
貞
の
後
継
者
」『
七

隈
史
学
』
第
二
二
号
、
二
〇
二
〇
年
。

（
19
）
河
窪
前
掲
論
文
。

（
20
）
藤
野
氏
の
学
説
の
概
要
に
つ
い
て
、
多
良
木
町
教
育
委
員
会
発
行
の
報
告
書
に
加
筆
修

正
し
た
（
花
岡
興
史
「
新
発
見
の
豊
臣
秀
吉
文
書
と
肥
後
宗
像
家
」『
多
良
木
町
文
化
財

調
査
報
告
書　

第
二
集　

肥
後
宗
像
家
文
書　

調
査
報
告
書
（
以
下
『
多
良
木
町
報
告

書
』）』
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
九
～
十
頁
）。

（
21
）「
七
七
三　

第
一
宮
御
宝
殿
御
棟
上
之
事
置
札
」『
中
世
益
田
・
益
田
氏
関
係
史
料（
以
下『
益

田
史
料
』）』
益
田
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
、
三
一
六
～
三
二
一
頁
。

（
22
）「
訂
正
宗
像
大
宮
司
系
譜
附
記
（
以
下
、「
大
宮
司
系
譜
」）」『
宗
像
郡
誌
』
中
編
、
一
九

三
一
年
。

（
23
）
河
窪
前
掲
論
文
。

（
24
）「
八
四
四　

吉
川
元
春
書
状
写
」『
益
田
史
料
』、
三
五
一
頁
。

（
25
）
河
窪
前
掲
論
文
。

（
26
）『
桑
田
本
』
二
一
〇
頁
。

（
27
）「
朝
日
新
聞
」
九
州
・
山
口
版
。

（
28
）
こ
の
文
章
は
、『
多
良
木
町
報
告
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
に
新
し
く
得
ら
れ
た
知
見
よ

り
加
筆
修
正
し
た
。

（
29
）『
萩
藩
閥
閲
録
（
以
下
、『
閥
閲
録
』）』（
第
四
巻
、
山
口
県
文
書
館
、
一
九
六
七
年
、
五

〇
～
五
一
頁
）
の
「
市
川
三
右
衞
門
」
の
項
の
系
図
に
は
、市
川
経
好
の
子
と
し
て
元
教
（
少

輔
七
郎
）
と
あ
る
が
、
そ
の
子
の
与
七
郎
の
名
は
見
え
な
い
。

（
30
）『
大
日
本
古
記
録
上
井
覚
兼
日
記
』
下
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、一
九
五
七
年
。
四
八
頁
。

（
31
）
こ
の
部
分
は
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
を
要
約
し
て
い
る
。
全
文
は
、
多
良
木
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
、
九
州
大
学
図
書
館
の
レ
ポ
ジ
ト
リ
の
著
者
名
検

索
で
も
確
認
で
き
る
。

（
32
）「
七
七
二　

宗
像
第
一
宮
御
宝
殿
置
札
（
宗
像
大
社
所
蔵
）」『
益
田
史
料
』。

（
33
）
益
田
氏
の
概
要
に
つ
い
て
は
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
益
田
氏
」
を
参
考

に
し
て
執
筆
し
た
。

（
34
）
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
時
点
で
は
、「
吉
田
様
」
に
つ
い
て
は
吉
田
に
在
住
の
毛
利
輝
元
で

あ
る
と
想
定
し
て
い
た
が
、
慎
重
を
期
し
て
こ
の
段
階
で
は
不
詳
と
し
た
。

（
35
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
。

（
36
）
こ
の
元
堯
は
景
祥
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
多
く
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
貞
の
嫡
男
で
あ
る

塩
寿
丸
の
存
在
を
認
め
た
上
で
の
景
祥
（
七
内
）
と
し
た
点
で
藤
野
氏
の
説
は
説
得
力
を

伴
う
も
の
で
あ
る
（
藤
野
前
掲
論
文
）。

（
37
）
こ
の
部
分
も
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
を
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
の
全
文
は
、
多
良

木
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
、
九
州
大
学
図
書
館
の
レ
ポ
ジ
ト
リ

の
著
者
名
検
索
で
も
確
認
で
き
る
。

（
38
）
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
こ
の
隆
景
書
状
が
発
見
さ
れ
才
鶴
女
性
説
は
否
定
さ
れ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
二
〇
二
二
年
三
月
三
日
の
「
西
日
本
新
聞
」
の
文
化
面
に
は
「
宗
像
氏
巡
り

深
ま
る
謎
」「『
才
鶴
』
は
女
性
か
男
性
か
」
と
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
、

才
鶴
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
性
説
を
併
記
し
継
続
さ
せ
て
い
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る
。
原
史
料
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
一
般
に
は
理
解
し
難
い
の
で
あ
ろ
う

か
。

（
39
）『
秀
吉
文
書
』
二
、
二
六
五
頁
、
名
古
屋
市
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
。

（
40
）
山
本
博
文
『
幕
藩
制
の
成
立
と
近
世
の
国
制
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
十
七
頁
。

（
41
）「
冷
泉
文
書
」
一
〇
〇
五
号
（
土
居
聡
朋
・
山
内
治
朋
・
村
井
祐
樹
編
集
『
戦
国
遺
文
・

瀬
戸
内
水
軍
編
』、
二
〇
一
二
年
）。
同
じ
内
容
が
『
閥
閲
録
』（
第
三
巻
、
二
一
三
頁
）

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）
藤
野
前
掲
論
文
、
一
二
九
頁
。

（
43
）
藤
野
前
掲
論
文
、
一
二
六
頁
。

（
44
）
毛
利
家
の
中
で
は
並
ぶ
も
の
が
い
な
い
程
の
親
戚
縁
者
と
さ
れ
て
い
る
市
川
氏
の
長
男

で
あ
る
少
輔
七
郎
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
三
月
、
敵
対
す
る
大
友
義
鎮
に
指
嗾
さ

れ
毛
利
氏
に
反
旗
を
翻
し
て
い
る（
光
成
準
治『
小
早
川
隆
景
・
秀
秋（
以
下
、『
光
成
本
』）』、

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
）。

（
45
）花
岡
興
史「
新
発
見
の
豊
臣
秀
吉
文
書
と
肥
後
宗
像
家
」『
沖
ノ
島
研
究
』六
、二
○
二
○
年
、

四
十
四
～
四
十
五
頁
。

（
46
）『
閥
閲
録
』
一
、
八
一
四
頁
。

（
47
）「
大
宮
司
系
譜
」
に
は
こ
の
人
物
を
七
内
（
元
堯
）
と
記
す
が
、「
藤
野
論
文
」
に
よ
り

訂
正
し
た
。

（
48
）
父
の
少
輔
七
郎
が
主
家
の
毛
利
氏
に
謀
反
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
り
（
前
掲
『
光
成
本
』）、

市
川
家
の
家
督
は
経
好
次
男
の
元
好
が
継
ぎ
、
少
輔
七
郎
の
長
男
で
あ
る
与
七
郎
の
立
場

が
微
妙
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
与
七
郎
は
、
市
川
氏
の
元
々
の
管
理
地
で
あ
る
防
長
の
地

か
ら
備
前
に
移
り
住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
た
め
か
『
閥
閲
録
』
の
「
市
川
三

右
衞
門
」
の
項
に
は
与
七
郎
の
名
前
は
見
え
な
い
。

（
49
）「
小
早
川
秀
秋
知
行
方
目
録　

慶
長
四
年
三
月
三
日
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
請
求
番

号
〇
一
、
五
。

（
50
）「
小
早
川
秀
秋
知
行
方
目
録　

慶
長
五
年
霜
月
十
一
日
」
岡
山
県
立
博
物
館
蔵
。

（
51
）寛
永
十
年
五
月
二
十
二
日
付
け
忠
利
宛
の
書
状（『
大
日
本
近
世
史
料　

細
川
家
史
料
』五
、

一
一
〇
二
）。

（
52
）
拙
著
「
細
川
忠
興
と
八
代
城　

―
隠
居
体
制
と
隠
居
城
の
普
請
に
つ
い
て
ー
」『
八
代
市

文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
第
五
一
集　

八
代
城
二
の
丸
』
八
代
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
二

〇
年
、
一
二
六
頁
。

（
53
）
肥
後
入
国
後
の
宗
像
家
の
動
向
は
、『
沖
ノ
島
研
究
』
第
六
号
（
二
○
二
○
年
三
月
）
に

掲
載
さ
れ
た
「
新
発
見
の
豊
臣
秀
吉
文
書
と
肥
後
宗
像
家
」
と
題
す
る
拙
論
に
詳
述
し
て

い
る
。
な
お
、
拙
著
の
内
容
は
、
九
州
大
学
図
書
館
レ
ポ
ジ
ト
リ
に
て
も
著
者
名
検
索
で

確
認
で
き
る
。

（
54
）
前
掲
『
宗
像
市
史
』。

（
55
）
桑
田
前
掲
本
。

（
56
）
藤
野
前
掲
論
文
。

（
57
）
河
窪
前
掲
論
文
、
桑
田
前
掲
本
。
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沖
ノ
島
出
土
馬
具
の
復
元
的
研
究

桃
㟢
　
祐
輔

は
じ
め
に

宗
像
市
沖
ノ
島
は
、
宗
像
神
湊
か
ら
対
馬
北
端
を
経
由
し
て
釜
山
・
蔚
山
に
向
か
う

国
際
航
路
上
の
要
衝
に
あ
り
、祭
祀
遺
構
二
三
か
所
か
ら
遺
物
約
８
万
点
が
出
土
し
た
。

う
ち
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
九
号
の
六
遺
跡
に
馬
具
を
伴
い
、
多
く
は
わ
ず
か
な
落
葉
に

覆
わ
れ
た
状
態
で
配
列
当
時
の
状
況
を
と
ど
め
て
出
土
し
た
。沖
ノ
島
は
、禁
忌
に
よ
っ

て
一
木
一
草
持
ち
出
し
が
禁
じ
ら
れ
、
祭
祀
遺
跡
も
古
代
か
ら
現
在
ま
で
ほ
ぼ
手
付
か

ず
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
文
化
財
保
護
の
意
識
が
希
薄
、
も
し

く
は
研
究
の
た
め
の
取
り
扱
い
が
現
在
と
は
異
な
る
時
代
に
、
沖
ノ
島
か
ら
奉
献
品
が

流
出
し
た
事
実
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
初
期
に
は
黒
田
長
政
が
切
支
丹

に
祭
祀
遺
物
を
持
ち
出
さ
せ
て
福
岡
城
内
に
置
く
も
、
神
職
に
返
却
し
て
島
内
の
谷
に

埋
め
さ
せ
た
。
ま
た
明
治
二
一
年
に
江
藤
正
澄
も
遺
物
の
一
部
を
持
ち
出
し
た
。
江
藤

は
神
職
の
傍
ら
、
福
岡
周
辺
で
多
数
の
遺
物
を
蒐
集
し
、
一
部
は
明
治
二
九
年
に
伊
勢

神
宮
徴
古
館
に
納
め
ら
れ
た
。
同
館
蔵
品
の
出
土
地
不
詳
の
金
銅
装
馬
具
類
に
、
沖
ノ

島
出
土
品
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
（
図
一
）。
中
で
も
双
鳳
凰
文
杏
葉
の
文
様
板
は
、

藤
ノ
木
古
墳
馬
具
よ
り
も
精
巧
な
出
来
と
さ
れ
る
。
ま
た
心
葉
形
十
字
文
忍
冬
文
透
鏡

板
は
、
前
者
と
セ
ッ
ト
の
可
能
性
が
あ
る
。

沖
ノ
島
砲
台
の
守
備
兵
が
持
ち
出
し
た
山
形
県
致
道
博
物
館
の
銅
矛
な
ど
も
知
ら
れ

図一　伊勢神宮徴古館　出土地不詳馬具
１ 心葉形十字文忍冬文透鏡板
２ 双鳳凰文杏葉文様板
３ 心葉形鏡板・杏葉　４ 棘葉形唐草文透杏葉

図二　伝沖ノ島出土　金銅製香炉形製品
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て
い
る
ほ
か
、
奈
良
県
天
理
参
考
館
に
は
、
守
屋
美
好
氏
（
蒐
集
家
と
し
て
著
名
な
守

屋
孝
蔵
氏
の
子
息
）
の
蔵
品
中
よ
り
梅
原
末
治
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
出
土
地
不
詳

馬
具
類
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
高
野
政
昭
一
九
九
一
）。
そ
の
内
訳
は
、
金
銅
装
鏡
板

３
枚
２
セ
ッ
ト
を
含
む
、
複
数
の
馬
具
セ
ッ
ト
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
沖
ノ
島
出
土

の
杏
葉
や
辻
金
具
類
と
製
作
技
法
や
鋲
径
鋲
間
隔
な
ど
に
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
も
の

を
含
ん
で
お
り
、
特
に
心
葉
形
杏
葉
の
一
枚
は
、
内
区
の
残
存
透
彫
文
様
や
吊
鉤
金
具

の
構
造
な
ど
が
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
の
十
字
形
辻
金
具
＋
心
葉
形
忍
冬
文
杏
葉
と
全
く
同

一
で
あ
る
。
こ
の
杏
葉
は
ま
た
、
同
じ
く
守
屋
美
好
氏
旧
蔵
品
の
心
葉
形
十
字
文
忍
冬

透
鏡
板
と
セ
ッ
ト
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

戦
後
の
本
格
調
査
以
前
、
沖
ノ
島
の
祭
祀
遺
物
の
一
部
は
、
石
室
状
を
な
す
御
金
藏

（
四
号
遺
跡
）
に
二
次
的
に
集
積
さ
れ
て
い
た
。
柴
田
常
惠
氏
に
よ
る
と
、
大
正
年
間

御
金
蔵
の
整
理
が
行
わ
れ
、金
属
類
は
一
括
し
て
田
島
村
の
邊
津
宮
社
務
所
に
移
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
中
に
は
鍍
金
の
残
存
す
る
も
の
も
あ
っ
た
（
柴
田
常
惠
一
九
二
七
）
と
い
う

か
ら
、
馬
具
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
存
し
な
い
。

よ
っ
て
馬
具
も
、
部
品
の
一
部
が
象
徴
的
に
供
献
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
初
は
完

全
な
セ
ッ
ト
で
供
献
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
風
雨
や
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
の
攪
乱
で
風

化
破
損
し
、
バ
ラ
バ
ラ
の
破
片
と
な
り
、
さ
ら
に
度
重
な
る
持
ち
出
し
で
セ
ッ
ト
が
棄

損
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
発
掘
調
査
で
回
収
さ
れ
た
沖
ノ

島
祭
祀
遺
物
は
、
過
去
の
供
献
遺
物
全
体
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
沖
ノ

島
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
「
出
土
地
不
詳
品
」
と
の
対
比
も
含
め
、
本
来

の
奉
献
遺
物
を
復
元
す
る
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。

一
　
沖
ノ
島
出
土
馬
具
の
調
査
史

『
沖
ノ
島
』
で
は
、
原
田
大
六
氏
が
馬
具
類
を
報
告
し
た
。
７
号
遺
跡
の
王
塚
古
墳

と
同
タ
イ
プ
の
棘
付
剣
菱
杏
葉
や
辻
金
具
、
羽
人
透
彫
心
葉
形
杏
葉
、
棘
葉
形
杏
葉
、

歩
揺
付
雲
珠
、
鉄
製
銀
象
嵌
鉢
形
雲
珠
、
玉
虫
羽
雲
母
入
帯
先
金
具
、
８
号
遺
跡
の
金

線
象
嵌
鉄
製
鞍
、
歩
揺
付
雲
珠
等
か
ら
な
り
（
原
田
大
六
一
九
五
八
）、
６
世
紀
中
葉

～
後
半
の
も
の
が
主
体
で
あ
る
。『
宗
像　

沖
ノ
島
』
報
告
で
は
、
佐
田
茂
氏
が
４
号

遺
跡
（
御
金
蔵
）
の
帯
先
金
具
残
欠
、
鉸
具
、
菊
鋲
辻
金
具
、
歩
揺
残
欠
を
報
告
し
、

７
・
８
号
遺
跡
の
遺
物
の
一
部
が
二
次
的
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
と
判
明
し
た
（
佐
田

茂
一
九
七
九
）。
ま
た
松
本
肇
氏
が
報
告
し
た
６
号
遺
跡
で
は
、
有
蓋
銅
鋺
・
土
師
器

と
と
も
に
歩
揺
付
雲
珠
１
、
鉄
製
銜
な
ど
の
７
世
紀
前
半
代
の
馬
具
が
出
土
し
た
（
松

本
肇
一
九
七
九
）。
そ
の
後
、
重
住
真
紀
子
氏
は
上
原
孝
夫
氏
蔵
の
伝
沖
ノ
島
出
土
花

形
鏡
板
を
報
告
し
た
（
重
住
真
紀
子
二
〇
〇
五
）。

二
　
研
究
の
現
状
と
課
題

諫
早
直
人
氏
は
、
沖
ノ
島
の
新
羅
系
馬
具
の
う
ち
、
沖
ノ
島
Ａ
棘
葉
形
杏
葉
の
よ
う

な
扁
平
な
花
形
鋲
は
新
羅
古
墳
出
土
馬
具
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
新
羅
馬
具
の

影
響
を
強
く
受
け
つ
つ
も
大
加
耶
で
製
作
さ
れ
た
」
と
み
た
（
諫
早
直
人
二
〇
一
二
）。

二
〇
一
七
年
に
九
州
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
『
宗
像
・
沖
ノ
島
と
大
和
朝
廷
』
展

で
は
、
沖
ノ
島
出
土
の
金
銅
製
香
炉
状
品
が
注
目
さ
れ
た
。
か
つ
て
岡
村
秀
典
氏
は
こ

68



の
特
異
な
遺
物
を
北
魏
製
と
み
た
（
岡
村
秀
典
二
〇
〇
七
）
が
、
市
元
塁
氏
は
北
朝
～

隋
の
絵
画
や
俑
に
み
ら
れ
る
馬
の
頸
総
と
呼
ば
れ
る
垂
れ
飾
り
の
可
能
性
を
指
摘
し
た

（
市
元
塁
二
〇
一
六
）。
桃
﨑
は
沖
ノ
島
７
号
遺
跡
の
祭
祀
遺
物
群
は
、様
々
な
集
団
が
、

異
な
る
祭
儀
神
話
に
沿
っ
て
執
行
し
た
儀
礼
の
集
積
で
あ
り
、
玉
類
・
武
器
・
馬
具
類

は
、『
日
本
書
紀
』
記
載
の
宗
像
神
誕
生
の
情
景
を
再
現
す
る
モ
ノ
ザ
ネ
で
あ
る
と
考

え
た
。
さ
ら
に
羽
人
杏
葉
が
南
北
朝
中
国
に
つ
な
が
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
七
）。
そ
の
後
桃
﨑
は
、「
沖
ノ
島
の
馬
具
」
で
、
沖
ノ
島
に

は
少
な
く
と
も
国
産
三
セ
ッ
ト
、
舶
載
七
セ
ッ
ト
、
合
計
一
〇
セ
ッ
ト
の
豪
華
な
金
銅

装
馬
具
が
供
献
さ
れ
、
実
用
的
な
素
環
轡
な
ど
は
な
く
、
六
世
紀
中
葉
を
上
限
、
七
世

紀
中
葉
を
下
限
と
し
、
継
体
・
欽
明
朝
の
交
替
期
か
ら
、
舒
明
朝
の
間
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
北
朝
も
し
く
は
隋
・
初
唐
前
後
の
頸
総
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
ｂ
）。
し
か
し
中
国
在
外
研
究
の
一
時
帰
国
中
の
短
時
間
の
検
討

結
果
で
あ
り
、
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
桃
﨑
は
伝
津
屋
崎
出
土
龍
文
透
彫

鏡
板
の
検
討
に
際
し
、
天
理
参
考
館
蔵
の
楕
円
形
十
字
文
双
龍
文
透
鏡
板
（
高
野
政
昭

一
九
九
一
）
が
、
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
出
土
の
心
葉
形
羽
人
文
透
彫
杏
葉
と
立
聞
金
具
の

法
量
・
形
状
・
構
造
、
鋲
径
や
鋲
間
隔
が
酷
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
沖
ノ
島
出
土
品

の
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
二
〇
）。

三
　
研
究
の
方
法

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
馬
具
類
は
、
少
な
く
と
も
一
〇
セ
ッ
ト
前
後
か
ら
な
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
長
年
風
雨
に
晒
さ
れ
て
腐
蝕
や
経
年
劣
化
、
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
な
ど
の

動
物
の
営
巣
や
植
物
の
成
長
に
よ
る
攪
乱
、
さ
ら
に
学
術
調
査
以
前
の
人
為
的
な
移
動

や
持
ち
出
し
な
ど
の
諸
要
因
が
重
な
り
、
奉
献
さ
れ
た
当
時
か
ら
み
れ
ば
、
全
体
の
ご

く
一
部
し
か
遺
存
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
セ
ッ
ト
関
係
を
た
ど
る
こ
と
が
非
常
に
む

つ
か
し
い
。
さ
ら
に
共
伴
遺
物
が
特
殊
な
う
え
年
代
幅
が
あ
る
た
め
、
年
代
の
絞
り
込

み
も
困
難
で
あ
り
、
そ
の
質
の
高
さ
や
、
舶
載
品
を
含
む
と
い
う
事
実
以
上
に
は
、
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
う
し
た
断
片
的
な
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
ノ
島
の
馬
具
類
は

卓
越
し
た
質
量
を
示
し
、
当
時
の
対
外
交
渉
や
祭
祀
主
体
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
の
全
体
像
の
詳
細
が
明
ら
か
に

な
れ
ば
、
そ
の
価
値
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
断
片

化
し
た
馬
具
類
が
、
本
来
ど
の
よ
う
な
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
続
き

を
踏
む
必
要
が
あ
る
。
馬
装
の
復
元
に
あ
た
っ
て
、
桃
﨑
は
か
つ
て
以
下
の
よ
う
な
手

順
を
想
定
し
た
（
桃
崎
祐
輔
二
〇
〇
二
）。

①	

各
部
品
の
類
例
を
集
成
し
、
そ
の
型
式
学
的
・
年
代
的
位
置
付
け
を
確
定
す
る
。

②	

部
品
の
出
土
状
態
、
構
造
、
類
例
の
セ
ッ
ト
関
係
か
ら
相
互
の
連
結
関
係
を
確
定

す
る
。

③	

部
品
が
少
な
い
部
分
や
遺
存
し
な
い
部
分
の
推
定
に
あ
た
っ
て
も
、
類
似
す
る
組

成
で
年
代
的
に
も
接
近
す
る
馬
装
セ
ッ
ト
の
パ
タ
ー
ン
を
分
析
し
、
最
も
蓋
然
性

の
高
い
も
の
に
絞
り
込
む
。

④	
そ
れ
で
も
復
元
が
難
し
い
下
鞍
や
障
泥
は
、
埴
輪
馬
・
石
馬
・
馬
俑
の
表
現
を
参

考
と
す
る
。

以
上
に
対
し
、
山
口
裕
平
氏
は
、
⑤
部
品
数
を
確
定
す
る
、
と
い
う
項
目
を
追
加
し
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た
（
山
口
裕
平
二
〇
〇
四
）。
沖
ノ
島
の
馬
具
で
は
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
が
、

類
例
と
の
対
比
や
、
残
存
個
体
か
ら
の
復
元
的
作
業
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
作
業
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
前
述
の
特
殊
状
況
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
作
業
を
進

め
る
。

①	

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
中
で
、馬
具
を
出
土
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
遺
跡
を
抽
出
し
、

出
土
状
態
や
共
伴
遺
物
を
検
討
す
る
。

②	

各
遺
跡
の
馬
具
出
土
状
態
の
把
握
に
も
と
づ
き
、
馬
具
の
セ
ッ
ト
関
係
を
地
点
的

に
分
離
す
る
。

③	

過
去
の
報
告
で
は
、
同
形
態
で
複
数
例
が
あ
る
も
の
は
、
最
も
遺
存
状
態
の
良
い

も
の
を
代
表
し
て
実
測
図
が
提
示
さ
れ
た
た
め
総
量
の
把
握
が
困
難
で
あ
っ
た
。

た
だ
遺
物
が
す
べ
て
国
宝
指
定
の
現
在
、
再
実
測
は
も
ち
ろ
ん
、
全
体
の
再
調
査

も
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
報
告
書
の
記
述
・
掲
載
写
真
・
展
示
遺
物
の
検
討
に
基

づ
き
、
可
能
な
限
り
地
点
ご
と
様
相
を
把
握
す
る
。

④	

七
号
遺
跡
で
は
、
同
一
地
点
に
複
数
の
馬
具
セ
ッ
ト
が
供
献
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
実
視
さ
れ
る
。
よ
っ
て
馬
具
セ
ッ
ト
分
離
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
鏡
板
・
杏

葉
・
辻
金
具
・
鞍
な
ど
に
基
づ
き
②
を
更
に
細
分
す
る
。

⑤	

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
出
土
馬
具
中
、
最
も
分
離
と
帰
属
決
定
が
困
難
な
の
は
数
が
多

く
微
細
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
歩
揺
付
雲
珠
類
で
あ
る
。
類
例
と
の
比
較
お

よ
び
出
土
地
点
に
よ
り
一
括
性
を
把
握
し
、
帰
属
す
る
ア
セ
ン
ブ
リ
ッ
チ
を
決
定

す
る
。

⑥	

前
提
整
理
が
終
わ
っ
た
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
出
土
馬
具
・
伝
沖
ノ
島
出
土
馬
具
を
舶

載
・
国
産
に
大
別
す
る
。

⑦	

出
土
状
態
、
他
の
類
似
セ
ッ
ト
と
の
比
較
な
ど
総
合
的
情
報
に
基
づ
き
、
個
別
の

馬
装
セ
ッ
ト
に
分
離
す
る
。

⑧	

抽
出
し
た
各
セ
ッ
ト
を
、
最
も
近
似
す
る
類
例
と
の
比
較
検
討
か
ら
そ
の
性
格
を

明
ら
か
に
す
る
。

⑨	

沖
ノ
島
の
各
セ
ッ
ト
の
馬
具
が
示
す
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
考
察
を

試
み
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
手
順
が
求
め
ら
れ
る
が
、
現
状
で
不
可
能
な
作
業
は
、
将
来
の
課

題
と
し
、
可
能
な
範
囲
で
作
業
を
進
め
る
。

　

更
に
馬
装
の
復
元
は
、
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
る
。

⑩	

馬
具
は
形
式
ご
と
に
鏡
板
轡
・
杏
葉
・
辻
金
具
・
雲
珠
・
鞍
金
具
・
鐙
金
具
等
の

組
み
合
わ
せ
に
特
有
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
沖
ノ

島
の
雑
多
な
馬
具
残
欠
を
、
形
式
ご
と
の
特
有
の
ア
セ
ン
ブ
リ
ッ
チ
に
分
類
・
整

理
す
る
。
ま
た
帰
属
す
る
セ
ッ
ト
が
ど
れ
か
判
断
が
難
し
い
物
も
、
吊
鉤
金
具
や

脚
部
の
幅
や
鋲
数
な
ど
を
考
慮
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
。

⑪	

馬
具
セ
ッ
ト
の
部
品
の
出
土
状
態
、
構
造
、
類
例
の
セ
ッ
ト
関
係
か
ら
相
互
の
連

結
関
係
を
推
定
す
る
。

⑫	

部
品
が
少
な
い
部
分
や
遺
存
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
も
、
類
似
す
る
組
成
で
年
代

的
に
も
接
近
す
る
馬
装
セ
ッ
ト
の
パ
タ
ー
ン
を
分
析
し
、
最
も
近
似
す
る
も
の
と

同
様
な
も
の
で
復
原
を
こ
こ
ろ
み
る
。

70



四
　
各
地
点
で
の
馬
具
の
出
土
状
態
と
伝
沖
ノ
島
出
土
品

一
　
七
号
遺
跡

沖
ノ
島
Ｄ
号
巨
岩
は
、
沖
津
宮
背
後
の
巨
岩
群
の
北
端
に
位
置
し
、
高
さ
六
・
五
ｍ

を
測
る
。
こ
の
巨
岩
は
、約
六
〇
度
の
角
度
で
参
道
に
庇
の
よ
う
に
せ
り
出
し
て
お
り
、

そ
の
下
の
岩
陰
全
域
に
遺
物
が
散
布
し
て
い
た
。
手
前
南
側
が
七
号
遺
跡
、
北
側
奥
が

八
号
遺
跡
で
あ
る
。
庇
の
張
り
出
し
た
岩
陰
に
沿
っ
て
大
小
の
割
石
が
敷
石
か
区
画
状

に
並
ん
で
い
る
が
、人
為
的
な
配
列
で
は
な
い
と
い
う
。
七
号
遺
跡
で
は
東
西
約
八
ｍ
、

南
北
約
三
・
五
ｍ
の
平
坦
面
全
体
に
撒
き
散
ら
さ
れ
た
よ
う
に
遺
物
が
出
土
し
た
。
空

間
の
中
央
部
に
は
鉄
鏃
、
鉄
刀
、
鉄
剣
や
ガ
ラ
ス
小
玉
、
滑
石
製
臼
玉
、
水
晶
製
切
子

玉
が
特
に
多
く
、
東
側
に
は
鉄
矛
や
挂
甲
、
盾
状
金
具
が
あ
り
、
そ
の
南
東
に
離
れ
て

水
晶
製
三
輪
玉
一
七
個
が
出
土
し
た
。
付
近
で
は
捩
環
頭
も
出
土
し
、
倭
装
大
刀
が
複

数
供
献
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
純
金
製
指
輪
や
唐
三
彩
な
ど
特
殊
遺
物
が

あ
り
、
総
点
数
は
約
二
〇
〇
〇
点
に
上
る
。
沖
ノ
島
の
中
で
も
突
出
し
た
質
・
量
を
誇

る
。
益
田
勝
実
氏
は
七
号
遺
跡
の
遺
物
の
種
類
と
出
土
状
態
を
詳
細
に
検
討
し
、
ア
マ

テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
が
誓
約
し
て
宗
像
三
女
神
誕
生
し
た
神
話
の
情
景
を
再
現
す
る
た

め
、
盾
を
立
て
並
べ
、
甲
冑
や
弓
矢
で
武
装
し
た
人
物
と
、
金
銅
装
馬
具
を
装
着
し
た

騎
馬
人
物
が
対
峙
す
る
儀
礼
の
痕
跡
で
あ
る
と
考
察
し
た
（
益
田
勝
実
一
九
七
六
）。

西
側
（
向
か
っ
て
左
側
）
に
は
金
銅
装
の
馬
具
類
が
集
中
し
て
い
た
。
以
下
暫
定
的

に
下
記
の
よ
う
に
分
類
す
る
（
旧
称
は
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
b
で
の
呼
称
）。

Ａ
群
：
第
四
回
調
査
で
西
端
に
棘
葉
形
杏
葉
Ａ
四
点
が
集
中
出
土
。
菊
鋲
辻
金
具
と
併

せ
D
（
旧
Ａ
１
）
セ
ッ
ト
と
す
る
。

Ｂ
群
：
第
一
回
調
査
で
西
半
部
の
道
路
に
接
す
る
地
点
よ
り
心
葉
形
羽
人
文
杏
葉
五
点
、

棘
葉
形
杏
葉
Ｂ
一
点
、
金
銅
製
円
形
鞖
鉸
具
に
接
し
て
歩
揺
付
雲
珠
、
鉄
製
覆
輪
・

鉄
製
磯
金
具
鞍
一
式
、
鈴
類
、
環
状
雲
珠
片
、
楕
円
方
形
鉸
具
、
大
形
円
形
雲
珠
、

鉄
鈴
な
ど
が
折
り
重
な
っ
て
出
土
。
杏
葉
四
～
五
種
、
鞍
二
種
以
上
、
多
様
な
雲
珠
・

辻
金
具
よ
り
七
セ
ッ
ト
前
後
に
分
離
さ
れ
、
Ｆ
（
旧
Ｂ
１
）
セ
ッ
ト
（
金
銅
製
円
形

鞖
鉸
具
付
鞍
・
花
形
半
球
座
十
本
釣
手
歩
揺
飾
雲
珠
四
点
以
上
、
心
葉
形
羽
人
文
杏

葉
五
点
）・
Ｅ
（
旧
Ｂ
２
）
セ
ッ
ト
（
棘
葉
杏
葉
Ｂ
二
以
上
・
環
状
雲
珠
）・
Ａ
（
旧

Ｂ
３
）
セ
ッ
ト
（
棘
付
剣
菱
形
杏
葉
３
以
上
・
多
脚
雲
珠
・
無
却
雲
珠
）・
Ｂ
（
旧

Ｂ
４
）
セ
ッ
ト
（
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
・
楕
円
形
三
葉
文
杏
葉
三
）・
Ｈ
（
Ｂ
７
）
セ
ッ

ト
（
八
弁
花
飾
十
字
形
辻
金
具
）
と
な
る
。

Ｃ
群
：
第
一
回
調
査
で
Ｂ
群
の
南
一
ｍ
か
ら
透
彫
帯
先
金
具
、
三
脚
菊
鋲
付
辻
金
具
、

歩
揺
付
雲
珠
が
出
土
。
こ
の
う
ち
透
彫
帯
先
金
具
を
Ｇ
（
旧
Ｃ
１
）
セ
ッ
ト
と
す
る
。

二
　
八
号
遺
跡

八
号
遺
跡
で
は
一
・
二
ｍ
×
一
・
五
ｍ
の
範
囲
か
ら
半
球
形
歩
揺
付
雲
珠
八
個
体
分
が

集
中
出
土
し
、
そ
の
東
側
か
ら
鉄
地
金
象
嵌
鞍
の
破
片
が
出
土
し
た
。
な
お
未
発
掘
部

分
が
残
る
と
さ
れ
る
。
鉄
地
金
銀
象
嵌
鞍
は
、
韓
国
慶
州
鶏
林
路
一
四
号
墳
の
龍
文
唐

草
象
嵌
鞍
二
点
が
著
名
で
あ
る
。
ま
た
栃
木
県
足
利
市
足
利
公
園
古
墳
群
の
鉄
地
銀
象

嵌
鞍
は
、
覆
輪
に
鱗
文
、
海
金
具
に
亀
甲
繋
文
・
鳳
凰
文
な
ど
を
施
す
が
、
文
様
の
形

骸
化
や
鉄
地
銀
象
嵌
刀
装
具
と
の
技
法
の
共
通
か
ら
国
産
品
と
み
ら
れ
る
。
八
号
遺
跡

金
銀
象
嵌
鞍
・
歩
揺
付
雲
珠
の
位
置
づ
け
は
難
し
い
が
、
暫
定
的
に
新
羅
製
の
舶
載
品
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と
み
て
お
き
た
い
。

三
　
伝
沖
ノ
島
出
土
　
花
形
杏
葉
セ
ッ
ト

重
住
真
紀
子
氏
は
上
原
孝
夫
氏
藏
（
現
在
は
九
州
国
立
博
物
館
寄
託
）
の
伝
沖
ノ
島

出
土
花
形
馬
具
を
報
告
し
た
（
重
住
真
紀
子
二
〇
〇
六
）。
報
告
で
は
杏
葉
と
判
断
さ

れ
て
い
る
が
、
中
央
の
円
形
区
画
の
形
状
や
立
聞
構
造
な
ど
か
ら
み
て
、
鏡
板
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。

な
お
七
号
遺
跡
で
出
土
し
た
辻
金
具
の
細
片
に
、
国
産
金
銅
装
馬
具
に
伴
う
タ
イ
プ

が
見
ら
れ
、
六
号
遺
跡
に
二
次
移
動
し
た
と
お
ぼ
し
き
鉄
製
銜
と
あ
わ
せ
、
上
原
氏
所

蔵
の
花
形
馬
具
と
一
連
の
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
Ｃ
セ
ッ
ト
と

す
る
。

四
　
伝
沖
ノ
島
出
土
　
香
炉
状
金
銅
製
品

「
全
体
の
姿
は
椀
の
形
で
あ
る
が
、
中
帯
に
双
竜
唐
草
文
を
浮
彫
に
し
、
上
下
帯
に

蓮
弁
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
下
端
の
輪
縁
に
は
小
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

に
他
の
物
と
し
ば
り
合
せ
る
の
か
、
飾
り
を
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
用
途
は
不
明

で
あ
る
が
上
面
の
中
央
に
は
方
形
の
孔
が
穿
た
れ
、
蓮
の
中
房
に
あ
た
る
所
に
は
一
字

を
刻
ん
で
い
る
。
判
読
し
た
所
で
は
甲
と
見
え
る
が
、
甲
か
申
か
い
ず
れ
に
し
ろ
十
干

か
十
二
支
で
、
一
連
の
番
号
を
組
合
か
順
序
を
示
す
符
合
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
面
の

蓮
弁
が
九
弁
で
あ
る
こ
と
は
、
特
異
な
分
割
法
で
あ
る
。
八
弁
を
通
例
と
す
る
こ
と
は

こ
の
時
代
に
は
珍
し
い
。
下
段
の
蓮
弁
も
同
様
の
彫
刻
様
式
で
あ
る
。
こ
の
蓮
弁
は
一

弁
に
子
葉
二
枚
を
並
べ
刻
み
、
複
子
葉
濶
弁
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
様
は
、

瓦
当
文
・
光
背
・
台
座
に
も
類
品
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
飛
鳥
時
代
に
盛
行
し
た
単
狭

弁
の
文
様
よ
り
次
の
時
代
に
降
っ
て
い
る
こ
と
は
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
奈
良
時
代
を
下
ら
な
い
こ
と
も
疑
な
い
で
あ
ろ
う
。

竜
文
は
頭
首
ま
た
唐
草
文
様
化
し
、
小
形
爪
形
文
で
表
現
さ
れ
る
龍
身
、
そ
の
中
央

部
上
下
に
反
転
す
る
龍
身
渦
状
文
、
四
脚
も
共
に
文
様
構
成
の
一
要
素
と
も
見
ら
れ
る
。

双
竜
は
同
方
向
に
ま
わ
り
、
体
の
屈
曲
も
大
差
は
な
い
が
細
部
に
亘
っ
て
は
一
致
す
る
所

が
な
い
。
竜
文
を
埋
め
る
唐
草
文
も
、
竜
身
と
相
俟
っ
て
自
由
な
文
様
を
形
成
す
る
こ

の
よ
う
な
文
様
と
形
を
作
り
あ
げ
た
金
工
の
技
を
秀
抜
な
ア
イ
デ
ア
と
し
て
賞
す
る
に

や
ぶ
さ
か
で
な
い
が
、
裏
面
か
ら
見
た
接
着
法
は
特
異
な
感
が
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

器
は
上
帯
と
竜
文
帯
と
蓮
弁
下
帯
と
三
つ
の
部
分
を
接
着
さ
せ
て
い
る
。
上
・
中
段
の

接
着
は
か
さ
ね
着
け
で
あ
る
が
、
中
・
下
段
の
接
着
は
弁
の
数
だ
け
小
銅
板
を
切
っ
て

裏
あ
て
と
し
、
上
下
二
ヵ
所
で
鋲
留
め
に
し
た
も
の
で
あ
る
」（
原
田
大
六
一
九
五
八
）。

五
　
馬
具
の
検
討

一
　
国
産
馬
具
の
検
討

Ａ
セ
ッ
ト
：（
逸
：
子
持
剣
菱
付
ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
）
＋
子
持
剣
菱
付
剣
菱
形
杏
葉
＋

責
金
具
付
十
字
形
辻
金
具
＋
長
方
形
金
銅
張
革
帯
金
具
＋
鉢
形
方
形
脚
責
金
具
雲
珠
＋

無
脚
鉢
形
花
形
雲
珠
（
図
三
）

七
号
遺
跡
の
棘
付
剣
菱
形
杏
葉
片
、
方
形
脚
辻
金
具
片
、
鉢
形
象
嵌
雲
珠
片
、
隆
起

付
革
帯
飾
金
具
、
鉢
形
方
形
脚
責
金
具
雲
珠
、
無
脚
鉢
形
花
形
雲
珠
は
、
国
産
の
子
持
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図三　沖ノ島７号遺跡　Ａセット（子持剣菱付 ｆ 字形鏡板付轡 ？ ＋ 子持剣菱付扁円剣菱形杏葉 ＋ 歩揺付雲珠）
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剣
菱
付
ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
＋
子
持
剣
菱
付
扁
円
剣
菱
形
杏
葉
の
セ
ッ
ト
を
構
成
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
な
セ
ッ
ト
に
、
福
岡
県
桂
川
町
寿
命
王
塚
Ａ
セ
ッ
ト
・
大
阪

府
八
尾
市
河
内
愛
宕
塚
・
奈
良
県
御
所
市
條
池
南
古
墳
（
巨
勢
山
六
四
〇
号
墳
）・
長

野
県
飯
田
市
開
善
寺
古
墳
（
飯
沼
雲
彩
寺
古
墳
）
を
挙
げ
る
。

こ
の
う
ち
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
例
と
同
形
同
大
の
子
持
剣
菱
付
剣
菱
形
杏
葉
を
伴
う
河

内
愛
宕
塚
古
墳
（
八
尾
市
歴
史
民
俗
資
料
館
一
九
九
四
）
は
、
奈
良
県
天
理
市
塚
穴

山
と
石
室
築
造
企
画
を
共
有
し
（
米
田
敏
行
一
九
九
六
）、
物
部
氏
の
有
力
者
の
墳
墓

と
考
え
ら
れ
物
部
尾
輿
な
ど
が
被
葬
者
の
候
補
と
な
る
。
條
池
南
古
墳
は
七
〇
〇
基

に
及
ぶ
巨
勢
山
古
墳
群
の
一
基
で
、
巨
勢
氏
の
古
墳
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
周
辺

の
群
集
墳
に
は
王
権
の
原
初
官
僚
層
を
も
包
括
す
る
と
の
意
見
も
あ
る
（
藤
田
和
尊

二
〇
〇
三
）。
ま
た
近
年
、
福
岡
県
古
賀
市
梅
尾
・
瓜
ヶ
内
二
七
号
墳
で
、
剣
菱
形
突

起
の
あ
る
鏡
板
付
轡
が
出
土
し
た
。静
岡
県
藤
枝
市
八
幡
二
号
墳
で
は
、素
環
轡
二
セ
ッ

ト
の
い
ず
れ
か
に
伴
っ
て
十
字
形
辻
金
具
・
小
型
子
持
剣
菱
付
剣
菱
形
杏
葉
五
・
鋳
銅

鈴
一
・
馬
鐸
五
・
半
球
形
花
文
雲
珠
・
壺
鐙
兵
庫
鎖
鋳
銅
鈴
が
出
土
し
た
（
榛
原
町
教

育
委
員
会
一
九
八
六
）。
こ
の
セ
ッ
ト
か
ら
み
て
、
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
の
半
球
形
花
文

雲
珠
も
、
子
持
剣
菱
付
剣
菱
形
杏
葉
に
伴
う
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
た

だ
沖
ノ
島
出
土
品
で
は
確
実
に
頭
絡
や
ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
と
判
断
で
き
る
部
品
が
確
認

出
来
な
い
。よ
っ
て
桂
川
町
寿
命
王
塚
古
墳
Ａ
セ
ッ
ト
の
推
定
頭
絡
を
参
考
に
示
す（
図

三
上
段
）（
京
都
帝
國
大
學
一
九
三
九
）

ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
・
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
＋
扁
円
剣
菱
形
杏
葉
の
セ
ッ
ト
に
、
剣
菱

形
や
鈎
形
の
子
持
突
起
を
追
加
し
た
馬
具
は
、
大
阪
府
北
部
の
北
摂
津
地
域
に
集
中

し
、
梶
原
Ｄ
―
一
号
墳
で
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
＋
鈎
状
突
起
付
扁
円
剣
菱
形
杏
葉
（
名

神
高
速
道
路
内
遺
跡
調
査
会
一
九
九
八
）、
継
体
陵
と
目
さ
れ
る
今
城
塚
古
墳
で
も
、
楕

円
形
突
起
付
扁
円
剣
菱
形
杏
葉
が
出
土
し
て
お
り
（
高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館

二
〇
一
六
）、
継
体
・
安
閑
・
宣
化
朝
ゆ
か
り
の
馬
具
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
韓
国
固
城

松
鶴
洞
一
号
墳
Ｄ
号
遺
構
で
も
鈎
状
突
起
付
剣
菱
形
杏
葉
が
出
土
し
て
い
る
（
張
允
禎

二
〇
〇
五
）。

河
内
愛
宕
塚
で
は
、
子
持
剣
菱
付
ｆ
字
形
鏡
板
・
子
持
扁
圓
剣
菱
形
杏
葉
と
、
花
弁

状
象
嵌
の
あ
る
四
脚
辻
金
具
類
が
セ
ッ
ト
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
田
中
一
廣

一
九
九
七
）
が
田
中
氏
の
尻
繋
馬
装
推
定
に
は
異
論
が
あ
る
（
宮
代
栄
一
二
〇
〇
三
）。

沖
ノ
島
の
銀
象
嵌
辻
金
具
・
雲
珠
は
破
片
化
し
て
い
る
が
、
低
い
鉢
形
で
、
無
脚
か
、

単
純
な
方
形
脚
が
つ
い
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
Ａ
セ
ッ
ト
に
帰
属
す
る
と
判
断
す
る
。

鉢
形
部
の
上
面
に
銀
象
嵌
で
花
弁
状
の
文
様
を
象
嵌
す
る
。
類
例
で
最
も
遡
る
の
は
、

千
葉
県
江
子
田
金
環
塚
で
、
新
式
ｆ
形
鏡
板
付
轡
・
鐘
形
杏
葉
に
伴
っ
て
鉢
形
の
銀
象

嵌
雲
珠
・
辻
金
具
が
出
土
し
Ｍ
Ｔ
一
五
型
式
の
須
恵
器
を
伴
う
。
Ｔ
Ｋ
一
〇
期
以
降
の

寿
命
王
塚
古
墳
、
Ｍ
Ｔ
八
五
期
の
南
塚
Ｃ
セ
ッ
ト
、
Ｔ
Ｋ
四
三
期
の
藤
ノ
木
Ｂ
セ
ッ
ト

に
も
こ
の
種
の
雲
珠
・
辻
金
具
が
見
ら
れ
る
（
松
浦
宇
哲
二
〇
〇
四
）。

以
上
の
う
ち
、
六
世
紀
前
葉
の
石
光
山
八
号
で
七
脚
の
環
状
雲
珠
か
ら
放
射
状
四
条

に
方
形
波
状
列
点
文
金
具
を
六
・
七
個
ず
つ
合
計
二
六
個
前
後
を
連
結
し
た
も
の
が
現

れ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
頃
か
後
出
の
大
須
二
子
塚
古
墳
で
は
方
形
に
交
差
文
を
表
現
し
た

革
帯
飾
金
具
と
な
る
が
、
数
が
少
な
い
の
で
頭
絡
の
部
品
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

革
帯
飾
金
具
は
、
長
方
形
金
具
の
上
面
に
半
球
を
四
つ
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
隅

丸
方
形
の
隆
起
を
伴
う
。
こ
の
種
の
金
具
は
、
祖
型
と
思
わ
れ
る
も
の
が
長
野
県
須

坂
市
八
丁
鎧
塚
を
は
じ
め
と
す
る
打
ち
出
し
鬼
面
文
帯
金
具
に
求
め
ら
れ
（
山
本
孝
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文
二
〇
一
四
）、
そ
の
退
化
し
た
も
の
が
兵
庫
県
神
戸
市
中
村
五
号
墳
（
阿
久
津
久

一
九
六
九
）
で
帯
金
具
と
し
て
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に
波
状
列
点
文
を
追
加
し
た
も

の
が
馬
具
の
尻
繋
の
革
帯
に
採
用
さ
れ
、
類
例
は
福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
、

古
賀
市
花
見
古
墳
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
岩
橋
千
塚
、
奈
良
県
斑
鳩
町
藤
ノ
木
Ｂ
組
、

奈
良
県
御
所
市
石
光
山
八
号
墳
、
奈
良
県
御
所
市
市
尾
墓
山
、
大
阪
府
八
尾
市
河
内
愛

宕
塚
、
愛
知
県
名
古
屋
市
大
須
二
子
山
、
岡
崎
市
神
明
宮
二
号
墳
、
長
野
県
飯
田
市
御

猿
堂
な
ど
六
世
紀
前
半
～
中
葉
の
例
が
あ
る
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
〇
二
）。

ま
た
熊
本
県
熊
本
市
打
越
稲
荷
山
古
墳
で
は
、
長
方
形
に
半
球
形
隆
起
を
持
ち
そ
の

頂
部
に
一
鋲
を
打
ち
両
端
に
素
文
の
責
金
具
を
伴
う
革
帯
金
具
が
一
〇
点
出
土
し
て
い

る
。
打
越
稲
荷
山
の
棘
葉
形
杏
葉
は
、
吊
鉤
金
具
に
菊
鋲
を
打
っ
て
お
り
、
大
伽
耶
製

品
か
、
こ
れ
を
忠
実
に
模
倣
し
た
初
期
の
倭
製
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
の

が
大
阪
府
南
塚
古
墳
例
で
、
鐘
形
鏡
板
・
杏
葉
と
セ
ッ
ト
と
考
え
ら
れ
る
、
長
方
形
に

半
球
形
隆
起
を
も
ち
そ
の
両
側
に
縦
列
三
～
四
個
の
笠
鋲
を
打
ち
両
端
に
刻
み
目
付
き

の
責
金
具
を
伴
う
変
則
的
な
革
帯
金
具
が
短
二
、
長
六
の
合
計
八
点
が
出
土
し
た
（
近

つ
飛
鳥
資
料
館
一
九
九
八
）。
南
塚
の
鐘
形
馬
具
は
従
来
、
北
朝
系
の
舶
載
品
と
見
ら

れ
て
き
た
（
小
野
山
節
一
九
九
○
）
が
、
滋
賀
県
甲
塚
古
墳
の
よ
う
な
大
伽
耶
系
の
鐘

形
鏡
板
か
ら
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
大
伽
耶
系
の
舶
載
品
の
初
期

の
模
倣
品
と
い
う
共
通
点
が
窺
え
る
。

花
見
古
墳
例
は
無
棘
の
ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
＋
扁
円
剣
菱
形
杏
葉
セ
ッ
ト
に
伴
う
。
大

阪
府
青
松
塚
と
馬
具
の
規
格
が
一
致
す
る
と
聞
き
及
ん
で
い
る
た
め
、
継
体
朝
の
糟
屋

屯
倉
設
置
に
伴
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

河
内
愛
宕
塚
古
墳
で
は
棘
付
ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
・
剣
菱
形
杏
葉
に
伴
っ
て
波
状
列
点

文
と
隆
起
を
伴
う
革
帯
金
具
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
棘
付
剣
菱
形
杏
葉
は
寿
命
王
塚
の

も
の
が
著
名
だ
が
、
同
形
同
大
の
杏
葉
が
宗
像
沖
ノ
島
で
出
土
し
て
い
る
点
か
ら
す
れ

ば
、
沖
ノ
島
出
土
の
革
帯
金
具
も
河
内
愛
宕
塚
タ
イ
プ
の
馬
装
の
一
部
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

市
尾
墓
山
古
墳
で
は
轡
の
形
状
が
不
明
だ
が
、
異
形
剣
菱
形
杏
葉
や
鳥
嘴
形
居
木
先

飾
金
具
と
と
も
に
辻
金
具
に
鋲
で
鍛
接
し
た
状
態
の
も
の
を
含
め
革
帯
金
具
が
七
〇
個

体
も
出
土
し
て
い
る
。な
お
市
尾
墓
山
は
継
体
朝
の
大
臣
と
な
っ
た
巨
勢
男
人（
五
二
九

没
）
の
墓
と
す
る
見
解
（
河
上
邦
彦
一
九
八
四
）
が
あ
る
一
方
、
巨
勢
氏
の
台
頭
を
七

世
紀
以
降
と
み
て
、市
尾
墓
山
を
蘇
我
氏
の
祖
の
墓
と
す
る
白
石
太
一
郎
氏
の
見
解（
白

石
太
一
郎
二
〇
一
六
）
も
あ
る
。
同
巧
の
沖
ノ
島
Ａ
セ
ッ
ト
は
、
継
体
二
十
三
年
に
伽

耶
で
軍
事
活
動
を
行
な
い
、
翌
年
失
政
で
の
帰
路
、
対
馬
で
没
し
た
近
江
毛
野
や
、
任

那
四
県
割
譲
問
題
に
関
わ
っ
た
穂
積
臣
押
山
ら
も
供
献
者
の
候
補
と
な
ろ
う
。

こ
れ
に
後
続
す
る
藤
ノ
木
古
墳
Ｂ
組
で
は
、
鐘
形
杏
葉
・
鏡
板
に
伴
っ
て
合
計
五
〇

個
以
上
と
い
う
や
は
り
異
常
に
多
数
の
革
帯
金
具
が
使
わ
れ
て
お
り
、
鞍
の
覆
輪
構
造

や
鳥
嘴
形
居
木
先
金
具
の
共
通
な
ど
か
ら
、
市
尾
墓
山
の
系
譜
を
引
く
馬
装
と
考
え
ら

れ
る
。

よ
っ
て
こ
の
種
の
革
帯
金
具
は
、
大
伽
耶
系
の
鐘
形
・
棘
葉
形
意
匠
の
馬
具
に
伴
っ

て
朝
鮮
半
島
か
ら
舶
載
さ
れ
、
大
伽
耶
系
馬
具
の
構
造
を
摂
取
し
た
新
式
の
金
銅
装
ｆ

字
鏡
板
・
剣
菱
杏
葉
の
セ
ッ
ト
に
採
用
さ
れ
る
一
方
、
国
産
化
さ
れ
た
鐘
形
鏡
板
・
杏

葉
や
棘
葉
形
鏡
板
・
杏
葉
の
セ
ッ
ト
に
も
継
承
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
、
朝
鮮

半
島
の
帯
金
具
類
が
、
馬
具
の
革
帯
金
具
類
に
取
り
込
ま
れ
、
こ
れ
が
列
島
で
模
倣
、

定
着
し
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
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Ｂ
セ
ッ
ト
：（
逸
：
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
）
＋
楕
円
形
三
葉
文
杏
葉
（
図
四
）

楕
円
形
三
葉
文
杏
葉
は
、
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
付
轡
と
セ
ッ
ト
を
な
し
、
滋
賀
県
鴨

稲
荷
山
古
墳
や
京
都
府
物
集
女
車
塚
古
墳
な
ど
、
北
摂
を
取
り
巻
く
琵
琶
湖
・
淀
川
水

系
に
分
布
中
心
が
あ
り
、
奈
良
盆
地
に
希
薄
な
分
布
か
ら
、
継
体
・
安
閑
・
宣
化
朝
に

関
わ
る
馬
具
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
例
は
、
三
葉
部
に
疑
似
鋲
表

現
が
施
さ
れ
る
点
で
や
や
特
異
で
あ
る
。

Ｃ
セ
ッ
ト
：（
逸
：
花
形
鏡
板
）
＋
鉄
製
銜
＋
辻
金
具
＋
花
形
杏
葉
（
図
五
）

重
住
真
紀
子
氏
は
上
原
孝
夫
氏
蔵
の
伝
沖
ノ
島
出
土
花
形
杏
葉
を
報
告
し
た
（
重
住

真
紀
子
二
〇
〇
五
）
が
、
報
告
さ
れ
た
資
料
は
遊
離
し
た
花
形
鏡
板
の
可
能
性
も
排
除

で
き
な
い
。
花
形
鏡
板
・
杏
葉
は
、
福
島
か
ら
熊
本
ま
で
の
範
囲
に
約
四
〇
例
が
散
在

し
、
福
岡
県
下
に
は
七
例
が
集
中
し
、
上
宮
王
家
に
奉
仕
し
た
壬
生
部
の
分
布
と
重
な

る
。
筆
者
の
花
形
馬
具
編
年
で
は
最
終
段
階
に
あ
た
る
も
の
で
、
輪
郭
の
不
明
瞭
化
と

珠
文
の
く
ず
れ
が
著
し
く
進
行
し
て
い
る
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
二
）。
こ
の
馬
具
が
確

実
に
沖
ノ
島
出
土
品
で
あ
る
場
合
、
セ
ッ
ト
を
な
す
と
想
定
さ
れ
る
部
品
が
ご
く
少
量

存
在
す
る
。
ま
ず
六
号
遺
跡
で
は
、
歩
揺
付
雲
珠
・
鉄
製
銜
・
蓋
付
銅
鋺
が
出
土
し
た
。

こ
の
う
ち
歩
揺
付
雲
珠
は
、
半
球
座
五
本
吊
手
で
、
七
号
遺
跡
で
同
型
品
が
二
〇
点
出

土
し
、
新
羅
系
の
Ｆ
セ
ッ
ト
の
一
部
が
六
号
遺
跡
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
除
外

す
る
。
こ
れ
に
対
し
鉄
製
銜
は
、
国
産
の
鏡
板
轡
に
伴
う
残
欠
と
考
え
る
。
さ
ら
に
七

号
遺
跡
で
は
、
半
球
形
に
近
い
鉢
形
の
本
体
に
十
字
形
に
半
円
形
脚
四
点
が
つ
く
辻
金

具
の
小
破
片
が
出
土
し
、
花
形
馬
具
な
ど
古
墳
時
代
後
期
後
半
～
終
末
期
の
国
産
馬
具

に
伴
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
規
格
品
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
花
形
鏡
板
＋
杏
葉
＋
半
球

図四　沖ノ島７号遺跡　Ｂセット（十字文楕円形鏡板付轡＋楕円形三葉文杏葉）

76



図五　沖ノ島６・７号遺跡　Ｃセット（花形鏡板付轡鉄製銜？＋花形杏葉＋半球形四脚辻金具）

図六　千葉県成東町駄ノ塚古墳　心葉形連珠文杏葉・歩揺付雲珠セット
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形
四
脚
辻
金
具
の
セ
ッ
ト
を
推
定
す
る
。

福
岡
県
行
橋
市
徳
永
泉
古
墳
で
は
、
花
形
鏡
板
付
轡
・
杏
葉
が
一
セ
ッ
ト
の
み
出
土

し
、
一
対
二
点
の
花
形
鏡
板
を
伴
う
轡
、
コ
ハ
ゼ
形
金
具
四
点
、
頭
絡
に
伴
う
刺
金
の

な
い
鉸
具
四
点
、
鉢
上
に
宝
珠
形
飾
の
あ
る
四
脚
辻
金
具
四
点
、
鉢
上
に
宝
珠
形
飾
の

あ
る
、
責
金
具
を
伴
わ
な
い
八
脚
の
雲
珠
一
点
、
鞍
に
伴
う
シ
オ
デ
一
対
二
点
、
木
製

壺
鐙
部
品
と
考
え
ら
れ
る
大
型
の
鉸
具
一
対
二
点
、
腹
帯
の
可
能
性
が
あ
る
大
型
鉸
具

徳
永
泉
は
Ｄ
類
だ
が
、両
者
が
近
似
す
る
馬
装
で
あ
る
と
仮
定
し
て
復
元
を
試
み
れ
ば
、

一
点
か
ら
な
る
（
行
橋
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
二
）。
伝
沖
ノ
島
の
花
形
馬
具
は
Ａ
類
、

尻
繋
は
、
八
脚
雲
珠
の
う
ち
、
両
側
と
後
方
の
三
脚
に
三
点
の
杏
葉
を
Ｔ
字
形
に
配
し
、

脚
間
の
二
脚
か
ら
尻
尾
に
か
け
る
帯
を
ル
ー
プ
状
に
派
生
さ
せ
た
と
推
定
で
き
る
。

な
お
千
葉
県
駄
ノ
塚
古
墳
の
鏡
板
付
轡
・
杏
葉
は
、
形
状
は
心
葉
形
だ
が
、
内
区
に

は
連
珠
文
を
配
し
、
花
形
馬
具
の
亜
種
（
キ
メ
ラ
）
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
国
産
と
考

え
ら
れ
る
が
、
半
球
形
歩
揺
付
雲
珠
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
点
が
特
異
で
あ
る
（
大
久
保
奈

奈
一
九
九
六
）。
こ
れ
ら
の
歩
揺
付
半
球
形
雲
珠
は
や
や
大
型
で
、
沖
ノ
島
八
号
遺
跡

出
土
の
八
点
や
群
馬
県
綿
貫
観
音
山
歩
揺
付
雲
珠
の
う
ち
大
型
品
四
点
と
対
比
さ
れ

る
。
歩
揺
付
雲
珠
の
多
く
は
一
般
的
に
舶
載
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
群
馬
県
高
崎

市
綿
貫
観
音
山
古
墳
出
土
馬
具
の
歩
揺
付
雲
珠
の
う
ち
に
は
、
国
産
の
榊
（
サ
カ
キ
）

材
を
使
用
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
（
群
馬
県
教
育
委
員
会
・
㈶
群
馬

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
一
九
九
九
）、
国
産
の
歩
揺
付
雲
珠
の
存
在
は
ほ
ぼ
確
実

視
さ
れ
る（
諫
早
直
人
二
〇
二
〇
）。駄
ノ
塚
古
墳
例
を
念
頭
に
置
け
ば
、沖
ノ
島
Ｃ
セ
ッ

ト
の
花
形
馬
具
類
が
八
号
遺
跡
の
歩
揺
付
雲
珠
と
セ
ッ
ト
を
な
す
可
能
性
も
排
除
で
き

な
い
が
、
出
土
状
態
や
通
例
か
ら
み
て
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。

図七　沖ノ島７号遺跡　Ｄセット（菊鋲打心葉形十字文鏡板付轡？＋菊鋲打棘葉形杏葉）
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二
　
舶
載
馬
具
の
検
討

D
セ
ッ
ト
：（
逸
：
心
葉
形
十
字
文
鏡
板
付
轡
）・
棘
葉
形
杏
葉
Ａ
・
菊
鋲
打
辻
金
具

棘
葉
形
杏
葉
Ａ
は
小
一
・
大
三
の
四
点
か
ら
な
り
、
肩
が
張
る
が
立
聞
幅
は
極
端
に
狭

く
、
細
長
い
吊
金
具
に
は
責
金
具
を
介
し
て
三
点
の
菊
鋲
を
打
つ
。
裾
が
大
き
く
広
が

り
下
縁
が
鋭
く
尖
る
五
棘
形
の
内
部
は
雄
渾
な
渦
巻
状
の
ハ
ー
ト
形
唐
草
文
で
充
填

し
、
縁
部
に
菊
鋲
一
二
点
を
打
つ
見
事
な
出
来
栄
え
で
あ
る
。
金
銅
板
を
キ
ャ
ッ
プ
状

に
高
く
打
ち
出
し
、
細
い
脚
部
に
菊
鋲
を
打
つ
小
型
辻
金
具
と
セ
ッ
ト
を
な
す
。
諫
早

直
人
氏
に
よ
れ
ば
、扁
平
な
菊
形
鋲
の
馬
具
は
大
伽
耶
製
品
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
Ｄ
セ
ッ
ト
は
、
細
い
吊
鉤
金
具
に
菊
形
鋲
を
一
列
に
打
つ
、

細
い
立
聞
で
、
心
葉
形
輪
郭
の
鏡
板
に
、
金
銅
製
打
出
キ
ャ
ッ
プ
状
銜
留
を
心
葉
形
十

字
形
縁
金
を
置
い
て
、
疎
ら
な
間
隔
で
鋲
留
し
た
鏡
板
付
轡
を
伴
っ
て
い
た
可
能
性
が

高
く
、
そ
の
形
状
は
、
韓
国
湖
巖
美
術
館
金
東
鉉
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
伝
高
霊
池
山
洞
出

土
の
心
葉
形
十
字
文
透
鏡
板
付
轡
＋
心
葉
形
重
圏
三
葉
文
杏
葉
セ
ッ
ト
の
鏡
板
轡
（
湖

巖
美
術
館
一
九
九
七
）
に
最
も
近
く
、
ま
た
天
理
大
学
蔵
の
宮
崎
県
高
鍋
町
持
田
五
六

号
墳
出
土
の
心
葉
形
重
圏
十
字
文
透
鏡
板
付
轡
＋
心
葉
形
重
圏
三
葉
文
杏
葉
の
吊
鉤
金

具
（
宮
代
栄
一
一
九
九
五
）
を
細
く
華
奢
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
製
作
地
は
韓
国
慶
尚
北
道
高
霊
池
山
洞
周
辺
、
大
伽
耶
国
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た

そ
の
馬
装
を
み
る
と
、高
霊
池
山
洞
は
辻
金
具
や
雲
珠
に
金
銅
板
打
出
を
多
用
す
る
が
、

持
田
五
六
号
は
環
状
鉢
部
に
イ
モ
ガ
イ
を
嵌
入
す
る
構
造
で
あ
り
、
沖
ノ
島
Ｄ
は
、
打

出
鉢
に
細
い
脚
が
つ
く
小
型
辻
金
具
が
六
点
ほ
ど
出
土
し
て
お
り
、
高
霊
池
山
洞
に
近

い
構
造
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

Ｅ
セ
ッ
ト
：（
逸
：
心
葉
形
十
字
文
鏡
板
付
轡
）
＋
棘
葉
形
杏
葉
Ｂ
＋
イ
モ
ガ
イ
嵌
入

辻
金
具
＋
イ
モ
ガ
イ
嵌
入
環
状
雲
珠

七
号
遺
跡
の
棘
葉
形
杏
葉
Ｂ
は
、
完
形
一
点
、
文
様
板
が
剥
離
し
た
破
片
一
個
体

分
の
二
点
が
確
認
で
き
る
が
総
数
は
不
明
で
あ
る
。
五
棘
輪
郭
で
内
区
は
上
端
か
ら

垂
下
す
る
二
股
蕨
手
文
の
下
に
ハ
ー
ト
形
を
組
み
合
わ
せ
た
文
様
を
あ
し
ら
う
。
立

聞
は
小
さ
く
、
細
く
短
い
舌
状
吊
鉤
金
具
に
小
鋲
を
三
点
打
つ
。
類
似
す
る
文
様

構
成
の
棘
葉
形
杏
葉
は
慶
州
壺
杅
塚
・
昌
寧
桂
城
Ⅲ
地
区
一
号
墳
な
ど
六
世
紀
第

前
半
の
新
羅
古
墳
で
出
土
し
て
い
る
た
め
、
新
羅
製
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ

り
大
型
で
、
吊
鉤
金
具
の
形
状
を
含
め
六
世
紀
中
葉
の
慶
州
皇
南
里
一
五
一
号
墳
や

固
城
松
鶴
洞
一
Ｃ
号
墳
に
近
く
、
両
者
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
桃
﨑
祐
輔

二
〇
〇
一・
二
〇
〇
二
、二
〇
一
四
）。
慶
州
鶏
林
路
一
四
号
墳
で
は
、
三
セ
ッ
ト
の
馬
具

が
出
土
し
て
お
り
（
国
立
慶
州
博
物
館
二
〇
一
〇
）、
仮
Ａ
セ
ッ
ト
は
、
楕
円
形
十
字

文
鏡
板
付
轡
＋
心
葉
形
透
彫
杏
葉
＋
棘
葉
形
透
彫
ガ
ラ
ス
嵌
入
杏
葉
＋
鉄
地
銀
象
嵌
龍

唐
草
文
鞍
＋
イ
モ
ガ
イ
嵌
入
四
脚
雲
珠
・
辻
金
具
＋
ガ
ラ
ス
嵌
入
四
脚
雲
珠
・
辻
金
具

＋
木
心
鉄
板
張
輪
鐙
、
仮
Ｂ
セ
ッ
ト
は
棘
葉
形
＋
鉢
形
四
脚
辻
金
具
＋
鉢
形
六
脚
雲
珠

＋
鉄
地
銀
象
嵌
龍
文
鞍
＋
鉄
製
輪
鐙
，
仮
Ｃ
セ
ッ
ト
は
鑣
轡
＋
イ
モ
ガ
イ
嵌
入
四
脚
辻

金
具
＋
龍
文
覆
輪
付
鬼
面
文
鞖
鞍
＋
鉄
製
輪
鐙
か
ら
な
る
と
判
断
す
る
。
沖
ノ
島
七
号

遺
跡
で
も
、
イ
モ
ガ
イ
が
脱
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
環
状
四
脚
辻
金
具
・
六
脚
雲
珠
で
、

舌
状
脚
に
小
鋲
を
三
点
打
つ
も
の
が
複
数
出
土
し
て
お
り
、
棘
葉
形
杏
葉
Ｂ
と
セ
ッ
ト

で
あ
っ
た
と
類
推
で
き
る
。
以
上
よ
り
、沖
ノ
島
Ｅ
セ
ッ
ト
は
、意
匠
は
異
な
る
も
の
の
、

鶏
林
路
一
四
号
墳
Ａ
セ
ッ
ト
と
部
品
の
細
部
に
共
通
点
が
多
く
、
こ
れ
に
類
す
る
、
二

条
線
引
手
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
付
轡
＋
棘
葉
杏
葉
＋
イ
モ
ガ
イ
嵌
入
四
脚
辻
金
具
・
六

79



図九　韓国桂城Ⅲ区１号墳セット（楕円形十字文鏡板付轡＋棘葉形杏葉＋鉢形雲珠・辻金具）

図八　沖ノ島７号遺跡　Ｅセット（楕円形十字文鏡板付轡？＋棘葉形杏葉＋イモガイ嵌入雲珠・辻金具）
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図十一　韓国慶州鶏林路 14 号墳Ｂセット（楕円形十字文鏡板付轡？＋棘葉形杏葉＋鉢形雲珠・辻金具）

図十　韓国慶州鶏林路 14 号墳Ａセット（楕円形十字文鏡板付轡＋棘葉形杏葉＋ガラス・イモガイ嵌入雲珠・辻金具）
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脚
雲
珠
の
セ
ッ
ト
が
想
定
さ
れ
、
新
羅
慶
州
で
の
製
作
が
推
定
さ
れ
る
。
固
城
松
鶴
洞

一
Ｃ
号
墳
（
張
允
禎
二
〇
〇
五
）
も
同
様
な
構
成
だ
が
、
新
羅
製
か
伽
耶
製
か
判
断
に

迷
う
。
こ
れ
に
対
し
、
鶏
林
路
一
四
号
墳
Ｂ
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
鉢
形
辻
金
具
や
雲
珠
と

組
み
合
う
例
は
昌
寧
桂
城
Ⅲ
地
区
一
号
墳
（
慶
南
考
古
学
研
究
所
・
昌
寧
郡
二
〇
〇
一
）

に
見
ら
れ
る
。
な
お
桃
崎
が
先
論
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
b
）
で
Ｂ
５
セ
ッ
ト
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
た
文
様
板
が
剥
落
し
た
棘
葉
形
杏
葉
一
点
に
つ
い
て
は
、そ
の
後
、

七
号
遺
跡
の
棘
葉
形
杏
葉
Ｂ
と
同
一
型
式
・
法
量
と
判
断
さ
れ
た
の
で
、
今
回
Ｅ
（
旧

Ｂ
２
）
セ
ッ
ト
に
含
め
て
解
消
す
る
。

Ｆ
セ
ッ
ト
：（
逸
：
金
銅
装
楕
円
形
十
字
文
透
彫
鏡
板
付
轡
）
＋
方
円
結
合
金
具
二
＋

羽
人
唐
草
文
杏
葉
五
（
実
際
は
六
点
か
八
点
）
＋
円
形
座
金
具
付
鞍
鞖
二
＋
菊
形
座
十

本
吊
手
歩
揺
付
雲
珠
四（
実
際
は
五
～
六
）＋
半
球
座
六
本
吊
手
歩
揺
付
雲
珠
一
一（
実

際
は
一
二
）
＋
半
球
座
五
本
吊
手
歩
揺
付
雲
珠
二
〇
（
実
際
は
二
二
～
二
四
点
）

七
号
遺
跡
西
部
の
鉄
製
鞍
に
接
し
て
五
点
の
羽
人
唐
草
文
杏
葉
が
出
土
し
た
。
た
だ

こ
の
地
点
に
は
国
産
・
舶
載
馬
具
が
折
り
重
な
っ
て
お
り
、羽
人
杏
葉
と
鉄
装
鞍
が
セ
ッ

ト
か
否
か
は
判
断
が
難
し
い
。

羽
人
唐
草
文
杏
葉
は
地
板
・
透
彫
板
・
縁
金
共
に
金
銅
製
で
、
こ
の
三
枚
の
金
属
板

を
一
六
個
の
笠
鋲
で
留
め
る
。
透
彫
板
は
人
面
に
双
翼
・
三
尾
翼
を
持
っ
た
羽
人
と
唐

草
文
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
同
一
の
デ
ザ
イ
ン
の
表
裏
を
利
用
し
て
三
枚
は
鳥
人

を
右
向
き
、
二
枚
は
左
向
き
に
し
て
い
る
。
胸
を
張
っ
た
鳥
身
に
、
双
翼
を
つ
け
る
肩

が
双
方
に
張
り
出
し
、
尾
翼
は
二
翼
は
後
方
、
一
翼
は
下
向
き
に
前
方
に
な
び
く
。
そ

れ
以
外
の
鳥
身
を
唐
草
文
化
し
、
他
の
空
隙
も
唐
草
で
埋
め
た
結
果
、
奇
抜
な
隠
文
様

と
な
っ
て
い
る
。
唐
草
を
縁
取
る
よ
う
に
二
重
の
列
点
を
打
っ
て
い
る
が
、
顔
面
と
双

翼
・
尾
翼
に
は
蹴
彫
を
施
す
。
な
お
中
国
甘
粛
省
の
嘉
峪
関
壁
画
墓
で
は
、
羽
人
の
顔

面
に
赤
い
線
で
隈
取
り
が
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
蹴
り
彫
り
で
表
現
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
七
）。
吊
鉤
金
具
の
半
円
部
が
幅
広
で
、
立
聞
孔
部
で
狭
ま

る
杏
葉
は
、
高
句
麗
に
多
く
、
新
羅
に
も
受
容
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎
県
百
塚
原
古
墳
群

出
土
の
心
葉
形
唐
草
文
透
彫
杏
葉
も
同
様
な
構
造
で
、
楕
円
形
双
龍
紋
鏡
板
付
轡
と

セ
ッ
ト
を
な
し
、
新
羅
製
と
考
え
て
い
た
が
、
近
年
は
大
伽
耶
製
と
の
見
解
も
あ
る
。

七
号
遺
跡
で
多
数
出
土
し
た
歩
揺
付
雲
珠
の
う
ち
に
は
、
菊
形
座
金
具
の
も
の
が
四
点

含
ま
れ
る
が
、
類
例
の
多
く
は
五
～
六
世
紀
の
慶
州
新
羅
古
墳
か
ら
出
土
す
る
。
日
本

列
島
で
は
六
世
紀
後
半
の
綿
貫
観
音
山
古
墳
で
、
新
羅
製
と
思
わ
れ
る
馬
具
セ
ッ
ト
に

伴
っ
て
歩
揺
付
雲
珠
が
数
十
点
出
土
し
、
大
部
分
は
半
球
形
座
金
具
だ
が
、
菊
形
座
金

具
も
少
数
含
む
。宮
代
栄
一
氏
の
復
元
案
に
よ
れ
ば
、楕
円
形
十
字
文
鏡
板
付
轡
と
セ
ッ

ト
を
な
す
尻
繋
は
五
列
構
成
で
、
中
央
の
三
列
に
八
点
、
左
右
両
脇
列
に
七
点
、
二
四

＋
一
四
＝
四
八
点
を
復
元
し
た
が
、
心
葉
形
Ｃ
字
文
透
彫
杏
葉
は
、
花
形
飾
の
頭
絡
に

組
み
合
う
別
セ
ッ
ト
と
み
て
い
る
（
宮
代
栄
一
二
〇
一
六
）。
こ
れ
に
対
し
諫
早
直
人

氏
は
、
楕
円
形
十
字
文
鏡
板
付
轡
＋
心
葉
形
Ｃ
字
文
透
彫
杏
葉
＋
歩
揺
付
雲
珠
＋
鉄
製

壺
鐙
の
セ
ッ
ト
を
復
元
し
て
お
り
（
諫
早
直
人
二
〇
二
〇
）、
筆
者
も
こ
れ
に
従
う
。

筆
者
の
試
案
で
は
、
綿
貫
観
音
山
古
墳
の
玄
室
西
側
壁
で
一
括
出
土
し
た
歩
揺
付
雲

珠
が
す
べ
て
Ｂ
セ
ッ
ト
に
伴
い
、
尻
繋
を
構
成
し
て
い
た
場
合
、
そ
れ
は
図
十
三
に
示

し
た
一
一
列
構
成
で
、
左
右
三
列
ず
つ
合
計
六
列
は
八
本
吊
手
雲
珠
七
点
配
置
、
中
央

五
列
は
三
本
・
六
本
吊
手
等
の
六
点
配
置
で
、
残
っ
た
最
後
尾
に
六
脚
歩
揺
付
大
型
雲

珠
を
伴
う
と
考
え
、
そ
こ
に
二
点
、
両
側
中
央
付
近
に
各
一
点
、
合
計
三
点
の
心
葉
形
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図十二　沖ノ島７号遺跡　Ｆセット（楕円形十字文龍文透彫鏡板付轡？＋心葉形羽人文透彫杏葉＋歩揺付雲珠）
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図十三　群馬県高崎市綿貫観音山古墳　Ｂセット（楕円形十字文鏡板付轡＋心葉形Ｃ字文透彫杏葉＋歩揺付雲珠）
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杏
葉
を
吊
る
し
、
残
っ
た
四
点
の
十
本
吊
手
四
脚
辻
金
具
は
頭
絡
を
構
成
し
て
い
た
と

考
え
る
。

　

よ
っ
て
綿
貫
観
音
山
Ｂ
セ
ッ
ト
の
尻
繋
は
七
点
×
六
列
＝
四
二
点
、
六
点
×
五
列
＝

三
〇
点
、
後
方
一
点
、
合
計
七
三
点
も
の
歩
揺
付
雲
珠
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
。

以
上
、
羽
人
唐
草
文
杏
葉
と
菊
形
座
金
具
と
歩
揺
付
雲
珠
に
加
え
、
円
形
座
金
具
を
伴

う
金
銅
製
鞍
鞖
金
具
一
対
、
方
円
結
合
金
具
二
点
も
同
一
セ
ッ
ト
と
考
え
る
。
調
査
で

出
土
し
た
歩
揺
付
雲
珠
一
類
は
七
号
遺
跡
で
三
五
点
、
八
号
遺
跡
で
八
点
、
四
号
遺
跡

で
二
点
、
六
号
遺
跡
で
一
点
、
合
計
四
五
点
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
七
号
遺

跡
の
三
五
点
は
、
本
来
は
す
べ
て
Ｂ
１
セ
ッ
ト
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
の
内

訳
は
、
花
形
半
球
座
十
本
吊
手
が
四
点
（
＋
四
号
遺
跡
の
一
点
）
半
球
座
六
本
吊
手
が

一
一
点
、
半
球
座
五
本
吊
手
が
二
〇
点
（
＋
六
号
遺
跡
の
一
点
）
と
な
り
、
こ
れ
を
六

～
七
点
単
位
の
五
列
構
成
と
考
え
る
。

こ
の
う
ち
花
形
半
球
座
十
本
吊
手
が
五
点
＋
α
点
で
、
尻
繋
の
中
央
列
を
構
成
す
る

と
み
て
、
半
球
座
六
本
吊
手
が
一
一
点
＋
β
で
そ
の
２
倍
数
、
半
球
座
五
本
吊
手
が

二
一
＋
γ
で
四
倍
数
と
み
れ
ば
、
中
央
五
＋
一
＝
六
、六
本
吊
手
六
×
二
＝
一
二
、五
本

吊
手
六
×
四
＝
二
四
と
な
り
、
六
＋
一
二
＋
二
四
＝
四
二
点
と
な
り
、
そ
の
う
ち
七
点

が
失
わ
れ
た
も
の
が
七
号
遺
跡
の
歩
揺
付
雲
珠
群
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
こ
れ
に
伴
う

鏡
板
轡
は
逸
失
し
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
対
比
資
料
が
あ
る
。

天
理
参
考
館
に
は
梅
原
末
治
氏
の
調
査
で
守
屋
美
好
氏
の
蔵
品
中
よ
り
発
見
さ
れ
た

出
土
地
不
詳
馬
具
類
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
天
理
参
考
館
登
録
番
号
三
九
‐
五
〇
の
龍
文
透
彫
鏡
板
付
轡
は
鉄
地
金
銅

張
で
、
全
体
は
横
長
の
楕
円
形
を
呈
し
、
上
端
に
長
方
形
の
短
い
立
聞
を
作
り
出
す
。

鏡
板
本
体
の
幅
一
一
・
七
㎝
、
立
聞
を
含
め
た
高
さ
九
・
四
㎝
、
立
聞
の
幅
三
・
八
㎝
、

高
さ
一
・
〇
㎝
。厚
さ
〇
・
五
㎜
の
鉄
板
に
同
形
の
薄
い
金
銅
板
を
重
ね
て
台
板
と
す
る
。

そ
の
上
に
龍
文
を
透
彫
り
し
た
厚
さ
約
一
㎜
の
金
銅
製
の
文
様
板
を
置
き
、
最
後
に
銜

受
け
部
の
楕
円
形
縁
と
十
字
文
を
共
造
に
し
た
厚
さ
一
・
五
㎜
の
金
銅
製
の
縁
金
で
押

さ
え
鋲
留
め
す
る
。
銅
製
の
笠
鋲
は
鋲
頭
を
鍍
金
す
る
。
鋲
は
外
周
に
一
六
個
所
、
銜

受
け
部
の
上
下
左
右
に
４
個
所
、
そ
れ
に
外
周
と
銜
受
け
具
を
つ
な
ぐ
左
右
の
縁
金
に

そ
れ
ぞ
れ
一
個
所
の
合
計
二
二
個
所
に
打
た
れ
、
九
個
所
が
脱
落
し
て
い
る
。
中
央
に

楕
円
形
の
銜
通
孔
が
穿
た
れ
、
長
径
一
・
九
㎝
、
短
径
一
・
四
㎝
あ
り
、
銜
留
金
具
は
失

わ
れ
て
い
る
。
立
聞
孔
に
装
着
さ
れ
た
鉤
金
具
は
、
厚
さ
一
㎜
ほ
ど
の
細
長
い
金
銅
板

で
、
一
端
を
立
聞
孔
に
通
し
て
裏
側
に
折
り
曲
げ
、
三
鋲
と
一
条
の
責
金
具
で
面
繋
に

固
定
さ
れ
る
。
先
端
は
半
月
形
を
呈
し
、
責
金
具
で
か
し
め
る
部
分
は
両
側
面
が
僅
か

に
く
ぼ
む
。
鉤
金
具
が
立
聞
孔
を
く
ぐ
る
部
分
は
両
側
面
が
切
れ
込
み
関
を
も
つ
。
文

様
板
に
透
彫
り
さ
れ
た
龍
文
は
か
な
り
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
唐
草
文
化
し
て
い
る
。
一
対

の
龍
を
向
か
い
合
わ
せ
配
置
し
た
左
右
対
称
の
構
図
で
、
頭
部
に
は
水
滴
形
の
眼
を
打

ち
抜
き
、
開
い
た
口
中
に
三
角
形
の
突
起
で
歯
を
表
現
す
る
。
頭
部
に
は
Ｓ
字
状
に
延

び
る
角
と
、
耳
を
表
現
し
た
と
見
ら
れ
る
小
さ
な
突
出
部
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
胴

体
か
ら
延
び
る
四
肢
は
ほ
と
ん
ど
原
形
を
と
ど
め
ず
、
爪
等
の
細
部
表
現
も
完
全
に
省

略
さ
れ
て
い
る
。
文
様
に
沿
っ
て
細
か
い
列
点
文
を
刻
ん
で
縁
取
り
す
る
。
文
様
表
現

は
稚
拙
で
あ
る
が
、
複
雑
な
構
造
の
優
品
で
あ
る
（
高
野
政
昭
一
九
九
〇
）。

守
屋
美
好
氏
旧
蔵
の
天
理
参
考
館
蔵
品
は
、
①
地
板
鉄
板
＋
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
金
銅
板

＋
蕨
手
状
唐
草
文
透
文
様
板
（
糸
鋸
に
よ
る
銅
板
切
り
抜
き
鍍
金
）
＋
十
字
文
縁
金
鋲

留
か
ら
な
る
が
、
銜
通
孔
は
縦
長
の
楕
円
形
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
立
聞
・
吊
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鉤
金
具
・
鋲
の
特
徴
が
、
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
の
羽
人
文
透
彫
杏
葉
を
想
起
さ
せ
る
点
で

あ
る
。
よ
っ
て
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
の
杏
葉
類
は
、
天
理
参
考
館
蔵
品
の
よ
う
な
鏡
板
付

轡
と
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
守
屋
美
好
氏
旧
蔵
品
に
、
沖
ノ

島
七
号
遺
跡
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
遺
物
を
含
む
可
能
性
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

十
字
文
縁
金
に
縦
長
楕
円
形
の
銜
通
孔
を
持
つ
構
成
は
、
新
羅
慶
州
皇
吾
里
一
六
号

墳
一
槨
出
土
の
鏡
板
轡
と
、
こ
れ
と
セ
ッ
ト
の
心
葉
形
十
字
文
杏
葉
に
見
ら
れ
る
構
成

で
、
六
世
紀
代
の
新
羅
慶
州
の
製
品
と
考
え
る
。
群
馬
県
綿
貫
観
音
山
古
墳
の
鏡
板
付

轡
は
法
量
が
巨
大
だ
が
、
一
枚
被
せ
の
十
字
文
楕
円
形
鏡
板
轡
に
鉄
製
二
条
線
引
手
を

伴
う
点
が
共
通
し
、
新
羅
系
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
う
大
型
の
心
葉
形
Ｃ
字
文
透

杏
葉
は
、
偏
平
な
銅
板
を
垂
直
に
切
り
抜
き
猪
目
形
な
ど
の
単
純
な
透
彫
を
施
し
た
も

の
で
、
透
彫
板
の
輪
郭
に
沿
っ
て
列
点
文
の
加
飾
を
施
す
点
が
共
通
す
る
。
た
だ
諫
早

直
人
氏
が
指
摘
（
諫
早
直
人
二
〇
二
一
）
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
と
組
み
合
う
歩
揺
付

雲
珠
の
半
球
形
部
の
内
部
に
残
る
木
質
は
、
樹
種
鑑
定
で
サ
カ
キ
と
判
定
さ
れ
て
い

る
（
群
馬
県
教
育
委
員
会
・
㈶
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
一
九
九
九
）。
サ
カ

キ
は
日
本
固
有
種
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
綿
貫
観
音
山
Ｂ
セ
ッ
ト
は
新
羅
系
だ
が
新
羅
製

で
は
な
く
倭
製
品
の
可
能
性
が
残
る
。
な
お
共
伴
し
た
銅
水
瓶
は
、
北
斉
庫
狄
廻
洛
墓

（
五
六
二
）
や
北
斉
崔
浩
墓
（
五
六
五
）
の
明
器
水
瓶
に
類
似
し
、
六
世
紀
第
３
四
半

期
前
後
の
北
斉
製
品
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
五
六
四
・
五
六
五
・
五
七
二
年
に
北
斉
に
遣

使
し
た
新
羅
が
、
五
六
六
年
の
皇
龍
寺
竣
工
に
あ
わ
せ
て
北
朝
製
仏
具
を
入
手
し
、
自

国
産
の
馬
具
と
組
み
合
わ
せ
、
倭
国
に
贈
っ
た
「
舶
載
品
ラ
ッ
シ
ュ
」
時
の
遺
物
で
、

所
謂
「
新
羅
の
調
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
の
須
恵
器

を
伴
う
点
か
ら
、
副
葬
は
六
世
紀
第
４
四
半
世
紀
と
な
ろ
う
。

Ｇ
セ
ッ
ト
：（
逸
：
心
葉
形
十
字
忍
冬
文
透
彫
鏡
板
付
轡
）
＋
（
逸
：
心
葉
形
十
字
忍

冬
文
透
彫
鏡
板
付
轡
）
＋
心
葉
形
鉸
具
障
泥
金
具
＋
環
状
雲
珠
（
イ
モ
ガ
イ
嵌
入
か
）

＋
透
彫
帯
先
金
具
＋
歩
揺
付
雲
珠

七
号
遺
跡
中
央
南
寄
り
で
は
金
銅
装
透
彫
帯
先
金
具
・
歩
揺
付
雲
珠
が
集
中
し
て
出

土
し
た
。
透
彫
帯
先
金
具
の
細
工
は
非
常
に
精
巧
で
、
コ
ン
マ
形
・
屈
曲
し
た
杼
形
・

猪
目
形
を
組
み
合
わ
せ
た
透
彫
り
の
下
に
玉
虫
羽
・
雲
母
板
を
挟
み
、
鋲
留
す
る
。
杼

形
透
か
ら
雲
母
、
猪
目
形
透
か
ら
玉
虫
が
覗
く
、
凝
っ
た
意
匠
で
あ
る
。
一
端
に
帆
立

貝
形
の
鉸
具
が
つ
く
も
の
二
点
と
、
小
型
の
爪
先
形
装
飾
吊
鉤
金
具
を
伴
う
八
点
の
二

種
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
に
は
漢
字
で
通
番
の
刻
印
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

類
例
は
極
め
て
稀
で
、
奈
良
県
斑
鳩
町
藤
ノ
木
古
墳
Ａ
セ
ッ
ト
馬
具
の
構
成
部
品
に

屈
曲
し
た
杼
形
を
連
続
透
彫
す
る
例
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
帯
先
金
具
は
、
端
部
に
付
い
て
い
る
爪
先
形
吊
鉤
金
具
と
本
体
を
蝶
番

で
連
結
す
る
手
法
の
共
通
か
ら
み
て
、
朝
鮮
半
島
南
部
で
出
土
す
る
「
樓
岩
里
型
帯
金

具
」
の
形
状
を
応
用
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

畏
友
李
漢
祥
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
新
羅
・
百
済
の
帯
金
具
は
、
六
世
紀
の
も
の
が

樓
岩
里
型
（
李
漢
祥
一
九
九
六
）、
七
世
紀
の
も
の
が
皇
龍
寺
型
（
李
漢
祥
一
九
九
九
）

に
分
類
・
編
年
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
、
対
比
を
試
み
た
い
。

加
賀
狐
山
古
墳
は
韓
国
昌
寧
桂
城
Ⅲ
地
区
一
号
墳
の
よ
う
な
楼
岩
里
型
帯
金
具
古
段

階
に
相
当
す
る
一
方
、
沖
ノ
島
７
号
や
藤
ノ
木
古
墳
Ａ
セ
ッ
ト
の
透
彫
帯
先
金
具
の
形

状
は
、
楼
岩
里
型
帯
金
具
で
も
新
段
階
の
銙
板
・
蛇
尾
と
一
致
す
る
。

樓
岩
里
第
一
・
二
段
階
は
刺
金
付
鉸
具
を
伴
う
の
に
対
し
、
３
段
階
以
降
に
は
鉸
具

が
無
刺
金
化
し
、
さ
ら
に
四
段
階
に
は
逆
心
葉
形
銙
板
が
消
滅
し
方
形
銙
板
に
変
化
す
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る
。
藤
ノ
木
古
墳
や
沖
ノ
島
の
馬
具
に
組
み
合
う
帯
先
金
具
に
つ
い
て
は
、
取
り
付
け

ら
れ
た
鉸
具
、
鞍
の
鞖
鉸
具
が
い
ず
れ
も
刺
金
を
伴
っ
て
お
り
、
ま
た
鞖
金
具
が
逆
心

葉
形
鉸
具
と
形
状
が
一
致
す
る
点
か
ら
樓
岩
里
一
・
二
段
階
に
併
行
し
、
六
世
紀
後
半

～
末
の
新
羅
帯
金
具
と
併
行
関
係
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
国
立
博
物
館
小
倉
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
五
五
番
は
出
土
地
不
祥
の
樓
岩
里
型
帯
金
具

で
、
Ⅲ
類
四
段
階
に
相
当
す
る
。
歪
ん
だ
無
刺
金
鉸
具
付
の
銙
帯
と
セ
ッ
ト
を
な
す
短

い
蛇
尾
か
ら
な
る
。
鉸
具
の
形
状
は
、
百
済
・
陵
山
里
三
六
号
墳
の
出
土
品
に
類
似
す

る
。
銙
帯
に
は
薄
肉
彫
崩
し
技
法
で
、
三
山
文
・
忍
冬
唐
草
文
透
を
表
現
す
る
。
ま
た

蛇
尾
に
も
忍
冬
唐
草
文
透
が
あ
る
ほ
か
、
長
方
形
の
一
端
を
半
円
形
輪
郭
と
し
、
こ
れ

を
鱗
状
に
重
ね
た
意
匠
を
表
現
す
る
。
透
彫
の
忍
冬
唐
草
意
匠
は
、
静
岡
県
賤
機
山
古

墳
棘
葉
形
杏
葉
の
内
区
文
様
と
全
く
同
一
で
あ
り
、長
方
形
鱗
状
輪
郭
も
賤
機
山
鏡
板
・

杏
葉
の
吊
鉤
金
具
と
類
似
し
、
五
五
番
帯
金
具
と
賤
機
山
Ａ
セ
ッ
ト
馬
具
は
同
一
工
房

で
、
同
時
期
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
新
羅
慶
州
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る

（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
ａ
）。

し
か
し
公
州
陵
山
里
三
六
号
墳
と
の
輪
郭
の
類
似
は
、
百
済
製
の
可
能
性
も
示
す
。

五
五
番
帯
金
具
の
銙
帯
先
端
部
に
表
現
さ
れ
た
三
山
状
輪
郭
の
透
彫
は
、
宮
地
嶽
古

墳
の
鏡
板
吊
鉤
金
具
先
端
に
表
現
さ
れ
た
三
山
形
に
通
じ
て
い
る
。
ま
た
蛇
尾
の
長
方

形
鱗
状
表
現
は
、
壱
岐
笹
塚
の
鏡
板
・
杏
葉
の
立
聞
吊
鉤
金
具
・
辻
金
具
・
雲
珠
脚
に

表
現
さ
れ
た
、
肋
の
あ
る
帆
立
貝
状
の
成
形
や
、
亀
形
金
具
脚
部
の
四
指
表
現
に
も
通

じ
て
い
る
。

李
漢
祥
編
年
で
樓
岩
里
型
Ⅲ
類
四
段
階
の
伝
慶
州
出
土
の
帯
金
具
類
は
、
無
刺
金
鉸

具
付
の
銙
帯
と
セ
ッ
ト
を
な
す
蛇
尾
に
唐
草
文
を
透
彫
し
た
装
飾
板
を
挟
み
込
ん
で
い

る
。
方
形
板
の
互
違
い
鉤
手
文
は
、
高
茶
屋
大
塚
や
堀
之
内
Ｄ
一
・
一
三
号
の
雲
珠
の

透
彫
金
具
に
通
じ
、
さ
ら
に
類
似
す
る
意
匠
は
、
慶
州
皇
龍
寺
や
昌
寧
末
屹
里
遺
跡
窖

蔵
出
土
の
装
飾
金
具
類
に
も
見
ら
れ
る
。

樓
岩
里
型
帯
金
具
は
法
興
王
代（
五
一
四
～
五
四
〇
）の
律
令
頒
布（
五
三
〇
年
頃
？
）

に
出
現
し
眞
徳
王
代
の
唐
式
衣
制
へ
の
転
換
（
六
四
九
）
に
よ
っ
て
皇
龍
寺
型
に
移
行

す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
四
段
階
は
六
四
五
年
を
下
限
と
す
る
七
世
紀
前
半

に
位
置
付
け
ら
れ
、
小
倉
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
五
五
番
が
六
世
紀
末
～
七
世
紀
初
頭
、
伝
慶

州
出
土
品
が
七
世
紀
前
半
と
な
り
、
こ
れ
ら
と
対
比
さ
れ
る
馬
具
類
も
帯
金
具
と
同
時

期
と
な
る
。

壱
岐
笹
塚
古
墳
で
は
、
鉸
具
に
コ
ハ
ゼ
形
の
金
具
が
つ
き
、
忍
冬
文
を
浮
彫
し
、
五

鋲
を
打
つ
銙
帯
と
、長
方
形
に
忍
冬
文
を
浮
彫
す
る
蛇
尾
？
が
出
土
し
て
い
る
。皇
龍
寺

型
帯
金
具
の
最
古
段
階
に
あ
た
り
、
慶
州
皇
龍
寺
、
金
海
礼
安
里
四
九
号
墳
例
と
対
比

さ
れ
る
。
な
お
、
崔
正
凡
氏
の
「
所
謂
皇
龍
寺
型
帯
装
飾
具
の
再
検
討
」
で
は
、
皇
龍

寺
型
帯
金
具
の
成
立
に
、
北
朝
・
隋
唐
帯
金
具
の
影
響
を
豊
富
な
事
例
を
あ
げ
て
論
証

し
た
（
崔
正
凡
二
〇
一
八
）。
崔
正
凡
氏
の
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
樓
岩
里
型
帯
金
具
に

つ
い
て
も
、
本
来
の
範
型
は
中
国
北
朝
に
あ
り
、
そ
の
模
倣
形
が
北
斉
・
北
周
に
遣
使

朝
貢
し
て
い
た
新
羅
・
百
済
で
製
作
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
廃
仏
で

知
ら
れ
る
北
周
武
帝
孝
陵
で
は
パ
ル
メ
ッ
ト
文
の
金
銅
製
帯
金
具
が
出
土
し
て
お
り
、

樓
岩
里
型
の
祖
型
と
考
え
ら
れ
る
。

藤
ノ
木
古
墳
に
匹
敵
す
る
金
銅
装
透
彫
帯
先
金
具
を
複
数
持
つ
沖
ノ
島
セ
ッ
ト
は
、

当
然
類
似
す
る
馬
装
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
こ
で
う
か
ぶ
の
が
、
藤
ノ
木
の
鉸

具
付
心
葉
形
障
泥
金
具
と
酷
似
す
る
、
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
の
鉸
具
付
心
葉
形
障
泥
金
具
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で
あ
る
。
こ
の
障
泥
金
具
も
、
当
然
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
れ
ら
の
部
品
と
組
み
合
う
鏡
板
付
轡
・
杏
葉
は
、
同
種
馬
具
で
は
頂
点
に
位
置
す

る
精
品
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
既
知
の
出
土
地
不
詳

資
料
に
、
伊
勢
神
宮
徴
古
館
の
蔵
品
群
が
あ
る
。

神
職
で
古
玩
癖
の
あ
っ
た
江
藤
正
澄
は
明
治
二
一
年
に
沖
ノ
島
の
遺
物
の
一
部
を
持

ち
出
し
て
い
る
。
江
藤
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
優
品
は
、
明
治
二
九
年
に
伊

勢
神
宮
徴
古
館
に
寄
付
さ
れ
た
。
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
徴
古
館
蔵
の
出
土
地
不
詳
品
の
な

か
に
は
、
沖
ノ
島
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
。
な
か
で
も
心
葉

形
十
字
文
忍
冬
文
透
鏡
板
の
残
欠
は
、
後
藤
守
一
氏
の
紹
介
以
降
、
現
在
も
徴
古
館
に

あ
る
の
か
否
か
定
か
で
は
な
い
が
、
藤
ノ
木
タ
イ
プ
の
鏡
板
で
あ
る
。

ま
た
心
葉
形
双
鳳
凰
文
杏
葉
の
文
様
板
残
欠
は
、
藤
ノ
木
古
墳
出
土
棘
葉
形
杏
葉
に

表
現
さ
れ
た
双
鳳
凰
文
と
同
一
意
匠
だ
が
、
よ
り
精
巧
な
出
来
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

セ
ッ
ト
が
も
し
沖
ノ
島
出
土
品
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
帯
先
金
具
と
組
み
合
う
可
能
性
が

十
分
に
あ
る
。
ま
た
帯
先
金
具
の
猪
目
透
か
ら
み
て
、
こ
れ
に
組
み
合
う
鏡
板
や
杏
葉

に
は
、
藤
ノ
木
古
墳
の
心
葉
形
十
字
文
忍
冬
文
透
鏡
板
・
棘
葉
形
双
鳳
凰
文
杏
葉
や
、

岐
阜
県
ふ
な
塚
古
墳
の
龍
文
杏
葉
の
よ
う
に
猪
目
透
の
あ
る
吊
鉤
金
具
が
伴
っ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
想
定
を
裏
付
け
る
も
の
か
、
七
号
遺
跡
の
心
葉

形
杏
葉
の
よ
う
に
心
葉
形
透
の
あ
る
爪
形
金
具
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
伊
勢
神
宮
徴
古

館
蔵
品
文
様
板
に
縁
金
と
猪
目
透
吊
金
具
を
補
っ
た
よ
う
な
杏
葉
を
想
定
し
て
組
み

合
わ
せ
た
。

な
お
伊
勢
神
宮
御
神
宝
で
あ
る
鶴
斑
毛
御
彫
馬
（
つ
る
ぶ
ち
げ
の
お
ん
え
り
ま
）
は
、

檜
材
で
馬
体
を
彫
刻
し
、
そ
こ
に
生
糸
の
タ
テ
ガ
ミ
や
尾
を
埋
め
込
み
、
今
は
絶
滅
し

た
鶴
斑
色
と
い
わ
れ
る
毛
並
を
彩
色
表
現
し
た
精
巧
な
飾
馬
の
模
型
で
、
こ
れ
に
装
着

さ
れ
た
唐
鞍
装
に
は
、
鞍
の
後
輪
の
部
分
に
左
右
五
本
ず
つ
、
合
計
一
〇
本
の
「
八
子

（
は
ね
）」
と
呼
ば
れ
る
短
冊
状
の
飾
帯
が
懸
垂
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
先
端
に
は
金
銅
鈴
が

吊
る
さ
れ
て
い
る
。
透
彫
帯
先
金
具
は
、
こ
の
「
八
子
」
に
相
当
す
る
者
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。
ま
た
こ
の
馬
の
模
型
に
は
、
顎
下
に
垂
飾
付
の
玉
状
の
飾
り
が
垂
ら
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
中
国
で
頸
総
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
伝
沖
ノ
島
出
土
の
龍
文
透
彫
香

炉
状
品
は
頸
総
で
あ
っ
た
可
能
性
が
市
元
塁
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
市
元
塁

二
〇
一
六
）。

歩
揺
付
雲
珠
は
七
点
分
以
上
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
、
半
球
形
座
金
具
上
に
五
～
八

枝
を
派
生
さ
せ
花
弁
状
の
歩
揺
を
垂
ら
す
。
群
馬
県
綿
貫
観
音
山
古
墳
や
高
句
麗
丸
都

山
城
で
類
品
が
出
土
し
て
い
る
。

以
上
、
Ｇ
セ
ッ
ト
は
、
心
葉
形
十
字
文
忍
冬
文
透
鏡
板
＋
金
銅
透
彫
杏
葉
＋
金
属
装

鞍
＋
金
銅
装
帯
先
金
具
＋
金
銅
装
歩
揺
付
雲
珠
な
ど
か
ら
な
る
藤
ノ
木
古
墳
Ａ
セ
ッ
ト

に
匹
敵
す
る
豪
華
な
新
羅
製
馬
具
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
馬
具

は
北
部
九
州
の
分
布
頻
度
が
異
常
に
高
く
、
福
岡
県
の
八
セ
ッ
ト
以
上
を
筆
頭
に
北
部

九
州
に
偏
在
す
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
新
羅
の
調
」
の
用
語
が
見
え
、
六
～
七
世

紀
の
新
羅
か
ら
倭
国
へ
の
贈
答
品
と
み
ら
れ
、
六
世
紀
後
半
に
集
中
す
る
舶
載
金
銅
装

馬
具
類
を
そ
の
具
体
的
遺
物
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
北
部
九
州
の
偏
在
例
は
、

倭
王
権
か
ら
の
二
次
的
な
分
配
と
は
考
え
に
く
い
。
外
交
使
節
の
迎
接
に
あ
た
る
北
部

九
州
の
沿
岸
首
長
に
は
、
王
権
宛
と
は
別
に
、
豪
華
な
馬
具
な
ど
を
贈
ら
れ
る
役
得
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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図十五　沖ノ島７号遺跡　Ｈセット（楕円形十字文忍冬文透彫鏡板付轡？＋心葉形忍冬文透彫杏葉＋花形飾雲珠・
　　　　辻金具）

図十四　沖ノ島７号遺跡　Ｇセット（楕円形十字文忍冬文透彫鏡板付轡？＋心葉形龍文透杏葉？＋透彫帯先金具）
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Ｈ
セ
ッ
ト
：（
心
葉
形
十
字
文
忍
冬
文
透
鏡
板
付
轡
）・
十
字
形
雲
珠
付
心
葉
形
忍
冬
文

透
杏
葉
・
十
字
形
辻
金
具

沖
ノ
島
社
務
所
に
は
、
十
弁
花
状
飾
を
伴
う
十
字
形
雲
珠
に
心
葉
形
忍
冬
文
透
杏
葉

を
懸
垂
し
た
も
の
が
保
管
さ
れ
て
い
た
。
七
号
遺
跡
で
は
八
弁
花
状
飾
を
伴
い
、
脚
部
が

花
弁
状
で
三
鋲
を
打
つ
同
巧
の
十
字
形
辻
金
具
が
出
土
し
、
本
来
は
七
号
遺
跡
の
供
献
品

と
考
え
ら
れ
る
。
縁
部
に
鋲
打
ち
が
な
い
点
が
特
異
だ
が
、
埋
め
殺
し
鋲
で
あ
ろ
う
。

同
様
な
構
造
の
セ
ッ
ト
は
、
広
島
県
二
塚
・
壱
岐
笹
塚
・
兵
庫
県
升
田
山
一
五
号
墳
、

三
重
県
高
茶
屋
大
塚
・
山
梨
県
古
柳
塚
・
韓
国
昌
寧
末
吃
里
退
蔵
遺
構
出
土
品
（
慶
南

考
古
學
研
究
所
二
〇
〇
五
）
に
み
ら
れ
、
新
羅
で
七
世
紀
前
半
～
中
葉
に
製
作
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
（
桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
）。

な
お
、
天
理
大
学
・
天
理
教
道
友
社
編
一
九
八
八
『
ひ
と
も
の
こ
こ
ろ
』
第
二
期
第

三
巻
一
三
九
頁
，「
二
〇
七　

馬
の
飾
り
金
具　

鉄
地
金
銅
装
杏
葉　

幅
八
・
七
㎝
、
出

土
地
不
詳　

七
世
紀
」
は
、
二
一
七
頁
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
忍
冬
唐
草
文
を
透
か
し

彫
り
に
し
た
ハ
ー
ト
形
の
金
銅
板
に
、
厚
さ
五
㎜
の
金
銅
製
の
縁
金
を
重
ね
て
、
裏
面

か
ら
鋲
留
め
す
る
。
鋲
は
上
下
左
右
の
四
カ
所
に
打
ち
、
表
面
か
ら
は
見
え
な
い
。
現

在
で
は
文
様
板
も
痕
跡
を
と
ど
め
る
程
度
で
、
文
様
板
の
裏
に
台
板
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
不
明
だ
が
、類
例
か
ら
み
て
お
そ
ら
く
鉄
地
金
銅
張
の
台
板
が
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

縁
金
の
上
部
に
は
、
横
長
方
形
の
立
聞
を
作
り
出
し
て
い
る
。
立
聞
に
は
先
端
を
花
弁

形
に
表
し
た
鉤
金
具
が
付
く
。
№
二
〇
二
の
鉤
金
具
と
同
様
に
、
革
帯
の
裏
に
沿
う
金

銅
板
が
長
い
。

透
彫
心
葉
形
杏
葉
は
、
一
般
に
透
彫
心
葉
形
鏡
板
付
轡
と
組
み
合
う
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
掲
出
の
杏
葉
は
、
№
二
〇
二
の
透
か
し
彫
り
文
様
や
、
鉤
金
具
の
形
態
に
類
似

し
て
お
り
、
セ
ッ
ト
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
福
岡
県
沖
ノ
島
遺
跡
か
ら
は
、
同
じ
作

り
の
杏
葉
が
辻
金
具
に
装
着
さ
れ
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
沖
ノ
島
の
例
は
輸
入
品

で
あ
る
（
高
野
）。」
と
あ
る
。

高
野
氏
が
解
説
さ
れ
た
通
り
、
こ
の
杏
葉
は
、
Ｈ
セ
ッ
ト
の
十
字
形
雲
珠
付
杏
葉
と

全
く
同
形
で
、
心
葉
形
内
区
に
残
る
蕨
手
状
の
透
彫
か
ら
み
て
、
沖
ノ
島
杏
葉
と
同
工

品
の
可
能
性
が
高
い
。
で
は
セ
ッ
ト
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
№
二
〇
二
は
ど

う
か
。

天
理
大
学
・
天
理
教
道
友
社
編
一
九
八
八
『
ひ
と
も
の
こ
こ
ろ
』
第
二
期
第
三
巻

一
三
六
頁
、「
二
〇
二　

轡
金
具　

鉄
地
金
銅
装
鑣　

現
長
一
一
・
五
㎝　

出
土
地
不
詳　

六
・
七
世
紀
」
掲
載
馬
具
に
つ
い
て
、
二
一
六
頁
の
解
説
に
よ
れ
ば
、

「
鉄
地
金
銅
張
製
。
楕
円
形
に
近
い
ハ
ー
ト
形
の
鉄
板
に
薄
い
金
銅
板
を
張
り
、
そ

の
上
に
透
か
し
彫
り
の
文
様
板
を
置
き
、
十
文
字
の
枠
を
共
作
り
に
し
た
厚
手
の
金
銅

製
の
縁
金
を
鋲
留
め
す
る
。
鋲
は
金
銅
製
で
縁
金
の
上
下
左
右
に
四
本
、
銜
受
け
部
の

上
下
に
二
本
打
つ
。
文
様
は
忍
冬
唐
草
文
を
表
し
、
細
い
沈
線
で
縁
取
り
し
た
後
、
そ

の
中
に
列
点
文
を
刻
む
と
い
う
、
極
め
て
装
飾
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
立
聞
に
は
金

銅
製
の
鉤
金
具
が
付
く
。
鉤
金
具
は
先
端
が
花
弁
形
を
な
し
、
立
聞
孔
を
通
っ
た
他
端

は
裏
側
へ
長
く
伸
び
る
。
鉤
金
具
は
、
金
銅
製
の
鋲
で
革
帯
に
固
定
さ
れ
る
。
も
と
は

鋲
の
直
下
に
責
金
具
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。
鏡
板
の
中
央
に
は
鉄
製
の
銜
と
引
手

が
銹
着
し
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
鏡
板
の
例
か
ら
み
て
、
引
手
は
二
条
線
づ
く
り
と
呼

ば
れ
る
、
一
本
の
棒
状
の
金
属
を
折
り
曲
げ
両
端
に
環
を
つ
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

透
彫
心
葉
形
鏡
板
が
製
作
さ
れ
た
時
期
は
、六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
の
前
半
と
さ
れ
、

古
墳
時
代
の
馬
具
の
中
で
は
新
し
い
時
期
に
属
す
る
。
福
岡
県
宮
地
嶽
古
墳
、
奈
良
県
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珠
城
山
三
号
墳
の
例
な
ど
、
同
類
の
鏡
板
に
は
輸
入
品
が
多
く
、
本
例
も
そ
れ
ら
に
匹

敵
す
る
優
品
で
あ
る
（
高
野
）。」（
天
理
大
学
・
天
理
教
道
友
社
一
九
八
八
）

本
資
料
に
つ
い
て
高
野
氏
は
「
天
理
参
考
館
登
録
番
号
三
九

-

四
九
の
心
葉
形
十
字

文
忍
冬
文
龍
文
透
彫
鏡
板
付
轡
は
鉄
地
金
銅
張
で
、
上
部
に
梯
形
の
短
い
立
聞
を
作
り

出
す
。
鏡
板
本
体
の
幅
七
・
七
㎝
、
立
聞
を
含
め
た
高
さ
六
・
七
㎝
、
立
聞
の
幅
三
・
二

㎝
、
高
さ
〇
・
九
㎝
。
銅
製
の
笠
鋲
は
鋲
頭
を
鍍
金
す
る
。
鋲
は
外
周
に
四
個
所
、
銜

受
け
部
の
上
下
に
二
個
所
の
合
計
六
箇
所
に
打
た
れ
て
い
る
。
中
央
に
や
や
横
長
の
円

形
に
近
い
銜
通
孔
が
穿
た
れ
る
。
文
様
板
に
透
彫
り
さ
れ
た
忍
冬
文
は
か
な
り
デ
フ
ォ

ル
メ
さ
れ
列
点
を
施
す
」「
な
お
こ
の
轡
の
立
聞
に
は
厚
い
銅
板
製
の
吊
鉤
金
具
が
つ

き
、
鏡
板
を
含
め
た
残
存
長
は
一
一
・
五
㎝
に
も
達
す
る
が
、
沖
ノ
島
Ｂ
７
セ
ッ
ト
の

十
字
形
辻
金
具
の
脚
部
の
鋲
間
隔
と
全
く
一
致
し
重
な
る
可
能
性
が
あ
る
。」
と
述
べ

て
い
る
。結

語

以
上
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
に
は
、
最
低
で
も
国
産
三
セ
ッ
ト
、
舶
載
五
セ
ッ
ト
、
合

計
八
セ
ッ
ト
前
後
の
豪
華
な
金
銅
装
馬
具
が
供
献
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
、

更
に
一
～
二
セ
ッ
ト
加
算
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
実
用
的
な
鉄
製
馬
具
は
見
当
た

ら
な
い
。
こ
れ
は
壱
岐
島
の
古
墳
で
豪
華
な
金
銅
装
馬
具
と
と
も
に
実
用
鉄
な
鉄
製
馬

具
が
出
土
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

ま
た
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
馬
具
類
は
、
完
存
す
る
セ
ッ
ト
が
な
い
。
長
年
に
わ
た
り

風
雨
に
晒
さ
れ
、
海
鳥
に
よ
る
二
次
的
移
動
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
時
代
乃
至

そ
れ
以
前
か
ら
、
多
く
の
部
品
が
持
ち
出
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

本
検
討
の
結
果
、
伊
勢
神
宮
徴
古
館
蔵
品
の
う
ち
、
心
葉
形
十
字
文
忍
冬
透
鏡
板
や

心
葉
形
双
鳳
凰
文
杏
葉
文
様
板
は
、
斑
鳩
藤
ノ
木
古
墳
Ａ
セ
ッ
ト
に
準
ず
る
内
容
で
、

沖
ノ
島
七
号
遺
跡
Ｇ
セ
ッ
ト
の
金
銅
装
透
彫
帯
先
金
具
と
一
具
で
も
お
か
し
く
な
い
。

徴
古
館
の
明
治
二
一
年
江
藤
正
澄
寄
贈
品
に
、
沖
ノ
島
出
土
馬
具
を
含
ん
で
い
る
可
能

性
が
あ
る
。

ま
た
天
理
参
考
館
蔵
守
屋
美
好
氏
旧
蔵
品
に
は
、
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
Ｆ
セ
ッ
ト
の
心

葉
形
羽
人
文
杏
葉
と
製
作
技
法
・
意
匠
・
鋲
間
隔
が
類
似
す
る
楕
円
形
十
字
文
双
龍
文

透
彫
鏡
板
が
含
ま
れ
て
い
る
ほ
か
、
沖
ノ
島
七
号
遺
跡
Ｈ
セ
ッ
ト
と
同
一
の
心
葉
形
忍

冬
文
透
杏
葉
一
点
、
お
よ
び
Ｈ
セ
ッ
ト
と
一
具
で
も
お
か
し
く
な
い
心
葉
形
十
字
文
忍

冬
透
鏡
板
鏡
板
轡
を
含
ん
で
い
る
（
註
３
）。

沖
ノ
島
出
土
馬
具
の
う
ち
、
子
持
剣
菱
形
杏
葉
を
含
む
Ａ
セ
ッ
ト
や
、
三
葉
文
杏
葉

を
含
む
Ｂ
セ
ッ
ト
は
、
大
伽
耶
系
の
馬
具
構
造
を
摂
取
し
た
国
産
馬
具
で
あ
り
、
六
世

紀
中
葉
前
後
の
遺
品
で
年
代
上
限
を
示
し
、
国
産
の
花
形
馬
具
を
含
む
Ｃ
セ
ッ
ト
や
新

羅
製
の
十
字
形
雲
珠
付
心
葉
形
忍
冬
文
杏
葉
を
含
む
Ｈ
セ
ッ
ト
は
同
種
馬
具
中
の
最
新

型
式
を
示
し
、
七
世
紀
中
葉
を
下
限
と
す
る
。

ま
た
龍
文
透
彫
香
炉
状
品
は
、
飾
馬
の
首
下
に
吊
る
す
頸
総
の
可
能
性
が
あ
り
、
朝

鮮
半
島
で
も
類
例
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
銅
龍
頭
形
金
具
や
サ
サ
ン
グ
ラ
ス
な

ど
と
共
に
、
中
国
北
朝
も
し
く
は
隋
・
初
唐
前
後
の
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。

以
上
、
沖
ノ
島
出
土
の
馬
具
類
は
、
継
体
・
欽
明
朝
か
ら
、
舒
明
・
皇
極
朝
の
間
に

供
献
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
糟
屋
屯
倉
設
置
（
五
二
九
）、
那
津
官
家
設
置
（
五
三
六
）、
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任
那
四
県
割
譲（
五
四
〇
）、新
羅
・
任
那
の
調（
五
六
〇
～
六
四
六
）、征
新
羅
軍（
五
九
一

～
六
〇
三
）、
遣
隋
使
（
六
〇
〇
～
六
一
八
）、
遣
唐
使
（
六
三
〇
～
）
間
の
対
外
交
渉

に
か
か
る
渡
海
に
際
し
、
航
海
安
全
等
を
祈
願
し
て
奉
献
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
出

土
状
況
か
ら
み
て
、
飾
馬
で
は
な
く
、
馬
具
一
式
を
木
馬
等
に
載
せ
て
供
献
し
た
と
想

像
す
る
。

本
論
の
沖
ノ
島
馬
具
の
馬
装
復
元
は
、
大
き
く
欠
損
す
る
部
品
を
憶
測
で
補
っ
た
も

の
も
多
く
、
粗
案
の
域
を
出
な
い
。
今
後
、
沖
ノ
島
遺
物
の
再
調
査
、
並
び
に
散
逸
資

料
の
追
跡
に
よ
っ
て
検
証
を
重
ね
、
補
正
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。
諸
賢
の
ご
叱
正
を

乞
う
。

（
福
岡
大
学
教
授
）

註註
１　

守
屋
美
好
（
も
り
や
み
よ
し
）

守
屋
孝
蔵
の
子
息
。
そ
の
所
蔵
品
中
よ
り
梅
原
末
治
氏
に
見
い
だ
さ
れ
た
金
銅
装
馬
具
類
が
天

理
参
考
館
に
収
蔵
さ
れ
た
。

註
２　

守
屋
孝
蔵
（
も
り
や
こ
う
ぞ
う　

一
八
七
六
～
一
九
五
三
）

宮
城
県
出
身
で
京
都
で
活
躍
し
た
弁
護
士
。
守
屋
氏
の
収
集
品
の
う
ち
、
古
写
経
二
六
八
件
、

宸
翰
（
天
皇
の
書
）
八
件
が
一
九
五
四
年
に
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
、『
守
屋
孝
蔵
氏

蒐
集　

古
経
図
録
』
が
一
九
六
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
中
国
の
古

鏡
は
、
守
屋
氏
二
女
の
赤
星
薫
氏
か
ら
昭
和
三
〇
年
に
寄
贈
を
受
け
た
漢
鏡
・
隋
唐
鏡
約
五
〇

面
、
昭
和
三
三
年
に
他
の
相
続
者
か
ら
購
入
し
た
方
格
規
矩
鏡
約
五
〇
面
の
、
計
一
〇
〇
余
面

で
、
守
屋
氏
蔵
鏡
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
に
あ
た
る
。

註
３　

天
理
参
考
館
蔵
の
守
屋
美
好
氏
旧
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、
天
理
参
考
館
の
藤
原
郁
代
氏
に

メ
ー
ル
で
多
く
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
、
ま
た
鮮
明
な
写
真
を
提
供
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
御
礼
申

し
上
げ
る
。

引
用
参
考
文
献

日
本
文
献

阿
久
津
久
一
九
六
九
『
中
村
古
墳
群
発
掘
調
査
報
告
』
兵
庫
県
教
育
委
員
会
・
神
戸
市
教
育
委
員
会

諫
早
直
人
二
〇
一
二
「
３
．
九
州
出
土
の
馬
具
と
朝
鮮
半
島
」『
第
一
五
回　

九
州
前
方
後
円
墳
研
究

会　

北
九
州
大
会
発
表
要
旨
・
資
料
集　

沖
ノ
島
祭
祀
と
九
州
諸
勢
力
の
対
外
交
渉
』pp.89-121.

諫
早
直
人
二
〇
一
三
「
馬
具
の
舶
載
と
模
倣
」『
技
術
と
交
流
の
考
古
学
』
岡
内
三
眞
編　

同
成
社　

pp.348-359

諫
早
直
人
二
〇
一
三
「
統
一
新
羅
時
代
の
轡
製
作
」『
文
化
財
学
の
新
地
平
』
奈
良
文
化
財
研
究

所　

吉
川
弘
文
館　

pp.991-1012

諫
早
直
人
二
〇
二
〇
「
綿
貫
観
音
山
古
墳
出
土
馬
具
の
系
譜
と
製
作
地
」『
国
宝
決
定
記
念　

第

一
〇
一
回
企
画
展　

綿
貫
観
音
山
古
墳
の
す
べ
て
』
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館　

pp.198-207.

市
元
塁
二
〇
一
六
「
金
銅
製
香
炉
状
品
の
再
検
討
」『
宗
像
・
沖
ノ
島
と
大
和
朝
廷
』
九
州
国
博

物
館　

pp.116-117

梅
原
末
治
・
小
林
行
雄
編
一
九
三
九
『
筑
前
国
嘉
穂
郡
王
塚
装
飾
古
墳
』（
京
都
帝
国
大
学
文
学

部
考
古
学
研
究
報
告
第
一
五
冊
）

大
久
保
奈
奈
一
九
九
六
「
歩
揺
付
飾
金
具
の
系
譜
」『
東
国
に
お
け
る
古
墳
の
終
末
〈
附
編
〉
千

葉
県
成
東
町
駄
ノ
塚
古
墳
発
掘
調
査
報
告
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
六
五
集　

pp.231-250
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岡
村
秀
典
二
〇
〇
七
「
伝
沖
ノ
島
出
土
の
透
彫
り
金
具
に
つ
い
て
」『
日
中
交
流
の
考
古
学
』
茂

木
雅
博
編　

同
成
社

岡
本
健
一
編
一
九
九
七
『
将
軍
山
古
墳
《
史
跡
埼
玉
古
墳
群
整
備
事
業
報
告
書
》
―
史
跡
等
活
用

特
別
事
業
―
確
認
調
査
編
・
付
編
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会

小
野
山
節
一
九
七
九
「
鐘
形
装
飾
付
馬
具
と
そ
の
分
布
」『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
三
三
九　

東
京
国

立
博
物
館　

pp.4-15

小
野
山
節
一
九
九
〇
「
古
墳
時
代
の
馬
具
」『
日
本
馬
具
大
鑑　

第
一
巻
古
代
上
』
日
本
中
央
競

馬
会
・
吉
川
弘
文
館　

pp.1-32

鏡
山
猛
・
原
田
大
六
・
坂
本
経
堯
・
渡
辺
正
気
・
嶺
正
男
・
仙
波
喜
美
雄
一
九
五
八
『
沖
ノ
島
』

吉
川
弘
文
館

河
上
邦
彦
一
九
八
四
『
市
尾
墓
山
古
墳
』
高
取
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
冊　

高
取
町
教
育
委

員
会

京
都
帝
國
大
學
一
九
三
九
『
筑
前
嘉
穂
郡
王
塚
装
飾
古
墳
』　

京
都
帝
國
大
學
文
學
部
考
古
學
研

究
報
告　

第
十
五
冊

埼
玉
県
教
育
委
員
会
一
九
九
七
『
将
軍
山
古
墳　

史
跡
埼
玉
古
墳
群
整
備
事
業
報
告
書　

確
認
調

査
編
・
付
編
』

重
住
真
貴
子
二
〇
〇
五「
上
原
孝
夫
氏
所
蔵
沖
ノ
島
出
土
品
に
つ
い
て
」『
宗
像
大
社
神
宝
館
館
報
』

№
二　

宗
像
大
社
文
化
財
管
理
事
務
所

柴
田
常
惠
一
九
二
七
「
沖
ノ
島
御
金
蔵
」『
中
央
史
談
』
第
十
三
巻
第
四
号

白
石
太
一
郎
二
〇
一
六
「
古
墳
か
ら
み
た
大
王
と
豪
族
―
六
世
紀
の
大
和
と
河
内
を
中
心
に
―
」

『
大
王
と
豪
族
―
六
世
紀
の
大
和
と
河
内
―
』
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館　

平
成
二
八
年
度　

秋
季
特
別
展
図
録　

pp.8-18

神
啓
崇
二
〇
一
七
「
擬
似
鋲
を
施
す
馬
具
」『
ア
ー
キ
オ
・
ク
レ
イ
オ(A

rchaeo-Clio)

』
第
一
四

号
神
啓
崇
・
西
幸
子
・
桃
崎
祐
輔
二
〇
一
八
「
岩
戸
山
古
墳
石
馬
の
馬
装
研
究
」『
古
文
化
談
叢
』

第
八
一
集　

九
州
古
文
化
研
究
会  pp.51-78

第
三
次
沖
ノ
島
学
術
調
査
隊
一
九
七
九
『
宗
像　

沖
ノ
島
』
宗
像
大
社
復
興
期
成
会

高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館
二
〇
一
六
『
継
体
大
王
と
筑
紫
君
磐
井
』
今
城
塚
古
代
歴
史
館
開

館
五
周
年
記
念
特
別
展

高
野
政
昭
一
九
九
〇
「【
資
料
紹
介
】
天
理
参
考
館
所
蔵
の
透
彫
心
葉
形
鏡
板
に
つ
い
て
」『
天
理

参
考
館
報
』
第
三
号　

天
理
大
学
出
版
部　

pp.48-53

高
野
政
昭
一
九
九
一
「
天
理
参
考
館
所
蔵
の
竜
文
透
彫
り
鏡
板
に
つ
い
て
」『
天
理
参
考
館
報
』

第
六
号　

天
理
大
学
出
版
部　

pp.155-160

高
橋
克
壽
・
森
下
章
司
一
九
九
五
「
山
津
照
神
社
古
墳
の
調
査
」
京
大
考
古
研
（
編
）『
琵
琶
湖

周
辺
の
六
世
紀
を
探
る
』　pp.3-48

田
中
一
廣
一
九
八
七
「
大
和
・
巨
勢
山
古
墳
群
の
群
構
造
と
性
格
（
一
）」『
花
園
史
学
』
八　

考

古
学
特
輯
号

田
中
一
廣
一
九
九
七
「
子
持
扁
圓
剣
菱
形
の
装
飾
―
大
和
・
河
内
・
筑
紫
の
一
馬
装
―
」『
古
文

化
論
叢　

伊
達
先
生
古
希
記
念
論
集
』
伊
達
先
生
古
希
記
念
論
集
刊
行
会　

pp.295-308

千
賀
久
・
鹿
野
吉
則
ほ
か
一
九
九
〇
『
斑
鳩　

藤
ノ
木
古
墳　

第
一
次
調
査
報
告
書
』
斑
鳩
町
教

育
委
員
会

天
理
大
学
・
天
理
教
道
友
社
編
一
九
八
八
『
ひ
と
も
の
こ
こ
ろ
』

榛
原
町
教
育
委
員
会
一
九
八
六
『
静
岡
県
榛
原
町　

仁
田
山
ノ
崎
古
墳
―
出
土
品
保
存
処
理
報
告
』

比
佐
陽
一
郎
一
九
九
二
「
埴
輪
馬
の
馬
具
」『
考
古
学
と
生
活
文
化
』
同
志
社
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
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ズ
Ⅴ　

同
志
社
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会　

森
浩
一
編　

pp.279-289
藤
田
和
尊
二
〇
〇
三
「
大
形
群
集
墳
と
し
て
の
巨
勢
山
古
墳
群
の
性
格
」『
古
代
近
畿
の
物
流
の

考
古
学
』
学
生
社　

pp.215-224

益
田
勝
実
一
九
七
六
『
秘
儀
の
島　

日
本
の
神
話
的
創
造
力
』
筑
摩
書
房

松
浦
宇
哲
二
〇
〇
四
「
花
文
付
馬
具
の
編
年
と
系
譜
」『
古
文
化
談
叢
』
第
五
〇
集
発
刊
記
念
論

集
（
下
）
九
州
古
文
化
研
究
会　

pp.65-79

松
浦
宇
哲
二
〇
〇
五
「
福
岡
県
王
塚
古
墳
の
出
現
に
み
る
地
域
間
交
流
の
変
容
」『
待
兼
山
考
古

学
論
集
―
都
出
比
呂
志
先
生
退
任
記
念
―
』
大
阪
大
学
考
古
学 

研
究
室　

pp.657-670

松
浦
宇
哲
二
〇
〇
五
「
三
葉
文
楕
円
形
杏
葉
の
編
年
と
分
析

－

金
銅
装
馬
具
に
み
る
多
元
的
流
通

ル
ー
ト
の
可
能
性
」『
井
ノ
内
稲
荷
塚
古
墳
の
研
究
』
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
考
古
学
研
究
報

告　

第
三
冊　

pp.525-538

宮
代
栄
一
一
九
九
五
「
宮
崎
県
出
土
の
馬
具
の
研
究
」『
九
州
考
古
学
』
第
七
〇
号　

九
州
考
古

学
会　

pp.19-43

宮
代
栄
一
二
〇
〇
三
「
古
墳
時
代
に
お
け
る
尻
繋
構
造
の
復
原
―
馬
装
が
示
す
も
の
―
」

『H
O

M
IN

ID
S

』V
ol.3

宮
代
栄
一
二
〇
一
六
「
群
馬
県
高
崎
市
観
音
塚
古
墳
出
土
馬
具
の
再
検
討
」『
埼
玉
考
古
』
第
六

一
号　

埼
玉
考
古
学
会

名
神
高
速
道
路
内
遺
跡
調
査
会
一
九
九
八
『
梶
原
古
墳
群
発
掘
調
査
報
告
書
』
名
神
高
速
道
路
遺

跡
調
査
会
調
査
報
告
書　

第
四
集

桃
﨑
祐
輔
二
〇
〇
一
「
棘
葉
形
杏
葉
・
鏡
板
の
変
遷
と
そ
の
意
義
」『
筑
波
大
学
先
史
学
・
考
古

学
研
究
』
一
二　

pp.1-36

桃
﨑
祐
輔
二
〇
〇
二
「
６　

笊
内
三
七
号
墓
出
土
馬
具
か
ら
復
元
さ
れ
る
馬
装
に
つ
い
て
」「
福

島
県
内
古
墳
時
代
金
工
遺
物
の
研
究
―
笊
内
古
墳
群
出
土
馬
具
・
武
具
・
装
身
具
等　

真
野
古

墳
群
Ａ
地
区
二
〇
号
墳
等
、
金
銅
製
双
魚
佩
の
研
究
復
元
製
作
」（
復
元
製
作
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
）『
福
島
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館　

研
究
紀
要
二
〇
〇
一
』pp.36-74

桃
﨑
祐
輔
二
〇
〇
三
「
斑
鳩
藤
ノ
木
古
墳
出
土
馬
具
の
再
検
討
―
三
セ
ッ
ト
の
馬
装
が
語
る
六
世

紀
末
の
政
争
と
国
際
関
係
―
」『
市
民
の
古
代
研
究
会
・
関
東
』
第
三
回
講
演　

pp.80-160

桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
二
「
大
塚
南
古
墳
の
花
形
鏡
板
付
轡
の
検
討
」『
馬
越
長
火
塚
古
墳
群
』
豊
橋

市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
一
二
〇
集　

豊
橋
市
教
育
委
員
会　

pp.281-297

桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
七「
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
か
ら
み
た
三
女
神
伝
説
と
舶
載
文
物
」『
季
刊
邪
馬
台
国
』

二
〇
一
七
年
七
月
号　

pp.42-55

桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
ａ
「
新
羅
系
忍
冬
唐
草
文
鏡
板
付
轡
・
透
彫
杏
葉
の
検
討
」『
日
韓
交
渉
の

考
古
学
―
古
墳
時
代
―
（
最
終
報
告
論
考
編
）』　pp.808-843

桃
﨑
祐
輔
二
〇
一
八
ｂ
「
沖
ノ
島
の
馬
具
」『
世
界
の
な
か
の
沖
ノ
島
』　

春
成
秀
爾
編　

季
刊
考

古
学
別
冊
二
七　

pp.55-60

桃
﨑
祐
輔
二
〇
二
〇
「
筑
前
宗
像
郡
津
屋
崎
町
發
見
」
の
双
龍
文
鏡
板
の
検
討
―
慕
容
鮮
卑
三
燕
・

朝
鮮
三
国
・
倭
国
を
つ
な
ぐ
金
工
の
系
譜
―
」『
福
岡
大
学
考
古
学
論
集
三
―
武
末
純
一
先
生

退
職
記
念
―
』
武
末
純
一
先
生
退
職
記
念
事
業
会　

pp.455-483

森
下
章
司
・
高
橋
克
壽
・
吉
井
秀
夫
一
九
九
五
「
鴨
稲
荷
山
古
墳
出
土
遺
物
の
調
査
」
京
大
考
古

研
（
編
）『
琵
琶
湖
周
辺
の
六
世
紀
を
探
る
』pp.49-72

八
木
勝
行
二
〇
〇
七
「
67 

八
幡
二
号
墳
」『
藤
枝
市
史　

資
料
編
１　

考
古
』
藤
枝
市
史
編
さ
ん

委
員
会　

pp.364-371

山
口
裕
平
二
〇
〇
四
「
箕
田
丸
山
古
墳
出
土
馬
具
の
検
討
―
面
繋
と
尻
繋
の
復
元
を
中
心
に
―
」

『
長
崎
県
・
景
華
園
遺
跡
の
調
査　

福
岡
県
京
都
郡
に
お
け
る
二
古
墳
の
調
査
―
箕
田
丸
山
古
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墳
及
び
庄
屋
塚
古
墳
―
佐
賀
県
・
東
十
郎
古
墳
群
の
研
究
―
補
遺
編
―
』
福
岡
大
学
人
文
学
部

考
古
学
研
究
室　

pp.124-135

山
本
孝
文
二
〇
一
四
「
初
源
期
獅
嚙
文
帯
金
具
に
み
る
製
作
技
術
と
文
様
の
系
統
―
長
野
県
須

坂
市
八
丁
鎧
塚
二
号
墳
の
帯
金
具
か
ら
―
」『
日
本
考
古
学
』
第
三
八
号　

日
本
考
古
学
協
会　

pp.19-32

行
橋
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
二
『
徳
永
泉
古
墳
・
徳
永
法
師
ケ
坪
遺
跡　

福
岡
県
行
橋
市
大
字
徳

永
所
在
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
』
行
橋
市
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
三
〇
集

米
田
敏
幸
一
九
九
六
「
後
期
横
穴
式
石
室
墳
の
再
検
討
―
河
内
愛
宕
塚
古
墳
の
石
室
構
造
か
ら
―
」

『
古
代
学
研
究
』
一
三
四　

古
代
學
研
究
会　

pp.26-33

韓
国
文
献

慶
南
考
古
學
研
究
所
・
昌
寧
郡
二
〇
〇
一
『
昌
寧　

桂
城　

新
羅
高
塚
群
』
慶
南
考
古
學
研
究
所　

遺
蹟
發
掘
調
査
報
告
書
』

慶
南
考
古
學
研
究
所
二
〇
〇
五
『
昌
寧
末
屹
里
遺
蹟
』
慶
南
考
古
學
研
究
所
遺
蹟
発
掘
調
査
報
告

書
国
立
慶
州
博
物
館
二
〇
一
〇
『
慶
州　

鶏
林
路
一
四
號
墳
』

湖
巖
美
術
館
一
九
九
七
『
湖
巖
美
術
館　

所
蔵　

金
東
鉉
蒐
集
文
化
財
』
三
星
文
化
財
団

崔
正
凡
二
〇
一
八
「
所
謂
皇
龍
寺
型
帯
装
飾
具
の
再
検
討
」『
嶺
南
考
古
学
』
八
二　

嶺
南
考
古

学
会　

pp.125-153

張
允
禎
二
〇
〇
五
「
韓
国
固
城
松
鶴
洞
古
墳
出
土
馬
具
に
関
す
る
検
討
」『
朝
鮮
古
代
研
究
』
第

六
号　

pp.21-34

李
漢
祥
一
九
九
六「
六
世
紀
代
新
羅
の
帯
金
具
―＇
樓
岩
里
型＇
帯
金
具
の
設
定
」『
韓
国
考
古
学
報
』

三
五　

韓
国
考
古
學
會　

pp.51-78

李
漢
祥
一
九
九
九
「
七
世
紀
前
半
の
新
羅
帯
金
具
に
対
す
る
認
識
＇
皇
龍
寺
型
帯
金
具
＇
の
設
定
」

『
古
代
研
究
』
七　

pp.27-38
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「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
に
関
わ
る
調
査
研
究
事
業

《
調
査
報
告
》

は
じ
め
に

「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
に
関
わ
る
調
査
研
究
は
、
福
岡
県
・

宗
像
市
・
福
津
市
・
宗
像
大
社
か
ら
な
る
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産

群
保
存
活
用
協
議
会
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
に
引
き
続
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
す
る
中
で
も
、
可
能
な
限

り
調
査
研
究
の
継
続
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
以
下
、
各
調
査
研
究
の
概
要
を
以
下
に
報

告
す
る
（
内
容
と
執
筆
者
の
所
属
は
二
○
二
二
（
令
和
四
）
年
三
月
時
点
の
も
の
）。

（
岡
寺
未
幾
、
福
岡
県
九
州
国
立
博
物
館
・
世
界
遺
産
室
）

一
　
特
別
研
究
事
業

二
〇
一
八
年
度
よ
り
行
っ
て
い
る
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
航
海
や
交
流
、
信
仰
お

よ
び
祭
祀
に
つ
い
て
の
特
別
研
究
事
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ

り
二
〇
二
〇
年
度
は
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
度
も
デ
ル
タ
株
や
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
の
登
場
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
蒙
っ
た
。
八
月
二
〇
日
に
は
、
事
務
局
と
各
研

究
者
間
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
を
行
い
、
今
後
の
計
画
の
説
明
や
研
究
の
進
捗
状
況
の
共

有
等
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
二
二
年
三
月
五
～
八
日
に
壱
岐
・
対
馬
視
察
を
計
画

し
て
い
た
が
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流
行
に
伴
い
三
月
六
日
ま
で
福
岡
県
お
よ
び
長
崎
県

に
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
が
適
用
さ
れ
た
た
め
、
再
び
の
延
期
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
月
二
一
・
二
二
日
に
は
第
三
回
の
国
際
検
討
会
「
古
代
東
ア
ジ

ア
の
海
洋
信
仰
と
宗
像
・
沖
ノ
島
」
を
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
オ
フ
ラ
イ
ン
（
エ
ル
ガ
ー
ラ

ホ
ー
ル
多
目
的
ホ
ー
ル
。
福
岡
市
中
央
区
天
神
）
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
と
す
る
こ
と

で
何
と
か
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
遺
産
群
で
古
代
祭
祀
が
行
わ
れ
た
四
世
紀
か

ら
九
世
紀
を
中
心
と
し
た
時
期
に
、
東
ア
ジ
ア
で
は
ど
の
よ
う
な
海
洋
信
仰
が
あ
り
、

ま
た
そ
の
実
践
と
し
て
ど
の
よ
う
な
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
か
、
各
地
域
・
時
期
の
様
相

を
踏
ま
え
て
宗
像
・
沖
ノ
島
に
お
け
る
信
仰
と
祭
祀
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

当
日
行
わ
れ
た
報
告
者
と
委
託
研
究
者
な
ど
の
討
論
参
加
者
は
左
記
の
通
り
（
名
前
に

傍
線
を
付
し
た
の
が
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
者
）。
報
告
資
料
と
討
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

別
途
刊
行
・
公
開
さ
れ
る
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

報
告
一
「
日
本
の
神
々
と
海
」

　

フ
ァ
ビ
オ
・
ラ
ン
ベ
ッ
リ
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
）

二
○
二
一
年
度
調
査
概
要
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報
告
二
「
中
国
の
海
神
祭
祀
―
―
泉
州
天
后　

を
例
と
し
て
」

　

姜
波
（
中
国
・
山
東
大
学
）

報
告
三
「
日
本
近
世
の
航
海
信
仰
か
ら
み
た
古
代
の
持
衰
」

　

山
内
晋
次
（
神
戸
女
子
大
学
）

報
告
四
「
壱
岐
・
対
馬
の
海
洋
信
仰
と
大
和
政
権
」

　

堀
江
潔
（
佐
世
保
工
業
高
等
専
門
学
校
）

報
告
五
「
古
代
瀬
戸
内
海
の
島
々
と
祭
祀
遺
跡
」

　

妹
尾
周
三
（
廿
日
市
市
教
育
委
員
会
）

報
告
六
「
古
代
能
登
の
境
界
性
か
ら
見
た
寺
家
遺
跡
と
気
多
神
社
」

　

中
野
知
幸
（
羽
咋
市
教
育
委
員
会
）

討
論
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
海
洋
信
仰
と
宗
像
・
沖
ノ
島
」

　

議
長
：
佐
藤
信
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）、
溝
口
孝
司
（
九
州
大
学
教
授
）

　

討
論
参
加
者
：
秋
道
智
彌
（
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
名
誉
教
授
）、笹
生
衛
（
國

　
　

學
院
大
学
教
授
）、
高
田
貫
太
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
）、
田
中
史
生

　
　
（
早
稲
田
大
学
教
授
）、
禹
在
柄
（
韓
国
、
忠
南
大
学
校
教
授
）

（
大
高
広
和
、
福
岡
県
九
州
国
立
博
物
館
・
世
界
遺
産
室
）

二
　
宗
像
大
社
に
か
か
わ
る
調
査
研
究

（
一
）
考
古
資
料

考
古
資
料
の
調
査
・
整
理
作
業
は
昨
年
か
ら
引
き
続
き
、
宗
像
大
社
お
よ
び
宗
像
市

文
化
財
課
を
中
心
と
し
て
、
福
岡
県
文
化
財
保
護
課
、
同
九
州
国
立
博
物
館
・
世
界
遺

宮

産
室
、
同
九
州
歴
史
資
料
館
、
宗
像
市
世
界
遺
産
課
で
行
っ
て
い
る
。

（
岡
寺
未
幾
）

●
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
出
土
の
奉
献
品
の
保
存
管
理

・
土
器
詳
細
遺
物
台
帳
の
作
成

二
〇
一
七
年
度
よ
り
報
告
書
に
基
づ
く
土
器
詳
細
遺
物
台
帳
の
作
成
作
業
を
九
州
大

学
考
古
学
研
究
室
と
行
っ
て
い
る
。
本
年
度
の
作
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
の
時
期
を
避
け
な
が
ら
、
二
〇
二
一
年
七
月
四
日
か
ら
二
〇
二
二
年
一
月
末
ま
で

に
計
九
回
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
調
査
報
告
書
と
照
合
で
き
な
か
っ
た
土
器
・
土
製
品
資

料
約
二
百
点
に
つ
い
て
台
帳
化
作
業
を
行
っ
た
。
二
〇
二
二
年
一
月
、
関
係
者
で
協
議

し
、
今
年
度
末
ま
で
の
作
業
実
施
日
と
来
年
度
の
作
業
内
容
を
確
認
し
た
。

（
福
嶋
真
貴
子
、
宗
像
大
社
文
化
局
）

●
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
関
連
写
真
・
図
面
資
料

前
年
度
分
の
ス
ラ
イ
ド
フ
ィ
ル
ム
及
び
焼
付
け
写
真
整
理
登
録
作
業
を
二
〇
二
一
年

二
月
二
五
日
の
通
算
九
七
回
目
に
第
一
九
二
冊
か
ら
着
手
し
、
三
月
三
一
日
の
通
算

一
〇
二
回
目
に
第
一
九
六
冊
の
途
中
ま
で
行
っ
た
。
写
真
の
内
容
は
第
三
次
調
査
の
現

地
作
業
状
況
、
報
告
書
作
成
用
の
資
料
調
査
、
出
土
品
の
保
存
処
理
前
後
の
も
の
な
ど

で
あ
る
。
当
該
年
度
は
四
月
一
三
日
の
通
算
一
〇
三
回
目
に
第
一
九
六
冊
の
出
土
品
ス

ラ
イ
ド
フ
ィ
ル
ム
の
照
合
・
登
録
作
業
に
着
手
し
、
翌
年
一
月
二
五
日
の
通
算
一
三
三

回
、
第
一
九
八
冊
ま
で
の
作
業
を
終
了
し
た
。

こ
の
間
、
第
一
次
～
三
次
調
査
の
現
存
す
る
発
掘
調
査
原
図
や
ト
レ
ー
ス
図
類
の
登
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録
作
業
を
完
了
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
沖
ノ
島
第
三
次
調
査
の
新
聞
記
事
を
ス
ク
ラ
ッ

プ
し
た
第
二
五
八
・
二
五
九
冊
の
記
事
一
覧
の
作
成
と
ス
キ
ャ
ン
作
業
、
第
二
三
七
冊

の
時
期
不
詳
の
沖
ノ
島
調
査
及
び
宗
像
大
社
関
連
の
写
真
画
像
の
ス
キ
ャ
ン
作
業
を
完

了
し
た
。

現
存
す
る
第
一
次
～
三
次
調
査
の
原
図
及
び
ト
レ
ー
ス
図
は
、
整
理
登
録
後
に
デ
ジ

タ
ル
化
し
、
紙
原
図
及
び
ト
レ
ー
ス
図
は
ク
リ
ア
ー
ホ
ル
ダ
ー
に
挟
ん
で
、
旧
宝
物
館

収
蔵
庫
の
図
面
箱
に
収
納
し
た
。

第
三
次
調
査
の
報
告
書
に
使
用
し
て
い
な
い
原
図
や
焼
付
け
写
真
は
、
報
告
書
の
挿

図
や
図
版
に
表
れ
な
い
調
査
過
程
を
復
元
す
る
た
め
、
今
後
の
整
理
作
業
に
生
か
し
て

い
き
た
い
。

（
原
俊
一
、
宗
像
市
世
界
遺
産
課
）

（
二
）
文
献
史
料

二
〇
一
七
年
度
か
ら
継
続
し
て
「
宗
像
清
文
氏
奉
納
文
書
」
の
う
ち
書
簡
・
公
文
書

な
ど
の
一
紙
も
の
の
目
録
作
成
作
業
を
行
っ
て
き
た
が
、
昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
等
に
よ
り
作
業
が
実
施
で
き
な
か
っ
た
。
作
業
再
開
に
向
け
て
作
業

環
境
の
改
善
な
ど
の
調
整
を
進
め
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
五
日
に
お
よ
そ
二
年
ぶ
り
に

作
業
を
再
開
し
た
が
、
折
か
ら
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流
行
に
よ
り
再
び
中
断
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
来
年
度
早
期
に
作
業
を
再
開
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
近
世
の
沖
ノ
島
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
る
過
程
で
、
宗
像
大
社
に
奉
納
さ
れ

て
い
る
大
島
の
社
家
で
あ
っ
た
一
ノ
甲
斐
河
野
家
文
書
に
つ
い
て
、
九
州
国
立
博
物
館

の
一
瀬
智
氏
と
と
も
に
調
査
の
機
会
を
得
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
そ
の

後
、
宗
像
大
社
文
化
局
の
津
江
聡
実
氏
が
目
録
の
作
成
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
来
年
度

の
本
誌
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

 （
大
高
広
和
）

（
三
）
経
過
観
察

ア
．「
宗
像
神
社
境
内
」
全
体
に
関
す
る
調
査

宗
像
大
社
沖
津
宮
で
あ
る
沖
ノ
島
、
小
屋
島
、
御
門
柱
、
天
狗
岩
に
つ
い
て
は
、
周

辺
海
域
を
含
め
た
釣
人
な
ど
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
一
一
回
実
施
し
、十
一
月
に
は
、

県
自
然
環
境
課
が
一
〇
年
に
一
度
実
施
す
る
レ
ッ
ド
・
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
調
査
（
哺
乳
類
・

植
物
）
に
合
わ
せ
、
各
祭
祀
遺
跡
の
詳
細
な
経
過
観
察
を
行
っ
た
。

ま
た
、
沖
津
宮
遙
拝
所
お
よ
び
中
津
宮
で
は
、
資
産
見
回
り
活
動
お
よ
び
清
掃
活
動

を
実
施
し
、
祭
祀
遺
跡
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。
辺
津
宮
で
は
、
資
産
の

見
回
り
活
動
と
祭
祀
遺
跡
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。

調
査
日
と
調
査
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
現
地
調
査
日

　

沖
ノ
島
お
よ
び
岩
礁
を
含
む
周
辺
海
域
（
沖
津
宮
）

　
　

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
：
二
〇
二
一
年
五
月
三
日
、
同
九
日
、
六
月
一
三
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
一
二
日
、
八
月
二
日
、
九
月
三
〇
日
、
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
一
日
、
十
二
月
二
三
日

　
　

祭
祀
遺
跡
経
過
観
察
：
二
〇
二
一
年
十
一
月
五
～
六
日
（
一
泊
二
日
）

　

大
島
（
沖
津
宮
遙
拝
所
・
中
津
宮
）

　
　

資
産
見
回
り
活
動
及
び
清
掃
活
動
：
二
〇
二
一
年
十
一
月
一
三
日

99



　
　

祭
祀
遺
跡
経
過
観
察
：
二
〇
二
一
年
十
二
月
一
日

　

九
州
本
土
（
辺
津
宮
）

　
　

資
産
見
回
り
活
動
：
二
〇
二
一
年
十
月
四
日

　
　

祭
祀
遺
跡
経
過
観
察
：
二
〇
二
一
年
十
二
月
一
五
日

・
現
地
調
査
関
係
者

　
　

福
岡
県
世
界
遺
産
室　

大
高
広
和
、
正
田
実
知
彦

　
　

宗
像
市
世
界
遺
産
課　

合
島
賢
二
、
岡
崇
、
池
田
拓
、
髙
村
光
司
郎
、
鎌
田
隆
徳

３
Ｄ
計
測
に
つ
い
て
は
、
福
岡
大
学
工
学
部
社
会
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
大
隣
昭
作
氏
の

協
力
を
い
た
だ
い
た
。

イ
．
沖
津
宮
の
調
査

沖
ノ
島
の
樹
木
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
に
福
岡
県
へ
上
陸
し
た
台
風
一
四
号
な
ど
を

は
じ
め
、
近
年
沖
ノ
島
近
海
を
通
過
す
る
台
風
に
伴
う
強
風
に
よ
っ
て
、
タ
ブ
ノ
キ
な

ど
の
大
木
の
折
損
・
枯
損
や
、
塩
害
に
よ
る
島
全
体
の
樹
勢
の
衰
え
が
確
認
で
き
た
。

そ
の
た
め
、
祭
祀
遺
跡
内
も
以
前
に
比
べ
日
の
射
す
時
間
が
長
く
明
る
い
状
態
が
続
く

こ
と
か
ら
、
今
後
数
年
は
下
草
が
繁
茂
す
る
可
能
性
が
高
い
。
今
年
、
一
号
遺
跡
の
参

道
側
に
立
っ
て
い
た
タ
ブ
ノ
キ
の
枯
損
木
が
祭
祀
遺
跡
側
に
倒
れ
た
が
、
無
理
な
除
去

は
行
わ
ず
腐
朽
を
待
つ
こ
と
に
し
て
い
る
。

個
々
の
祭
祀
遺
跡
は
、
全
体
を
通
し
て
昨
年
か
ら
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
昭
和
の
調
査
の
時
に
未
発
掘
で
現
在
も
遺
物
の
露
出
が
確
認
さ
れ
て
い
る
九

号
遺
跡
お
よ
び
一
〇
号
遺
跡
は
、
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
の
活
動
に
よ
っ
て
遺
物
が
移
動

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
露
出
し
て
い
る
遺
物
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
採

集
し
な
い
と
い
う
宗
像
大
社
の
方
針
に
従
い
、
今
後
も
、
新
た
に
見
つ
か
っ
た
遺
物
の

位
置
の
記
録
や
簡
易
実
測
、
写
真
撮
影
を
継
続
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
〇
号
遺
跡
東
側
か
ら
新
た
に
青
銅
製
品
を
は
じ
め
、
滑
石
製
品
や
須
恵
器

の
甕
お
よ
び
器
台
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
露
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
九
号
遺

跡
や
一
〇
号
遺
跡
と
は
別
の
遺
跡
と
考
え
ら
れ
、二
〇
号
（
一
四
号
）
遺
跡
（
半
岩
陰
・

半
露
天
祭
祀
期
）
と
共
通
す
る
立
地
状
況
や
遺
物
の
散
布
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

小
屋
島
、
御
門
柱
、
天
狗
岩
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ウ
．
中
津
宮
の
調
査

御
嶽
山
祭
祀
遺
跡
は
、
御
嶽
神
社
南
側
の
斜
面
に
須
恵
器
片
や
土
師
器
片
が
数
点
散

布
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
昨
年
同
様
の
状
況
で
あ
り
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。

御
嶽
山
参
道
に
つ
い
て
は
、
崩
落
し
た
防
護
柵
の
撤
去
、
危
険
箇
所
の
柵
の
補
修
を

行
い
、
登
山
道
入
口
の
滑
り
や
す
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
上
部
に
堆
積
し
て
い
た

土
砂
を
除
去
し
た
こ
と
で
、
安
全
に
登
り
や
す
い
状
態
と
な
っ
た
。
登
山
道
入
り
口
に

つ
い
て
は
、
数
年
間
分
の
土
砂
が
堆
積
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
今
後
は
日
常
的
に

管
理
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

エ
．
辺
津
宮
の
調
査
（
遺
跡
、
境
内
の
現
況
調
査
）

下
高
宮
祭
祀
遺
跡
は
、
高
宮
祭
場
周
辺
の
主
に
四
か
所
か
ら
須
恵
器
片
や
土
師
器
片

の
散
布
が
確
認
さ
れ
る
が
、
昨
年
同
様
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

辺
津
宮
境
内
で
は
、
境
内
入
口
の
石
造
り
の
柵
が
倒
れ
か
か
り
、
来
訪
者
に
対
し
て
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危
険
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
除
去
し
た
。
ま
た
、
斎
館
を
取
り
壊
し
そ
の
跡
地
に

新
祈
願
殿
が
八
月
に
完
成
し
た
。

本
殿
の
周
囲
に
あ
る
摂
末
社
に
つ
い
て
は
、「
津
加
計
志
神
社
」
の
屋
根
葺
替
工
事

を
実
施
し
た
。

オ
．
そ
の
他
の
調
査

沖
ノ
島
、
中
津
宮
お
よ
び
沖
津
宮
遙
拝
所
で
漂
着
ご
み
等
の
調
査
、
ま
た
大
島
か
ら

見
る
沖
ノ
島
の
視
認
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
沖
ノ
島
周
辺
海
域
で
は
釣
り

人
の
調
査
に
つ
い
て
も
行
な
っ
て
い
る
。

・
ご
み
調
査

沖
ノ
島
周
辺
の
岩
礁
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
漁
網
を
本
土
に
持
ち
帰
り
、
産
業
廃
棄
物

と
し
て
処
理
し
た
。
総
量
は
六
四
〇
㎏
を
測
り
、
船
の
積
載
量
の
関
係
か
ら
二
回
に
分

け
て
除
去
し
た
。
今
年
は
沖
ノ
島
近
海
を
通
過
し
た
台
風
の
コ
ー
ス
や
風
向
き
が
幸
い

し
た
た
め
か
、
ご
み
の
漂
着
量
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
過
去
の
ご
み
が
テ
ト
ラ
ポ
ッ

ト
な
ど
の
間
に
挟
ま
れ
蓄
積
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
除
去
す
る
体
制
や
方
法

な
ど
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

大
島
の
構
成
資
産
で
あ
る
中
津
宮
お
よ
び
沖
津
宮
遙
拝
所
周
辺
の
清
掃
活
動
を
実
施

し
た
。

中
津
宮
境
内
の
西
側
奥
は
、
社
叢
の
広
が
る
平
地
で
あ
る
が
通
常
人
の
立
入
る
所
で

は
な
い
上
に
、
車
道
に
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
法
投
棄
物
が
堆
積
し

て
い
た
。
こ
こ
で
は
漂
着
ご
み
と
は
異
な
る
空
き
缶
や
洗
剤
の
入
れ
物
、
自
転
車
の
部

品
な
ど
が
回
収
さ
れ
た
。

ま
た
、
御
嶽
山
山
頂
の
展
望
台
で
は
、
落
葉
が
風
に
吹
か
れ
溜
ま
っ
て
い
た
た
め
除

去
し
た
。

沖
津
宮
遙
拝
所
は
、
主
に
海
岸
清
掃
を
行
い
、
こ
こ
で
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
発
泡
ス

チ
ロ
ー
ル
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
浮
き
な
ど
二
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
一
台
分
の
漂
着
ご
み
を

回
収
し
た
。

・
沖
ノ
島
視
認
調
査

沖
ノ
島
へ
の
眺
望
が
世
界
遺
産
の
価
値
の
一
つ
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
島
の
北
、

大
島
砲
台
趾
近
く
の
ト
イ
レ
の
壁
に
設
置
し
た
カ
メ
ラ
を
介
し
、
沖
ノ
島
の
視
認
調
査

を
二
〇
一
八
年
六
月
か
ら
ほ
ぼ
毎
日
午
前
と
午
後
の
二
回
実
施
し
て
い
る
。

二
〇
二
一
年
の
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
見
え
る
日
の
割
合
は
、
一
月
か
ら
六
月
に
か

け
て
五
〇
％
を
下
回
る
月
が
多
い
の
に
対
し
、
七
月
か
ら
十
二
月
は
月
の
半
分
以
上
、

視
認
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
一
参
照
）。

沖
ノ
島
視
認
ク
リ
ア
度
は
、
一
月
、
七
月
、
十
一
月
が
高
く
、
三
月
、
六
月
は
極
端

に
低
い
。
一
月
は
、
見
え
る
割
合
が
四
〇
％
を
切
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ク
リ
ア
度
が
高

い
の
は
、
定
期
的
に
吹
く
シ
ベ
リ
ア
方
向
か
ら
の
季
節
風
に
よ
っ
て
塵
な
ど
が
除
去
さ

れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
二
一
年
七
月
は
比
較
的
梅
雨
明
け
が
早
く
、
梅
雨
明
け

後
は
空
気
の
澄
ん
だ
晴
天
が
続
い
た
こ
と
に
よ
り
見
え
る
割
合
が
高
く
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
十
一
月
は
全
般
的
に
乾
燥
し
、
空
気
の
澄
ん
だ
日
が
多
か
っ
た
。
逆
に
三
月

は
、
主
に
春
霞
に
よ
る
も
の
で
、
六
月
も
ま
た
晴
れ
て
い
て
も
全
体
的
に
霞
ん
だ
日
が

多
か
っ
た
。
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今
年
は
十
月
に
入
っ
て
も
気
温
の
高
い
状
態
が
続
い
た
が
、
見
え
る
日
の
割
合
は
七

月
以
降
も
高
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
気
温
が
沖
ノ
島
の
見
え
方
に
直
接
的
な
影

響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
低
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
（
沖
ノ
島
視
認
調
査
の
方
法
や
グ

ラ
フ
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
岡
崇
「
沖
ノ
島
へ
の
眺
望
」（『
沖
ノ
島
研
究
』
六
、

二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

（
岡
崇
、
宗
像
市
世
界
遺
産
課
）

三
　
新
原
・
奴
山
古
墳
群
の
調
査

三
四
号
墳
は
、
六
世
紀
中
頃
～
後
半
に
築
造
さ
れ
た
円
墳
で
、
現
存
す
る
墳
丘
の
直

径
は
約
一
九
ｍ
、
高
さ
約
六
ｍ
で
あ
る
。
墳
丘
周
囲
は
開
墾
に
よ
り
平
坦
に
削
平
さ
れ

て
い
る
。
墳
丘
中
央
部
に
は
東
南
方
向
に
開
く
幅
三
ｍ
、
長
さ
六
ｍ
程
度
の
陥
没
が
あ

り
、
石
室
の
南
壁
天
井
石
付
近
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
て

お
ら
ず
、
築
造
当
時
の
全
長
や
周
溝
の
有
無
等
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
測
量
調

査
等
で
須
恵
器
と
土
師
器
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
三
四
号
墳
の
南
側
は
、
過
去
に
豪
雨

等
の
影
響
を
受
け
墳
丘
法
面
に
崩
落
を
生
じ
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
四
月
以
降
に
実
施

予
定
の
保
存
修
理
工
事
に
先
立
ち
、
崩
落
土
除
去
と
墳
丘
盛
土
観
察
を
行
う
た
め
に
、

二
〇
二
一
年
十
月
か
ら
二
〇
二
二
年
三
月
に
か
け
て
確
認
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
で

は
、
地
盤
と
旧
地
表
の
上
に
層
状
の
墳
丘
盛
土
が
観
察
で
き
た
。
ま
た
、
土
層
中
及
び

削
平
さ
れ
た
平
坦
部
に
横
穴
式
石
室
に
付
随
す
る
墓
道
と
み
ら
れ
る
遺
構
を
検
出
し

た
（
写
真
一
）。
崩
落
土
砂
か
ら
は
須
恵
器
と
土
師
器
の
破
片
が
出
土
し
た
。
須
恵
器
は

図一　沖ノ島視認調査結果
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甕
、
坏
等
が
出
土
し
た
。
須
恵
器
坏
の
年
代
は
六
世
紀
中
頃
で
あ
る
。
三
四
号
墳
で
は

二
〇
二
三
年
三
月
に
調
査
を
終
了
し
、
二
〇
二
四
年
三
月
に
保
存
修
理
工
事
を
完
了
す

る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
二
基
の
円
墳
と
考
え
ら
れ
て
き
た
一
五
号
墳
及
び
一
九
号
墳
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
八
年
度
の
範
囲
確
認
調
査
に
よ
り
一
基
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
可
能
性
が
想
定

さ
れ
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
度
に
追
加
で
ト
レ
ン
チ
調
査
を
実
施
し
た
。
前
方
部
の
隅

部
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
周
溝
状
遺
構
（
写
真
二
）
を
検
出
し
た
も
の
の
、
前
方
後
円

墳
で
あ
る
と
断
定
す
る
た
め
の
明
確
な
根
拠
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
二
〇
二
二
年

度
に
追
加
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
永
島
聡
士
、
福
津
市
文
化
財
課
）

四
　
そ
の
他

（
一
）
宗
像
市
管
内
遺
跡
調
査

令
和
三
年
度
は
、
三
件
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
の
概
要
は
、
店
舗
建
設
に

伴
う
光
岡
六
助
遺
跡
（
弥
生
～
古
墳
時
代
の
集
落
）、
集
合
住
宅
建
設
に
伴
う
光
岡
辻

ノ
園
遺
跡
（
弥
生
時
代
の
集
落
）、
保
存
目
的
で
実
施
し
て
い
る
浜
宮
貝
塚
の
南
側
に

隣
接
す
る
神
湊
下
町
遺
跡
（
土
塁
状
の
高
ま
り
を
ト
レ
ン
チ
調
査
。
浜
堤
）
で
あ
る
。

（
二
）
新
修
宗
像
市
史
編
さ
ん
事
業

令
和
三
年
度
は
『
新
修
宗
像
市
史　

教
育
・
文
化
・
ま
ち
づ
く
り
』
刊
行
記
念
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
海
の
道
む
な
か
た
館
で
パ
ネ
ル
展
及
び
記
念
講
演
会
の
開
催
、『
い
く
さ

と
人
び
と
』、『
海
の
道
・
陸
の
道
』
の
刊
行
を
行
っ
た
。
民
俗
調
査
で
は
地
島
の
捕
鯨

に
関
す
る
現
地
調
査
、
仏
教
美
術
で
は
市
内
仏
像
・
絵
画
の
調
査
等
を
行
っ
た
。

（
白
木
英
敏
、
宗
像
市
世
界
遺
産
課
）

（
三
）
福
津
市
管
内
遺
跡
調
査

今
年
度
は
七
件
の
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
の
概
要
は
、
畦
町
遺

跡
第
二
次
（
近
世
、
畦
町
宿
）、
香
雫
遺
跡
第
五
地
点
（
古
代
、
集
落
）、
勝
負
坂
遺
跡

第
二
地
点
一区
・
二
区
（
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
・
古
代
・
近
世
、
集
落
）、
津
屋
崎
塩
田

遺
跡
第
二
地
点
・
第
三
地
点
（
近
世
～
近
代
、
生
産
）、
在
自
西
ノ
後
遺
跡
第
五
次
（
古

代
末
か
ら
近
世
初
頭
、
集
落
）
で
あ
る
。

（
松
永
通
明
、
福
津
市
文
化
財
課
）

写真二　19号墳検出周溝状遺構

写真一　34号墳調査後の状況
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（
四
）
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
に
関
わ
る
調
査

二
〇
一
九
年
度
よ
り
、
本
遺
産
群
に
関
わ
る
文
化
財
の
情
報
を
一
元
的
に
把
握
す
る

デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
し
て
い
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
奉
献
品
・
宗
像
神
社
・

国
内
外
の
類
似
資
産
・
沖
ノ
島
の
遥
拝
ス
ポ
ッ
ト
・
宗
像
地
域
の
文
化
財
・
宗
像
研
究

文
献
・
映
像
・
写
真
・
古
文
書
・
音
声
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
な
る
。
今
年
度
は
、
既

存
の
デ
ー
タ
お
よ
び
多
言
語
対
応
の
拡
充
を
図
っ
た
。

新
規
に
行
っ
た
作
業
と
し
て
は
、
神
宝
館
が
所
蔵
す
る
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
調
査
関

係
図
面
類
の
デ
ジ
タ
ル
化
で
あ
り
、
第
一
次
・
第
二
次
調
査
の
ト
レ
ー
ス
図
お
よ
び
第

三
次
調
査
の
図
面
類
の
ス
キ
ャ
ン
を
行
っ
た
。
第
一
次
・
第
二
次
調
査
の
ト
レ
ー
ス
図

に
は
、
報
告
書
を
作
成
し
た
原
田
大
六
氏
の
細
か
な
指
示
が
残
さ
れ
て
お
り
、
報
告
書

作
成
時
の
意
図
を
伝
え
る
重
要
な
資
料
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
行
な
っ
た
。
第
三
次

調
査
に
つ
い
て
は
、
遺
構
実
測
図
の
原
図
か
ら
第
二
原
図
お
よ
び
ト
レ
ー
ス
図
が
残
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
調
査
の
際
作
成
さ
れ
た
原
図
を
中
心
に
ス
キ
ャ
ン
作
業
を
行

な
っ
た
。

ま
た
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
出
土
品
写
真
に
つ
い
て
は
第
一
・
二
次
調
査
に
伴
う
も
の

と
第
三
次
調
査
に
伴
う
も
の
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
。
前
者
は
一
九
六
一
・
一
九
六
二
年

の
重
要
文
化
財
指
定
時
に
作
成
さ
れ
た
台
帳
の
原
本
と
保
存
管
理
用
の
副
本
の
写
真

フ
ィ
ル
ム
を
対
象
と
し
た
。
後
者
は
、
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
当
時
、
一
九
七
九
年
段

階
の
遺
物
写
真
で
あ
り
、
修
理
前
の
状
態
の
写
真
な
ど
を
含
み
、
出
土
品
の
変
化
を
知

る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
資
料
数
が
二
千
点
を
越
え
る
為
、
次
年
度
も
継
続
し

て
作
業
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
三
次
調
査
の
調
査
日
誌
原
本
の
文
字
起
こ
し
作
業
お
よ
び
発
掘
調
査
当

時
の
新
聞
記
事
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
ス
キ
ャ
ン
作
業
も
行
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
資
料

も
、
当
時
の
調
査
を
複
眼
的
に
検
討
し
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
な
資
料
と
考
え
る
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
関
係
者
の
聞
き
取
り
等
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
古
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
所
収
古

文
書
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
画
像
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
し
て
い
る
が
、
今
年
度
は

同
書
の
第
二
巻
お
よ
び
第
三
巻
ま
で
の
公
開
に
向
け
て
作
業
を
進
め
て
い
る
。

（
岡
寺
未
幾
）
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世界遺産保存管理の国際的な動向
―第４回世界遺産サイト・マネージャーフォーラムの概要―

岡寺　未幾

はじめに
2020年以降の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行、気候変動による直接的、間接

的な影響などにより世界遺産を取り巻く状況は刻々と変化している。めまぐるしい変化の
中で、人類共通の宝である世界遺産の価値をしっかりと守りながら、効果的、持続的に活
用していくことは国際的に共通した課題である。

2022年１月現在、世界遺産登録数は1154件を超え、危機遺産、保全状況に課題のある資
産の数も毎年増え続けている。こうした状況の中、最新の世界遺産の保存管理のガイダン
スを実務担当者に行い能力向上と国際協力を推進することで、より良い人類の遺産の保全
と保護を目指して世界遺産サイト・マネージャーフォーラムが2017年より行われてきた(1)。
第４回目となる今回は「世界遺産のガバナンス―変化と継続性を管理する準備はできてい
る」を議題として、2021年７月７日（水）～７月13日（火）にかけてオンラインで開催さ
れた(2)。本稿はこのフォーラムの骨子をまとめると共に最新の世界遺産保存管理の国際的な
動向を紹介することで、今後の世界遺産の保存管理を考える上での一助としたい。

１．フォーラムの概要
本フォーラムは、コロナ禍を受け初めてオンラインで行われた第44回拡大世界遺産委員

会の開催国である中華人民共和国、ユネスコ世界遺産センターおよびICCROM（国際文化
財保存修復センター）・IUCN（国際自然保護連合）による世界遺産リーダーシッププログ
ラム(3)が主催、ICOMOS（国際記念物会議）の共催で行われた。自然遺産、文化遺産、複
合遺産のいずれかの世界遺産の保存管理の実務に中心的に関わるサイト・マネージャーに
参加資格があり、地域・資産の種類・ジェンダー・年齢を考慮して選ばれた48カ国90名が
参加して過去最多の規模で行われた（第１・２図）。

本研修は６日間（１日３時間、日本時間では19時～ 22時）にわたりZoomで行われ、研
修全体の司会はICCROMで世界遺産リーダーシッププログラムを牽引するJo Eugene氏が
務めた。カリキュラムは、①世界遺産条約の基本、②世界遺産の管理システムとガバナン
ス、③変化に備える為の人々を巻き込んだ取組、④世界遺産の課題の把握の４つのテーマ
からなる講義と、サイト・マネージャー同士の交流を図ることを目的としたネットワー
キング・セッションからなる（第１表）。報告者は、いずれも現在、世界遺産の保存管理
に最前線で関わる専門家で構成される。また中国の世界遺産「コロンス島」を題材とし
て、価値と属性の把握など保存管理で鍵となる作業についてのグループワーク（第３図）、
Mentimeterを使用したアンケート（第４図）、ディスカッションなど双方向で参加できる
取組も多く見られた。短期間ながら、基礎知識から最新の動向まで把握できる、非常に充
実したカリキュラムで構成されていた。

本稿では、まず、現在、世界遺産が直面している課題を確認した上で、世界遺産の保存
管理に関わる最新の動向を、ガバナンスおよびその基盤となる遺産と人々の関わりに焦点
を当て概観する。その後、本フォーラムの成果文書を踏まえ、今後の課題を考えてみたい。
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第１図　フォーラム参加者の分布

第４図　アンケート「あなたの遺産に最も影響を与える要因は？」

第２図　フォーラムの様子（Zoom を使用） 第３図　グループワークの様子
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第１表　第４回世界遺産サイト・マネージャーフォーラム日程概要　（　）は報告者の所属機関

1 日目：オープニングセッション

開会挨拶（第 44 回拡大世界遺産委員会議長、WHC、ICCROM、ICOMOS、福州市長）
サイト・マネージャー・フォーラムの目的と目標　（ICCROM、IUCN）

世界遺産条約の基本（原則、プロセス、アクター）について

世界遺産のシステム：世界遺産センター、ガバナンス、原則（WHC）
世界遺産のアクター 諮問機関（ICOMOS、IUCN、ICCROM）
世界遺産のプロセス　リアクティブ・モニタリングと定期的な報告（IUCN）、（ICCROM）
中国における世界遺産　中国における世界遺産の管理 
事例報告　「コロンス島」（中国）

第 2 日 : 世界遺産の管理システムとガバナンス

ヘリテージ・プレイスの理解（ICOMOS）
マネジメントシステム（ICCROM）
ガバナンス（ICCROM）
事例報告　「カパック・ニャン - アンデスの道路システム」（アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、
　　　　　エクアドル、ペルー）「真珠養殖、島国経済の証」（バーレーン）
遺産管理―全てを包括する遺産管理（ICOMOS、WHLP）

第 3 日：変化のために誰をどのように巻き込むか？ステークホルダー、権利者、コミュニティへの参画

遺産の管理システムとガバナンスはどのくらい有効か？（WHLP）
事例報告「バルパラ・イソ」（チリ）「サルーム・デルタ」（セネガル）
グループワーク：価値と属性から管理目標へ
ステークホルダー、権利者、人々の参加（ICCROM）
グループワーク：ガバナンス

第４日：ネットワーキングデイ

世界遺産における成果とグッドプラクティスの共有
世界遺産キャノピー（WHC）/ PANORAMA 自然 - 文化テーマ別コミュニティ (WHLP)
ディスカッション　ルーム 1：ガバナンス　ルーム 2：マネジメントとモニタリング　ルーム 3：自由

第５日：変化の理解と準備

変化とコンテクストの理解
コンテクストから見た様々な変化とその要因（ICCROM）
遺産影響評価プロセス（IUCN）、（ICOMOS）　
グループワーク：要因と属性の関連付け
要因と管理目的および管理当局との関連（WHLP）
変化をモニタリングする（中国文化遺産アカデミー、中国世界文化遺産センター副所長）

第 6 日目：気候変動、レジリエンス／開発、本フォーラムの総括

気候変動とレジリエンス（災害リスク管理） - 誰をどのように巻き込むか？
世界遺産における COVID-19 の対応
事例報告「莫高窟」（中国）「ジョージタウン」（マレーシア）
持続可能な観光 - ステークホルダーとの連携（ICOMOS）
事例報告「歴史都市フィレンツェ」（イタリア）
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２．世界遺産に直面する課題
（１）気候変動

気候変動は、世界遺産であろうとなかろうと免れ得ない、誰もが向き合うべき課題であ
る。集中豪雨・暴風雨・干ばつ、極端な気温上昇、洪水・海面上昇・山火事など気候変動
による災害などの影響は増加の一途をたどっている。こうした影響は、歴史的建造物や景
観に直接的ダメージを与えるとともに、劣化を加速させている。その上、保存管理経費の
増加や、観光など様々な直接的・間接的、短期的・長期的な影響を及ぼしている。自然災
害による影響を最小限にとどめ遺産を守るための準備をより進めなければならない。この
ため各世界遺産においては、気候変動による影響の実態をモニタリングにより把握し、今
後の影響予測を立てた上で、今後の変化に適応すること、および、レジリエンス（回復力）
を向上させることが急務とされる(4)。また気候変動の影響は、世界遺産の構成資産・緩衝
地帯に止まることはなく、資産範囲を超えて考える必要がある。これらを踏まえ、地域コ
ミュニティと共に、文化遺産・自然遺産を連携し総括的なアプローチを行う必要がある。
また、気候変動に関わる歴史や気候や災害に関わる言い伝えなど、先人の知恵を活かすこ
とも重要である。さらに、世界遺産に関わる温室効果ガスの排出量の削減、さらにはオフ
セット、気候変動に関する教育・啓発なども同時に求められている。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響と持続可能な観光
2020年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によって、世界遺産は非常に

多大な影響を受けている。ユネスコが2021年5月にまとめた「World Heritage in the face of 
Covid-19」(5)によると、特に来訪者数の大幅減は、それに伴う雇用の喪失や、収入減、将
来への深刻な不安など直接的・間接的に地域社会に影響をもたらしていることが明らかに
なっている。多くの世界遺産では観光収入、補助金などが大幅に減少し、管理、保全、維
持のための必要な人材も流失するなど、短期的・長期的な問題を抱えている。特に観光の
観点から見るとリスクは経済、社会、環境、文化の４つの側面にわたる(6)。

この状況に対し世界遺産の観光については、より柔軟で持続可能な形が求められる(7)。
ニュー・ノーマルに適応し、旅行者に安心感を与え、需要を向上させるような新たな持続
可能な観光戦略が必要である。このためには、大規模な国際観光への依存から、よりよく
管理された観光への地域の規模にあわせたビジネスやサービスへの方向転換が奨励され
る。また、国、地域、地方自治体を超えた来訪計画も必要である。ポスト・コロナの観光は、
これまでと異なるものになる為、今後の観光について議論を重ねることが重要である。更
に、コロナの影響による「復興」と「再生」には時間がかかることを認識する必要がある。

３．世界遺産の保存管理の動向

（１）世界遺産の保存管理が目指すもの
文化遺産は一見、単独で存在しているように見える。しかし、実態は決してそうではな

い。遺産は存在するその場所に関わる全ての要因と関わり影響を与えあっている。遺産の
保存管理についてもこれを前提に、遺産単独ではなく、生態系全体の中に位置づけた上で
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考えていく必要がある(8)（第５図）。
2011年に定められた世界遺産条約行動計画では、締約国は世界遺産の顕著な普遍的価値

（Outstanding Universal Value以下、OUVとする）の保護に加え、遺産が持続可能な開発に
貢献する可能性を認識・促進し、その保全を確保することにより、社会に対する集団的利
益を活用するために取り組むことが謳われている(9)（第６図）。

遺産を管理する側も、持続可能な開発を受け入れ、遺産と社会の相互利益を念頭に置く
ことが必要である。そうでなければ、本来、遺産はより大きな変化の触媒となりうる貴重
な資源であるにも関わらず、開発を阻むものとして犠牲になる可能性さえもある。

このように世界遺産の保護を考える時、その先の問題まで考えていく必要がある。多様
な文化的視点、資源をもとにしてはじめて、持続的な利用、環境、文化に貢献するだけで
なく、関連するコミュニティの Quality of Life（生活の質）向上に関わるものとなる。

文化遺産は人によって人のために創られたものである。文化遺産がもたらす豊かさによ
り、私たちの世界はより良い場所にすることができる。

（２）人々と遺産
長らく世界遺産の分野では、自然遺産と文化遺産はそれぞれ別々のアプローチで保護が

進んできた。にもかかわらず、いずれの分野でもOUVの保護を第一義に物質的な側面の
保護が優先されてきた。こうした結果、一つの場所に文化遺産と自然遺産が存在する場合、
両者の間で保護において齟齬が生じることもあった。こうした反省を踏まえ、現在は、自
然遺産と文化遺産の連携が保護の前提とされている（第７図）。

また、遺産と人々の関わりについてみると、過去、遺産を保護するために人の立ち入り
が禁じられるなど、遺産と人々を切り離して考えられることがしばしばあった。人々との
関わりを失った遺産は、管理が十分に行き届かなくなり、その結果、本来の意味が失われ、
最悪の場合は遺産それ自体の価値が失われることさえもあった。遺産を守るはずが、かえっ
て悪影響を与えては本末転倒である。こうした過去の事例を踏まえ、現在は、人々との関
わりの中で自然遺産と文化遺産を連携させて管理を考える、人々を中心としたアプローチ

（People-centered Approaches）を前提とすることが基本になっている(10)（第８図）。
実際に、遺産管理がうまくいくかどうかは、遺産に関わる人々によって決まると言って

過言でない。「一般市民の理解と支持、そして世界遺産の真の管理者である地域社会の尊
敬と日常的なケアがなければ、いくら資金を投入しても、専門家の軍隊を派遣しても、世
界遺産の保護には十分ではありません」とは、元ユネスコ事務局長の松浦晃一郎氏の言葉で
あるが正鵠を得ている。

なお、前提として、人権と文化遺産を維持、管理、保護、発展する権利である「文化的
権利」(11)を基本としなければならないのは言うまでもない。

（３）ヘリテージ・プレイスという考え方
では、どのように遺産を管理していけばいいのだろうか。世界のどこかにある仮想の風

景を例に挙げて考えてみる（第９図）。この場所には、①世界遺産に登録された産業遺産、
②地域的に重要な海域、③国の史跡である寺院と霊峰が存在する。
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第５図　生態系 （左・WWF） と、生態系の中の遺産群のイメージ（右）

第８図　遺産保護の概念の変化

第６図　世界遺産と持続可能な開発の相互利益 第７図　遺産保護にかかる概念の変化

WWF
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a.世界遺産構成資産 vs. b. 世界遺産緩衝地帯 vs. c. 影響地域 / セッティング

a

b

c

①世界遺産に登録された産業遺産
相互依存関係：
・原材料供給元の農地
・工場生産品の消費者
が暮らす町

・町の景観を形成する
象徴的な建物、道路
などのインフラ

d. 地域的に重要な海洋生態系 vs. e. 緩衝地帯/配慮地域 vs. f. 影響地域/セッティング

f

e

d

②地域的に重要な海域
相互依存関係：
・流域や沿岸の山脈が
作り出す局地的な気候

・地元経済を支える漁業
・農薬による海洋汚染

g. 国指定史跡 vs. h. 国史跡の緩衝地帯 vs. i. 影響を受ける地域/セッティング

hg i

③国の史跡である寺院と霊峰
相互依存性：
・巡礼の参詣道
・近隣の町から見る霊峰
の象徴的な景観

・オーバーツーリズム

④ ヘリテージ・プレイス

g h i
b

a

c

d

e

f

第９図　遺産保護の概念の変化
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まず①の世界遺産である産業遺産に注目する。産業遺産は単独で存在しているのではな
く、農地や町等、様々な要素と相互依存関係にある。産業遺産である工場の原材料は農地
で作られ、生産された製品は町で消費される。産業遺産の象徴的な建物は町の景観を形成
し、道路などインフラに影響を与える。このことから、「ａ.世界遺産の構成資産」と「ｂ.緩
衝地帯」と「ｃ.影響を及ぼす地域・セッティング」は、相互に影響関係にある。

次に②地域的に重要な海域をみていく。流域や沿岸の山脈による局地的な天候、生業で
ある漁業、農薬による海洋汚染などが、互いに影響を与えあっている。このことから、「ｄ.地
域的に重要な海洋生態系」と「ｅ.緩衝地帯」と「ｆ.影響を及ぼす地域・セッティング」
は相互依存関係にあると言える。

最後に③国の史跡である寺院と霊峰をみていく。巡礼の参詣道、近隣の町から見る霊峰
の象徴的な景観、多くの観光客が訪れごった返す海の景観が影響を与えあっている。これ
により「ｇ.国指定史跡」と「ｈ.国指定史跡の緩衝地帯」と「ｉ.影響を及ぼす地域・セッティ
ング」は相互影響関係にあると言える。

次に、これまで別々に見てきた①、②、③を、場所全体でみてみる。そうすると、①、②、
③それぞれの影響関係にある範囲は重複し、さらにそれらもまた相互依存関係にある。つ
まり一見無関係に見える①・②・③は同じ場所に存在することで、実際は互いに有機的に
関わり影響を与えあっている。効果的な世界遺産の保護を考えるときには、その場所に存
在する文化資源をはじめ、影響し合う全ての要素を考慮に入れる必要がある。これがヘリ
テージ・プレイス（Heritage Place）という考え方である(12)。

世界遺産はそのOUVを維持することが何より重要であり、その価値を表す有形・無形の
要素である「OUVの属性」の保護が必須である(13)。このため遺産の管理を考える時、はじ
めに価値と属性を整理する作業が必要である。このとき、その場所に関わる全ての属性、
例えば、国および市町村指定の文化財、社寺等宗教施設、伝統行事・慣習、無形民俗など
の文化遺産、地形、自然、セッティング、景観をはじめ、農地や市街地、観光業、農業、
漁業等の産業などを拾い上げ、保存管理の対象を検討・整理する作業が欠かせない。遺産
において、遺産のための、遺産を活かす保護を進めるためには、世界遺産として登録され
た資産範囲、つまり構成資産と緩衝地帯だけを保護すればいいというものではない。その
資産を含むその土地に存在する文化資源とその影響範囲を包括的に捉え一体的な保護が必
要である。つまり世界遺産の保護のためには、ヘリテージ・プレイスを中核とした保存管
理計画が必要である。また、これは世界遺産の保存管理計画だけにとどまるものではない。
より上位計画の中にも、ヘリテージ・プレイスを理解し、その価値を伝える為の配慮を組
み込んでいく必要がある。

さらに、計画策定にあたっては、多様な視点、知識を持つ、様々な関係者と一緒に進め
ることが重要である。遺産をどう活かしていくかは、実際にその役割を担う人々とヘリテー
ジ・プレイスを理解する作業を行いながら、一緒に考えていくことが重要である。また多
様な人々を巻き込んでいく為には、調査研究にもとづく論理的な説明が必要である。その
ためにも継続的な調査研究が基盤となるのは言うまでもない。こうした作業で、様々な関
係者が遺産をより深く理解するとともに、関係者同士の間で新たなつながりが見えてくる
ことで、新しい意味を見出し、当事者意識を高める契機となる。
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（４）ガバナンス
ガバナンスとマネジメントは、混同されがちであるが、マネジメントは、与えられた目

標を達成するために何をするか、つまり、目標を達成するための手段や行動に関すること
である。対して、ガバナンスは、目標が何であるか、それを追求するために何をすべきか、
どのような手段で行うかを誰が決定するか、また、そのような意思決定をどのように行う
か、つまり、誰が権力、権威、責任を持つか、または、誰が責任を負うか（負うべきか）
を考えるものである。

ガバナンスについては、世界遺産条約履行のための作業指針で、締約国は遺産を効果的
に管理するために「衡平なガバナンス体制」を構築すべきとされる(14)。衡平なガバナンス
体制とは、適切な法的・慣習的枠組みを利用し、必要な全ての関係者が参加して、より良
い決定をするために必要なものである。世界遺産の管理には、決定権者、地域社会、利害
関係者の積極的な協議と参加が不可欠であり、これらの人々が管理に参加しているかどう
か確認する必要がある。

では、遺産に関わる人々を把握し、それぞれの立場と役割から、管理に巻き込んでいく
ためにはどうすれば良いのだろうか。そのために有効なツールとして、影響力と関心度の
４つの分類から整理する手法がある(15)（第10図）。これは、遺産に関わる考え得る限りの
関係者全てをピックアップして、それぞれの「権利および権限の度合」と、「関心と影響
の度合」から整理する方法である。

また、広く人々の声を聞く場合、きちんと声を拾い上げる工夫と努力が必要である。専
門家主導で進めた場合、どうしても答を誘導してしまいがちである。重要なのはすべての
関係者を尊重し、十分に時間をかけ、しっかりと声を聞いていくことである(16)。ただ管理
のどこか限られた部分に、特定の一部の人々が参加すればいいというものではない。一緒
に座って、同じ目線で語りつつ、問題を発見していくような丁寧なアプローチが必要であ
る。遺産管理の中核となる人々を確実に管理システムに組み込むことが、遺産管理が地域
社会の生活の質の向上に貢献することにつながっていく（第11図）。

第 10 図　影響力と関心度
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第 11 図　遺産管理における人々の関わり

（５）マネジメント
マネジメントは、修理・点検・維持管理など日常的に行われるものである。基礎となる

のは、ヘリテージ・プレイスとして定義された価値と属性である。また、然るべき人々が
参画したガバナンスにより、災害・気候変動に対応できるようリスクを管理、新たな開発
などの変化に備えることができる。さらに、日常に繰り返される結果が、どこに向かって
いくのかという目標を持つことが大事である。この保存管理目標は、遺産管理の指針であ
り、その価値が長期的に維持されることを保証するものである。例えば、伝統的な建築技
術の保存、特定固有種の保護、主たる経済基盤としての伝統産業の維持、町並みの維持、
巡礼路の保全、絶滅危惧種の生息地の維持などである。これらは期限に定めはなく、戦略、
計画、政策、行動計画の基礎となるとともに、保存管理のシステム全体の基礎となる。

ヘリテージ・プレイスとして健やかなあり方と社会への貢献を目標にすることにより、
遺産管理は、遺産にとっても、より広く社会にとっても良い結果をもたらすものとなる（第
12図）。

第 12 図　マネジメントの考え方
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ヘリテージ・プレース

ガバナンス 結果

場所に影響を与える要因 社会経済的＆環境的な文脈

境界とより広いセッティング 人々とコミュニティ

サービスと利益 価値と属性

法的 & 慣習的枠組

長期的な戦略 モニタリングと評価

マネジメントの履行
計画と計画策定

のプロセス

ニーズとインプット
の関係

遺産の保護

機関 管理計画
の改善

利害関係者＆権利関係者 広義の持続
可能な開発

マネジメント

第 13 図　世界遺産管理のフレームワーク

また保存管理の有効性を確認する為には、定期的な評価が必要である。世界遺産として
のOUV、およびそれ以外の遺産の価値がどの程度、管理・保護されているか、その有効
性と、定められた保存管理の目標がどの程度達成されているかを評価するツールとして
Enhancing Our Heritage Toolkit（遺産を活用するためのツールキット）がある(17)。

定期的な評価は管理計画の改訂のサイクルと連動させ、一定の間隔で繰り返すのが有効
である。「ヘリテージ・プレイス」、「ガバナンス」、「マネジメント」、「結果」の４つの側
面からの評価は、変化を追跡し、進渉や改善に役立つ。世界遺産のOUVが適切に守られ
ているかを確認するため、定期的なモニタリングが定められている(18)。実際の遺産の状況
を把握しながら、その結果と照らし合わせて、マネジメントとガバナンスを定期的に見直
し、更新していくことが、必要である。またこれらと関わる「ヘリテージ・プレイス」と
しての理解も定期的に見直す必要がある。この４つのアプローチを繰り返すことにより、
絶え間なく変化する状況に対応し、レジリエンスを向上させていくことができる（第13図）。

（６）遺産影響評価
開発行為などが世界遺産へ及ぼす影響を評価するものとして遺産影響評価（Heritage 

Impact Assessment、以下HIAとする）がある。これは現在または将来、提案されている
行為が遺産に与える影響を明確にするプロセス（第14図）で、将来世代が利益を損なうこ
となく、今日のニーズを満たすための実践的ツールである。

これまで、IUCNとICOMOSそれぞれ別のガイドラインを持ち、各国で手法が異なるな

ど多少混乱した状況があったが、IUCN、ICOMOS、ICCROMが共同で作成したガイドライ
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ンが2022年中に公開される予定であり(19)、これにより国際的な共通理解のもとでHIAが行

われることが期待される。
HIAはプロジェクトの進展によって、段階を追いながら、繰り返し、関係者が確認して

いく作業となる（第14図）。特に遺産に与える影響については慎重に検討されるべきであり、
必要に応じて何度も繰り返し行う必要がある。さらに緩和策については、どのくらい負の
影響が回避されているのかを判断する必要がある（第15図）。

遺産影響の再評価

参加
スクリーニング

スコーピング
ベースライン・アセスメント

提案の理解
潜在的影響の把握・予見
影響評

緩和策と強化策
報告書
レビュー
意思決定

第 14 図　遺産影響評価のプロセス

顕著な普遍的価値への
影響のオフセットは不
可能である。

顕著な普遍的価値
への影響を相殺する
ことは不可能である。

OUVへの影響を
回避または最小化
すべきである

影響が回避、最小化、低減されたら、評価を
繰り返すべきである。

優
先
度
の
低
下

オフセット

低減

修正

最小化

回避

８：緩和策と強化策

第 15 図　緩和策のピラミッド

HIAは、遺産を含む地域の将来像を包括的な視点から見据えた長期的な視点で行われる
べきで、一時的な利益や特定の課題を中心に考えるべきではない。そのために、課題は様々
な角度から検討されるべきである。全ての課題を解決するわけではないが、緊急的に課題
を見つけ、その解決に導くものであることから、出戻りが効くタイミングで、行われるこ
とが肝心である。

４．フォーラムのまとめ
「世界遺産のガバナンス―変化と継続性を管理する準備はできている」を議題とした本

フォーラムを総括する声明文の概要は、以下の通りである(20)（第16図）。

【課　　　題】
各世界遺産のレベルで、合意形成による意思決定を行うことは困難である。これは世界

遺産への登録と各国の文化遺産の指定に相違があることや、多くの場合、複数の団体およ
び機関が遺産の管理に責任を持つことが原因である。このため、すべての関係者が意思決
定に関わっているかどうか確認が必要である。

【今後の展望】
・世界遺産条約は国際標準の保護手段であり、遺産保全に関する国や地域、地方の法的枠

組や政策は、遺産の範囲、規模、類型の違いで異なる。このため、周期的に改訂・更新
が必要である。また、管理には関係者が参加する仕組をもつ必要がある。さらに、伝統
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的な管理手法は、地域社会の価値観を反映するものであることから、モニタリング、報
告、適応戦略を含め、世界遺産管理の枠組と統合する必要がある。

・世界遺産は、変化に継続的に対応するために、それぞれの保存管理計画とガバナンスを
定期的に見直し、更新しなければならない。世界遺産は地域の開発戦略の中心となり、
地域社会の生活の質の向上や遺産の価値の保全に貢献しなければならない。

・世界遺産の管理システムは、遺産保護の法的・慣習的枠組みを尊重しつつ、専門家によ
る学術的な助言に基づく意思決定、関係者との積極的な協議の促進、管理活動のための
適切なデータ管理システムの構築など、機能的な管理を可能にするアプローチに基づく
ものでなければならない。

・管理システムは相互に連結され、国、地域、地方という異なるレベルに対応し、異なる
レベルのガバナンスの間で相互に協力する必要がある。特に、締約国は、サイトレベル
での管理システムを確立し、サイトマネージャーが、世界遺産の普遍的価値を維持しつ
つ、継続的な問題や課題に対応するための持続可能で戦略的な管理目標を設定し、達成
するための継続的な資源を提供することが奨励される。遺産は単に保存されるべき要素
ではなく、時間をかけ、発展してきた未来のための持続可能な資源とみなされなければ
ならない。

・ガバナンス体制は、可能な限り包括的で透明性のあるものにしなければならない。締約
国は、管理のため健全な意思決定に役立つ世界遺産に関する継続的な調査の重要性を認
識し、関係者全員が共有できる持続可能で戦略的な管理目標の設定に貢献しなければな
らない。

・世界遺産管理のための安定した継続的な財源と支援は、ガバナンスの通常の予算の中で
確保されなければならず、各世界遺産での時節に合わせた適切な予算執行を確保するた
めに、社会のさまざまなセクターからの財源支援を含めなければならない。持続可能な
資金調達メカニズムを獲得するためには、資金調達機関との連携と関与を恒常的に考慮
し、積極的なコミュニケーションと交渉能力を育成する必要がある。

また文書文末は、今回のフォーラムを受け、ガバナンスに関するガイダンスとツールの
作成とともに、世界遺産管理に関わるガイダンスと情報提供が継続的に求められることか
ら、今後もサイトマネージャー・フォーラムの継続が必要である、と締めくくられる。

第 16 図　第４回世界遺産サイト・マネージャーフォーラム声明文のビデオ
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５．今後の課題
パンデミックは、直接的な交流を止め、人々を分断させたが、一方で、オンラインでの

コミュニケーションが加速的に進む契機となった。安全で安価に行えるオンラインツアー
をはじめ、デジタル技術やインターネットによる新たな取組が多く行われるようになると
ともに、国際的な交流も広がりをみせている。

新型コロナウイルスの感染状況により世界遺産委員会が初めてオンライン開催されたの
をはじめ、世界遺産の保存管理に関わる国際会議や研修も数多く行われた(21)。本フォーラ
ムもその好例で、これまで世界遺産委員会に先行して対面で開催されていたため参加者が
限られていたが、参加者の地域・専門等に偏りのない今回のあり方は理想的な形である、
と主催者の一人もコメントを寄せている(22)。こうした機会に構築される国際的な情報共有
と連携が世界遺産の保護において非常に有益で重要なのは言うまでもない。

また、世界遺産における優れた取組を紹介するプラットフォームも見られるようになっ
た。とくに、2020年に開設されたPANORAMAは自然遺産・文化遺産の事例が横断的に収
録され、様々な遺産に共通する課題への対応を世界中の事例から学び、遺産の保護に反映
できる仕組を目指すものである(23)。

世界遺産とは人類共通の資産である。その保存管理、公開活用は国際的な水準に合わせ
ていく必要がある。直接的な国際交流が断たれた現在、どうしても国内、地元へ関心が向
きがちである。また多くの資産で価値や魅力の発信が行われているが、観光による来訪者
の増加を目的としたものが多く、世界遺産条約の意義や登録された本来の文脈について語
られることは少ないように感じる。本来の趣旨を踏まえた上で、価値や魅力を国内外に発
信していくことが必要ではないだろうか。

現在、日本国内においては世界遺産のうち、多くの文化遺産は構成資産については文化
財保護法、緩衝地帯については景観計画に基づき管理が行われている。ただ、これらは世
界遺産の価値とは異なる文脈で決定されたものである。また、今後新たにヘリテージ・プ
レイスに基づく包括的な遺産の保存管理を検討する前に、既存の枠組みとどう整合するの
か整理が必要である。2021年3月には文化審議会世界遺産部会から「我が国における世界
文化遺産の今後の在り方（第一次答申）」(24)が出され、大きく方針転換が図られているが、
国際的には、より広くより多くのことが求められているのが実情である。

また、世界遺産の保存管理にこれまで以上により多くの人々を巻き込んでいくことも課
題である。世界遺産は、専門家だけのものではない。一方、影響力が強い人、関心度が高
い人、直接的に遺産管理に関わる人、そうした人々だけのものではない。ただ、より多く
の人の声を拾いそれを生かすために、具体的にどうするか検討が必要である。

もちろん、世界遺産にとって最重要事項であるのは、OUVを維持することであることは、
言うまでもない。世界遺産登録に注目が集まりがちであるが、それはただの始まりに過ぎ
ない。将来世代にわたって、いかにこの貴重な遺産を残していくかは、国際的な責任を伴
うもので、地域全体に与えられた課題である。

本稿は筆者が参加した第４回世界遺産サイト・マネージャーフォーラム（2021年７月７日～ 13日）の
骨子とともに、2020年11月20日～ 30日にアジア・太平洋地域16カ国20名が参加してダンブラ（スリラン
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カ）で行われた「自然・文化遺産の保全における人々を中心としたアプローチPromoting People-centered 
approaches to Conservation of Nature and Culture」（ICCROM、IUCN、スリランカ主催、世界遺産リーダー
シッププログラムの一環）の情報も一部含んでいる。いずれの研修も非常に充実したカリキュラムが組
まれていたが、短期に膨大な情報量が詰め込まれ、筆者の理解が追いついているかは非常に心もとない。
本稿における誤訳や誤りはすべて著者の責任にある。なお、本稿で引用する図版については、すべて本
研修にあたり共有された資料であることを申し添えておく。

All Rights of the contents related the 4th World Heritage Site Managers Forum are reserved to the World 
Heritage Leadership Programme.

本フォーラムではJo Eugene氏、Nicole Franceschini氏から多くのことを学ぶとともに温かいサポートを
受けた。またスリランカでの研修に参加する契機を提供していただき、本遺産群の世界遺産登録の初期
の段階から現在にわたるまでご指導いただいているGamini Wijesuriya氏（ICCROM事務局長特別アドバ
イザー）に記して感謝を申し上げたい。

（福岡県九州国立博物館・世界遺産室）
（2022年2月21日脱稿）

註
（1） サイト・マネージャーフォーラムは、第44回世界遺産委員会（2017年、クラクフ、ポーランド）

で初めて開催され、以後３回、世界遺産委員会の会期前に先行して対面で開催されている。なお、
本研修にかかる費用は無料である。

（2） これまでの議題は以下の通り。第1回「世界遺産のシステムとそのプロセス」（2017年、クラクフ、
ポーランド）、第2回「サイトマネージャー　役割、責任、キャパシティビルディングの必要性」（2018
年、マナマ、バーレーン王国）、第3回「世界遺産のプロパティとヘリテージ・プレイスの持続可
能な管理」（2019年、バクー、アゼルバイジャン）。

（3） 世界遺産リーダーシッププログラムとは、ICOMOS・ユネスコ世界遺産センター（ＷＨＣ）と協
力してIUCNおよびICCROMが提供する世界遺産の保存管理に関わる実務担当者の能力開発を目
的としたプログラム。

（4） 気候変動に関わり世界遺産の諮問機関から出された主要な文書に「気候変動は現在、自然の世
界 遺 産 に 対 す る 最 も 一 般 的 な 脅 威 で あ る」（Osipova et al., 2020） と す るIUCNの「IUCN World 
Heritage Outlook 3」（2020年）、「文化遺産は気候変動の無数の影響を伝えるユニークな立場にある」
とするICOMOSの「Futures of Our Pasts レポート」（2019年）がある。

（5） World Heritage in the face of Covid-19 （UNESCO 2021） 。なおこの文書の結論では、以下が提言さ
れている。
・各遺産のOUVを保護し、訪問者に対して遺産の価値や特性を強調することに焦点を当てた、持

続可能で柔軟な世界遺産管理の提唱。
・世界遺産が、大規模な国際観光への依存から、よりよく管理された観光と地元規模のビジネス

やサービスへの方向転換を推進すること。
・観光客に提供する経験を多様化する一方で、安全な旅行のための新しい健康プロトコルや基準

の適用を支援し、提唱すること。
・ユネスコの支援を受け、観光向けの新しい安全基準、観光客向け情報アプリ、国内観光促進キャ

ンペーンにより、旅行者の信頼回復と適応需要の喚起に貢献する。
・観光地の再建、技術革新と投資の促進、観光セクターの再考のため、包括的な観光復興計画の

作成を促進・支援する。
・危機の影響を緩和し、将来の世代のための持続可能性を確保するため、既に助成を受けている
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観光地では助成を維持、現在受けていない観光地では助成の導入を提唱すること。
（6） ICOMOSで持続続可能な観光を担当するFergus T.Maclarenは、以下のようにリスクを捉える。①

経済的リスク：観光産業が、地域社会の維持に必要十分なレベルに戻るのは難しいこと。②社会
的リスク：主要な雇用部門である観光が打撃を受けることにより、他の産業まで支えることがで
きないこと。③環境リスク：生物多様性の喪失や気候変動の脅威への対応。④文化的なリスク：
遺跡の保全・維持、遺跡とそれを支えるコミュニティ、景観、伝統を維持するための収入の減少
である。）。

（7） 2021年7月に開催された第44回拡大世界遺産委員会では、Policy Document on the impacts of climate 
change on World Heritage properties（世界遺産の影響に関する政策文書）（2007年）が更新された

（WHC/21/44.COM/7C）。
（8） 遺産は決して「島」ではない：生態系である。遺産を守るためには、遺産の先にある問題にも目

を向けなければならない。そうすることで初めて遺産を守ることができる。（BOCCARDI&SCOTT 
2018） 
Boccardi, G., & Scott, L. （2018）. “A view from the inside: an account of the process leading to the 
adoption of the policy for the integration of a sustainable development perspective within the World 
Heritage Convention”.

（9） Strategic Action Plan for the Implementation of the World Heritage Convention 2012-2022（ 世 界 遺
産条約実施のための戦略的行動計画2012-2022年）（WHC-11/18.GA/11）（UNESCO 2011） および
Policy Document for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of 
the World Heritage Convention（世界遺産条約のプロセスに持続可能な開発の視点を組み込むた
めの政策文書）（UNESCO 2015）

（10） People-Centred Approaches to the Conservation of Cultural Heritage: Living Heritage（ICCROM 
2015）。
世界遺産の保存管理の歴史については Gamini Wijesuriya氏（ICCROM事務局長特別アドバイザー）
令和２年度第７回公開講座「世界遺産の保存管理」（2021年２月）の動画をご覧いただきたい。
 https://youtu.be/OGeZZTLVhbU

（11） 「文化的権利」とは①文化的生活に参加する権利、②自分の文化を楽しむ権利、③文化遺産を
維持、管理、保護、発展する権利（Karlma Bennoune UN Special Rapporteur in the field of cultural 
rights）。
Report of the independent expert in the field of cultural rights, Farida Shaheed, March 2011
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx 

（12） ヘリテージ・プレイス（Heritage Place）という概念は、ICCROMとIUCN世界遺産リーダーシッ

ププログラムによって改訂が進められる新しいResource Manual on Managing World Heritage（近

日刊行予定）で使用される予定の専門用語（Jo Eugene氏の御教示による。）。
（13） OUVと「OUVの属性」の違いは、「価値」はコントロールできないが「属性」はコントロール

できるもので保存管理の対象となるものである（Ang Ming Chee氏（George Town World Heritage 
Incorporated）の御教示による）。

（14） 締約国は、世界遺産の効果的な管理活動を実施する責任がある。締約国は、資産管理者、管理
権限を有する機関、その他のパートナー、地域社会、先住民、権利者、資産管理の利害関係者と
緊密に協力して、必要に応じて、衡平なガバナンスの取り決め、共同管理システム、救済メカニ
ズムを構築することにより、これを行うべきである。（『世界遺産条約履行のための作業指針』第
117項目）

（15） 影響度と関心度 （Mendelow 1991）。
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（16） PRA（Participatory Rural Appraisal）の手法としては①質問は「はい」「いいえ」で回答するクロー
ズド・クエスチョンをしない。②個人ではなく、グループを対象にする。③言語でのコミュニケー
ションではなく、視覚的なコミュニケーションを重視する。④地元住民から学ぶ。⑤コミュニティ
を訪問にあたっては「適切な時期を選ぶ」「文化的なプロコトルを大事にする」「特例を避ける」「講
義をしない」。⑥対話の間は、通うのではなく滞在して、生活をともにする。

（17） 保 存 管 理 計 画 を 見 直 す た め の ツ ー ル と し てEnhancing Our Heritage Toolkitが あ る（World 
Heritage Centre UNESCO World Heritage Paper23 2008 Enhancing Our Heritage Toolkit Assessing 
management effectiveness of Natural World Heritage sites）。もとは自然遺産の管理計画を見直すた
めに作られたものであるが、文化遺産にも対応したEnhancing Our Heritage Toolkit 2.0は2022年中
の刊行が予定されている（Nicole Franceschini氏の教示による）。

（18） モニタリングには、ユネスコ世界遺産センターが６年ごとに定期的に地域ごとに行う定期報告
がある（『世界遺産条約履行のための作業指針』第96項）。また、国内の文化遺産は、毎年、文化
庁に保全状況報告書を提出、文化審議会世界文化遺産部会で諮られる。さらに各資産では、推薦
書に定めた指標にもとづき定期的にモニタリングを行うことになっている。「神宿る島」宗像・
沖ノ島と関連遺産群については、保全状況を毎年１冊の年次報告書にまとめ、毎年度末、諮問機
関である専門家会議に諮ることになっている。この年次報告書は、立ち入りが禁じられている沖
ノ島祭祀遺跡の詳細な保全状況が掲載されているため、一般には公開されていない。

（19） 遺産影響評価についてはこれまでIUCN、ICOMOS それぞれが独自にガイドラインを定めていた
が、ICCROM・IUCN・ICOMOSが共同執筆した『Guidance and Toolkit for Impact Assessment in a 
World Heritage Context（世界遺産のための遺産影響評価ガイドラインとツールキット）』は2022
年8月に刊行された。

国内では、文化庁『世界文化遺産の遺産影響評価にかかる参考指針』（2018年）に基づき進め
られている。

なお、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群は登録時の勧告にもとづき、『世界遺産「神宿る
島」宗像・沖ノ島と関連遺産群遺産影響評価運用マニュアル』（2019年）を定めるとともに、『世
界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群包括的保存管理計画』（2022年3月改訂）の中にも
組み込んでいる。

（20） 第４回サイト・マネージャーフォーラムの声明文および動画は下記ウェブサイトから閲覧可能。
https://whc.unesco.org/en/whsmf2021
https://youtu.be/UEjp8YVk-gM

（21） ICCROMは多くのオンライン研修を行っている上、過去の研修についてもICCROMウェブサイト
から動画配信で視聴可能である。ユネスコ世界遺産センターは2021年定期報告にかかる研修をア
ジア太平洋地域のサイト・マネージャー向けにオンラインで行なった。

（22） ICCROMのJoseph King氏による。
（23） PANORAMA（https://panorama.solutions/en/portal/nature-culture） は、ICCROM、IUCN、

ICOMOSが共同で立ち上げた世界遺産の保存管理に関わる優れた取組を登録するウェブサイト。
共通の課題が世界中でどのように対処されているか共有することで、横断的に学び、解決策を
見出すことを目的とする。またUNESCO世界遺産センターはWorld Heritage Canopy（https://whc.
unesco.org/en/canopy/#list）という持続可能な開発と遺産の保全が連携した取組を紹介するウェ
ブサイトを立ち上げている。

（24） 文化審議会世界遺産部会「我が国における世界文化遺産の今後の在り方（第一次答申）」（2021
年3月30日）https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/isanbukai/sekaiisanbukai_nittei/4_07/
pdf/93092801_01.pdf
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